
平成２８年第１回西予市議会定例会会期日程表 

会期２月２９日（月）～３月１７日（木） （会期１８日間） 

月 日 曜日 日 程 備 考 

２月２９日 月 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・即決議案採決 

・各委員会協議会 

３月 １日 火 休 会 

３月 ２日 水 本 会 議 
・代表質問 

・一般質問 

３月 ３日 木 本 会 議 
・一般質問 

・質疑・各委員会付託 

３月 ４日 金 休 会 

３月 ５日 土 休 会 

３月 ６日 日 休 会 

３月 ７日 月 常任委員会 

３月 ８日 火 常任委員会 

３月 ９日 水 常任委員会 予備日 

３月１０日 木 休 会 

３月１１日 金 休 会 

３月１２日 土 休 会 

３月１３日 日 休 会 

３月１４日 月 休 会 

３月１５日 火 休 会 ・討論通告〆切 

３月１６日 水 休 会 

３月１７日 木 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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平成２８年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成２８年２月２９日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開 会 平成２８年２月２９日 

 午前１０時４０分 

１．散 会 平成２８年２月２９日 

 午後 ３時２９分 

１．出 席 議 員 

 １番 源 正 樹 

 ２番 井 関 陽 一 

 ３番 菊 池 純 一 

 ４番 田 中 徳 博 

 ５番 中 村 敬 治 

 ６番 二 宮 一 朗 

 ７番 兵 頭   学 

 ８番 小 野 正 昭 

 ９番 松 山   清 

１０番 宇都宮 明 宏 

１１番   欠  員  

１２番 元 親 孝 志 

１３番 沖 野 健 三 

１４番 森 川 一 義 

１５番 藤 井 朝 廣 

１７番 岡 山 清 秋 

１８番 酒 井 宇之吉 

１９番 兵 頭   勇 

２０番 山 本 昭 義 

２１番 梅 川 光 俊 

１．欠 席 議 員 

 １６番  浅 野 忠 昭 

１．会議録署名議員 

１２番  元 親 孝 志 

 １３番  沖 野 健 三 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

市 長 三 好 幹 二 

副 市 長 河 野 敏 雅 

教 育 長 宇都宮 又 重 

会 計 管 理 者 奥 野 柳之介 

        宗   正 弘 

企画財務部長 大 平 利 幸 

産業建設部長 二 宮 紀 夫 

生活福祉部長 横 山 博 文 

教 育 部 長 松 川 伸 二 

明 浜 支 所 長 道 山 升 文 

野 村 支 所 長 尾 下 孝 二 

城 川 支 所 長 田 村   剛 

三 瓶 支 所 長 坂 本 康 司 

消防本部消防長 菊 池   直 

総 務 課 長 三 好 敏 也 

財 政 課 長 山 岡 薫 彦 

監 査 委 員 正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 事 務 局 長 浅 野 信 也 

 議 事 係 長 原井川 英 一 

１．議 事 日 程 別紙のとおり 

１．会議に付した事件 別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過 別紙のとおり 

総 務 部 長 兼 
公営企業部長 
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 議  事  日  程 

１ 会議録署名議員の指名 

 （１２番 元親孝志、１３番 沖野健三） 

２ 会期の決定 

 （２月２９日～３月１７日 １８日間） 

３ 承認第 １号 専決処分第４号の承認を求

めることについて（西予市

税条例等の一部を改正する

条例の一部を改正する条例

制定について） 

４ 議案第 １号 林道東津野城川線（安尾地

区）地すべり災害復旧工事

請負契約について 

５ 議案第 ２号 財産の無償譲渡について 

議案第 ３号 財産の無償貸付について 

議案第 ４号 財産の無償貸付について 

議案第 ５号 西予市行政不服審査法施行

条例制定について 

議案第 ６号 行政不服審査法の全部を改

正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例

制定について 

議案第 ７号 西予市研修基金条例制定に

ついて 

議案第 ８号 西予市ふるさと応援基金条

例制定について 

議案第 ９号 西予市育英会奨学金貸与条

例制定について 

議案第３０号 西予市三好等奨学基金条例

等を廃止する条例制定につ

いて 

議案第１０号 西予市子ども教育振興基金

条例制定について 

議案第１１号 西予市消費生活センター条

例制定について 

議案第１２号 西予市立病院看護師等奨学

資金貸与条例制定について 

議案第１３号 西予市職員の退職管理に関

する条例制定について 

議案第１４号 西予市非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

６ 議案第１５号 西予市職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条

例制定について 

議案第１６号 西予市特別職の職員で常勤

のものの給与等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

議案第１７号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

７ 議案第１８号 西予市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第１９号 西予市人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第２０号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第２１号 西予市教職員宿舎条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

議案第２２号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第２３号 西予市立幼稚園における保

育料等徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第２４号 西予市社会体育施設条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第２５号 西予市東部衛生センター施

設更新準備基金条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２６号 西予市子ども・子育て会議

設置条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第２７号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２８号 西予市道路占用料徴収条例

及び西予市公共物管理条例

の一部を改正する条例制定

について 
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議案第２９号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第３１号 西予市霊柩自動車条例を廃

止する条例制定について 

議案第３２号 第２次西予市総合計画基本

構想の策定について 

議案第３３号 西予市過疎地域自立促進計

画の策定について 

議案第３４号 西予市営土地改良事業の施

行について 

議案第３５号 西予市営土地改良事業の施

行について 

議案第３６号 西予市営土地改良事業の施

行について 

議案第３７号 西予市営土地改良事業の施

行について 

８ 議案第３８号 平成２７年度西予市一般会

計補正予算（第６号） 

９ 議案第３９号 平成２７年度西予市授産場

特別会計補正予算（第３

号） 

議案第４０号 平成２７年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１号） 

議案第４１号 平成２７年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第３号） 

議案第４２号 平成２７年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

議案第４３号 平成２７年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

議案第４４号 平成２７年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第４号） 

議案第４５号 平成２７年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

議案第４６号 平成２７年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

議案第４７号 平成２７年度西予市水道事

業会計補正予算（第１号） 

議案第４８号 平成２７年度西予市病院事

業会計補正予算（第１号） 

議案第４９号 平成２７年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第２号） 

１０ 議案第５０号 平成２８年度西予市一般会

計予算 

１１ 議案第５１号 平成２８年度西予市授産場

特別会計予算 

議案第５２号 平成２８年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

議案第５３号 平成２８年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

議案第５４号 平成２８年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

議案第５５号 平成２８年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

議案第５６号 平成２８年度西予市介護保

険特別会計予算 

議案第５７号 平成２８年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

議案第５８号 平成２８年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

議案第５９号 平成２８年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

議案第６０号 平成２８年度西予市水道事

業会計予算 

議案第６１号 平成２８年度西予市病院事

業会計予算 

議案第６２号 平成２８年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

１２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

１３ 議案第６３号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６４号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６５号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６６号 西予市農業委員会委員の任

命について 
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議案第６７号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６８号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６９号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７０号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７１号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７２号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７３号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７４号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７５号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７６号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７７号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７８号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７９号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第８０号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第８１号 西予市農業委員会委員の任

命について 
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本日の会議に付した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 承認第 １号 専決処分第４号の承認を求

めることについて（西予市

税条例等の一部を改正する

条例の一部を改正する条例

制定について） 

４ 議案第 １号 林道東津野城川線（安尾地

区）地すべり災害復旧工事

請負契約について 

５ 議案第 ２号 財産の無償譲渡について 

議案第 ３号 財産の無償貸付について 

議案第 ４号 財産の無償貸付について 

議案第 ５号 西予市行政不服審査法施行

条例制定について 

議案第 ６号 行政不服審査法の全部を改

正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例

制定について 

議案第 ７号 西予市研修基金条例制定に

ついて 

議案第 ８号 西予市ふるさと応援基金条

例制定について 

議案第 ９号 西予市育英会奨学金貸与条

例制定について 

議案第３０号 西予市三好等奨学基金条例

等を廃止する条例制定につ

いて 

議案第１０号 西予市子ども教育振興基金

条例制定について 

議案第１１号 西予市消費生活センター条

例制定について 

議案第１２号 西予市立病院看護師等奨学

資金貸与条例制定について 

議案第１３号 西予市職員の退職管理に関

する条例制定について 

議案第１４号 西予市非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

６ 議案第１５号 西予市職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条

例制定について 

議案第１６号 西予市特別職の職員で常勤

のものの給与等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

議案第１７号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

７ 議案第１８号 西予市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第１９号 西予市人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第２０号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第２１号 西予市教職員宿舎条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

議案第２２号 西予市立学校給食センター

及び学校給食調理場条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第２３号 西予市立幼稚園における保

育料等徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第２４号 西予市社会体育施設条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第２５号 西予市東部衛生センター施

設更新準備基金条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２６号 西予市子ども・子育て会議

設置条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第２７号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第２８号 西予市道路占用料徴収条例

及び西予市公共物管理条例

の一部を改正する条例制定

について 

議案第２９号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい
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て 

議案第３１号 西予市霊柩自動車条例を廃

止する条例制定について 

議案第３２号 第２次西予市総合計画基本

構想の策定について 

議案第３３号 西予市過疎地域自立促進計

画の策定について 

議案第３４号 西予市営土地改良事業の施

行について 

議案第３５号 西予市営土地改良事業の施

行について 

議案第３６号 西予市営土地改良事業の施

行について 

議案第３７号 西予市営土地改良事業の施

行について 

８ 議案第３８号 平成２７年度西予市一般会

計補正予算（第６号） 

９ 議案第３９号 平成２７年度西予市授産場

特別会計補正予算（第３

号） 

議案第４０号 平成２７年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１号） 

議案第４１号 平成２７年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第３号） 

議案第４２号 平成２７年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

議案第４３号 平成２７年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

議案第４４号 平成２７年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第４号） 

議案第４５号 平成２７年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

議案第４６号 平成２７年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

議案第４７号 平成２７年度西予市水道事

業会計補正予算（第１号） 

議案第４８号 平成２７年度西予市病院事

業会計補正予算（第１号） 

議案第４９号 平成２７年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第２号） 

１０ 議案第５０号 平成２８年度西予市一般会

計予算 

１１ 議案第５１号 平成２８年度西予市授産場

特別会計予算 

議案第５２号 平成２８年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

議案第５３号 平成２８年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

議案第５４号 平成２８年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

議案第５５号 平成２８年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

議案第５６号 平成２８年度西予市介護保

険特別会計予算 

議案第５７号 平成２８年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

議案第５８号 平成２８年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

議案第５９号 平成２８年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

議案第６０号 平成２８年度西予市水道事

業会計予算 

議案第６１号 平成２８年度西予市病院事

業会計予算 

議案第６２号 平成２８年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

１２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

１３ 議案第６３号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６４号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６５号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６６号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６７号 西予市農業委員会委員の任

命について 
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議案第６８号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第６９号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７０号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７１号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７２号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７３号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７４号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７５号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７６号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７７号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７８号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第７９号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第８０号 西予市農業委員会委員の任

命について 

議案第８１号 西予市農業委員会委員の任

命について 
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開会 午前１０時４０分 

○議長 ただいまの出席議員は１８名でありま

す。これより平成２８年第１回西予市議会定例会

を開会いたします。 

三好市長より今定例会招集の挨拶があります。 

三好市長。 

○三好市長 平成２８年第１回西予市議会定例会

の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 朝晩はまだまだ冬の寒さが残っておりますが、

三寒四温を繰り返すこの季節を迎えますと、本格

的な春の訪れが待ち遠しく感じられるところでご

ざいます。 

 本定例会は、議員の皆様、そして私にとりまし

ても任期最後の定例議会となります。議員の皆様

におかれましても特別な思いを持って臨んでおら

れることと存じます。 

 この４年間、また西予市発足当時からこれまで

の長きにわたり、議員各位はもちろんのこと、多

くの方々にお支えいただき、市長としての重責を

担ってまいることができました。議会初日ではご

ざいますけれども、まずもって衷心より厚くお礼

を申し上げます。 

 さて、今月は西予市の将来につながるうれしい

ニュースがございました。 

 その一つは、国が地域の農林水産物の食品を知

的財産として守る地理的表示保護制度に西予市蚕

糸業振興協議会が申請しておりました伊予生糸と

書いて「いよいと」と読むわけでございますが、

伊予生糸が登録されることとなりました。この制

度は、地域で特別な生産方法により大切に守り育

てられ、高い品質や評価を得ている農林水産物や

食品を対象に地域ブランドとして品質確保や保護

を目的とするもので、皆さんもご案内のとおり、

夕張メロンや神戸ビーフなど全国で７件が登録さ

れておりました。それに続き、このたび非食品部

門で初めて私どもの伊予生糸が登録されたもので

す。 

 本市では、これを契機といたしまして後継者育

成に一層取り組み、伝統文化技術の継承はもとよ

り、来る２０２０年東京オリンピック選手団のユ

ニホームのどこかに装飾品等で使用していただく

運動を展開するなど、全国に向けてブランド力を

発信することにより地域の創生発展に結びつけて

まいりたいと考えております。 

もう一つは、総務省消防庁から救急車隊員編成

の規制緩和につきまして来年度中に制度改正を目

指す方針が示されたことであります。これは、救

急車の隊員確保が財政的な事情から困難な過疎地

域において救急搬送の体制を維持することを目的

に、本市から、私も何回か市長会などを通じて長

年にわたって要望を続けてきたものであります。

今回の制度改正は、平成２６年から導入された国

の地方分権改革制度の提案募集方式を活用いたし

まして本市から提案した案件が検討され、規制緩

和への道筋が整ったものであります。 

 これによりまして、救急隊員３名のうち１名は

運転担当として消防職員以外の者を充てることが

できることから、幅広い人材活用によりかねてよ

り要望のありました明浜町及び城川町の救急２４

時間体制の整備に向けて具体的な検討を進めてい

くことができ、地域の安全・安心に大きく寄与す

るものと考えております。 

 さて、定例会は市政にとって新年度予算を審議

いただく非常に重要な議会でございます。議員の

皆様からの一般質問をお受けするとともに、西予

市の１０年先を見据え作成した第２次西予市総合

計画に基づき、新たなまちづくりのスタートとな

ります平成２８年度の所信の一端を申し上げるほ

か、議案として条例の制定改廃２７件、土地改良

事業の施行４件、平成２７年度補正予算１２件、

平成２８年度当初予算１３件など合計８４件に上

る多くの議案を上程し、ご審議をお願い申し上げ

るものでございます。 

 議案等の提案理由につきましては、上程の際に

ご説明申し上げますので、何とぞ慎重にご審議を

いただき、ご承認、ご決定を賜りますようお願い

申し上げまして招集のご挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、前定例会後における諸般の報告は

お手元に配付のとおりでありますので、お目通し

願います。 

これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

（日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に、１２番元親孝志君、

１３番沖野健三君の両名を指名いたします。 

（日程２） 

9



○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から３月１７日までの１８

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から３月１７日までの１８日間と決

定いたしました。 

（日程３） 

○議長 次に、日程第３、承認第１号「専決処分

第４号の承認を求めることについて（西予市税条

例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

制定について）」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 承認第１号「専決

処分第４号の承認を求めることについて」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 この承認第１号は、西予市税条例等の一部を改

正する条例の一部を改正する条例制定について専

決処分の承認を求めるものであります。 

 今回の改正は、地方税法施行規則の一部を改正

する省令等の一部を改正する省令が平成２７年１

２月２５日に公布施行されたことに伴い、地方税

の関係書類のうち一定の書類について納税義務者

等の個人番号を必要としないこととするため、所

要の改正を行うものであります。よろしくご審議

の上、ご承認くださいますようお願いいたしま

す。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

これより本案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。

お諮りいたします。

承認第１号は、会議規則第３７条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。

これより承認第１号を採決いたします。

お諮りいたします。

承認第１号「専決処分第４号の承認を求めるこ

とについて（西予市税条例等の一部を改正する条

例の一部を改正する条例制定について）」は原案

のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、承認第

１号は原案のとおり承認することに決定いたしま

した。 

（日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第１号「林道東津

野城川線（安尾地区）地すべり災害復旧工事請負

契約について」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第１号「林道東津野城

川線（安尾地区）地すべり災害復旧工事請負契約

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 当路線は、平成２７年３月２０日から９月２日

にかけて発生した地すべり滑動により路面沈下や

構造物の変異が数多く見受けられる状態となって

おります。昨年１１月に災害査定を受け、実施計

画に至ったものでございます。地すべりの災害復

旧延長は１５６メーターとなっております。当路

線は、林道用施設としての役割だけではなく、四

国有数の酪農地帯である大野ヶ原地区への生活道

路及び西予市、鬼北町、高知県檮原町を連絡する

重要な林道となっております。 

 本工事につきましては、去る２月９日、事前審

査型一般競争入札を執行し、山本建設株式会社代

表取締役山本初市氏と工事請負金額１億５，２２

８万円で２月１０日に工事請負仮契約を締結いた

しましたので、議会の議決を求めるものでありま

す。なお、工事に係る概要等につきましては、別

紙参照資料をご参照ください。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願いいたします。 

○議長 これより本案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。

お諮りいたします。

議案第１号は、会議規則第３７条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ
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にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

お諮りいたします。

議案第１号「林道東津野城川線（安尾地区）地

すべり災害復旧工事請負契約について」は原案の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第１号は原

案のとおり決定いたしました。 

（日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第２号「財産の無

償譲渡について」から議案第１４号「西予市非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」まで及び議案第３０

号「西予市三好等奨学基金条例等を廃止する条例

制定について」の１４件を一括議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 

大平企画財務部長。 

○大平企画財務部長 議案第２号「財産の無償譲

渡について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 このたび西予市の普通財産である大江集会所用

地について大江部落自治会から無償譲渡の申し出

がございました。大江部落自治会は住民の自主的

な管理運営を図り地域共通の利益を促進するた

め、地域自治のために組織された団体でございま

す。 

 譲渡の申し出があった当該用地は、元来地元か

ら寄附されたものでもあり、無償譲渡をする団体

として適しているものと認められるため、地方自

治法第９６条第１項第６号の規定に基づきまして

議会の議決を求めるものでございます。 

 続きまして、議案第３号及び議案第４号「財産

の無償貸付について」、関連がございますので、

一括して提案理由のご説明を申し上げたいと思い

ます。 

平成２６年度に閉校いたしました旧狩江小学校

の跡地利用につきまして、平成２７年６月に策定

いたしました西予市学校施設等跡地利活用のため

の基本方針に基づきまして狩江地区においてその

有効活用について協議検討を重ねてまいりまし

た。 

 その結果、複数の団体、企業及び個人が協働し

て活用する地域の新たな交流拠点施設として利用

することとなり、今回本施設の利用について同地

区を拠点として農林水産物の加工及び販売事業を

展開されている株式会社地域法人無茶々園代表取

締役大津清次氏から同施設の一部を企業事務所と

して利用することを目的に利活用申請書が提出さ

れました。 

 また、明浜町渡江を拠点として建築事業を展開

されている酒井建設代表者酒井久夫氏から、同じ

く同施設の一部を木工品企画製品販売事業に利用

することを目的として利活用申請書が提出されま

した。その申請を受け、先般部長級で組織いたし

ております西予市公共施設等マネジメント会議を

開催いたしまして、提出された利活用計画を審議

した結果、その利活用内容はさきに策定しており

ます基本方針に沿っており、また地域にとっても

有意義なものであると判断し、それぞれ同施設の

一部を無償で貸し付けるものでございます。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第５号「西予

市行政不服審査法施行条例制定について」及び議

案第６号「行政不服審査法の全部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定に

ついて」一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 行政庁が行う処分に対し国民がその見直しを求

め不服を申し立てる制度を定めた行政不服審査法

が公平性及び使いやすさの向上を目的に全面改正

され、平成２８年４月から施行されます。行政不

服審査法の改正目的のうち公平性の向上について

は、処分に関与しない職員が審理を行う審理員制

度の導入、裁決内容を点検する第三者機関の設

置、証拠書類等の閲覧時の謄写や処分庁への質問

を可能とする審査請求人の権利の拡充が図られて

おります。また、使いやすさの向上としまして

は、不服申し立て期間の延長、申し立て手続の一

元化、標準審理期間の設定のほか不服申し立て前
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置を定めた個別法の見直しがなされました。 

 それに伴いまして、議案第５号では、新たに設

置する第三者機関の組織、運営及び謄写手数料等

について必要となる事項を条例で定めるものであ

ります。 

 また、議案第６号では、行政不服審査法の全部

改正に伴い整備が必要となる６条例において所要

の改正を行うものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 大平企画財務部長。

○大平企画財務部長 議案第７号「西予市研修基

金条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 本市の基金に西予市野村町海外研修及び北海道

黒松内町研修基金がございますが、これは野村町

在住者が海外研修や姉妹市町である北海道黒松内

町との友好交流を促進し、人材育成を図るため、

合併以前に設置されたものでございます。 

 この基金は野村地域に限定されておりますが、

市の一体性の醸成のためこれを廃止し、貸付対象

者を西予市民全体に広げ、地域づくりに貢献する

人材の育成と交流の促進を図ることを目的とし

て、新たに西予市研修基金を設置するものであり

ます。 

 続きまして、議案第８号「西予市ふるさと応援

基金条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 平成２０年にふるさと納税制度が導入されてか

らおよそ８年が経過いたしまして、西予市におい

ても民間ポータルサイトへの登録や返礼品の産品

の充実を図ったことから寄附件数及び寄附額が急

増いたしました。このことを西予市を今まで以上

にＰＲする好機と捉えまして、よりわかりやすい

制度かつ寄附者の意向を尊重する制度とする必要

があると考えてございます。 

 このため、現在はこの寄附金でございますけれ

ども、一般財源に充てておりますけれども、当該

寄附金を基金として積み立て、適正に管理し、ま

ちづくりを推進する事業の財源に充当するため本

条例を制定するものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 松川教育部長。

○松川教育部長 議案第９号「西予市育英会奨学

金貸与条例制定について」及び議案書１１９ペー

ジになりますが、議案第３０号「西予市三好等奨

学基金条例等を廃止する条例制定について」、関

連がございますので一括して提案理由のご説明を

申し上げます。 

 西予市では、三瓶町及び城川町出身者を対象と

した地域限定の奨学金の貸与を行ってまいりまし

たが、西予市全体を対象とした制度もあり、対象

者が重複するとともに利用者数が減少傾向にある

ことから奨学金貸与制度の見直しを検討してまい

りました。 

 また、近年、卒業後の就職、雇用環境等の変化

により安定した収入を確保できず、奨学金の返済

に支障を来す利用者もあり、利用者の視点に立っ

た制度の見直しも求められております。 

 このような状況を踏まえ、利用者にとってより

借りやすく、返済しやすい魅力ある奨学金制度と

して整備するため、今回新たな西予市育英会奨学

金貸与条例を制定し、城川地域及び三瓶地域限定

の奨学金貸与制度に関係する４条例を廃止するも

のであります。 

 続きまして、議案第１０号「西予市子ども教育

振興基金条例制定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 西予市では、生きる力の育成を基盤とした学校

教育の推進を行っているところであります。西予

市の未来を担う児童・生徒を育成していくために

は、時代のニーズに沿った教育の展開を図るこ

と、またふるさと教育を通して郷土を愛する心を

育てるとともに国際社会に対応する教育の充実を

図ることなどが重要であります。 

 これらのことを踏まえ、当基金は子供たちへの

ふるさとの未来へつながる人づくりに関する事業

などを一層推進するための財源として新たに設け

るものであります。その効果的な運用を図るた

め、地方自治法第２４１条の規定に基づき本条例

を制定するものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 議案第１１号「西予市消費

生活センター条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の条例制定は、深刻化する消費者被害に対

応するため、消費生活相談体制の強化を目的とし
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て消費者安全法が改正されたことによるものであ

ります。 

 西予市では、平成２１年２月に西予市消費者生

活センターを設置し、地域における消費者保護及

び消費者教育を推進しているところでございます

が、消費者安全法の改正により消費生活センター

を設置している都道府県や市町村が引き続き消費

生活センターを設置するには、内閣府令で定める

基準を参酌して、消費生活センターの組織及び運

営に関する事項当について条例を定めることが必

要となったものであります。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 宗公営企業部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第１２号「西

予市立病院看護師等奨学資金貸与条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 現在、全国的に医師、看護職員等医療従事者の

不足、偏在が深刻化している状況が指摘され、そ

の対応が急がれております。特に、地方の病院に

おきましてはその傾向が顕著にあらわれており、

質の高い医療サービスと地域医療の安定確保を図

る上で重要な課題となっております。 

 看護師確保につきましては、西予市立病院にお

きましても、これまでハローワークでの募集や看

護協会が主催する合同就職説明会への参加など対

策を講じてまいりましたが、依然として厳しい状

況であり、今後においても看護師不足が懸念さ

れ、病院の経営をも左右する重要な問題として捉

えているところでございます。 

 本条例は、こうした状況に鑑み、将来西予市立

病院で看護師等の業務に従事しようとする意思を

有しているもので、看護師養成施設等に在学する

ものまた在学決定している者に対し奨学資金を貸

与し、修学を容易にすることで看護師の確保や要

請、また地域医療の維持と向上を目的として定め

るものであります。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第１３号「西

予市職員の退職管理に関する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人

法の一部を改正する法律の施行により地方公務員

に元職員による働きかけの規制が定められたこと

に伴い制定するものであります。 

 今回の法改正により職員であったものが離職後

に営利企業等に再就職した場合には、離職後２年

間は離職前５年間についていた職務に関する契約

等事務に関して現職職員に対して要求や依頼する

ことが禁止され、規制違反に関する監視制度が設

けられるとともに、地方公共団体に対して退職管

理の適正確保に必要と認められる措置を講じるこ

ととされました。 

 本条例は、退職管理の適正確保のため働きかけ

の規制を受ける再就職者である役職員の範囲を定

めるとともに、営利企業等への再就職に際して所

要の届け出を義務づけるものであります。 

 続きまして、議案第１４号「西予市非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の改正は、地方公務員災害補償法施行令の

一部を改正する政令の施行に伴い、所要の措置を

講ずるため本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第１５号「西予市

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

制定について」から議案第１７号「西予市議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例制定について」までの３件を一括

議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第１５号「西

予市職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例制定について」、議案第１６号「西予市特別

職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一

部を改正する条例制定について」、議案第１７号

「西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例制定について」関

連がございますので、一括して提案理由のご説明

を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院及び愛媛県人事委員会の

勧告及び地方公務員法の改正に伴い、それぞれの
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条例の一部を改正するものであります。 

 主な改正内容でございますが、まず人勧に伴う

ものでは、民間給与との格差を解消するため職員

の月例給につきまして昨年度に引き続き若年層に

重点を置いて引き上げを行うもので、現行の給料

表を愛媛県人事委員会勧告に準じて改定し、平成

２７年４月１日にさかのぼって適用させるもので

あります。平均改定率は、０．８５％となってお

ります。期末勤勉手当につきましても、年間４．

１月分から４．２月分に０．１月分引き上げるも

のであります。 

 具体的には、平成２７年度分においては、１２

月期の勤勉手当の支給割合を０．１月分引き上

げ、現行の０．７５月から０．８５月といたしま

す。平成２８年度においては、６月期と１２月期

に振り分け、それぞれ０．８０月分といたしま

す。 

 また、市の特別職及び教育長、議会議員の給与

につきましても、国、県の給与改定に準じて期末

手当を年間で０．０５月分引き上げを行います。 

 一般職の適用と同様に平成２７年度分では、１

２月期の期末手当の支給割合を０．０５月分引き

上げ、現行の１．６２５月から１．６７５月と

し、平成２８年度からは０．０５月分を６月期と

１２月期に０．０２５月分ずつ振り分けるもので

あります。 

 次に、地方公務員法の改正に伴う職員給与条例

の改正についてご説明申し上げます。 

 今回の地方公務員法の改正では、能力及び実績

に基づく人事管理の徹底が強く打ち出されている

ところですが、その中で職務給の原則を徹底する

ため、等級別基準表を条例で定めることとされま

した。等級別基準表とは、給料表の等級別の分類

の基準となる職務内容を示したもので、５級が課

長の職務、２級が主査の職務など具体的に規定す

るものであります。 

 今回、その等級別基準表を条例中に規定するわ

けでございますが、これに合わせまして職員の職

の名称について県内の状況等を踏まえ、一部見直

しを行っております。主なものとしましては、従

来若手の新採職員で用いておりました主事補を廃

止いたします。また、中堅職員の多くに用いてお

ります専門員を主任に改めます。また、医療職に

おきましても職責に応じた職名を用いることとし

ております。 

 今後は、職務に応じた適正な給与体系とすると

ともに、適正な人事管理に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 これより３件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。

お諮りいたします。

議案第１５号から議案第１７号までの３件は、

会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。

これより議案第１５号から議案第１７号までの

３件を一括して採決を行います。 

お諮りいたします。 

 議案第１５号「西予市職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例制定について」から議案

第１７号「西予市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」までの３件は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立多数であります。よって、議案第１５号か

ら議案第１７号は原案のとおり決定いたしまし

た。 

（日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第１８号「西予市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例制定について」から議案第２９号「西

予市火災予防条例の一部を改正する条例制定につ

いて」まで並びに議案第３１号「西予市霊柩自動

車条例を廃止する条例制定について」から議案第

３７号「西予市営土地改良事業の施行について」

までの１９件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 
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宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第１８号「西

予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 今回の改正は、地方公務員法及び学校教育法の

改正に伴い、条例の一部を改正するものでありま

す。 

 改正内容でございますが、条例で引用している

地方公務員法の関係条項の改廃に伴う所要の整備

と学校教育法の改正により義務教育学校制度が創

設されたことに伴い、早出遅出勤務の対象となる

職員の要件に義務教育学校を加えるものでありま

す。 

 続きまして、議案第１９号「西予市人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の改正は、地方公務員法及び行政不服審査

法の改正に伴い、条例の一部を改正するものであ

ります。 

 地方公務員法の改正により人事行政の運営状況

の報告及び公表事項が改められ、人事評価の状

況、退職管理の状況等が新たに加えられたこと、

また行政不服審査法の改正により不服申し立てが

審査請求に一元化されたことに伴い、所要の整備

を行うものであります。 

 続きまして、議案第２０号「西予市税条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法

律が平成２７年３月３１日に公布され、納税者の

負担軽減と早期かつ的確な納税の履行を確保する

観点から国税及び地方税の猶予制度が見直され、

平成２８年４月１日から施行されることによるも

のであります。 

 主な改正内容につきましては、地方税に関する

地域の実情がさまざまであることを踏まえ、地方

税の猶予制度を条例で定めることとされたことか

ら、県内１１市で統一した要件による改正を行う

ものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 松川教育部長。

○松川教育部長 議案第２１号「西予市教職員宿

舎条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、本年４月に城川地区の４小学校

が統合することに伴い、閉校となります遊子川小

学校の校長住宅及び高川小学校の校長住宅の名称

を変更するものであります。 

 また、新たに開校します城川小学校において保

護者が昼間仕事などで家にいない児童を対象に遊

びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る

ことを目的に、城川小学校に隣接する城川中学校

教職員宿舎を廃止して、学童保育施設として有効

活用するため、本条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 続きまして、議案第２２号「西予市立学校給食

センター及び学校給食調理場条例の一部を改正す

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の改正は、議案第２１号と同様に本年３月

末をもって閉校します城川地区の各小学校に設置

しております給食調理場を廃止するとともに、新

たに開校します城川小学校における給食調理場の

名称を変更するため、本条例の一部を改正するも

のでございます。 

 続きまして、議案第２３号「西予市立幼稚園に

おける保育料等徴収条例の一部を改正する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市立幼稚園の保育料については、子ども・

子育て支援法により国が政令で定める額を限度と

して市が定めることとしております。平成２８年

度については、国の制度変更に準じて多子世帯の

保育料軽減の拡充等を図ることとしております

が、今後国が行います子育て支援制度に則して迅

速に対応する必要があることから保育料の額を規

則で定めることとするため、本条例の一部を改正

するものでございます。 

 続きまして、議案第２４号「西予市社会体育施

設条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本年３月末をもって閉校します城川地区の遊子

川小学校、土居小学校及び高川小学校の運動場及

び体育館につきまして、当該施設を社会体育施設

に転用し、今後も地域コミュニティーの拠点とし

て有効な活用を図るため、本条例の一部を改正す

るものでございます。 

以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ
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さいますようお願い申し上げます。 

横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、議案第２５号

「西予市東部衛生センター施設更新準備基金条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 西予市では、現在東部衛生センター及び西部衛

生センターによりし尿及び浄化槽汚泥の処理を行

っております。しかしながら、両施設ともに竣工

から３０年以上が経過し、老朽化が著しい状況に

あるため、西予地域循環型社会形成推進地域計画

に基づいて両施設を統合し、平成２９年４月から

新たな汚泥再生処理センターを稼働することとし

ております。 

 今回の改正は、し尿処理施設として設置されて

いる東部衛生センターを統合し、新たな汚泥再生

処理センターを整備するため、本条例の設置目的

に新たに汚泥再生処理センターを追加し、所要の

整備を行うため本条例の一部を改正するものであ

ります。 

 続きまして、議案第２６号「西予市子ども・子

育て会議設置条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成２８年度からの生活福祉部

及び福祉事務所の組織再編に基づき、福祉事務所

社会福祉課を福祉事務所福祉課に変更することに

伴い、本条例の一部を改正するものでございま

す。 

 続きまして、議案第２７号「西予市介護保険条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、介護保険法施行令の一部を改正

する政令の施行に伴い、全国一律で定められてい

た介護認定審査会の委員の任期について市町村の

実情に応じて定めることができることになったこ

とから、委員の任期を３年とするものでありま

す。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 議案第２８号「西予市道路

占用料徴収条例及び西予市公共物管理条例の一部

を改正する条例制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

現在、市が管理する道路及び法定外公共物を占

用する場合につきましては、公益上必要と認める

占用物件を除き、全ての申請者に対して占用料を

徴収することとしております。しかしながら、住

宅または所有地等への進入路の確保及び給排水管

の埋設等につきましては、住民の日常生活に不可

欠な占用物件であることから、市道及び法定外公

共物に係る占用料を減額または免除することによ

り住民の負担軽減を図るため、本条例の一部を改

正するものであります。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 菊池消防長。

○菊池消防本部消防長 議案第２９号「西予市火

災予防条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市では、厨房設備やボイラー、家庭用の調理

器具など火を使用する設備や器具からの火災を予

防するため、本条例により機器の設置に関する基

準を定めているところであります。 

 近年、新たな調理用機器の流通や電磁誘導加熱

式調理器、いわゆるＩＨ調理器の規格が変更され

たこと等により現状の基準では対応が困難である

ことからその基準を定める対象火気設備等の位

置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める政令

の一部が改正されました。 

 これに伴い、対象火気設備や器具から建設物及

び可燃物との間に必要な距離等の整備を行うた

め、本条例の一部を改正するものであります。よ

ろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 それでは、議案第３１号

「西予市霊柩自動車条例を廃止する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市では、市民の福祉向上を図るため、三瓶町

の区域の住民を対象として霊柩自動車の運行業務

を実施してまいりました。しかしながら、近年の

葬祭形態の変化により民間の葬儀社が霊柩自動車

の運行業務を展開し、運搬費用も葬儀費の中に組

み込まれているケースが多くみられることから、

本市の霊柩自動車の利用者は減少傾向にありま

す。 

 また、現在使用している車両も約１４年が経過

し老朽化していることから、平成２８年３月末の

運行を最後に同事業を廃止するため、本条例を廃
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止するものであります。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 大平企画財務部長。

○大平企画財務部長 議案第３２号「第２次西予

市総合計画基本構想の策定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 本案は、第１次総合計画が本年度末に終了する

ことを受けまして、引き続き計画的に市政を運営

していくため、西予市総合計画策定条例第５条の

規定に基づきまして、平成２８年度から平成３６

年度までを経過期間といたします総合計画の基本

構想について議会の議決を求めるものでありま

す。 

 基本構想では、急激な人口減少社会において加

速度的に衰退していく本市の状況を踏まえ、「変

革、それこそ夢と希望をかなえる唯一のすべであ

る」を副題とし、変わることの重要性を強調して

おります。このような観点から、健全な行財政運

営を維持しながらあらゆる力を結集して、既存の

価値観や古い習慣等に縛られず、本市の特性を生

かした独創的で質の高い政策を果敢に実行し、市

民が安心して暮らせるまちづくりを推進するた

め、４つの基本理念、大枠の方向性として８つの

基本綱領、１０年後の西予市の未来を示す９分野

の基本構想を定めておるところでございます。 

 続きまして、議案第３３号「西予市過疎地域自

立促進計画の策定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 国においては、過疎地域への対策として昭和４

５年度に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以

来、４次にわたる時限立法により今日まで産業の

基盤整備、生活環境の整備等を初め、医療、介

護、福祉の確保、文化、教育の振興など過疎地域

の自立に向けた総合的な政策が講じられ、地域社

会の活性化が図られてまいりました。 

 本市においても同法に基づきまして平成２７年

度までの西予市過疎地域自立促進計画を策定し、

過疎対策事業債を初めとする過疎地域自立促進の

ための財政上の特別措置を活用しているところで

ございます。 

 今回、平成２７年の法改正によりまして、平成

２８年３月末の法の失効期限がさらに５年延長さ

れ、平成３３年３月末とされましたことから、平

成２８年度から３２年度までの新たな西予市過疎

地域自立促進計画を策定するものでございます。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願いいたします。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 議案第３４号から議案第３

７号「西予市営土地改良事業の施行について」一

括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、平成２８年度、２９年度の２カ年計画

で城川町今田地区、平成２８年度から平成３０年

度までの３カ年計画で宇和町上成地区、城川町男

河内地区及び城川町池野々地区の合計４地区にお

いて農地耕作条件改善事業による団体営土地改良

事業を施行することに伴い、西予市営土地改良事

業施行条例第５条の規定によりその事業の概要に

ついて議会の議決を求めるものであります。 

 事業の内容につきましては、全地区において老

朽化した用排水路の整備を行うもので、これらに

より水管理の省力化、維持管理費の低減及び生産

性の向上を図るものであります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

（日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第３８号「平成２

７年度西予市一般会計補正予算（第６号）」を議

題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

三好市長。 

○三好市長 議案第３８号「平成２７年度西予市

一般会計補正予算（第６号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 さて、今回の補正予算案でございますが、事業

完了に伴う事業費の確定及び実績見込みによる減

額並びに平成２７年度国の補正予算に対応するも

の及び事業実施見込みなどにより一部の事業に要

する経費を増額するものであります。 

 増額する主な事業といたしましては、個人情報

の流出防止の強化を目的とした地方公共団体の情

報セキュリティー強化対策事業、低所得者の高齢

者等を対象に支給する臨時給付金支給事業及び平

成２８年度に城川地区で開設予定の放課後児童ク

ラブの準備事業などであります。このほか、今後

の公共施設の更新や除却に備えた公共施設整備基

金及び今後の財政の健全化の維持のための財政調

整基金を積み立てるものなどであります。 

 これらによりまして、議決いただいております

歳入歳出予算からそれぞれ３億６３３万３，００

17



０円を減額して、歳入歳出予算の総額を２９４億

２，０５８万円と定めるものであります。 

 以上が今回の補正予算の概要でありまして、詳

細な点につきましては担当課長から補足説明させ

ますので、よろしくご審議を賜り、ご決定いただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長 山岡財政課長。

○山岡財政課長 それでは、予算書に沿って、ま

ず歳出のほうから補足説明を申し上げます。 

予算書の２５ページをお開き願います。 

 総務費、１項５目財産管理費、市有財産維持管

理事業３，２６４万円の減額でありますが、旧三

瓶支所解体工事の完了及び旧宇和病院の解体工事

の決算見込みなどにより不用額を減額し、財源を

調整するものであります。 

２６ページをお開き願います。 

９目電算管理費、電算システム開発導入事業

３，３６０万５，０００円でありますが、国の進

める地方公共団体情報セキュリティー強化対策と

して必須条件である基幹系ネットワークの二要素

認証及び持ち出し抑制に係る経費などを計上する

ものであります。 

２９ページをお開き願います。 

 ８項３目生活交通バス対策事業費、バス路線維

持対策事業１，６８２万３，０００円であります

が、宇和島自動車が運行する生活交通バス路線へ

の補助対象事業費が確定したことにより補助金を

増額するものでございます。 

３２ページをお開き願います。 

民生費、１項１０目臨時福祉給付費、臨時福祉

給付金支給事業２億６，１９１万５，０００円で

ありますが、平成２７年度国の補正予算に対応し

た低所得者の高齢者などを対象に年金生活者等支

援臨時福祉給付金を支給する経費などを計上いた

しております。支給対象者は、詳細な要件はござ

いますが、大まかには平成２７年度に住民税が非

課税で平成２８年度中に６５歳以上となられる方

とし、１人につき３万円を支給するものでありま

す。 

３４ページをお開き願います。 

 ２項１目児童福祉総務費、放課後児童健全育成

事業３２７万４，０００円でありますが、平成２

８年度において城川地区で開設予定である放課後

児童クラブとして利用する施設の改修経費などを

計上するものであります。 

４０ページをお開き願います。 

 衛生費、２項２目塵芥処理費、可燃ごみ処理委

託事業２，３５０万円の減額でありますが、ごみ

処理を委託する八幡浜市南環境センターの大規模

改修工事において事業費が確定したことにより当

市負担金を減額し、財源を調整するものでありま

す。 

４７ページをお開き願います。 

農林水産業費、２項２目林業振興費、林道日浦

下遊子線舗装事業６００万円でありますが、国庫

金の追加内示に合わせ、事業費を増額し、事業の

進捗を図り、あわせて財源を調整するものであり

ます。 

５５ページをお開き願います。 

 消防費、１項３目消防施設費、消防団施設整備

事業１，４９３万９，０００円の減額であります

が、耐震性貯水槽設置工事及び消防詰所建設工事

において入札減少金が生じたことにより不用額を

減額し、また俵津分団詰所解体においては、移転

建築場所の見直しにより設計及び建築がおくれた

ため解体の事業費を減額し、平成２８年度予算に

計上するものであります。 

５８ページをお開き願います。 

教育費、２項３目学校建設費、小学校施設整備

事業１億２，８３０万７，０００円の減額であり

ますが、魚成小学校及び三瓶小学校プール改築工

事において入札減少金が生じたことにより不用額

を減額し、財源を調整するものであります。 

６２ページをお開き願います。 

 災害復旧費、１項３目林業用施設災害復旧費、

林業用施設災害復旧事業現年度分４，００５万

４，０００円の減額でありますが、林道東津野城

川線及び林道中通川線において国の災害査定が終

了し、国庫金及び事業内容が確定したことにより

不用額を減額し、財源を調整するものでありま

す。 

６３ページをお開き願います。 

諸支出金、２項１目基金費、公共施設整備基金

事業５，９４３万６，０００円でありますが、今

後の施設建設及び除却に備え積み立てるものであ

ります。 

 予算書は前に戻っていただきまして、１１ペー

ジをお開き願います。 

主な歳入につきましてご説明を申し上げます。 

市民税、２項１目固定資産税、償却資産１，７
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３６万２，０００円でありますが、太陽光発電施

設数の増加によるものであります。このほか、歳

入におきましては、先ほど申し上げました歳出に

おける各事業の確定や実績見込みによるものなど

により特定財源としての国県支出金や地方債、基

金繰入金などの調整を行っているものでありま

す。 

１９ページをお開きください。 

 これら歳入全体の調整によりまして一般財源の

減額が見込めるようになり、今後の財政運営の安

定化を図るため繰入金、２項１目財政調整基金繰

入金を２，５４８万５，０００円減額するもので

あります。 

６ページにお戻りください。 

今回の補正における継続費の補正といたしまし

ては、野村学校給食センター建設事業における基

本設計及び実施設計におきましては、給食センタ

ー用地の取得に不測の日数を要し事業工程の見直

しが必要となったため、継続費の廃止を行うもの

でありまして、基本計画及び実施計画につきまし

ては、改めて平成２８年度予算に必要額を計上

し、実施する予定であります。 

 次に、愛媛国体施設整備事業におけるグラウン

ド及び外構工事におきましては、入札減少金が生

じたことにより平成２８年度年割り額を減額する

もの、また宇和学校給食センター建設事業におけ

る建設工事及び管理委託料におきましては、平成

２７年度事業費が確定したことにより平成２７年

度年割り額を減額するものであります。 

７ページをお開きください。 

 今回の補正における債務負担行為の補正といた

しましては、先般の日本年金機構における個人情

報流出事案及びマイナンバー制度の情報連携が本

格稼働することに備えて、個人情報を多重防御で

きるネットワークに再構築し、情報セキュリティ

ー対策を強化する経費としてインターネット側環

境構築を含む機器リース料とメールソフトライセ

ンスリース料及び基幹系端末リース料とインター

ネット系端末リース料の４事業の限度額を合わせ

まして１億３，４７１万９，０００円を追加する

もののほか、宇和カントリーエレベーター及び宇

和ライスセンターの改修工事補助金につきまして

は、入札減少金が生じたことにより限度額を１，

８８８万８，０００円に変更したものでありま

す。 

８ページをお開き願います。 

 最後に、地方債の補正といたしましては、地方

公共団体セキュリティー強化対策事業の財源とし

て一般補助施設整備等事業８２０万円を追加する

もののほか、事業内容の確定及び変更によります

５億４０万円の減額と合わせまして４億９，２２

０万円を減額して、総額で地方債の限度額を４７

億３，５９５万２，０００円とするものでありま

す。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

これより本案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 １点だけお伺いします。

議案書３４ページ、民生費、児童福祉費の今説

明をいただきました放課後児童健全育成事業３２

７万４，０００円でございますけれども、先ほど

の議案の説明にもありました遊子川、高川の校長

住宅の場所でやられるというふうに説明がありま

したけれども、２施設あるんですけれども、どち

らの施設で、どのぐらいの人数の予定で開設され

る予定なのか、わかっている範囲でお答えいただ

きたいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 それでは、ただいまの二宮

議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、開設施設でございます。城川小学校のち

ょうど校門の前に校長住宅があるんですけれど、

そこで開設を予定しておるところでございます。 

 ただいまの利用児童数なんでございますけれ

ど、アンケート調査を実施しております。そのア

ンケート調査によりますと、十五、六名程度が利

用するという回答をいただいておるところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長 ６番二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 私の勘違いかもしれないです

けれども、議案第２１号で遊子川小学校、高川小

学校の廃校に伴いという中で、１施設を学童保育

へというふうに書いてあったんで、それとの関連

はないということですか。 

○議長 松川教育部長。

○松川教育部長 二宮議員のご質問にご答弁申し

上げます。 
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関連はございません。 

○議長 ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結いたします。

お諮りいたします。

議案第３８号については、会議規則第３７条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

お諮りいたします。

議案第３８号「平成２７年度西予市一般会計補

正予算（第６号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 起立多数であります。よって、議案第３

８号は原案のとおり決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後０時０２

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時２０

分） 

（日程９） 

○議長 次に、日程第９、議案第３９号「平成２

７年度西予市授産場特別会計補正予算（第３

号）」から議案第４９号「平成２７年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計補正予算（第２

号）」までの１１件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、議案第３９号

「平成２７年度西予市授産場特別会計補正予算

（第３号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、授産場利用者の減少に伴い事業

費を減額するものでございます。これによりまし

て、既決いただいております歳入歳出予算からそ

れぞれ３５万４，０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を２，１４６万５，０００円と定めるも

のであります。 

続きまして、議案第４０号「平成２７年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、貸付金返済の滞納による不足分

を一般会計繰入金により補うもので、歳入歳出予

算の総額を２４２万９，０００円とするものであ

ります。歳入の内訳につきましては、貸付金元利

収入を６２万７，０００円減額し、一般会計から

２４万円を繰り入れさせていただいております。

歳出につきましては、一般会計繰出金を３８万

７，０００円減額しております。 

 続きまして、議案第４１号「平成２７年度西予

市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

まず、事業勘定予算からご説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳出では保険給付費の実績見込

み及び国庫補助金の返還金が確定したことによる

もののほか、年度末精算に当たり不用額の調整を

行うものであります。また、歳入では、保険税の

徴収実績見込み及び国庫支出金、療養給付費交付

金並びに共同事業交付金の確定等に伴う調整が主

なものであります。これによりまして、既決いた

だいております歳入歳出予算にそれぞれ３，８５

７万８，０００円を増額し、事業勘定予算の歳入

歳出予算総額をそれぞれ６３億３，２６４万３，

０００円と定めるものであります。 

次に、診療施設勘定予算の主な内容につきまし

ては、年度末生産による不用額の調整並びに診療

収入の精査等に伴う一般会計繰入金の調整等であ

ります。これによりまして、既決いただいており

ます俵津診療所勘定の歳入歳出予算の総額からそ

れぞれ８万９，０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ９３２万２，０００円、狩江診

療所勘定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１，

６９５万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ３，０５３万円、惣川診療所勘定

の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４０万１，００

０円を増額し、歳入歳出予算の総額を１，３４８

万４，０００円、土居診療所勘定の歳入歳出予算

の総額からそれぞれ５５３万６，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を８，７６５万９，００

０円、遊子川出張診療所勘定の歳入歳出予算の総

額にそれぞれ６８万５，０００円を増額し、歳入

歳出予算の総額を６８６万３，０００円、二及診

療所勘定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ３６
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万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ７，７０８万３，０００円、周木診療所

勘定の歳入歳出予算総額からそれぞれ３９８万

４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１億３，３８１万１，０００円と定めるも

のであります。 

 続きまして、議案第４２号「平成２７年度西予

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金

の確定並びに保険料の実績見込みに伴う減額と年

度末精算に当たり不用額の調整を行うものであり

ます。これによりまして、歳入歳出それぞれ１，

９３０万８，０００円を減額し、歳入歳出の総額

を６億３７６万３，０００円と定めるものであり

ます。 

 続きまして、議案第４３号「平成２７年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、介護報酬の改定によ

る影響等で介護サービス給付費及び介護予防サー

ビス給付費が見込み額より減額になったことから

保険給付費を減額するとともに年度末精算に当た

り不用額の調整を行うものであります。 

 これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ８，１７６万２，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を５５億５，０

３４万４，０００円と定めるものであります。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 議案第４４号「平成２７年

度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、修繕料の追加に伴う施設管理費

の増額と施設使用料の見込み額並びに新規加入に

よる負担金の増額に伴い財源の調整を行うもので

あります。これによりまして、歳入歳出予算それ

ぞれ１４５万円を増額し、歳入歳出予算の総額を

４億１，０１３万２，０００円と定めるものであ

ります。 

 続きまして、議案第４５号「平成２７年度西予

市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、事業費の年度末精算に当たり不

用額等の調整が主なものであります。これにより

まして、歳入歳出予算をそれぞれ１，２０３万

８，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を７億

４，４２５万１，０００円と定めるものでありま

す。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 宗公営企業部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第４６号「平

成２７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、実績見込み及び財源の調整が主

なものでありまして、歳入歳出にそれぞれ１９万

１，０００円を増額し、歳入歳出の総額を１億

５，３９９万４，０００円と定めるものでありま

す。 

 歳入につきましては、修繕費の増額に伴い、分

担金及び繰入金を増額し、建設改良に係る繰入金

等の増額により市債を減額するものであります。 

 歳出につきましては、実績に伴い総務管理費を

増額し、市道改良工事との調整等により施設整備

事業費を減額いたしております。 

 なお、今回の補正では、市債の減額に伴い、第

２表のとおり地方債の限度額を変更いたしており

ます。 

 続きまして、議案第４７号「平成２７年度西予

市水道事業会計補正予算（第１号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、決算見込みに基づく

業務量の補正とそれに伴う給水収益の減額及び営

業費用を減額するものでございます。 

 第２章の業務の予定量では、水道使用量の減少

に伴う年間総給水量及び１日平均給水量を補正す

るものでございます。 

 第３条の収益的収入及び支出につきましては、

既決いただいております収益的収入から４，０１

１万７，０００円を減額して総額を７億１３３万

とし、収益的支出につきましては、５，７５９万

５，０００円を減額して、総額を７億１，５９９

万３，０００円といたしております。 

 第４条の資本的収入では、既決いただいており

ます資本的収入につきまして負担金１，２７４万

７，０００円を減額し、総額を３億４，９３８万
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１，０００円といたしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対しまし

て不足する額を補填する財源につきましては、第

４条本文括弧書きのとおり改めております。 

 また、今回の補正に伴いまして、議会の議決を

経なければ流用することができない経費及び他会

計からの補助金についても補正を行っておりま

す。 

 続きまして、議案第４８号「平成２７年度西予

市病院事業会計補正予算（第１号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、平成２７年度の決算

見込みに基づく業務量の補正とそれに伴う医業収

支の調整、医療機器備品購入費の減額及びそれに

伴う財源の調整を行うものでございます。 

 第２条の業務の予定量では、入院及び外来の年

間患者数の変更のほか主な建設改良の事業であり

ます医療器備品購入費の減額を行っております。 

 第３条の収益的収入及び支出でありますが、ま

ず収入におきましては患者数の減などに伴い、医

業収益を１億４０４万９，０００円減額し、医業

外収益１，８１１万１，０００円及び特別利益

１，７４３万１，０００円を増額し、総額を３３

億４，５８６万円といたしております。 

 支出につきましては、人件費及び光熱水費など

の調整により医業費用を４，５１５万７，０００

円減額し、医業外費用９２６万６，０００円、特

別損失６００万円の増額と合わせて総額を３９億

４，５２６万９，０００円といたしております。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出であります

が、収入におきましては、企業債償還金に係る一

般会計負担金７万４，０００円、医療機器購入に

係る企業債４，９６０万円を減額しております。

これによりまして、資本的収入の総額を１億２，

３４３万４，０００円といたしております。 

 支出につきましては、建設改良費を４，２９４

万円減額し、資本的支出の総額を２億７，２７１

万８，０００円といたしております。 

 続いて、第５条では、医療機器購入に伴う企業

債の限度額を３，４４０万円に改め、第６条で

は、議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費を表のとおり改めております。 

 最後に、第７条では、一般会計から病院事業へ

繰り入れる補助金の金額を表のとおり改めており

ます。 

 続きまして、議案第４９号「平成２７年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、決算見込みによる収益的収入及

び支出を補正するものであります。 

 第２条の収益的収入及び支出につきましては、

施設事業収益を４，４８０万７，０００円増額

し、収入の総額を５億３７９万２，０００円と

し、収益的支出につきましては、施設事業費用を

１１０万円減額し、支出の総額を５億１２２万

４，０００円とするものであります。 

 第３条では、予算第８条に定めた一般会計から

の補助金を表のとおり改めております。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

これより本案１１件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。

お諮りいたします。

議案第３９号から議案第４９号までの１１件

は、会議規則第３７条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。

これより議案第３９号から議案第４９号までの

１１件を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

 議案第３９号「平成２７年度西予市授産場特別

会計補正予算（第３号）」から議案第４９号「平

成２７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第２号）」までの１１件は原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立多数であります。よって、議案第３９号か

ら議案第４９号までの１１件は原案のとおり決定
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いたしました。 

（日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、議案第５０号「平成

２８年度西予市一般会計予算」を議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 

三好市長。 

○三好市長 平成２８年度における市政運営の所

信及び一般会計予算の概要を申し上げます。 

 平成２８年度における市政運営の大部分は新市

長にお任せすることとし、私が西予市長として３

期１２年間、市民の負託を受けて取り組みました

市政運営の根本的な部分とそこから見通せる今後

の西予市の方向性について触れさせていただきま

す。 

 行政は綿々と続くものであります。江戸時代に

自然発生的に生まれた自然村が明治時代に入り行

政村として統合され、町村制を施行して以来、明

治、昭和、平成の大合併を繰り返しながら住民に

一番近い行政組織として機能してまいりました。 

 基礎的自治体として大切なものは、継続性であ

ります。明治時代にできた小さな村での行政行為

から始まって、明治、昭和、平成の合併により行

政組織が拡大する中でその時代時代に果たされた

行政行為の結果は、現在においても行政のＤＮＡ

の一部となっています。この継続性の本質を見失

ってはいけません。このことは、それぞれの地域

の特性を重んじ、私が提唱してきた西予市内の分

権のもととなり、また西予市の多様性を重んじ、

生かしてきたことでもあります。 

 日本は１９８０年代に地方分権が焦点となり始

めましたが、それを提唱したのは第２次臨調であ

ります。これは地方の自主自立のためではなく、

国の財政再建のためであり、その中で問題視され

たのは、行政能力が地方に求められることとな

り、受け皿論として市町村合併論が浮上してきた

ことであります。 

 １９９０年代に入ると第３次行革審のもとで分

権議論も変化し、全国一律化の弊害が問題とな

り、地方の個性ある政策展開が求められるように

なりました。 

 その後、２０００年に地方分権一括法が施行さ

れ、国の機関委任事務が廃止となり、自治事務主

体へと移行されたのは大きな成果であります。そ

の後から今日までの流れは、義務づけ、枠づけの

見直しへと進むこととなり、地方分権はこの２０

年近くで大きく進んだと言えます。 

 西予市誕生のきっかけとなった平成の大合併

は、地方分権の流れと期を同じくいたしました。

分権時代に入った西予市として大切なことは、地

域の内容を熟知し、独自の施策を立案し実行する

ことであります。また、法律や国からの通知など

が地方現場に合致しない場合は、あらゆる機会を

通して提言することも必要であります。 

 私はこのことを職員に説き、問題意識を持つ重

要性を指導してまいりました。その結果、職員の

問題意識が高まり、職員からの問題提起により私

が国に要望したことで、一昨年の過疎法改正にお

けるし尿処理場を含む一般廃棄物の処理のための

施設が過疎債の対象として明記されました。ま

た、本市が提案したことにより、救急車の隊員確

保が困難な過疎地域におきましては、消防法にお

ける救急車の乗車隊員３名のうち１名は隊員以外

からの運転業務ができる方向に緩和される見込み

となりました。これは大きな成果だと思っていま

す。 

 住民の一番身近にある市が住民の声を踏まえつ

つ、個性を生かした地域をつくるために地方分権

時代の主体とならなければなりません。 

 今後、人口減少時代に向かう中で、西予市の土

地をどのように維持管理すべきかが重要な課題と

なります。西予市は海から山まで複雑な地形の中

に集落や市街地が点在しており、段々畑の樹園地

や平たんな水田地帯、河岸段丘の上下に広がる水

田や畑のほか、市全体の７割が山林地帯となって

おります。これらに法的な網をかぶせる形で都市

計画法による都市計画区域があり、農業振興地域

整備法による農用地区域や森林法による森林計画

制度や保安林制度があります。 

 このような中で、人口減少や少子・高齢化によ

り多くの課題、問題が発生しつつあります。 

 例えば、空き家の増加に伴う市街地の空洞化や

郊外への商業移転への集積の対応、耕作者の絶対

的不足による条件不利農地の耕作放棄問題、国産

材の材価低迷による適正施業放棄に伴う放置林の

増加と自然災害への影響などがあります。私的所

有権が優先することを認識しつつも、個人が土地

または家の適正管理を放棄している実態を踏ま

え、今までの行政関与を抜本的に改めた新しい概

念を持って行政執行に取り組む必要があると感じ
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ております。 

 また、南海トラフ大地震対策や伊方原子力発電

所の安全性に対する危機管理は、今後西予市が抱

えていかざるを得ない課題であります。大地震や

事故が発生しないことを願いながらも、いつ起こ

るかもしれない不安感を行政は住民と共有しなけ

ればなりません。南海トラフ地震や津波に対して

は、避難対策と通報が大切であります。伊方原子

力発電所の対応はエネルギー問題と深くかかわる

だけに複雑な政治、経済と関係いたしますが、安

全性を求めるために原子力発電を前提としないエ

ネルギー政策への転換とそのための技術革新を求

めるとともに、国民の意識を変革をしなくてはな

らない問題でもあります。 

 この２つの危機管理は西予市のだけの問題でな

く広域的問題であり、ひいては県、国の問題でも

あります。住民には過度な不安感を与えることな

く、冷静にかつ確実に対応しなくてはなりませ

ん。 

 四国西予ジオパークの主なるテーマとして多様

性を掲げましたが、西予市は地質、地形の多様性

や農林水産物の多様性があるだけでなく、歴史、

文化の多様性もあります。歴史、文化を理解し、

守り伝えることは、現在に生きる私たちの使命で

あります。さらに文化度を高めることは、町のス

テータスになります。今後とも文化度の高い西予

市であり続けてほしいと願っております。 

 その成果として、今月２日に西予市の伊予生糸

が全国で初めて非食品農林水産部で地理的表示保

護制度に登録され、高い品質が国に認められまし

た。また、宇和盆地にはことしは６０羽のナベヅ

ルが越冬をしており、全国規模の保護協議会が先

日当市で開催され、今後も越冬地の分散化が期待

されています。 

 このようなことから、今後とも自然環境の保全

や独自性の創造、ブランド化や文化的な保存を推

進することをあわせて願っております。 

 以上、私の考えの一部を伝えておきたいと、こ

のように思うわけでございます。 

 続きまして、平成２８年度一般会計予算につい

て概説を申し上げます。 

 今回提案いたします予算は、財政の健全化を維

持しながら、西予市の未来につなげていく予算と

して建設計画の中で現在継続的に進めている事業

及び地方創生に取り組む予算などを計上するもの

でございます。そのために平成２８年度における

予算編成では、昨年度に見直した予算編成の手法

をさらに改善し、部局単位の調整幅や自主性を広

げて特に地方創生や将来に向けての改革に資する

事業の積極的な提案を多く求め、予算の内容の確

認や協議、検討の時間を従来より多く費やして事

業の見直しや整理を行い、まとめ上げたものであ

ります。 

 この結果、平成２８年度一般会計当初予算の総

額は３００億５，８００万円、前年対比６．

０％、１７億１，４００万円の増額となりまし

た。 

 これは、継続事業及び計画的に実施準備を進め

てきました事業を当市の負担軽減を図るため、

国、県の補助事業採択時期や合併特例の優遇期限

内に実施する必要があるため、過去最大の予算規

模となったものであります。 

主な継続事業を申し上げます。 

 まず１番目に、愛媛国体施設整備・準備事業と

して宇和球場や運動公園関連施設を最終整備する

ほか乙亥会館の修繕、リハーサル大会の実施、２

番目に平成２９年供用開始予定の汚泥再生処理施

設の整備事業、３番目に平成２９年４月から供用

開始予定の宇和給食センター整備事業と平成２８

年度着工予定の野村給食センター整備事業、４番

目にジオパーク推進事業、５番目に制度の見直し

を図ったせいよ地域づくり交付金事業、６番目に

学校再編の推進関連事業としての拠点施設整備や

スクールバスの運行、７番目に生活交通バスの対

策事業などです。 

そのほかの主な事業を申し上げます。 

１番目に、三瓶、明浜地域における防災行政無

線デジタル整備事業、２番目に官民連携によるＰ

ＦＩ手法を取り入れた卯之町まちづくり事業、３

番目に三瓶の安土、日吉崎地域における雨水公共

下水道事業、４番目に明浜支所庁舎建設事業、５

番目に民間保育所運営費負担金支払い事業や国制

度改正に加えて市独自の拡充策で行う保育料の負

担軽減事業、６番目に健康総合対策事業として第

２次健康づくり計画の推進や食育推進計画の展

開、７番目に県補助制度に市が上乗せして行う特

定不妊治療助成事業、８番目に小・中学校情報教

育振興計画としてタブレット等の整備、９番目に

農業後継者育成事業、担い手育成事業、１０番目

に養蚕振興事業、１１番目に林道開設、舗装、市
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道新設、改良事業、１２番目にふるさと就業創出

奨励事業、創業支援実践事業、市産品販売促進支

援事業、せいよを売り込むプロジェクト事業、１

３番目に野村青汁工場増設事業、１４番目に移住

交流促進事業、１５番目に常備消防施設整備事業

として惣川ヘリポート整備事業、１６番目にえひ

めいやしの南予博２０１６自主企画支援事業、１

７番目に議会の活性化を目指すタブレットＰＣ導

入事業などでございます。 

 市民の皆様から市長としての負託を受け、３期

１２年間、前半は西予市としての一体感醸成と基

礎基盤を築くことに主眼を置き、後半はさまざま

な施策を展開してまいりました。その過程におい

て、多くの課題、難題がありましたが、その一つ

一つを議会を初めとする市民の皆様のご理解とご

協力により解決できましたことを深く感謝申し上

げます。 

 今後、人口減少する少子・高齢化は避けては通

れない状況でありますが、悲観的に偏ることな

く、楽観論もめぐらせ、この機会を成長と幸福に

向けてのチャンスと捉え、乗り越えていこうでは

ありませんか。また、合併後の厳しい国の三位一

体の改革以降、地方分権の流れが今地方に来てい

ます。今後、自立できる地域経営を目指し、グロ

ーバル化に対応した西予市となることを切に願っ

ております。 

 なお、予算の詳細な点につきましては、担当課

長から説明をさせますので、西予市の未来をつな

いでいく予算とその着実な実行に向けて、どうか

議員各位また市民皆様のご理解とご協力をお願い

する次第でございます。 

○議長 山岡財政課長。

○山岡財政課長 それでは、議案第５０号「平成

２８年度西予市一般会計予算」について補足説明

を申し上げます。 

 予算書に沿って新規事業及び主要事業について

ご説明を申し上げます。 

 まず、歳出につきまして説明させていただきま

す。 

 それでは、当初予算書冊子の５４ページをお開

き願います。当初予算説明資料は１１ページをお

開き願います。 

 議会費、１項１目議会費、議会運営事業の全体

額１億４，５９１万円のうちタブレット端末導入

経費２５３万９，０００円でありますが、議会改

革の推進として資料の電子化への対応や連絡調整

などに活用し、ペーパーレス化や事務の効率化に

努め、議会及び議員活動の活性化を図るためのタ

ブレット端末導入経費を新たに計上いたしており

ます。 

６３ページをお開き願います。 

 総務費、１項５目財産管理費、明浜支所庁舎建

設事業１，９８８万４，０００円でありますが、

築後５３年となる明浜支所について防災拠点機能

を有した施設として適正な建設場所を選定し、移

転建設事業として平成２８年度は地質調査及び実

施設計に係る経費を計上いたしております。平成

３０年度の完成を目指し、財源には旧合併特例債

を充当いたしております。 

８５ページをお開きください。 

８項１目地域振興費、移住交流促進事業１，４

２４万１，０００円でありますが、現在既に農家

承継の希望がある農家や地域と連携して移住希望

者を募り、主要産業を維持するため移住のモデル

となる事業を実施し、また動画を中心とした移住

ポータルサイトを構築し、住まい、仕事、暮らし

の情報提供を図るための経費を計上いたしており

ます。 

９１ページをお開き願います。 

 ９項１目企画管理費、公共施設等総合管理推進

事業２２３万９，０００円でありますが、平成２

８年３月末に策定予定の計画をより具体化したア

クションプランの作成、また旧小学校跡地などの

有効活用を推進するため企業などへ訪問、営業活

動を行う経費を計上いたしております。 

１１０ページをお開き願います。 

民生費、２項２目児童措置費、民間保育所運営

負担金支払事業６億２，４０６万８，０００円で

ありますが、市内の民間保育園に児童の保育業務

を委託し、入園時に係る保育に要する費用を給付

費として計上いたしております。国は、平成２８

年度から多子世帯、ひとり親世帯の経済的負担を

軽減するため新たな保育料軽減制度を導入するこ

ととし、当市はそれに加えまして所得制限を設け

て支援対象者を広げまして、第３子の保育料の無

償化を市単独の保育料軽減措置として実施するこ

ととしております。また、あわせまして少子化及

び子育て支援対策として公立幼稚園の保育料の見

直しを行い、第３子の無料化を行うものでありま

す。 
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１２５ページをお開き願います。 

 衛生費、１項６目母子衛生費、特定不妊治療助

成事業２６０万６，０００円でありますが、少子

化対策として不妊治療のうち体外授精や顕微授精

など高度かつ高額な特定不妊治療を行った愛媛県

特定不妊治療費助成事業対象者に対して、市が上

乗せして行う助成経費を計上いたしております。 

１２７ページをお開き願います。 

衛生費、２項２目塵芥処理費、宇和清掃センタ

ー管理運営事業１億９，１１３万８，０００円で

ありますが、平成２８年度は通常の経費に加えま

して、旧焼却施設の撤去、解体及び搬入路の運搬

経路となる市道旧町地区１６６号線の舗装整備、

また資源ごみ運搬のためのアームロール車購入に

係る経費を計上いたしております。財源には、補

助率３分の１の循環型社会形成推進交付金、旧合

併特例債、一般廃棄物処理施設等建設基金繰入金

を充当いたしております。 

１３２ページをお開き願います。 

 ４目汚泥再生処理施設整備事業費、汚泥再生処

理施設整備事業１９億４，４５６万６，０００円

でありますが、平成２８年度は本体工事及び附帯

工事の最終年度となり、平成２９年４月の供用開

始を予定しております。財源には、補助率３分の

１の循環型社会形成推進交付金、過疎対策事業

債、一般廃棄物処理施設等建設基金繰入金、東部

衛生センター施設等整備基金繰入金を充当いたし

ております。 

１３５ページをお開き願います。 

労働費、１項６目地域経済基盤強化雇用等対策

費、ふるさと就業創出奨励事業２４０万円であり

ますが、西予市内に就業する新卒者の確保と地域

による賃金格差の解消を図るため、市内に住所を

有し、市内企業に就職した中学、高校、専門学

校、大学などの新卒者を対象に３年間奨励金を交

付する経費を計上いたしております。 

１４０ページをお開き願います。 

 農林水産業費、１項３目農業振興費、養蚕振興

事業８０万４，０００円でありますが、生産者な

どの高齢化や後継者不足の問題を抱える養蚕業に

おいて、地域ブランドの品質確保や保護を目的と

した地理的表示保護制度で西予市産生糸が伊予生

糸として国の認定を受けて登録されたことも活用

し、伝統的産業の承継や振興を図るための支援経

費を計上いたしております。 

１４７ページをお開き願います。 

 ９目農業施設管理費、野村青汁工場管理運営事

業５，０６８万５，０００円でありますが、市内

における雇用の拡大や原材料の生産拡大による生

産者の所得向上につなげるため、新商品を生産す

るための設備及び施設の整備が必要となり、市有

財産である施設に関して生産に必要な建物部分に

ついて増築する経費を計上いたしております。財

源といたしましては、野村町地域高齢者福祉及び

農業振興基金繰入金を充当いたしております。 

１５１ページをお開き願います。予算書は１５

３ページへと続きます。 

 ２項２目林業振興費におきましては、林道の開

設１４件、改良２件、舗装２件、県営開設事業の

負担金１件を実施する経費として６億４，６６１

万２，０００円を計上いたしております。この中

には、平成２７年度国の補正予算の総合的なＴＰ

Ｐ関連政策大綱に対応した間伐生産や林道網の整

備を実施する森林蘇生緊急対策事業も含まれてお

ります。 

１５９ページをお開き願います。 

 ３項４目漁港建設費、長早漁港海岸高潮対策事

業５，８２０万円でありますが、台風による越波

及び高潮対策として平成２７年度から５カ年間で

実施する既設護岸の改良事業に係る経費を計上い

たしております。財源には、農山漁村地域整備交

付金、公共事業債等を充当いたしております。 

１６３ページをお開き願います。 

商工費、１項４目観光費、えひめいやしの南予

博２０１６自主企画支援事業１５０万円でありま

すが、平成２８年３月末から開催されますえひめ

いやしの南予博において市民の自主企画プログラ

ムを市独自で審査を行い、最大５団体に上限３０

万円の補助金を支援する経費を計上いたしており

ます。 

 同目ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ事業１５０万

円でありますが、ジオパークの大自然を舞台に１

人の参加者がシーカヤック、自転車、トレッキン

グの３種の競技に全て挑戦し、海から山頂までを

目指す大会の実施に係る経費を計上いたしており

ます。 

１６６ページをお開き願います。 

 ６目産業創出事業、せいよを売り込むプロジェ

クト事業７９８万１，０００円でありますが、市

内産業の活性化を図るため、都市部での商談機会
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を提供し、市産品の販路開拓の支援を行う経費を

計上いたしております。 

 １７２ページをお開き願います。続いて、１７

３から１７４ページと続きます。 

 土木費、２項３目道路新設改良費におきまして

は、市道の新設及び改良事業費等を実施する経費

として８億６，５６１万円を計上いたしておりま

す。その内訳といたしましては、明浜地域におき

ましては湯の川くらぬき線ほか２路線、宇和地域

におきましては岩木地区の踏切付近を改良する１

０１号線ほか１２路線、野村地区におきましては

河成堂野窪線ほか７路線、城川地区におきまして

は下高野子線ほか５路線、三瓶地区におきまして

は蔵貫浦７号線ほか１路線となっております。財

源には、道整備交付金、社会資本整備総合交付

金、過疎対策事業債、旧合併特例事業債等を充当

いたしております。 

１７８ページをお開き願います。 

 ５項６目雨水公共下水道事業費、三瓶安土、日

吉崎地区雨水公共下水道事業３，５３０万円であ

りますが、三瓶地区雨水排水基本計画に基づき、

雨水排水及び高潮からの浸水被害を解消するため

の事業を開始するものであります。平成２８年度

は国庫補助事業採択申請のための事業計画書作成

に係る経費を計上いたしております。 

１７９ページをお開き願います。 

６項１目住宅管理費、地域住宅交付金事業２億

４，０４２万２，０００円でありますが、西予市

公営住宅等長寿命化計画に基づき、平成２８年度

には経の森団地建てかえに係る実施設計及び除却

工事、明浜地区の下ノ谷団地、宇和地区の下鬼窪

団地、野村地区の新岩村団地、公園団地の防水及

び外壁改修に係る経費を計上いたしております。

財源には、社会資本整備総合交付金、公営住宅建

設事業債、住宅使用料を充当いたしております。 

１８１ページをお開き願います。 

 消防費、１項１目常備消防費、消防活動業務事

業６１５万２，０００円でありますが、火災によ

る死者低減対策及び警防戦術強化のために火災現

場での空気ボンベ充填が可能となる移動式高圧コ

ンプレッサーを導入する経費を計上いたしており

ます。 

１８６ページをお開き願います。 

３目消防施設費、常備消防施設整備事業３，７

７０万２，０００円でありますが、老朽化した救

急自動車及び高度救急資機材を更新する経費、ま

た惣川地区及びその周辺において重症患者の救急

搬送時間短縮や大規模災害時の孤立対策として救

命救急活動の迅速化を図るためのヘリポートを整

備する経費を計上いたしております。財源には、

電源立地地域対策交付金事業費県補助金、過疎対

策事業債を充当いたしております。 

１８７ページをお開き願います。 

 ４目災害対策費、防災行政無線デジタル整備事

業７億５，９５２万５，０００円でありますが、

平成２８年度には、明浜及び三瓶地区の無線中継

局や屋外拡声子局などの整備、気象観測システム

を設置し、災害時における情報収集、伝達機能を

強化する経費を計上いたしております。財源に

は、社会資本整備総合交付金、過疎対策事業債を

充当いたしております。 

１９７ページをお開き願います。 

教育費、２項２目教育振興費、小学校情報教育

振興事業２，７７９万３，０００円に続きまし

て、２０２ページをお開き願います。３項２目教

育振興費、中学校情報教育振興事業１，８６１万

５，０００円でありますが、この２つの事業は、

西予市教育振興基本計画に基づき情報教育の充実

を図るため、市内小学校と中学校の普通教室にタ

ブレットＰＣ、電子黒板機能つきのプロジェクタ

ーなどを整備する経費と同機器の運用が可能な無

線ＬＡＮ環境を整備する経費を計上いたしており

ます。 

 予算書のほうは戻っていただきまして、１９９

ページをお開き願います。 

 ３目学校建設費、野村小学校施設整備事業３億

１，３８５万７，０００円でありますが、老朽化

した統合拠点校となった野村小学校プールの改築

工事、屋外トイレ、体育倉庫を一体的に整備する

経費を計上いたしております。財源には、学校施

設環境改善交付金、過疎対策事業債を充当してお

ります。 

２２４ページをお開き願います。 

 ６項５目文化の里振興費、次代を担う人材育成

事業５９７万８，０００円でありますが、平成２

７年度にスタートしました西予開成塾を発展的に

継承し、子供たちを対象にすぐれた人材を育てる

スーパーキャリア教育を実践する経費を計上いた

しております。 

２２６ページをお開き願います。 
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 ７項１目保健体育総務費、いきいきスポーツ振

興事業２９４万円でありますが、平成２８年度か

ら平成３０年度までの３年間のモデル事業として

市民の健康増進、介護予防の一環として取り組む

健康づくり教室などの支援事業をスポーツクラブ

に委託する経費を計上いたしております。 

２３３ページをお開き願います。 

 ５目国民体育大会費、愛媛国体総務庶務事業

７，８０４万１，０００円でありますが、平成２

８年度は相撲及び成年女子ソフトボールの全国大

会をリハーサル大会として開催する経費などを計

上いたしております。 

２３４ページをお開き願います。 

６目給食センター建設費、宇和学校給食センタ

ー建設事業１０億２，３５８万９，０００円であ

りますが、平成２９年４月からの供用開始を目指

し、本体工事などに係る経費を計上いたしており

ます。配送範囲は宇和地区小学校、中学校、明浜

小学校、中学校といたしております。また、野村

小学校給食センター建設事業は平成２８年度着工

予定で、事業費として１億１，７７７万６，００

０円を計上いたしております。財源には、学校施

設環境改善交付金、旧合併特例事業債を充当いた

しております。 

２３８ページをお開き願います。 

 ２３９ページ、２４０ページと続きますが、諸

支出金、２項１目基金費、研修基金事業４，４８

７万６，０００円でありますが、地域限定基金で

ありました野村地域海外研修基金及び北海道黒松

内町研修基金について、西予市内の全域の市民を

対象として広げて、市外研修費に対して貸し付け

可能となる制度設計を行い、新たな基金を設置す

るものであります。 

次に、子ども教育振興基金事業４，４３７万

１，０００円でありますが、郷土愛の醸成や未来

を担う児童・生徒の教育振興などを目的として地

域限定基金でありました城川地域育英資金貸付基

金及び三瓶地域三好等奨学基金と西予市育英会奨

学資金貸付特別会計の一部を原資に新たな基金を

設置するものであります。 

 次に、ふるさと応援基金事業１，１７９万８，

０００円でありますが、平成２０年にふるさと納

税制度が導入されて以降、当市においても年々寄

附件数、寄附金額が増加しております。今後も当

市の魅力を発信し、寄附金の増額に努めるととも

に寄附者の意向を尊重した事業展開を行うために

新たな基金を設置するものであります。 

 次に、歳入でありますが、予算書は戻っていた

だきまして、１５ページをお開き願います。 

 １６ページと続きますが、市税は３０億１，２

９７万２，０００円とし、市民税におきましては

就業人口の減による個人市民税と税制改正による

法人の減、固定資産税におきましてはソーラーパ

ネル設置数の増、軽自動車税におきましては税制

改正による増を見込みまして、市税全体では対前

年度５，２７６万２，０００円の増額としており

ます。 

１８ページをお開き願います。 

 地方交付税では、地方財政計画の伸び率と合併

算定がえ等を見込みまして、普通交付税におきま

しては１１４億円とし、特別交付税におきまして

は前年度同額の１１億円として、全体では対前年

度１億円の減額といたしております。 

３９ページをお開き願います。 

繰入金、基金繰入金におきましては、総額で１

０億８，２３３万３，０００円とし、野村町地域

高齢者福祉及び農業振興基金、学校施設整備基

金、一般廃棄物処理施設等建設基金、東部衛生セ

ンター施設等整備基金繰入金等の繰入増によりま

して、対前年度４億４，４８１万２，０００円の

増額といたしております。 

４９ページをお開き願います。 

 市債におきましては、消防債の明浜、三瓶地区

防災行政無線デジタル整備事業、また衛生費の汚

泥再生処理施設整備事業に係る市債の増により総

額で対前年度９億３，７６０万円の増額となり、

総額で５８億８，６３０万円といたしておりま

す。 

予算書は戻っていただいて、９ページをお開き

願います。 

 次に、継続費では、野村学校給食センター建設

事業の本体工事、管理委託料及び厨房設備機器に

おきまして、平成２８年度から２９年度の期間で

総額６億１，９３８万６，０００円の継続費を設

定いたしております。 

１０ページをお開き願います。 

 次に、債務負担行為では、戸籍住民システム機

器の更新につきまして、平成２９年度から平成３

５年度までの期間で６，０１６万１，０００円を

限度額とした債務負担行為を設定するものであり
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ます。 

最後に、１１ページをお開き願います。 

 先ほど歳入の市債でご説明申し上げましたが、

総額で地方債の限度額を５８億８，６３０万円と

するものであります。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程１１） 

○議長 次に、日程第１１、議案第５１号「平成

２８年度西予市授産場特別会計予算」から議案第

６２号「平成２８年度西予市野村介護老人保健施

設事業会計予算」までの１２件を一括議題といた

します。 

理事者の説明を求めます。 

横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、議案第５１号

「平成２８年度西予市授産場特別会計予算」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

２，０７７万円としております。 

予算書の９ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、施設授産場費の事務費で人

件費等１，０４８万１，０００円、事業費で手数

料２７４万８，０００であります。 

予算書７ページに戻ります。 

歳入の主なものは、手袋加工賃収入等の施設授

産場事業収入５０１万１，０００円、繰入金で一

般会計繰入金及び保護施設事務費繰入金の１，５

７０万２，０００円を予定しております。 

 続きまして、議案第５２号「平成２８年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

２５１万１，０００円としております。 

予算書の２４ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、住宅新築資金並びに改修資

金に借り入れている公債費２０５万２，０００円

であります。 

予算書２３ページに戻ります。 

歳入は、貸付金償還金２５１万１，０００円を

計上いたしております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 松川教育部長。

○松川教育部長 議案第５３号「平成２８年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生、生

徒であって、経済的理由により就学が困難な者に

対し定額を無利子で貸し付けるものであります。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

５，１１５万４，０００円としております。 

 歳出では、奨学資金貸付金７９名分及び運営費

に係る経費３，１３９万２，０００円、予備費９

７６万２，０００円のほか、奨学資金貸付者の減

少に伴い繰越金が増加傾向にあるため、その余剰

財源を一般会計へ繰り出す繰出金１，０００万円

を計上いたしました。 

 歳入では、償還金など３，１４９万８，０００

円及び前年度繰越金１，９６５万６，０００円を

計上し、運営するものであります。よろしくご審

議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 それでは、議案第５４号

「平成２８年度西予市国民健康保険特別会計予

算」について提案理由のご説明を申し上げます。 

 国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と８つの診療所勘定予算で構成されておりま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 平成２８年度の予算編成に当たりましては、依

然厳しい財政状況ではありますが、被保険者が安

心して医療サービスを享受し、国民健康保険事業

の適正かつ安定的な運営を維持するため、医療費

の動向、制度改正の対応等国が示す留意事項に基

づき編成いたしました。しかしながら、加入者の

高齢化や医療技術の高度化等により医療費に見合

った保険税収入の確保が厳しい状況であることか

ら、引き続き一般会計繰入金により収支均衡を図

る予算構造となっております。 

それでは、４１ページをお開きください。 

 歳出の主なものでは、総務費９，３９１万９，

０００円、保険給付費４０億３，６８４万２，０

００円、後期高齢者支援金等６億１，１１０万

３，０００円、介護納付金２億２，４５２万８，

０００円、共同事業拠出金１３億２，０６６万

１，０００円、保険事業費４，４６６万１，００

０円を計上いたしました。 
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続いて、３９ページをお開きください。 

 歳入の主なものにつきましては、国民健康保険

税７億７，１３１万５，０００円、国庫支出金１

３億３０２万円、県支出金２億８，４４４万３，

０００円、療養給付費等交付金３億７，５００万

１，０００円、前期高齢者交付金１７億１，３２

３万７，０００円、共同事業交付金１３億３，７

０７万３，０００円、繰入金５億６，８４８万

９，０００円を計上いたしました。 

以上によりまして、事業勘定予算は、歳入歳出

それぞれ６３億５，７８２万４，０００円といた

しました。 

 次に、診療施設勘定予算についてご説明申し上

げます。 

 少子・高齢化に伴う人口減少や市民の基幹病院

への志向の高まり等から国保直営診療所の診療件

数、診療収入等が年々減少しており、全ての診療

所が一般会計からの繰入金により収支均衡を図る

厳しい財政構造となっております。引き続き地域

住民から安心、信頼される医療の提供に取り組む

とともに、経営改善、適切な経費節減にも努める

所存であります。 

 各診療所勘定歳入歳出予算総額は、４３、４４

ページの俵津診療所勘定が１，０６４万６，００

０円、４５、４６ページの狩江診療所勘定が２，

９１１万８，０００円、４７、４８ページの高山

診療所勘定が３，８１４万５，０００円、４９、

５０ページの惣川診療所勘定が１，３４６万９，

０００円、５１、５２ページの土居診療所勘定が

８，８８７万９，０００円、５３、５４ページの

遊子川出張診療所勘定が５５９万２，０００円、

５５、５６ページの二及診療所勘定が７，８３３

万４，０００円、５７、５８ページの周木診療所

勘定が５，２６５万５，０００円といたしまし

た。 

 続きまして、議案第５５号「平成２８年度西予

市後期高齢者医療特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 国では、医療保険制度を維持するため医療費抑

制の方策の一つとして後発医薬品の使用割合を平

成３２年度末までに８０％以上とする目標が発表

されたことから、愛媛県後期高齢者医療広域連合

でも増加する医療費の抑制及び適正化に向け、後

発医薬品の利用促進のほか平成２７年９月から歯

科口腔健診などを行っております。当市において

も健診受診について広報へ掲載するなど健康寿命

延伸に向けた啓発を行っているところでございま

す。 

それでは、１６５ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６億３，５１５万８，０００円と定めるもの

であります。 

１６７ページをお開きください。 

歳出の主なものといたしましては、総務費２，

４８０万６，０００円、後期高齢者医療広域連合

納付金５億９，５３５万３，０００円、後期高齢

者を対象に実施する健康診査事業費として１，４

２９万９，０００円を計上いたしました。 

 １６６ページに戻っていただき、歳入の主なも

のといたしましては、後期高齢者医療保険料３億

４，６４４万円、繰入金２億７，４４８万８，０

００円、諸収入１，４１９万９，０００円を計上

いたしました。 

 続きまして、議案第５６号「平成２８年度西予

市介護保険特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本予算につきましては、高齢者人口の増加に伴

い、増加傾向にある要介護認定者の介護ニーズを

踏まえ、自立した日常生活を営むことができる支

援及び保険給付を行う事業等に関する予算の計上

となっております。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５７億７５８万６，０００円と定めるもので

あります。 

１８６ページをお開きください。 

 歳出予算についてその主なものをご説明いたし

ます。総務費では、主に人件費と介護認定等に係

る経費として１億１，０４７万３，０００円を計

上しております。保険給付費につきましては、主

に介護給付、予防給付、その他細分された各サー

ビス費の支出となり、５３億３，３４７万７，０

００円としております。地域支援事業費では、本

市における地域包括ケアシステムの構築のため、

在宅医療と介護の連携、認知症施策、そして介護

予防や日常生活支援等を総合的に推進するための

経費として２億５，６５２万７，０００円として

おります。 

１８４ページに戻りますが、歳入予算の主なも

のは、６５歳以上の方に納付していただく介護保

険料が９億３，８４４万８，０００円、介護給付
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費分、地域支援事業分、それぞれについて各負担

割合により算定される国庫支出金１５億７０７万

７，０００円、県支出金８億２，２６８万６，０

００円、支払基金交付金１５億３，５６３万９，

０００円と繰入金の一般会計繰入金で８億２，９

４７万４，０００円、基金繰入金６，５９５万

円、歳出の地域支援事業費の事業実施に伴う利用

者等の諸収入８２６万４，０００円を予定してお

ります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 議案第５７号「平成２８年

度西予市農業集落排水事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２８年度における主な事業といたしまして

は、宇和町、野村町で稼働している１０処理区の

維持管理業務及び公債費の元利償還等でありま

す。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、特別会計予算書２３９ページをお開きくださ

い。 

 本予算は、歳入歳出総額を４億２，５８２万

２，０００円と定めるものであります。 

２４１ページをお開きください。 

 歳出では、施設管理費で１億７，９２０万２，

０００円計上しておりますが、これは主に１０処

理区の維持管理費用に係る委託料及びこれに関連

する事務費、人件費等に係る経費を計上しており

ます。また、今までに建設された施設整備に対す

る公債費の元利償還金２億４，６６２万円を計上

しております。 

２４０ページに戻りますが、歳入につきまして

は、施設使用料９，３４１万円、加入負担金１０

０万円、一般会計繰入金３億３，０３１万２，０

００円、繰越金１１０万円を充当いたしておりま

す。 

 続きまして、議案第５８号「平成２８年度西予

市公共下水道事業特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 平成２８年度に実施する主な事業につきまして

は、宇和処理区で延長約５，０８３メートルの管

路整備工事と管路実施設計委託業務等を計画して

おります。野村処理区で管路整備工事と公共ます

設置工事等を実施するほか、平成３２年度までに

当会計を企業会計に移行するための資産調査業務

を予定しております。 

 それでは、予算書２５７ページをお開きくださ

い。 

 本予算は、歳入歳出総額を８億６，８２４万

２，０００円と定めるものであります。 

２５９ページをお開きください。 

 歳出では、事業費の施設管理費で１億３，８５

８万５，０００円計上いたしておりますが、今年

度は野村、宇和両処理区の維持管理費用と下水道

接続奨励金等に加え、企業会計への移行準備経費

といたしまして資産調査等に係る調査業務委託料

を新たに計上いたしております。次に、施設整備

費では、３億７，０９１万７，０００円を計上し

ております。これは、主に宇和、野村両処理区の

施設整備に係る委託料、工事請負費及びこれに関

連する事務費、人件費等に係る経費を計上してお

ります。また、今までに建設されました施設整備

に対する公債費の元利償還金３億５，８７４万円

を計上しております。 

２５８ページに戻りますが、歳入につきまして

は、施設使用料８，２７０万円、事業費分担金８

８９万５，０００円、国庫補助金１億２，５００

万円、一般会計繰入金４億８，０６９万７，００

０円、繰越金２９万５，０００円、諸収入１５万

５，０００円、市債１億７，０５０万円を充当い

たしております。 

 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を第２表により定めております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 宗公営企業部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 議案第５９号「平

成２８年度西予市簡易水道事業特別会計予算」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず、特別会計予算書２１９ページをお開き願

います。 

 平成２８年度予算の主なものは、各施設の維持

管理費及び施設の整備に伴う経費で歳入歳出の総

額をそれぞれ１億６，５７０万６，０００円と定

めるものであります。その主な内容につきまし

て、事項別明細にてご説明申し上げます。 

２２８ページをお開き願います。 

 歳出の主なものとして事業費の総務管理費にお

いては、人件費、事務費、維持管理経費など１億

31



４６８万円を計上しております。次に、２３０ペ

ージの施設整備事業費ですが、工事請負費では施

設整備に係る工事分など３，３７７万２，０００

円を計上いたしております。次の公債費では元利

償還金２，６０３万４，０００円を計上いたして

おります。 

 次に、歳入ですが、２２５ページをお開き願い

ます。 

 主なものといたしまして、給水収入６，９７７

万７，０００円、繰入金として一般会計繰入金及

び基金繰入金により５，２７５万８，０００円の

ほか、宇和地区及び城川地区における簡易水道の

施設整備事業に係る財源として市債２，０３０万

円を予定しております。 

 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を２２２ページの第２表により定めてお

ります。 

 続きまして、議案第６０号「平成２８年度西予

市水道事業会計予算」について提案理由のご説明

を申し上げます。 

 それでは、公営企業会計予算１ページをお開き

ください。 

 まず、第２条業務の予定量についてご説明いた

します。 

 給水戸数１万５，２００戸、年間総給水量４４

１万３，０００立方メートル、１日平均給水量１

万２，０９０立方メートルを予定しております。 

 主要な建設改良事業としましては、宇和給水区

域における上松葉配水池更新事業１，６６０万

円、明浜給水区域における国道３７８号送水管布

設替事業２，９１３万円をそれぞれ予定しており

ます。 

 次に、第３条収益的収入及び支出についてご説

明申し上げます。 

 収益収入におきましては、水道事業収益の総額

を７億２，０８３万４，０００円と定め、営業活

動に基づく給水収益の６億３，７２０万円を含む

営業収益として６億４，４２０万２，０００円、

営業外収益として７，６５９万２，０００円を計

上いたしております。 

 収益的支出につきましては、水道事業費用の総

額を７億５，０６４万９，０００円と定め、主な

ものとしまして、営業活動に係る営業費用として

６億９，３６１万円、企業債償還利子等の営業外

費用として５，１１３万８，０００円を計上いた

しております。 

 次に、２ページ、第４条資本的収入及び支出に

ついてご説明いたします。 

 資本的収入におきましては、総額を１億３，２

５５万１，０００円と定め、内訳は工事に対する

負担金６０８万円、企業債８，０００万円、企業

債元金償還金及び事業統合後の建設改良費に対す

る一般会計補助金４，６４７万１，０００円を計

上しております。 

 支出におきましては、総額を３億７，６６３万

１，０００円と定め、内訳は建設改良費２億４，

２７１万６，０００円、企業債償還金１億３，３

９１万５，０００円を計上いたしております。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

２億４，４０８万円を補填する財源につきまして

は、第４条括弧書きのとおりであります。 

 次に、第５条の企業債では、上水道施設整備事

業を目的として８，０００万円の限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法を定めております。 

 第６条では一時借入金の限度額を２億円と定

め、第７条では予定支出の各項の経費の金額の流

用、第８条では議会の議決を経なければ流用する

ことができない経費として職員の給与費１億３，

１８２万８，０００円を定めるものであります。 

 また、第９条では一般会計から受ける補助金と

して目的と合計金額５，２３１万９，０００円を

定め、第１０条では棚卸資産の購入限度額を１，

５６０万円と定めるものであります。 

 続きまして、議案第６１号「平成２８年度西予

市病院事業会計予算」について提案理由のご説明

を申し上げます。 

 それでは、公営企業会計予算書４３ページをお

開きください。 

 まず、第２条業務の予定量についてご説明いた

します。 

 病床数は、両病院合計２６８床でございます。

年間患者数は、入院が７万１，１７５人、外来１

０万１，０８８人、１日平均患者数は、入院１９

５人、外来４１６人を見込んでおります。 

 また、主な建設改良事業として、施設整備事業

費２，３４１万２，０００円、医療機器備品購入

費１億８，８４４万円を計上いたしております。 

 次に、第３条収益的収入及び支出についてご説

明いたします。 

収入では、病院事業収益の総額を３４億６，３
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１７万６，０００円と定め、医業収益３０億６，

１５７万９，０００円、医業外収益４億７万７，

０００円、特別利益１５２万円を計上いたしてお

ります。 

 これに対しまして支出では、病院事業費用の総

額を４１億１，７６３万２，０００円と定め、医

業費用３８億９，１４８万１，０００円、医業外

費用１億５，２５６万円、特別損失７，３５９万

１，０００円を計上いたしております。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出についてご

説明いたします。 

 施設整備事業費及び医療機器備品購入費などに

伴う収入及び支出を見込むもので、収入では総額

１億４，４９５万４，０００円を計上いたしてお

ります。その内訳としまして、出資金３００万

円、負担金及び交付金１億１，７０５万４，００

０円、企業債２，４９０万円でございます。 

 これに対しまして、支出では、総額４億８８８

万７，０００円を計上いたしております。その内

訳としましては、建設改良費２億１，１８５万

２，０００円、企業債償還金１億９，４０３万

５，０００円、奨学資金に係る投資３００万円で

ございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額２億６，３９３万３，０００円は、過年度

分損益勘定留保資金で補填することとしておりま

す。 

 続きまして、第５条の企業債については、医療

機器購入に伴うもので２，４９０万円の限度額、

起債の方法、利率、償還の方法を定めておりま

す。 

 第６条では、一時借入金の限度額を２億５，０

００万円と定め、第７条では予定支出の各項の経

費の金額を流用することができる場合について定

めております。 

 続いて、第８条では、議会の議決を経なければ

流用することができない経費として職員給与費２

２億６，８７９万４，０００円及び公債費３０５

万円を定めております。 

 第９条では、一般会計から病院事業会計へ繰り

入れる補助金としてその目的と合計金額１億５０

８万円を計上しております。 

 第１０条では、棚卸資産の購入限度額を６億

５，０００万円と定めております。 

最後に、第１１条では、野村病院に導入予定の

磁気共鳴断層撮影装置ＭＲＩを重要な資産の取得

として定めております。 

 続きまして、議案第６２号「平成２８年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 介護老人保健施設つくし苑の事業につきまして

は、高齢者の心身の状況に応じた適切な介護及び

機能訓練のほか必要な医療等を提供することによ

り日常生活の自立と家庭復帰を支援し、地域に親

しまれ信頼される施設を目指して引き続きサービ

スの提供に努めてまいりたいと考えております。 

 それではまず、１１９ページをお開き願いま

す。 

 第２条の業務の予定量について説明申し上げま

す。 

 入所定員は８０人、１日当たりの通所者定員は

２５人、年間の療養者数は３万４，２５０人を見

込んでおります。 

 次に、第３条の収益的収入及び支出についてご

説明いたします。 

 収入では、施設事業収益の総額を５億５０５万

円と定め、施設運営事業収益として４億３，３６

４万９，０００円、施設運営事業外収益として

７，１４０万１，０００円を計上しております。 

 これに対しまして、支出では、施設事業費用の

総額を５億１，６２１万９，０００円と定め、施

設運営事業費用４億９，０５９万５，０００円、

施設運営事業外費用１，２１７万７，０００円、

特別損失１，３４４万７，０００円を計上いたし

ております。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出でございま

すが、資本的収入を１億８，１４３万２，０００

円、支出を１億８，４４９万５，０００円計上し

ております。その主なものは、施設整備事業費１

億４，３８０万８，０００円であります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額３０６万３，０００円につきましては、第

４条括弧書きのとおりであります。 

 次に、第５条及び第６条では、施設の増築事業

に係る継続費及び企業債について表のとおり定め

ております。 

 第７条では一時借入金の限度額を３億５，００

０万円と定め、第８条では予定支出の各項の経費

の金額の流用、第９条では議会の議決を経なけれ

ば流用することができない経費として職員給与費
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４億７２２万４，０００円及び公債費３万円を定

めております。 

 また、第１０条では他会計から受ける補助金と

して児童手当補助等合計１億６，５８２万円を定

め、第１１条では棚卸資産限度額を５００万円と

定めるものでございます。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時５７

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時１５

分） 

（日程１２） 

○議長 次に、日程第１２、諮問第１号「人権擁

護委員候補者の推薦について」及び諮問第２号

「人権擁護委員候補者の推薦について」の２件を

一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

三好市長。 

○三好市長 諮問第１号及び諮問第２号「人権擁

護委員候補者の推薦について」一括して提案理由

のご説明を申し上げます。 

 法務大臣から委嘱された本市の人権擁護委員の

うち２名の方が平成２８年６月３０日をもって任

期満了となります。その後任につきまして検討し

ました結果、野村町の谷本英樹氏を再任として引

き続き推薦することとし、野村町の井上尚喜氏を

新任として推薦したいと存じます。 

 野村町の谷本氏はＰＴＡ活動や公民館運営等を

通して広く地域に貢献され、人望も厚く、平成２

５年７月から人権擁護委員としてご活躍いただい

ております。 

 新任の井上氏は旧野村町役場及び西予市職員と

して長年にわたり勤務され、福祉、人権問題につ

いて広い見識を持たれ、地域の実情にも詳しく、

地域住民の信頼も厚いものがあります。 

 推薦に係ります２名の方はそれぞれ人格、識見

が高く、広範な知識と豊かな経験から社会の実情

全般に通じておられ、人権擁護に深い理解があ

り、適任者であると考え、人権擁護委員法第６条

第３項の規定に基づき議会のご意見をお聞きする

ものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定いた

だきますようお願い申し上げます。 

○議長 これより本案２件に対する一括質疑を行

います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。

お諮りいたします。

諮問第１号及び諮問第２号の２件は、会議規則

第３７条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。

これより諮問ごとに採決を行います。

お諮りいたします。

まず、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、諮問第１号は原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、諮問第２号は原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

（日程１３） 

○議長 次に、日程第１３、議案第６３号「西予

市農業委員会委員の任命について」から、議案第

８１号「西予市農業委員会委員の任命について」

までの１９件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

三好市長。 

○三好市長 議案第６３号から議案第８１号まで

の「西予市農業委員会委員の任命について」一括

して提案理由のご説明を申し上げます。 

 先般の農業委員会等に関する法律の改正により

農業委員の選出方法が公選制から選任制に変更さ

れたことにより、次回任期の農業委員につきまし

ては、議会の同意を得て１９名の農業委員を任命
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することとなります。 

 現在の農業委員は平成２８年４月２４日をもっ

て任期満了となることから、先般農業委員の公募

を行ったところ、明浜及び三瓶地区から各２名、

宇和及び野村地区から各６名、城川地区から３名

の推薦をいただきました。推薦いただいた方々に

ついて慎重に検討してまいりました結果、明浜地

区から西森真一郎氏、山村庄三氏、宇和地区から

別宮淳二氏、三好一正氏、松末正氏、水口秀昭

氏、田中基季氏、兵頭栄一氏、野村地区から増田

満永氏、井上治宣氏、平田将三氏、谷口税氏、大

野実氏、上甲好文氏、城川地区から志波豊氏、上

山善喜氏、泉原猛男氏、三瓶地区から菊池マキ子

氏、宇都宮久幸氏の以上１９名を任命したいと存

じます。 

 任命する１９名の方々は、それぞれ農業に関す

る豊かな経験から地域農業の実情全般に通じてお

られ、人格、識見も高く農業委員として適任者で

あると考えられますので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項に基づき議会の同意を求めるも

のであります。各候補者の経歴等は、人権案件に

係るものの略歴の資料を参照ください。 

 以上、１９件よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 これより１９件に対する一括質疑を行い

ます。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。

お諮りいたします。

議案第６３号から議案第８１号までの１９件

は、会議規則第３７条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。

これより議案ごとに採決を行います。

お諮りいたします。

まず、議案第６３号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第６３号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６４号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第６４号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６５号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第６５号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６６号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第６６号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６７号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第６７号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６８号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第６８号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６９号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第６９号は
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原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７０号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７０号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７１号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７１号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７２号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７２号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７３号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７３号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７４号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７４号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７５号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７５号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７６号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７６号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７７号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７７号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７８号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７８号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第７９号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第７９号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８０号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第８０号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８１号「西予市農業委員会委員の

任命について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第８１号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ３月２日は午前９時より代表質問及び一般質問

を行います。 

本日はこれにて散会いたします。 
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散会 午後３時２９分 
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開議 午前９時００分 

○議長 ただいまの出席議員は１９名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

（日程１） 

○議長 日程第１、代表質問を行います。

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

をしてください。 

それでは、通告順に発言を許可いたします。 

清風会、松山清君。 

○９番松山清君 皆さんおはようございます。

平成２８年３月定例議会は、我々議員にとりま

して西予市合併後３期目の最終議会となるわけで

ありますが、そこで代表質問の機会を得ましたこ

とは、まことに光栄に感じているところでありま

す。清風会を代表して質問をさせていただきま

す。 

 今、思い出されることで最も忘れられないこと

は、ちょうど１年前に我々の仲間である松島議員

を亡くしたことであります。大変万感詰まる思い

で、私はそのとき議長席に座っておりました。 

 きょうも１１番の議席で、松島議員は一緒に最

終議会を迎えて座っているのではないかと思えて

なりません。松島議員は、現在のオフサイトセン

ターの場所を、製材跡地から何とかして西予市の

ために活用する方策を清風会で考えようと言っ

て、みんなで現地を見に行きました。そのような

思いが西予市へのオフサイトセンター誘致につな

がり、市の発展に貢献しているのだと思います。

ほんの一端の話ですが、ともに西予市の発展を見

届けていきたいと思っております。 

 振り返りますと私は、宇和町時代の平成１０年

より１８年にわたりましてこれまで延べ５４回質

問に立ち、政策の提言や事業の推進、一般事務の

あり方などについて議論をしてまいりました。途

中立場上質問を遠慮したこともありましたが、自

分の考えていることなどは本会議の場で多くのこ

とを述べさせていただいたと思っております。私

は、この本会議での質問というものが議員にとっ

ては花形の舞台であり、自分の主義、主張を述べ

たり理事者の姿勢をただしたりと議員活動の中で

最も重要なものだと考え、それを大切にしてまい

りました。今後も、行政と議会が車の両輪である

と例えるならば、この議場での議論を西予市の発

展のためにつなげていかなければならないものだ

と思います。 

 私の初議会初質問は、宇和町の発展のための経

済政策、地元産業の若手後継者育成、青少年の健

全育成、行政の情報化推進などでした。当時の宇

都宮町長は、孔子の「友遠方から来るまた楽しか

らずや」という言葉を引用して、近くのものを喜

び、遠くのものを来たれというようなまちづくり

をしたいというようなことを述べられたことを思

い出します。しかし、現在では合併前のよかった

時代から時が経過し、現在中心部商店街において

は商店の多くが店を閉じ、過疎化、少子・高齢化

が急速に進展し、消滅可能性都市とまで言われる

ようになりました。国のほうは地方創生に力を入

れていますが、その成果がしっかりと上がって、

西予市でも安心して暮らせるようになることを願

って質問をいたします。 

 まず初めに、西予市が南予の中心的役割を担う

生活について伺います。 

 合併して西予市が誕生したときに、西予市を南

予の中心にという思いを持った人は多いと思いま

す。それは西予市が宇和島市、大洲市、八幡浜市

の真ん中に位置しており、そのために多くのメリ

ットがあるとともに、将来的にも発展する期待を

感じられるポテンシャルがあるからです。また一

方、５町が合併して誕生した西予市は、産業基盤

が脆弱で自主財源も乏しく、したがって地理的条

件などのメリットを生かしたまちづくりや地域で

の果たす役割が今後は重要となってくるものと思

われます。 

 そこで、医療や経済、歴史文化は他市に譲ると

して、西予市は地理的に南予の中心というアドバ

ンテージを生かして今後どうまちづくりを進めて

いくべきと考えるのか、南予の中で西予市が果た

す役割について市長はどう考えるのかお尋ねいた

します。 

 防災の中心ということに関して、オフサイトセ

ンターが西予市に建設され運用が始まっています

が、これを契機として南予の防災の機能を率先し

て西予市が果たしていくということはできないで

しょうか。例えば南海・東南海地震の対策基地の

候補となったり、南予を台風や洪水の大規模災害

が起こったときの指令本部など、今後の防災のか

なめとなる機能を西予市に備えるということなど

が考えられます。一つの市だけで完結することは
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それぞれやっていくとして、南予が連携する際に

はリーダーとなる心構えが必要です。消防の統合

や集約の問題もなかなか前進しないように思いま

すが、そのようなことにも西予市がリーダーシッ

プを発揮し、研究や提案をしていくチャンスはあ

るのではないかと思います。 

 次に、流通の中心ということに対して、西予宇

和インターチェンジを核として流通、生産などの

企業が西予市に進出してきていますが、この流れ

を加速するためにも、土地の有効活用や幹線道路

の整備を進める政策に取り組む必要があると考え

ますが、理事者の考えはいかがでしょうか。 

 昨年９月の議会で、伊賀上野田バイパスを念頭

に置いた質問をいたしました。国と県と協議しな

がら、市街地外周道路として道路網整備を進めて

いくということでありましたが、これも重要な西

予市の課題であります。このようなことが西予市

での企業の立地や第２軸の幹線が整備されたこと

による流通や商業施設の進出にもつながると思

う、これは私の信念です。 

 例えば将来的に少子化が進行すれば、もう既に

車を購入する若者が減少していると言われていま

すが、車の販売店なども宇和島、大洲、八幡浜に

拠点を置いているところを西予市に集約するとい

うようなことが起こるのではないかと予測しま

す。既にコカ・コーラ、ヤクルト、日本郵便やそ

の他の企業も少しずつではありますが、西予市に

拠点を移していることを見ると、このような動き

を加速化する政策というのは重要であります。そ

うすることによって西予市でも雇用の場が増加

し、若者も西予市で暮らすことができるという循

環があるんだと思います。そのような観点からま

ちづくりをどう進めていくのか伺います。 

 機能の中心ということに関して、西予市の人口

減少問題を食いとめる対策を推進するためには、

南予で１つあればよい施設や、機能をできるだけ

西予市に誘致していくことが今後の課題かと思い

ます。例えば裁判所や法務局、職業安定所や国道

事務所など、国・県の出先機関や企業への働きか

けなど、政策として調査研究し、積極的に進めて

いく必要があるのではないでしょうか。理事者の

考えを伺います。 

 次に、区役員のなり手不足対策と行政区の見直

しについて伺います。 

現在、地域によっては区長のなり手がいないと

いう問題に直面していますが、これをどう市とし

て考えているのでしょうか。また、どのような対

策を検討しているのかお尋ねいたします。行政区

も時間の経過とともに、人口減少や増加など旧来

のままではいけないところも見受けられますが、

見直す計画はどうなっているのでしょうか。特に

町の中心部で高齢化が著しく、現役世代がいない

地域や周辺部などでは過疎化への対応が喫緊の課

題と言えます。合併後１２年が経過して、長期的

展望に立って一度全体的にどうあるべきか考える

必要があるのではないでしょうか。最近自治会組

織の取り組みも耳にするようになりましたが、そ

のような指導や推進の実態は西予市としてどうな

っているのですか。地方自治法第２６０条の２で

いう地縁による団体を自治会という扱いをしてい

るのか、今後自治会組織を整備していくのかな

ど、今後の展開についてどうなのかお尋ねをいた

します。 

 地方自治法では、市町村長の許可を受けたとき

は不動産に関する権利も有することが定められて

いますが、今後はこのような状況を踏まえて市内

の組織を見直していく必要があるのではないかと

思います。中心部の高齢者ばかりの少人数の区は

区長をやらなくてよいようにして、もっと区より

も大きな組織のもとで町内会や班のような活動を

担当するなど、現在大規模な行政区も小規模な行

政区も一様に扱っている状況を地域性と人口規模

などを考慮し、見直すことが必要という考えで

す。市の中心部もドーナツ化現象によって高齢者

ばかりの区が見られ、せいよ地域づくり交付金事

業についての取り組みもままならない状況のとこ

ろもあります。地域づくり交付金はしっかりとや

るところに重点的に配分するとも聞いています

が、区が高齢者中心のところは従来型の支援がよ

いという意見もあります。したがって、実態に応

じた対応が今後必要だと考えますが、改善するこ

とはできないでしょうか。 

 次に、地方創生とフォレスタイル事業への取り

組みについて伺います。 

 地方創生って一体西予市にとって何だろうかと

いう素朴な疑問の答えは、幾通りもあります。そ

のような中でこれまでの視察研修などを通して思

うのは、まちおこしのようなもの、人が観光にや

ってきたり市内で宿泊したり、食べ物を食べたり

お土産を買ったり、はたまた移住して西予市の住
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人になったりなどということが考えられます。 

 先週、清風会と無名塾・公明クラブの研修で徳

島県神山町へ行きました。ここは消費者庁の移転

の候補地となっていて、職員がお試しの調査をし

たとも聞いたことがあります。なぜ四国八十八カ

所の難所、１２番札所焼山寺がある山奥がこれほ

どまでに注目を集めているのかが疑問でした。行

ってみると、ＩＴ企業が進出し、えんがわという

サテライトオフィスを構え、サンサンという名刺

管理会社や地域おこし協力隊が卒業して梅干しの

販売をする会社をつくっていたり、木工店があっ

たりと考えられないような仕事がその山奥の町で

誕生し、若者たちが定住しているのです。私の感

想は、なぜこのようなまちづくりが神山町ででき

て西予市ではできないのかということです。 

 隠岐の島の海士町へも行き、隠岐牛のブランド

化や水産資源の販売等によるまちづくり、東白川

村では、フォレスタイルによる村の総生産向上へ

の取り組み、田辺市でも都会の人の移住促進な

ど、これまでに成功している地方創生の先進地は

たくさん研修しているわけですが、それを西予市

ではなぜ取り組めないのか、原因はあると思いま

す。そこで、国のほうでは地方創生加速化交付金

などの補正予算を組んで地方創生に取り組んでい

ますが、これによって西予市はどのような事業を

行い、どう創生の効果を発揮しようとしているの

ですか。地方創生によって西予市総生産が向上

し、雇用の確保や労働者の所得向上などが期待さ

れるところです。 

 西予市創生特別委員会の分科会であるフォレス

タイル検討委員会が計画し、１月２１日と２２日

の２日間、岐阜県東白川村へ委員１１名で視察研

修をしたところですが、村の産業が疲弊する中

で、林産資源のヒノキを特産品とする過疎の村の

特徴を生かし、地方自治体である村が率先して東

白川村ブランドで住宅として岐阜県、愛知県ほか

に販売し、地域経済の活性化の成果を上げていま

した。西予市と類似する点も多い地域特性である

ため見習う点が多々ありましたが、西予市版フォ

レスタイルに取り込むことはできないでしょう

か。 

 今後、地方創生の中ではＩＣＴを活用して地域

の生産物の販路拡大を図っていく政策などの事例

が全国にありますが、都市部から遠い立地条件の

西予市でもそのような考え方を取り入れていく必

要があるのではないかと思いますが、理事者の考

えを伺います。 

 最後に、田園ロマンの里構想の現状と今後につ

いて伺います。 

 田園ロマンの里構想を聞いてから数年経過しま

すが、その成果はどのようなものとなっているの

かお尋ねいたします。 

 基金もつくって取り組んでいる事業でもあり、

基金は平成２６年６月で３，００３万円だったも

のが平成２８年１月時点では２，７１０万円とな

っています。初めはもっと必要なのではないかと

いう印象もありましたが、余り基金が使われてい

ないようです。魚道をつくるという話は聞いたこ

とがありますが、田園ロマンの里構想という名前

から受けた印象では、もっとロマンを感じること

ができる目的もあるように思っておりました。今

後どのようにこの基金を活用していくのかも含め

て説明をいただきたいと思います。 

 鶴やコウノトリについての施策としては、兵庫

県豊岡市の繁殖、野生復帰を目標としている取り

組みや、野田市のような放鳥、あるいは鹿児島県

出水市のようにナベヅル、マナヅルの滞在場所の

提供及び環境確保を推進している自治体などが有

名です。また、釧路市の丹頂鶴自然公園では、い

つでもタンチョウに会えるというキャッチコピー

で市のシンボルにもなっています。豊岡市のコウ

ノトリの郷公園には、会派で昨年１月に訪れ、そ

のすぐあとには中貝豊岡市長が西予環境フォーラ

ムに来西されて、コウノトリと生きる豊岡市の挑

戦というタイトルで講演をされました。 

 また、先月は再びコウノトリの郷公園を訪問

し、コウノトリ文化館の学芸員の方とどうコウノ

トリと向き合っているのかについて話をする機会

がありました。ちょうどそのとき、２２羽のコウ

ノトリが餌の時間ということで文化館の公開飼育

用の池に集まっていましたが、実はそのうちの９

羽は片方の翼の風切り羽を切っており、そこから

自由に飛び立っていけない状態であったそうで

す。そのような話を聞いて、訪問客の中には怒っ

て帰る人もいるとのことでした。しかし、自然の

中で繁殖したり暮らしていったりすることは難し

いコウノトリは、そのほうが幸せかもしれないと

自信を持った表情でおっしゃっていました。それ

を聞いて、豊岡市は責任と信念を持ってコウノト

リと向き合っているのだということを強く感じた
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次第です。 

 田園ロマンの里構想と聞いたとき、このような

見識を持って鶴やコウノトリのことについて取り

組んでいくのだと感じていたのですが、西予市は

今後どのようなことを目指していくのでしょう

か。 

 出水市のナベヅル、マナヅルにしても、釧路市

のタンチョウにしてもですが、鶴たちとある一定

の距離を持って観光客がそれらを見に来ていると

言えます。西予市でもことしの冬はナベヅルが越

冬にやってきていますが、カメラマン等が必要以

上に近づいて、入ってはいけないところに入るな

どのトラブルが発生していると聞きます。西予市

でも先進地のように餌づけをして一定の場所にナ

ベヅルを集め、またある一定の場所から観察する

というルールを明確にしなければならないと思い

ます。展望台や展望場所が決まっていれば、そこ

から西予市にやってきた人たちはさらに近寄れな

いなど、行政がやらなければならないところもあ

るのだと思います。 

 また、豊岡市の場合は、兵庫県立大学地域資源

マネジメント研究科と連携して、コウノトリとの

共生に取り組んでいますが、西予市でも研究機関

との連携を目指す方向性も考え、長期的に生態や

行動範囲などについて調査研究をしていくという

ことが必要と思いますが、そのようなことに取り

組むことはできないでしょうか。 

 今後、田園ロマンの里構想はが西予市民一人一

人にとって鶴やコウノトリがやってくる町になっ

てよかったなと思えるような成果が果たせるよ

う、もう一段高い目標を持って取り組んでいった

らよいのではないかと思います。西予市として

は、そのような考えについて対応していけないの

か、お聞かせいただきたいと存じます。 

 まだまだ言いたいことはたくさんありますが、

最後に１つだけ今後に期待することを述べたいと

思います。 

 西予市の体質というか、行政の姿勢あるいは職

員の心構えについて、ずっと物足りないと思うと

ころがあるのですが、それはもっとチャレンジす

る気持ちを持ってほしい、私はそう思います。こ

れまでのままから抜け出せないとか、新しい発想

へ取り組んでいきたくないという、何にでもです

が、多くの場面でそのような雰囲気を感じます。

西予市が発展するためには、もう一皮むけて前向

きに歩いていく力が必要です。どこかがやったら

その後をついていくのではなく、先頭を行くとこ

ろもあってもいいし、そのような姿勢も時には必

要です。できない理由を探すのではなく、どうす

ればできるのかを考える、そういう人に西予市の

職員がなってほしい、そういう町に西予市がなっ

てほしいと思うのです。きらりと輝く南予の中心

として西予市が発展していくために、議会、行政

がその真価を発揮し、子や孫の代まで南予の中心

としての役割を果たすことができる町となること

を祈念いたしまして、私の代表質問を終わりま

す。 

○議長 三好市長。

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。

きょうとあしたにわたって５人の議員各位から

代表質問と一般質問をお受けすることになります

が、市の根幹となる質問は私が回答することとい

たしまして、専門的分野の質問については部長を

中心として回答させていただきますことをまずご

理解をいただきたいと思っております。 

 議員各位におかれましても、今期最後の質問と

なりますが、思いのたけを質問いただくと思って

おります。私は、こちらに並んでおります今年度

で定年退職をいたします部長も、最後の議会とな

りますので、私たちも次につなげるような答弁と

なればと思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げまして、私の松山議員の清風会の代表質

問についてお答えをまずさせていただきます。 

 まず最初の、南予の中心的役割を担う施策の関

係でございますが、西予市を南予の中心にとの思

いは、南予の中心たる都市的機能を持てるように

政策誘導するとの考えだと、このように思うわけ

でありますが、このことは人口の集中と市街地形

成への政策誘導の考えと思います。 

 南予の中心的機能を果たしてまいりました宇和

島市、八幡浜市の合併前の旧市の人口の推移を国

勢調査で見ていますと、西予市の旧宇和町の人口

推移と比較して人口減少率が高いんです。この旧

宇和町は人口減少率が安定的なところにあるんで

す。これは宇和町の人口、旧宇和町の人口維持能

力が高いと、このように判断をしております。 

 一方、西予市の中心の宇和町では、都市的機能

を持つための市街地形成の状況は非常に両市と比

べて劣っております。それを高めるためには都市

計画区域における大胆な計画、整備が必要であろ
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うと、このように思っております。 

 これには官民ともどもでありますけれども、相

当な政策的な投資が必要になろうと、これを誘発

しなければならないと、このように思います。そ

れは非常に短期的には困難でありますから、相当

長期的な計画を持ってやる必要があるんだと、こ

のように思います。 

 もう一つの考えとしまして、都市的機能の中心

に至るまでの流通とか防災とか公の施設などの機

能の中心的役割を担う面におきまして、既に流通

面においては各市町との距離的アドバンテージが

あることから、企業等から西予市を南予の拠点と

して位置づけされ始めたと、私はこのように思っ

ております。 

 先ほど、松山市議も会社のお名前を言われまし

たけども、私もコカ・コーラ販売とか日本郵政の

南予郵便では、南予の中心的な配送センターであ

りますが、この誘致については非常にかかわって

まいりました。この２つは成功したわけでありま

すが、こういう問題、あるいはその前から、旧宇

和町時代から誘致をやっておりました愛媛南部ヤ

クルト販売の南予販売の拠点等々、こういうのを

見てもそれぞれの会社等々が南予の拠点的、ある

いは薬品会社もそうでありますが、そういう拠点

的な位置づけをここに持ち始めた、このようには

思っておるところでございます。 

 官公庁や企業の南予拠点となる可能性でござい

ますが、これは少々今はトーンダウンしておりま

すけれども、私が主張しております道州制がされ

た場合においては、南予の地理的アドバンテージ

から、ここにそういう施設が大いに中心的な機能

を持つような南予の公官庁関係も含めてくる可能

性は非常にあるんではないかなと、このように思

っておるところでございます。 

 もう一つの考え方は、この中心的機能という一

つの視点ではなく、南予をそれぞれ分散的にお互

い同士が機能を分散しながら一つの大きなものを

共同的につくっていく、今の私たちの南予の北部

でいいますと、拠点都市の機能を今ずっとやって

おりますが、あるいは今総務省が言われるよう

な、一つの地域に中心的に機能を持たせて、そこ

と連携するような機能をやるような方法もまたあ

るんではないかなと、このようには思っていると

ころであります。 

以上、答弁とします。 

○議長 河野副市長。

○河野副市長 私のほうからは、議員ご質問の西

予市を防災、流通、機能の中心にというご質問に

ついてお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、南予における西予市の防災機能の中心的

役割についてお答えをいたします。 

 愛媛県においては、南海トラフを震源とする地

震を初めとした大規模災害によって大きな被害の

発生が懸念されており、大規模災害発生時に全国

から派遣される自衛隊、消防、警察などの救助機

関等や、県内外から送付される支援物資を被災地

や被災者まで円滑に届けるための広域防災体制の

確立が大変大きな課題となっております。このた

め愛媛県では、県と県内市町で広域防災・減災対

策検討協議会を設置し、支援を受け入れる際に中

心となる広域防災拠点の選定をしております。 

 西予市では、広域防災拠点のうち各機関が集結

し、被災地に必要な人や物を送り込むための総合

的な拠点である進出拠点及び支援物資の受け入

れ、配送するための物資拠点として、南予で２カ

所のうちの一つに宇和運動公園が選定をされてお

ります。 

 また、愛媛県と西予市の間では、既に平成２６

年１０月に大規模災害発生時における広域防災拠

点に関する協定書を締結しており、平成２８年度

には愛媛県総合防災訓練の会場が西予市になるこ

ととなっております。議員ご指摘のように昨年８

月、オフサイトセンターが開所となり、愛媛県２

８年度当初予算では、オフサイトセンター付近に

ヘリポート整備も予算されることとなっておりま

す。 

 原子力防災に関しましても、西予市は重要な位

置を占めるものと思われます。今後県と、連携を

深めながら広域防災に関する情報共有を図るとと

もに、訓練の検証結果や防災を取り巻く状況、知

見の変化、関係自治体や各機関の防災体制の変更

等に応じ、西予市としての役割が果たせるよう柔

軟に対応してまいりたいと、このように考えてお

ります。 

 次に、西予宇和インターチェンジを核とした流

通政策に関するご質問につきましては、ご指摘の

とおり、西予市は位置的にも南予地域の中心に位

置し、高速道路インターチェンジやＪＲ、国道５

６号線、４４１号線など主要幹線も貫通し流通拠

点としては最適と思われ、中でも西予宇和インタ
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ーチェンジは重要な要素と考えております。現

在、建設課を中心に都市計画の用途地域の見直し

が行われておりますが、その計画において特段の

指定がない西予宇和インターチェンジ周辺の区域

を準工業地域に変更し、企業が進出しやすくなる

条件整備作業を進めているところでございます。

つまり、企業立地の土地利用が容易になり、計画

が浮上してきたときには短時間で企業進出が可能

となるわけでございます。これらの地域は、西予

宇和インターチェンジまで短距離であることか

ら、流通基地としての魅力も十分に考えられま

す。ただし、計画を考えている地域には現在農業

振興地域に指定されている農地も多く含まれてい

ることから、今後上部の農政部局との調整を詰め

る必要があり、そのほか法的な手続等も必要とな

ることから、確定までにはかなりの時間も要する

ものと、このように思っております。 

 続きまして、西予市への施設、機能の集約に関

するご質問につきましては、社会保障・人口問題

研究所の人口推計によりますと、南予地域の人口

は２０４０年には現在に比べ約６割まで減少する

と推計をされております。南予地域においては、

このような急激な人口減少が見込まれる中、今後

必要な施設や機能が集約されることは避けて通れ

ない事実であり、議員の言われるとおり、当市に

国・県の出先機関や企業を誘致することは、西予

市にとって人口減少の抑制にも大きな効果がある

と思われます。誘致への働きは当然でございます

けれども、それと同時に住民、企業、団体等から

選ばれる自治体、地域になるための取り組みも当

市においては優先すべく施策と考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 続きまして、区役

員のなり手不足対策と行政区の見直し等に関する

ご質問についてご答弁させていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、自治会の組織やその運営

面においては多くの課題を抱えているところでご

ざいます。少子・高齢化、核家族化、生活形態や

価値観の多様化など、さまざまな要素を背景に、

役員のなり手不足や自治会員数の減少に伴う自治

機能の低下が多くの自治会で進む一方、人口の集

中が進んでいる一部地域においては自治会規模の

拡大により役員の負担が増加しているなど、自治

会によって抱える課題はさまざまであります。こ

れら自治会の中で住民が親睦や交流を深めながら

より豊かで住みよい環境づくりを行うためには、

みずからが協力し、助け合うことが大切となりま

す。さきの東日本大震災では、自治会で築き上げ

た地域のきずなを生かし、住民の安否確認や救援

活動、避難所運営の協力や瓦れきの撤去など、地

域住民が団結してさまざまな困難に取り組まれた

姿を見ますと、改めまして地域コミュニティーの

大切さを痛感したところでございます。 

 市としましても、さまざまな地域課題に対し、

地域の皆さんが自発的に取り組むことを支援する

ことが重要なことだと認識をしているところでご

ざいます。このため、まずは自治会が自主的に統

合等を検討しやすい環境を整えるため、統合の支

援、統合の支障となっておりました行政連絡委託

料算定基準の見直しの検討を旧町の地区代表者、

自治会代表者が集まる西予市行政連絡協議会、理

事会の場で現在進めているところでございます。

今年度に一定の方向性がまとまりましたので、今

後の新たな運用に向けて現在準備を進めていると

ころであります。 

 また、自治会組織は、行政と対等な組織であ

り、自治会の適正規模や運営のあり方、財産の有

無、諸問題等は各自治会によって千差万別である

ことを考えますと、行政区の見直しなどで市が直

接的に介入していくことは、自治会で積み重ねた

歴史や自主性及び権利を奪うことにつながりかね

ず、必ずしも好ましいことではないと考えており

ます。自治会のあり方は、何よりも地域の皆さん

の意思を尊重すべきものでありますので、長期的

な視点に立ち、地域の実情に応じた検討を行って

いただきたいというふうに考えております。 

 今後、市としましては自治会における諸問題や

解決のための具体的事例などさまざまな情報を集

め、行政連絡協議会等を通じ各自治会に情報を共

有していただくことで自治会の自主性を促進して

いきたいというふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 高橋まちづくり推進課長。

○高橋まちづくり推進課長 それでは続きまし

て、地域づくり交付金についてお尋ねがございま

したので、私のほうからご答弁させていただきま

す。 

 各地域づくり組織の実態はさまざまでございま

す。人口、面積、行政区数、歴史、地理的条件、
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いずれにも違いがございます。そのような中、一

律的な組織体制を目指しているのではなく、これ

までも地域の実情に応じて見直しを図るようにお

願いしてきたところでございます。 

 自治活動ですので、その組織のあり方について

行政が口を出し過ぎるのは好ましいことではあり

ませんが、とりわけ問題と思われるものとして、

区長の充て職として構成される組織がございま

す。こういった組織では自治会運営の延長とな

り、残念ながら地域づくりが思ったほど進まない

ように見受けられます。市といたしましては、地

域内にはさまざまな活動団体や女性、若者、高齢

者など多様な人材が活躍していることから、そう

いった皆様の意見を集約できる組織体制が望まし

いと考えております。住民の方々の得意分野が発

揮できたり楽しめたりするような、多様な人材の

出番をつくることがこれからの地域づくりとして

必要な要素だと考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 藤井総合政策課長。

○藤井総合政策課長 次に、地方創生加速化交付

金についてお尋ねがございましたので、ご答弁を

させていただきます。 

 ことし１月に国の補正予算として成立いたしま

した地方創生加速化交付金は、一億総活躍社会の

実現に向けた緊急対策として創設され、当市にお

きましては、サウンドツーリズム事業を申請して

いるところでございます。従来型の観光行政で

は、人はなかなか集まりません。まして当市の地

理的条件を考えれば、当然のことと思われます。

そこで、当市では、ご案内のとおりジオパークの

認定による知名度の向上を図りましたが、まだ足

りません。サウンドツーリズム事業は、現在の観

光資源の魅力を一層引き立てるため、「現地で現

地に合った音楽を」、をコンセプトに現地で音楽

とともに観光資源を楽しんでもらおうというもの

でございます。これは、ジオパークを音楽によっ

て推進しようと現在進めております四国西予ジオ

ミュージックプロジェクトの一環で行うものでご

ざいます。四国西予ジオパークが織りなす空間か

ら醸し出される癒やしと、現地に合ったアンビエ

ントな癒やし音楽を現地で聞くというスタイルを

創造することによりまして、観光資源に付加価値

をつけ、他の地域と差別化を図るものでございま

す。 

 こういった取り組みは全国で初となるため、手

探り状況となりますが、こういった取り組みにつ

いて賛同し、協力いただく企業とともに進めてい

きたいと考えております。 

 交付金の決定は３月中下旬の予定のため、申請

中の交付金事業につきましては、本議会の最終日

に追加提案として補正予算を計上させていただく

予定でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 それでは、私のほうから、

フォレスタイル事業への取り組みについて答弁さ

せていただきますが、時間のほうも迫っておりま

すので、事業の紹介につきましては省かせていた

だきたいと思います。 

 産業建設部では、昨年１２月１５日に関係職員

を現地視察をさせまして、西予市へのフォレスタ

イル事業の導入について検討を現在させておりま

す。東白川村で実施されております本事業導入に

つきましては、そのままの形、いわゆるコピーで

はなかなか難しい部分も多くあると思われます。

事業実施の前段として、まず市内の施工組織体制

を確立することが重要だと思われます。 

 東白川村では、行政がかかわることで顧客に安

心と信頼感を与えるとのことですが、その根底に

は、顧客の時代の流れに沿ったモダンなデザイン

等の多様なニーズ、その住宅建築満足度の向上に

対応できる工務店と、その組織体制がしっかりし

ているからこそ事業運営ができております。万が

一、事業着手後に何らかの事情で請負業者が倒産

したり、建築が不可能な状態に陥った場合を想定

しますと、その保証責任を担保する組織体制が必

要不可欠であります。当然市がそのリスクを追う

ことは性質上無理でございますので、そのような

点からも市内の工務店から成る組織体制の立ち上

げは必要不可欠だというふうに考えております。 

 次に、顧客募集を行うエリアが市内だけでは、

需要量から見ましてもメリットがございません。

その範囲を広範囲にする必要があります。その場

合、市内工務店が率先して受注が可能なのか、仮

に中予地域で資材調達した場合と市産材持ち込み

の場合と、価格競争において太刀打ちできるのか

など、さまざまな点から検証する必要がございま

す。 

現在、東白川村の説明では、村から２時間程度
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の地域として名古屋市など中京圏都市部がメーン

となっております。幸いにも、都市部と村では賃

金格差にかなりの開きがあることで、出張による

住宅施工でも名古屋市内の工務店に対して十分な

価格競争力を持っているとのことでございます。 

 また、東白川村のヒノキは東濃ヒノキと呼ば

れ、特産品として古くから定着しており、産地仕

入れで安価である強みに加え、製材協同組合やプ

レカット協同組合など、全て村内の加工施設で製

品化されていることでコスト低減が図られ、資材

購入費が圧縮されていることも大きな追い風でご

ざいます。 

 現在市で行っている市産材補助事業は、市内の

住宅が対象でございます。市外での建築では補助

対象となりません。東白川村では、フォレスタイ

ル事業を行う場合の柱材の現物支給を行っており

ますが、施主が新築を決断するに至る大きな要因

であり、また受注工務店にとっても経費削減の後

押しになっているということなので、フォレスタ

イル事業を導入するということになれば当然市産

材補助事業との調整も必要になってくると思われ

ます。 

 また、東白川村では、村内に建築士事務所がな

く、事業立ち上げの際には都市部へスカウトに出

向いた経緯があると伺っております。一世一代の

大きな買い物である住宅取得を考えている顧客

は、斬新なデザイン感覚やモダンな空間演出に魅

力を感じ、そのニーズに応えられる建築設計事務

所の存在は事業を進めていく中で非常に重要な役

割を担っております。当市内には幸い建築設計事

務所がございますので、西予市版フォレスタイル

事業を想定した場合、住宅設計と現場管理に際し

てのメリットやリスク分散など、設計関係者の事

業参画に向けた協議を重ねていく必要もあろうと

思われます。 

 これらのことを踏まえ、今後は市内工務店や建

築士会等の関係者に対し、さまざまな機会を捉え

ましてフォレスタイル事業の概要を紹介するとと

もに、ご意見を伺いたいというふうに考えており

ます。 

 肝心なのは、実施主体となる市内の工務店各社

の機運の高まりではないかというふうに思われま

す。ウエブサイトを立ち上げて、いざ顧客募集を

行っても、受注者が見つからないでは話になりま

せん。大きな組織母体の構築が可能かを検証する

とともに、年間事業量を想定した中での木材の調

達計画の検討、市内にある加工施設の諸条件を把

握し、その能力分析を行うなど、多岐にわたる項

目をピックアップしてこれらをいかにクリアでき

るか、西予市版フォレスタイル事業の実現性を検

証してまいりたいというふうに考えております。 

 幸い、東白川村が成功したことを他の地域にも

広げていくための横展開の場合の助成というのが

総務省のほうであるようでございます。そういっ

た制度を活用できる可能性もございます。議会の

検討委員会とともに、情報を共有しながら方向性

を探っていきたいというふうに考えております。 

 次に、ＩＣＴを活用した販路拡大についてお答

えをさせていただきます。 

 都市部、特に大消費地圏から遠い西予市では、

地域生産物の流通の面で大きなハンデがあると思

われます。その解消の手段の一つとして、インフ

ォメーション・コミュニケーション・テクノロジ

ー、いわゆるＩＣＴを活用した取り組み、インタ

ーネットやメール、ＳＮＳ等の活用が非常に有効

であると認識をいたしております。西予市ではこ

の点について、市内の企業団体がＰＲやホームペ

ージの作成等を行うことに対しまして、支援４事

業の一つになりますけれども、市産品販売促進事

業を整備し、市内の企業団体に利活用いただいて

いるところでございます。特に２１年度からは、

ホームページの充実、インターネット販売のため

の支援要望が非常に多くなっている状況です。ま

た、平成２５年度から西予市地域雇用創造促進協

議会で就業等に関するさまざまなセミナーの開催

を行ってまいりました。その中で年間１５回程

度、ＩＣＴを活用した取り組みについての講習会

等も行っております。 

 一方、販路拡大におきましては、平成２５年か

ら３カ年間、西予ファンづくり事業というのを実

施をいたしました。生産品を前に直接バイヤーに

そのよさを伝え、企業レベルでの販路拡大を進め

てまいりましたけれども、その際にバイヤーとの

調整のツールの一つとしてＩＣＴの活用を各企業

とも積極的に取り組んでいただいているようでご

ざいます。 

 議員ご指摘のとおり、都市部への販路拡大を進

める上で、有効な手段としては重要だと思ってお

ります。今後も行政サイドからも利活用を積極的

に進めていきたいというふうに考えております。 
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以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 それでは、続きまして私の

ほうから、田園ロマンの里づくり構想の現状と今

後に関するご質問についてご答弁させていただき

ます。 

 まず、１点目の田園ロマンの里づくり基金はど

のように活用しているか、またその成果について

のご質問であります。 

 議員ご案内のとおり、本市は鶴やコウノトリに

選ばれた環境豊かな町として、鶴やコウノトリと

人が共生できる豊かな生態系を持続し得る農村空

間を創造し、地域住民と関係機関が連携し、鶴や

コウノトリの里づくりを目的として、平成２３年

度に西予市田園ロマンの里づくり基金条例を設定

し、基金を設置して事業を推進しておるところで

ございます。その基金の活用につきましては、主

には田園ロマンの里づくり活動に取り組む団体に

対し補助金を交付することにより、基金の設置目

的である事業の円滑な推進を図っているところで

ございます。 

 団体の活動内容としましては、生態系の保全、

鶴のねぐらの保全など、鶴、コウノトリの飛来し

やすい環境づくりに取り組んでいただいておりま

す。その成果としまして、昨年１０月末からけさ

にかけてもこの４カ月間の間、ナベヅルがおおよ

そ６０羽本市に越冬しております。先月の１５日

に行われました環境省主催の平成２７年度中国・

四国地方ナベヅル・マナヅル情報交換会で公益財

団日本野鳥の会の職員から伺った話によります

と、確認されたナベヅルの羽数の延べ羽数が、そ

の日時点で本市が今期四国１位だということでし

た。基金の活用によって鶴類が安心して採食した

り、ねぐらの環境をある程度用意できたのではな

いかと考えているところでございます。 

 次に、２点目の鶴やコウノトリの施策につい

て、西予市はどのようなことを目指しているの

か、また将来にどうなるのかとのご質問でありま

すが、鶴やコウノトリはご承知のとおり絶滅危惧

種でもございます。千葉県野田市と福井県越前市

で放鳥されました個体は、それぞれ別の県などへ

出ております。また、鹿児島県出水市は、戦前よ

り鶴類の保護に取り組まれ危機的な状況は回避で

きましたが、集中し過ぎたことにより伝染病が起

きた場合を考えて分散事業が進められている状況

でございます。また、豊岡市は、５０年を超える

歳月をコウノトリ保護活動に地道な取り組みを行

ってきた経緯がございます。 

 本市といたしましては、このような放鳥や給餌

という方法ではなく、鶴類やコウノトリの生息環

境を整え、鶴類やコウノトリから選んでもらうと

いうことを目指しております。その取り組みとし

て、今後も安心して自然に飛来してくれる環境整

備を引き続き進めていきたいと考えております。

鶴やコウノトリが暮らせるこの豊かな自然環境を

保全するとともに、これを次世代につないでいく

ことも大切な取り組みであり、また将来飛来が定

着することによって環境教育への活用、地域振興

への活用が図れるものと考えております。 

 次に、３点目の西予市でも研究機関との連携を

目指す方向性もあるが、どう考えるかとのご質問

でありますが、鶴類やコウノトリの生息環境を整

え、鶴類やコウノトリから選んでもらうというこ

とを目指して、既に兵庫県立大学大学院地域資源

マネジメント研究科長兼兵庫県立コウノトリの郷

公園統括研究部長の江﨑保男氏を初め、同公園研

究部長心得の大迫義人氏などが本市をコウノトリ

の分散先の候補地の一つとして視察に来られてお

り、意見を交換しております。また、日本ツル・

コウノトリネットワークの金井裕会長や公益財団

日本野鳥の会の職員にも視察していただき、鶴類

の採食環境やねぐらの環境についても提案をいた

だいております。西予市と同様に鶴類の越冬地で

ある西条市や高知県四万十市の関係者とも、情報

交換を行っております。さきに紹介しました、平

成２７年度中国・四国地方ナベヅル・マナヅル情

報交換会を本市に誘致でき、本州の越冬地である

山口県周南市の職員の方にねぐらを視察していた

だき、ご意見をいただきました。 

 このように、既に構築できているネットワーク

を活用して生息環境の改善を進めているところで

ございます。さらに、有識者の団体の総会などを

誘致して、いろいろな方からご意見をいただける

よう環境づくりを進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

 来年度としましては、公益財団日本野鳥の会と

協働して、市民向けの普及の講座や小学生向けの

環境教育のイベントを計画していきます。今後飛

来が定着することがあれば、より関係機関と連携

を深めていきたいと考えております。 
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 最後に４点目の、今後もう一段高い目標を持っ

て取り組んでいったらよいのではないかと思われ

るが、その考えはどうかとのご質問でございま

す。 

 長期的な目標としまして、一つには鶴類の飛来

が今年度よりもふえることを期待し、そのための

越冬できる環境とコウノトリが繁殖できる環境づ

くりを進めていきたいと考えております。 

 ２つ目には、このような環境でつくられる農作

物がブランド化され、それがさらに鶴類やコウノ

トリの生息環境が向上するようないい循環が構築

できることを期待しております。鶴類やコウノト

リが飛来し、過ごすための大きな環境条件は、安

心した豊富な餌場や安全なねぐらの確保、そして

何よりも大切なことはそれを優しく見守る人々で

あります。今後も地域住民の方のご理解や有識者

のご意見を伺いながら環境整備を進めてまいりた

いと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時００分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

５分） 

まず、６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 公明党の二宮一朗でございま

す。 

 ただいま藤井議長より一般質問の許可をいただ

きましたので、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。 

 まず、先ほどの代表質問で、松山議員が五十数

回目の質問だというふうに言われました。長い間

の数多くの質問に対して敬意を表したいと思って

おります。私自身は、今回この８年間で２６回目

になろうかと思います。その間三好市長には多く

のご答弁をいただきまして、大変にありがとうご

ざいました。 

 私の質問は、多くが福祉というものが必ず入っ

ておったと思いますけれども、そういう中で質問

した最後に三好市長が何度か言われたのが福祉の

国境論であります。言われたときにはもう既に時

間がなくてその後の経緯は余り議論ができなかっ

たということもありまして、三好市長に答弁をい

ただくのは今回が最後ということで、きょうは市

長の国境論の考え方というところからスタートを

させていただきたいと思っております。 

 三好市長が考えておられる福祉の国境論、もう

一度簡単にで結構ですんで、ご説明をいただきた

いと思っております。 

○議長 三好市長。

○三好市長 それでは、二宮議員の福祉の国境論

について私の考えを述べさせていただきますが、

ちょっとだけ時間を下さい。これは大事な話でご

ざいますから。 

 まず、福祉とは何かという考えからいかないと

いけませんが、福祉の福という字は神から恵まれ

た豊かさ、福祉の祉は神の授ける福である、どち

らも幸い、幸せの意味だということでございます

が、これは、社会を構成する個々の人々が等しく

受けることができる幸い、幸せを共有できる安定

した生活環境をつくることが福祉社会であると、

このように思います。 

 福祉の国家論がありますが、これは１９世紀後

半の貧困者を救済する目的から救貧法が設立され

たことが起源とされておりますけれども、現代社

会は世界のどの国家においても、イデオロギーを

超えて目的、形態が異なりながらも福祉政策は正

規的に推進されていると、このように思います。 

 日本国憲法において憲法２５条、皆さんもご案

内のとおりでありますが、全ての国民は健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有すると。ま

た、２項には、国は生活面において社会福祉、社

会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

ばならないと法文化されております。なぜこの法

文に「国は」を入れておるかということを考えま

すと、福祉は財源と深く結びつく。福祉はしっか

りした財源基盤がなければ制度が成り立たないと

いうことから、国の責任を私は明記したものだ

と、このように思うわけであります。 

 本来自治体の福祉の役割といいますのは、国の

法制度を活用しつつ、そこに住む人それぞれに自

治体の責任のもとで必要なサービスと居場所を保

証する、これ大事なことなんですけども、しかし

今日、独自政策として持ち出される福祉政策は確

かにその自治体に住む住民にはうれしいことであ

りますが、隣の自治体の住民は非常に不満になり

ます。また、それに駆られて隣の自治体の福祉政

策をまたそれ以上にやりますと、またもとの自治

体の住民が不満を感じるようになると。 

 従来、公的福祉サービスの供給体制は、社会福

祉を必要とする人が公平に利用できる方法を追求
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して構築されるものであると。地域福祉を考える

ときに大切なのは、先ほど言いました居場所を住

民は簡単に動くことができないということなんで

す。こういうことから私は、地域間福祉において

国境をつくるべきではないと主張してきたところ

であります。 

以上です。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。まさ

に正論だと、福祉に対しての正論だと私自身も思

っております。ただ、市長は４万何百人の住人の

生命と財産を守っていくという責務を負われてい

る立場として、この国境をなくすために、各自治

体の不満をなくすためにどのような行動をされて

きたのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

○議長 三好市長。

○三好市長 よしあしは別にいたしましても、私

も西予市の財政状況を考慮しつつ独自の福祉政策

を実施してまいりました。例えば保育料につきま

しては、平成２７年度の保育所入所児童の実績に

基づき試算しましたところ、例えば国の基準を１

００とすると、西予市は７４％になっておりまし

て、このたびの提案、今度の議会にも提案してお

ります第３子の保育料の無料を、国の基準以上の

拡充を入れますと５７．３％となりまして、県下

の最上位クラスになります。また、児童の医療費

の入院、通院の無料化、年齢の差こそあれ、県内

でも早くからこれは取り組ませていただきまし

た。 

 しかし、この市町間の競争は政争の具となりや

すく、本来の姿ではありません。既に全国のほと

んどの自治体が独自の施策をとっていることか

ら、特に人口減少社会に対応するため、多くの自

治体が実践している子供の医療費無料化事業につ

いては、国が自治体にペナルティーとして交付税

の減額措置を果たしていることを早期に廃止、国

の責任において子供の医療費無料化をするという

ことを全国の市長会からともに提言をしておると

ころでありまして、これは、このことについては

公明党の国会議員の方々も非常に協力をいただい

て、国のほうに一緒に働きかけていただいている

とこでもございます。これも福祉の国境をなくす

ものの一つだと信じております。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 全国の自治体がそういう、本

来は国が行っていただくのがもちろん一番いいん

ですけれども、それぞれの現状の中で、住民から

の要望を踏まえて、全国の自治体が国境をなくす

ためにどういうことをしていけばもっともっとこ

の国境がなくなっていくというふうにお考えなの

かお伺いいたします。 

○議長 三好市長。

○三好市長 まず、今ほども言いましたけども、

福祉の市町村間の競争を、政治の施策を選挙にお

ける政争の具としないこと、これが大事だと思い

ます。そして、せめて県内は統一的な福祉政策を

するために、市長会あるいは町村会でおおむね調

整すべきであると。このことは私は市長会につい

ては、常に言ってまいりました。また、県もその

指導的な立場をとるべきであると、このように思

います。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 市長は今までもそういう全国

市長会とか県内の市長会において、そういうふう

な発言をされているというふうなこともお聞きを

しております。 

 私たち公明党が、全国の地方議員がこういう一

般質問の中でそれぞれの地域の課題を福祉政策と

して各行政に訴えているという中で、その中で結

果として国が動いたという事例がたくさんありま

す。先ほども市長、公明党の国会議員の話を紹介

していただきましたけれども、例えば今皆さんが

よくご存じな白内障の保険適用、これなどは白内

障の、誰でもが高齢化すると目が見えなくなって

くるというふうな中で手術をすると、一つの目が

１５万円ぐらいかかる、両眼だと３０万円かかる

ということでなかなか踏み切れない。踏み切れな

いというか、お金がないからできないという声を

たくさんお聞きをしとるわけです。その中で何と

かできないかということで、もちろん国にも要望

をしてきた中でなかなか進まなかったと。それを

全国の公明党の議員が各議会で質問をして、その

一部ですけども、そのことに対して理解をしてい

ただいた市が１つ、２つ、３つとふえてきて、９

２年１月までに約１３０の自治体が助成をすると

いうふうなことが始まりました。今は１，７４０

ぐらいですか、全国の自治体が、平成の大合併が

あって。当時は多分それの数倍あったはずの中の

１３０ですから、多分わずかに１％、２％という

レベルかもしれません。でも、その１３０の自治
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体に助成が始まったことで、東京都も９２年に予

算化をしたと。それがきっかけになって公明党の

国会議員、当時の市川書記長ですけども、衆議院

の予算委員会でこれを訴えたということで、国の

ほうで保険適用というふうなことに踏み切ってい

ただいたと。これが今大きく前進をして、いろん

な方が保険の適用で白内障の手術をされて、今ま

た手術も進んで日帰りでちょっときょう行ってき

たんよぐらいな感じの感覚の手術になっている、

病気になっているというふうなこと。これ以外で

も、よく全国的にも知っていただいておるのは教

科書の無償化、これも千葉県のある地方からの声

が上がって、全国に広がって教科書の無償化、当

時は１年から３年まで、次は４年から６年までと

いうふうに段階を踏まえて今の教科書の無償化、

これは憲法に保障されている教育というところか

ら始まったというふうにもお聞きしてますけれど

も、そういうふうなことで国の制度に今はなって

いる。今回の予算にもありますけれども、児童手

当、これの拡充についても同じように全国で訴え

た声が国の制度となったというふうなことがあり

ます。 

 私も何回かこういう質問をして、先ほど言われ

た市長の国境論、それはそれで私ももう納得はし

とるんですけれども、ただそういう地方の声がな

いと、なかなか国が動かないというのも事実なん

です。そこのところも理解していただいて、行政

のほうもよく答弁に出るのは、よそがやってない

からとか、余りまだ進んでないからとかという言

葉ではなくて、本当に住民のことを、そのことの

大きさを、大事さをしっかり考えた行政運営とい

うか、施策の運営をしていただきたいなというの

が我々の願いですんで、今市長もよくわかってい

ただいてると思ってますんで、ぜひ今後ともそう

いうふうに行政のほうに市長の思いとして残して

いただけたらありがたいなと思っております。 

 それで、市長の思いもわかったんですけれど

も、また実際に住んでる住民の声からしたら、先

ほど言われた隣の町ができててこっちができてな

いということを、行政の人は不満かもしれません

けれども、住民はもっと不満なわけです。じゃあ

例えば今西予市にないものが宇和島や大洲にでき

てたらどう思うのかな、と住民は。やっぱりそっ

ちのほうがいいなと思うのは住んでて当然のこと

です。もし若い人、今から家を建てるだとか、結

婚して子育てをしようという人がどこに住もうか

なと考えたときに、通勤圏、今高速道路も発展し

てますんで、西予市に住もうが、吉田の宇和島に

住もうが、大洲に住もうが、そんなに余り変わら

ないということになったらどこを選ぶのかなと。

そういう近隣自治体の福祉政策と西予市の福祉政

策との先ほど言われた差ですよ、それを市民の皆

さんに対しては市長はどのように説明をされるの

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長 三好市長。

○三好市長 今ほどお話になりましたけれども、

まずは、福祉国家を充実するためには、住民福祉

を拡充することは国民と住民が豊かにできるため

に常に危惧しなければならないことであると、こ

のように思いますが、今ほどお話しされた制度の

谷間っていうのがあるんです。この制度の谷間を

どうやっていくかということになると、おっしゃ

るように、制度の谷間に気づいた自治体が早く取

り入れていくということが非常にこれ大事なこと

だと思います。それが今ほど二宮議員がおっしゃ

るように、国を動かす原動力になったということ

になると思います。それについては積極的に取り

入れる必要があろうと思いますし、しかし前段に

おいては、先ほども言いましたように、福祉は財

政と表裏一体にありますので、過度な福祉政策は

国家を破綻させますし、また地方自治体も破綻さ

せる可能性があるということがまずあります。 

 以前も美濃部都政が福祉に傾注した政策をされ

たということで、東京都が財政的に窮地に追い込

まれたという事実もありますし、介護保険制度を

先導的な役割を果たしました、今は北秋田市にな

っておりますけれども、その中のもとの町の一つ

に鷹巣町という町があるんです。この町長は非常

に介護保険制度を誘発する非常に力をやった町長

でありましたが、この人は４期目のときに、財政

破綻を恐れた住民によって偏った福祉政策が見直

され、財政再建の道を歩むべきだというような主

張で、４期目は残念ながら落選されたんです。や

はり過度にいくとなりますとそのような問題が出

てきて、私も住民に対してはこういう自分たちの

身の丈に合った福祉をどうすべきだということ

を、責任を持って市民に私どもは説明すべきであ

ると、このように思います。 

 大事なものは先ほど言われました、制度の谷間

は非常に大事な問題で、そういうときは積極的に
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取り入れる能力を持つのはまた違う次元で大事だ

と、このように思うわけであります。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 立場の違いといいますか、行

政を運営される、執行される立場の方はやっぱり

もちろん財政を考えながら慎重に多分やられると

いうことで、今のご答弁だというふうに理解をし

ております。我々は、住民の思いを聞いて、いか

にそれを実現するかというところで質問させてい

ただいているというところのギャップもあろうか

と思います。 

 先ほども市長が言われましたけれども、余りさ

きにやり過ぎると国のほうからペナルティーがあ

るよという、前回の１２月の質問でもそういうふ

うなことをおっしゃいました。たまたまですけど

もことしの１月に国会が開会をして、１月８日、

衆議院の予算委員会、たまたまテレビを見ており

ました。そうしたときに、我が党の桝屋敬悟衆議

院議員がちょうどこのことを質問をしておりまし

た。偶然やったんですけども、今危機的な少子・

高齢化の中で子育て支援で近隣自治体と比較され

ることについてどういうふうに考えるのかという

中で、１月８日の衆議院委員会では、公明党の桝

屋敬悟議員が、独自に子供の医療費を助成する市

町村に対して、医療費増加のペナルティーとして

補助金等の減額調整というのを今やっていると。

この問題を、やってる自治体は自分の自治体の市

民のことを考えて一所懸命やってるんだと、これ

を何とかできないのかというふうなことを塩崎厚

生労働大臣に迫っておりました。僕が見てもしつ

こいなというくらい迫っておりました。厚生労働

大臣も苦笑いをしながら、今現在、子供の医療の

あり方というのを議論をしていると、その中で春

をめどに検討を早めるようにするというふうに表

明をされておりました。 

 そのニュアンスから考えると、多分これ近い将

来、そのペナルティーが外されるのか、減額され

るのかという方向に行くんじゃないかなと私は感

じとったんですけども、１２月に質問した、先ほ

ども言われた中学生までの子供さんの医療費の無

料とか、今特に進められておる歯科治療ですね、

大事な。この歯科治療の無料化などを、例えばそ

ういうペナルティーが外されたら西予市はどのよ

うに考えていただけるのか、市長もう一度ご答弁

いただきたいと思いますが。 

○議長 三好市長。

○三好市長 それでは、今の二宮議員の質問につ

いてお答えさせていただきますが、今ほど公明党

の桝屋議員がご質問されたことは、私たち全国市

長会のほうから積極的にお願いをして、党のほう

にもずっとお願いをされたという契機があって、

それを取り上げていただいたもんだと思って感謝

をしておるわけでございますが。 

 まずは、ペナルティーが外される流れになると

いうことは、非常に私たちにとってもありがたい

ことでありますから、そうすると、独自の福祉政

策が少し前向きな動きがとりやすくなると、この

ように思うわけであります。 

 そういう中で、愛媛県下の中の医療費の無料化

の状態を見ますと、ほとんど私どもの西予市と同

じような状況で、町村がもう少し濃いく助成をし

ておるというような状況でありまして、今見てみ

ますと、私どもが市の段階でもう一つやっていい

のかなというのが歯科であります。この歯科につ

いては、今ほどのお話があるとしたら組み込むこ

とができる可能性もあるんかなと、このように思

っておりまして、歯科については、既に踏み込ま

れておる市は今治市、新居浜市、西条市でござい

まして、ほかはまだようやっておりません。した

がって、その辺のところは今後大いに踏み込むこ

とができる可能性があると、このように思ってお

ります。 

以上です。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。一年

でも早くそういう一つ一つ、財政をもちろん考え

ながらでしょうけども、早くそういう福祉の施策

が進むことをご祈念をしておるところでございま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、２つ目の施策分、高齢者への支援

策についてお尋ねさせていただきたいと思いま

す。 

 現在、西予市だけではありませんけども、全国

共通の課題として少子・高齢化という問題があり

ます。この広い西予市の地域の中で人口減少、ま

た車社会が発達したということもあり、以前は集

落ごとにあった個人の商店とかＡコープとか、そ

ういうものが次々と撤退、または閉鎖をされてき

ております。車に乗れない高齢者や交通弱者等の

皆さんにとっては、買い物が大変だというお声を
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たくさんお聞きをいたします。 

 特に今でもそうなんですけども、私、以前から

ここでも質問させていただいてるような団塊の世

代の方ですね。もはや団塊の世代と言い出して何

年もたって、多分もう早い人は７０に近くなって

おるような状況になってきてますけども、その方

たちが後期高齢者、７５歳過ぎたときに今の状況

から考えて、もっと厳しくなるんじゃないかとい

うふうなことが予想をされるわけです。行政とし

て買い物難民といいますか、買い物弱者といいま

すか、そういう人たちのことに対してどのような

認識をされておるのか。先ほど私が言った団塊の

世代の人たちがふえる５年、１０年先のことをど

のように状況把握としてされておるのかをまずご

質問させていただきたいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 それでは、ただいまの二宮

議員のご質問、買い物弱者への支援策の現状と５

年先の認識についてお答えをさせていただきま

す。 

 高齢化と過疎化が急速に進んでいます本市にお

いて、買い物弱者は大きな地域課題であると考え

ております。 

 少し古いデータになりますが、平成２４年１２

月に市内の高齢者１，５００人を対象にして買い

物環境等アンケート調査を実施したところ、日常

の買い物に不便を感じていると答えた人は全体の

４１．５％という結果でございました。中でもひ

とり暮らしの高齢者の５０．３％が不便を感じて

おり、車の運転をしない人は５５％が不便を感じ

ているという結果から、それぞれの生活環境によ

って差が生じていることがわかりました。地区別

にみてみますと明浜の田之浜地区や野村の惣川、

大野ケ原地区、城川の遊子川、土居、魚成地区、

三瓶の二木生地区などで不便を感じている人の割

合が高い状況となっております。 

 また、不便な理由としましては、お店までの距

離が遠い、歩いて買い物に行くのは大変、家族の

協力がないと買い物ができないなど、小売店自体

が近くにないことや移動手段がないといったこと

が大きな要因となっております。現状では車を運

転する人は余り困っていないわけですが、数年後

運転できなくなった場合のことを不安に感じてい

るという意見も多く見られたところでございま

す。 

 アンケート結果や高齢化の進行スピードを踏ま

えますと、今後ますます買い物環境は不便になっ

ていくと予想され、市といたしましてもさまざま

な支援策が必要になるものと感じているところで

ございます。 

以上、答弁させていただきます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 今ほど部長が言われたパーセ

ントの高い地域、私もそういうところからのお声

をたくさんお聞きをしております。 

 今言われたその状況の把握に対して、市として

何か支援策というふうなことがあるのかないの

か、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 ご質問の支援策でございま

すが、平成２３年度から市内の交通空白地域の解

消に取り組んでおり、現在ではほとんどの地域で

週２回程度の通院や買い物などに利用できる公共

交通の運行を開始しております。また、平成２６

年９月からは、通院や買い物支援を目的としまし

て、市内区域における公共路線バスの運賃が半額

となる高齢者路線バス利用助成事業を実施いてい

るところでございます。満７０歳以上の方を対象

といたしますが、市内全域で１，０００人以上の

方が利用されており、ことし２月に行ったアンケ

ート調査では大変助かっているという意見が多数

寄せられ、事業の実施により利用者の約６割がバ

スの利用回数がふえたと感じていることがわかり

ました。 

 このほかにも、買い物環境の整備に向けては、

店舗の充実や移動販売、宅配サービスの実施、買

い物の移動支援などが考えられますが、それぞれ

の地域の実情に合わせた支援策を考えていく必要

があると思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 じゃあ今、最後に言われた地

域の実情に合わせた支援策です。例えばどういう

ことが考えられるのか、お伺いをいたします。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 ご質問では、事例のことか

なと思っております。 

 一つの事例としましては、今年度地域づくり組

織と地域おこし協力隊の協働による、買い物支援

サービスを取り組んだ地域がございます。三瓶の
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周木地区と城川の高川地区では各週で交互に山か

ら海へ、海から山へ、山の幸、海の幸が届けられ

ております。三瓶と城川の協力隊員２名が中心と

なって集会所などを拠点に移動販売を行っている

のですが、高齢者のみならず、新鮮な野菜や魚介

が届けられることで喜びを感じている住民も多い

と聞いております。また、ほかの地域では、自主

的に買い物支援を行っているところもあります。

地区の加工所を利用して総菜などを調理し、注文

を受けて配達をしたり、移動支援を行ったり、地

元商店で買い物ができるような取り組みをしてい

る事例もございます。 

 今後、行政の支援だけでは、多くの買い物弱者

へ行き届かない面もあると感じております。それ

ぞれの地域においてどのような支援が必要とされ

るのか、どのような互助、共助の仕組みづくりが

可能なのか、地域が主体となった積極的な取り組

みにも期待しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。

今言われた、三瓶と城川の協力隊の方の移動販

売、それは助かっているという声とか、またその

地元の人にとっては、楽しみにしとるんよという

ふうなお声もお聞きをしております。また、加工

所から総菜等を配達されている地域の実情とい

う、そういういろんな工夫をされているというこ

とに対しては、敬意を表したいと思っておりま

す。 

 全国の買い物難民の対策というのは、公共交通

の充実とか乗り合いデマンドタクシーと、そうい

うふうなのが多いと思いますけども、経産省の買

い物弱者対策を全国一覧を見たら何十ページもあ

りましたんで、一部を抜き出したんですけども、

西予市は、先ほど言われた公共交通のほうに多分

使ってるというふうなことになってると思うんで

すけれども、それ以外でも、こういう中には移動

販売に助成をしたり、買い物代行へ助成をしたり

というふうな、いろんな支援を全国で工夫をされ

ながら多様な事業が展開をされているというのが

実情だと考えます。 

 西予市には、生活環境が違う地域といいます

か、海から山まで、またその山でも状況が、もう

後ろが崖のようなところに住まわれとったり、宇

和のような平地に住まわれとったり、多種多様で

あると思います。ですから、地域によって必要な

事業というのがそれぞれあるんではないかなとい

うことで、今後行政はそこに事業としてどういう

ふうに運営をしていくかという考えを考えていた

だきたいわけですけども、今言われた協力隊の

方、数名来ておられて、期限３年ですか、３年た

った後に、できればこっちに住んでいただきたい

という要望で多分来てもらってると思うんですけ

ども、今は三瓶と城川のお二人が中心になってや

られておりますが、そういうところにもっと同じ

城川と三瓶のような要望というかニーズがあると

思うんです。明浜もそうだと思いますし、そうい

うところに広げれないかなと。そういう人たちに

助成をして、もう少し起業というか、きちんと経

営ができるような形に助成をしてやっていただく

というような仕組みというのができないもんかな

というふうに一つ考えるわけです。そういうと

こ、今やってることを発展的に進めていくという

こともやっていただきたいなと思いますし。 

 今の部長の答弁の中にも、地域づくり組織と

の、一緒にやるというふうなこともあったと思う

んですけども、私は今まで、特に高齢者の問題で

は地域包括ケアシステム、国もこれを進めてます

し、各地方も今一生懸命考えておる中で進んでる

ところもあれば、まだまだのところもあります。

今回もこの後にも質問しますけれども、地域づく

りの交付金、市長が地域のことをしっかり自分ら

で考えようというふうなことで始められた制度が

５年たって、今回見直しになります。その２つ

を、何とか一緒に考えるような仕組みというのが

ないのかなと。地域づくりは地域づくり、地域包

括は地域包括というふうに考えていくと、ちょっ

とマッチングしないような気がするんですが。一

つ一つ見ていったら、ああ一緒やないかというふ

うなことが、僕はたくさんあると思うんです。だ

から、行政のよく言われる縦型ではなくて、そう

いう連携をしながら、その一つの買い物弱者であ

ったり、今特に全国的に大変な認知の見守りであ

ったりとか、そういうふうなのを踏まえて、この

地域づくりの組織と地域包括ケアシステムがマッ

チングするような施策というか行政の運営の仕

方、そこをぜひ私はお願いしたいなと思っており

ます。 

 できればそれに加えて、以前から言ってる、今

団塊の世代の人らがお元気なうちに、ボランティ
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アの制度もその中に組み込めればもっといい制度

になると思いますし、２７ある地域組織がそれぞ

れ状況が違うわけですから、できるとこから進め

ていくと。先進地になっていただいて、周りの地

域があそこはええことやりよるなというふうなこ

とで広がっていくと。１０年後には、西予市どこ

へ行っても安心ですよというふうな地域ができて

いればありがたいなというふうなのが私のいい方

向の予想なんで、ぜひ行政としてそういうふうな

取り組みをお願いしたいなと。これは要望という

か、そんな形でお願いをしたと思っております。 

 次に、同じ高齢者の問題で、今の買い物難民に

もあったように、現状集落に人が少なくなってき

て、特に若い人がいなくなって、高齢者ご夫婦だ

けで住まわれとったり、また独居の人が、ひとり

暮らしの人がたくさん多く住まわれているという

ところもかなり見受けられます。そういう人たち

の命の安全といいますか、そういうことに対して

ちょっと今回質問させていただきたいんですけど

も。 

 先日、開会の挨拶で市長も言われました、救急

の２４時間体制、あれが何とかめどが立ってきた

というふうなことで、全市にそういう見込みがで

きてきたということはうれしいことだと思いま

す。これまでの三好市長や菊池消防長が国やいろ

んなところに訴えてこられたことに対して、それ

が実ったことに対して、ご努力に感謝と敬意を申

し上げたいと思っております。 

 そこで、救急車を呼ぶときに、１１９番せない

けんのです、１１９番せんと救急車来てくれませ

んので。そこで、今現在西予市にはガチャピーと

いう制度があるわけです。これはもう障害者の人

だけなんですけども、要するに電話できない人が

以前はファクスでしていたのを携帯電話から１１

９番すると来ていただける、それにＪＰＳも入っ

ているというふうなことでやっていただいてるん

ですけれども、今そのガチャピーの活用状況、そ

れをまずお聞きしたいなと思っております。 

○議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 それでは、ただいま二宮

議員のガチャピーの活用についてお答えをしたい

と思います。 

 当消防本部では、平成２５年度に聴覚障害者等

の緊急通報手段といたしまして、携帯電話のアプ

リ機能を利用した緊急ウエブ通報システムガチャ

ピーを導入いたしました。同時に、市の高齢福祉

課の協力を得まして、聴覚障害者及び言語障害の

手帳所持者を対象に説明会を行い、希望者の登録

を行いました。当初の登録者は５名、その後単独

で２人の登録があり、また平成２６年度には対象

者の範囲を西予市在住者から西予市内在学者に広

げて特別支援学校の生徒に対して説明会を行い、

３人の方が登録されました。現在、合計１０人が

登録されている状況であります。 

現在までに活用の事例はございません。 

以上です。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 もともとの対象者がそんなに

多くないというのもあるんですけれども、広がら

ない理由の一つは何かなと思って、ちょっとホー

ムページからそのガチャピーというのを探そうと

思って見たんですけれども、なかなかこれがたど

り着かないんです。だから、どういうところで、

最初はいろんな声かけで多分スタートされたんだ

と思うんですけれども、その後、どういうふうな

啓蒙とか、ホームページの活用というふうなこと

からすると、どういうふうなご努力をされたのか

なと思うんですけれども、その点も１点お聞かせ

願いたいと思います。 

○議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 平成２５年度に、高齢福

祉課と共同で聴覚や言語障害などにより緊急通報

が困難と予想される方の調査を実施したところ、

１９６人が市内に在住しているとの結果を得てお

ります。この方々を対象に、宇和町、野村町にお

いて、それぞれ通報システムの説明会を実施いた

しましたが、参加していただいた方は１０人程度

と少ない状況でありました。 

 そこで、西予市ホームページ上で当該システム

の紹介記事を公開したり、消防職員に手話技術を

習得させ手話協会の監修のもとで説明ビデオを制

作し、西予ＣＡＴＶにて随時放送していただくな

ど周知を図ってまいりましたが、思うように登録

者が増加しておりません。これは、対象者の方そ

れぞれがコミュニケーションの方法にばらつきが

あるためと考えられますので、今後はボランティ

アサークルや支援者などと協力しながら地道な活

動で周知徹底を図る必要があると考えておりま

す。 

以上です。 
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○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 この導入をするときに、消防

長に言ったんかな、前の消防長だったか覚えてな

いんですけど、この制度というか仕組みです、こ

の仕組みは本当にすばらしいんで、聴覚障害者の

方だけではなくて、いずれこういう高齢化の時代

の中で高齢者の人に使っていただくようにしたほ

うがいいんじゃないかと、できるんじゃないかと

いうような話をして、ちょっと検討しとってやみ

たいな話もしたように思うんですけれども、その

ことについてなんか検討されたかどうか、ちょっ

と１点お伺いします。 

○議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 確かにご指摘のとおり、

せっかく入れておるシステムですので、できるだ

け多くの方が登録されるのがベストかなと思って

おります。その中で、ひとり暮らしのお年寄りの

方などは非常に緊急時に助けを呼ぶ方法に不安を

持っておられるということから、そういうことに

も含めた中で広げていくべきかなというようなこ

とも考えておりました。 

 いろいろと、現在のシステムのガチャピーには

最低条件として、本人が携帯電話を持っていてア

プリを操作できなければ使用不可能、少なくとも

４回の操作が必要であるため、携帯電話の操作に

なれていなければ利用することは非常に難しいか

なと考えています。つまり、コミュニケーション

をとれるのであれば、１１９番を通報したほうが

早いし、現在西予市におけます位置情報システム

を利用すれば携帯電話を発信した場所の特定もで

きるというようなメリットもあります。このよう

なことから、メリットが見込めない方に対しては

この通報システムの利用を勧めることはできませ

んが、しかしこのシステムによってメリットが期

待できる対象者については、障害者手帳の有無な

どに関係なく、登録を拒むものではございませ

ん。今後とも当該システムの利用方法を研究し

て、利用状況を個別具体的に判断しながら、高齢

福祉課とともに連携をとり推進していきたいと考

えております。 

以上です。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 先ほども言われた、独居の方

には有効かというふうな話もありましたし、電話

していただければもちろん一番いいんですけど

も、何かあったときになかなか声が出ないという

状況があると思うんです。１１９番をしてもいざ

というときに正確に伝えられない、そういうとき

にこのガチャピーというのは僕生きると思うんで

すけれども、実際に今、高齢化、独居老人がふえ

たという中で、県内または市内で孤独死、すぐ見

つけてあげられなかったという孤独死がどのくら

い発生しているのかと、そういう状況がわかれば

教えていただきたいと思います。 

○議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 ただいまの件ですが、管

内、平成２７年中の救急件数は１，８２１件、う

ち患者が死亡された事案が４９件あります。その

中で、ひとり暮らしのお年寄りの方が７人含まれ

ております。これは施設入寮者は除いておりま

す。その７人のうち２人の方が、発見がおくれて

救急隊が到着した時点では既に亡くなっていたと

いうような状況であります。 

以上です。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 そしたら、また生活福祉部長

になろうかと思うんですけれども、独居高齢者の

実態といいますか、大体どのぐらい市内におられ

るかという数、その数がわかれば教えていただき

たいと思います。 

○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 ただいまのひとり暮らし世

帯の高齢者数でございますけれど、平成２７年国

勢調査の結果が全て公表されておりません。よっ

て、平成２２年の国勢調査をもとに、単純な推計

をしているところでございます。ことしの２月１

日現在でありますが、６５歳以上のひとり暮らし

世帯の高齢者数は約３，２００人、また７５歳以

上は約２，１００人と推計しているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 ありがとうございます。６５

歳以上でも３，０００人おられるということで、

僕は喫緊の課題じゃないかなと思うんですが、過

去からというか、今まででも緊急通報システムと

いうのがあります。それもある程度の人が利用さ

れてるというふうに私は以前の委員会でお聞きし

たことあるんですけども、その数がもしわかれば

教えていただきたいんですけど。 
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○議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 緊急通報装置でございます

が、これはひとり暮らし高齢者、また身体に障害

のある方に対して装置を貸与することにより、急

病や災害などに迅速かつ適正な対応を図ることで

見守りが強化され、安心した暮らしにつながって

いるところでございます。 

 設置台数でございますが、ことしの１月末現在

で市内全域で１７１台の設置となっております。

各地区の内訳は、明浜が１５台、宇和が３３台、

野村が７０台、城川が２７台、三瓶が２６台とな

っており、新規に設置される方もいれば施設入所

や転出等で設置を外される方もございまして、設

置台数はやや減少傾向であるかなと思っておりま

す。 

 なお、昨年１月から１２月までの１年間に９件

の通報がございました。 

以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 今の人数とか、この緊急通報

システムを利用されとる数とか、そういうふうな

ことを踏まえると、私自身は必ずニーズはあると

いうふうに思っておりますし、先ほど消防長がご

説明いただいた携帯電話でＧＰＳ機能がついてい

るからというお話ももちろんわかりますけれど

も、しゃべれない人があったり、裏の崖とか家に

上がるまでの状況、その遊子川地区とか惣川地区

とか、ここでこけられたらどうされるんやろうな

と思ったときに、絶対１１９番、家にある電話ま

ではたどり着かないし、先ほど言った携帯で１１

９番してもなかなかうまくしゃべれない。黙って

てＧＰＳですっと来てくれるんかというたらなか

なかそれも難しいんじゃないかと私自身は思うわ

けです。手が動けば４回の操作で通報がしっかり

できるんであれば、これを利用する手はないんじ

ゃないかなと。 

 先ほど研究していた中でどういうふうにしてい

ただいたかわからんのですが、今のシステムで例

えば何人まで利用できるのか、またランニングコ

ストはふえたことでかかるんかだけちょっとわか

れば教えていただきたいんですが。 

○議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 ランニングコストであり

ますが、月に５万円のコストが発生しておりま

す。登録人数に関しましては、ふえたからといっ

てこれは問題はございません。その人口に対して

のその定額のランニングコストが要るようになっ

ておりますので、それが西予市の人口全員が登録

をしたとしてもそれがふえるというわけではござ

いません。 

以上です。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 であれば、できれば高齢福祉

課ともう一度ご協議をいただいて、ぜひ近い将来

これ利用できるように。 

 私は、別に健常者というか若い者でもいいと思

うんです。便利だと思います。何かあったときに

はしゃべれんというのはお年寄りだけじゃなく

て、我々でも救急の人が電話出たときにしゃべれ

ん可能性はあるわけですから、こういうのがあれ

ば、今、携帯いじってる人がたくさんおるという

中では絶対僕は有効、効果的じゃないかと思いま

すので、ぜひ今後の課題として早目に考えていた

だいたらと思いますんでよろしくお願いします。 

 それでは、最後の質問に行かせていただきま

す。 

 先ほども代表質問の中でありました地域づくり

交付金について高橋課長のほうから簡単な説明が

ありました。そのことについて詳しくお聞きした

いなと思っております。 

 地域づくり交付金は、先ほども言いましたよう

に三好市長が昭和３０年代の元気な地域を取り戻

すためにという思いで基金を取り崩して５年前か

らスタートしていただいて、できてるところ、で

きてないところさまざまだとは思いますが、もう

６年目を迎えて今度制度の変更をされるというふ

うなことで以前の広報紙にも載っておりました。 

 その５年間やった中で、市としてどのような組

織から、今の状況とその２７組織がどういうふう

な状況になってるかということと、今回制度を変

えることに当たって、どのような要望とか意見を

聞いたのかということをまずお伺いしたいなと思

います。 

○議長 高橋まちづくり推進課長。

○高橋まちづくり推進課長 それでは、お答えい

たします。 

 まず、地域づくり組織からの意見や要望は聞い

たのかというお尋ねがあったと思いますけれど

も、この地域づくり交付金についてでございます

がこの制度の見直しに当たり、約１年半の期間を
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かけて外部有識者を含むプロジェクトチームによ

り議論を重ねてまいりました。このプロジェクト

チームの中には、先ほどの議員のご質問にもござ

いましたように、地域包括ケアシステムの関係も

ございますので福祉部門とか危機管理課、あるい

は生涯学習課、こういう横の連携をとりながらプ

ロジェクトチームで議論を重ねてまいりました。

その間、中間報告といたしまして昨年の夏には各

支所単位で改正内容の概要説明等、意見交換を目

的に説明会を開催しております。 

 さらに、旧町単位に設置しましたワーキンググ

ループにより個別に意見交換会を開催するなど、

事業の方向性を対話型で積み上げてきておりま

す。この間、市内全域で６２回による会議を重ね

てきたことになります。 

 広域な当市におきましては、地域により人口、

あるいは地理的条件、産業、風土と違いもさまざ

までございます。多様な意見がある中で、どの地

域にも適用できる一律の制度にするということは

大変難しいのも事実でございますが、自分たちの

地域をよりよくしたいと熱意のある地域を応援で

きる制度設計ができたと考えております。 

以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 先ほども言いましたように、

２７の中でいろんな地域がありますんで、進んで

るところ、進んでないところ、進められるとこ

ろ、進められないところというふうなのがあるの

はわかっております。おくれてるというか進めて

こられてない組織に対して、進めてるところに関

しては進んでもらったらいいんですけども、どう

いうふうな配慮というか考慮を今からされるつも

りなのかお伺いいたします。 

○議長 高橋まちづくり推進課長。

○高橋まちづくり推進課長 組織の事情というお

尋ねがございました。 

 恐らく、これは温度差というような形で私は捉

えておりますけれども、小学校区エリアでのコミ

ュニティーの素地がもともとある地域、あるいは

そうでない地域によって機運の盛り上がりや危機

感の共有化などへの違いがありまして、取り組む

姿勢にも違いが生じているのも事実でございま

す。 

 この５年間を見まして、その違いの根幹は組織

体制にあると私たちは考えています。組織づくり

がうまくいけば、議論が活発化し、よいアイデア

も生まれると思います。組織役員が区長などの充

て職であり、また輪番である組織はなかなか交付

金の使途が自治会への分配にとどまることが多

く、地域づくりがはかどらない傾向にございま

す。 

 その顕著な差の原因のもう一つといたしまし

て、その地域がどうなるのだろうという危機感の

差にもあるんじゃないかというふうに思われま

す。まだ大丈夫だろう、誰かがやってくれるだろ

う、行政が何とかしてくれるだろうという意識が

あるところでは、なかなか地域の活性化につなが

らないと思われます。 

 しかし、西予市の将来を見れば、どの地域であ

っても危機感を持っていただく必要がございま

す。そのため、次年度からの組織体制に関しまし

ては、女性や高齢者、あるいは若者や趣味の団体

など多様な人材を投入して、それぞれ地域づくり

ができる、活躍できる場づくりが必要だと思って

おります。 

以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 全く組織があればという話は

同感であります。 

 ただ、今まで地域で説明をされてきて、新制度

のためにこういうふうにしてくださいよというふ

うに、多分行政のほうから言われてるんだろうと

思うんですけども、受けた地域は、今度女性も１

人入れるんと、若い人も１人入れるんとだけなん

です、伝わるのが。そこの説明が、今度地域づく

り組織にはあるんかもしれんけども、その下のそ

れぞれの各集落に行くと、そのレベルなんです。

そういう人を出してくれると、それだけなんで

す。そこをどうするか、そこがわかってないと出

てきません、人は。そこへの丁寧な説明というの

が僕は必要じゃないかと思いますし、担当の職員

さんがおるわけです、その地域づくりには。そう

いう人たちができてないところにどれだけ話をし

に行って、人材を引き出していけるのか、そこが

僕は一番の根本になると思うんですけども、そう

いうふうな取り組みはいかがでしょうか。 

○議長 高橋まちづくり推進課長。

○高橋まちづくり推進課長 今ご質問がございま

したけれども、やはり地域だけではなかなか計画

書づくり等が進まないのではないかというご質問
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だと思うんですけれども、この４月から私たちは

新たに外部有識者によるアドバイザー派遣制度を

新設したところでございます。このアドバイザー

には、今まで西予市にも何度も入っていただいて

おりますいろんな有識者を中心にお願いをしてい

るところでございまして、このアドバイザーの方

が入っていただくことによって、地域課題の発掘

とか活性化策の提供など、話を進行していただい

て計画書に結びつけをして、それを実行に移すと

いうような形で、地域づくりが進んでいくのでは

ないかというふうに期待をしているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 そういうところもしっかり各

組織の下の組織、一つの集落にまで浸透するよう

に、ぜひ努力をお願いしたいなと思っておりま

す。 

 最後になりますけれども、組織を育てる制度へ

ということで、市長が一番最初に言われたのは１

０年間はこれやりますよというふうなお話やった

と思うんですけど、最後の後半の５年間になりま

して、この５年間で以前から言っている団塊の世

代が７５歳という話を何回もしますけども。もう

今から５年、１０年先にはできとってほしいなと

いう思いで、この制度もやっていただきたいなと

思うんです。 

 まず、その中の今回の変わった分の中で予算案

について最後に。 

 また、今回も何かお話を聞くと、一つの事業を

すると単年度でまた返してくれみたいな話になっ

とるよというふうなお話を聞くんですが５年前も

私は同じことを言って、単年度ではいけんと、繰

り越しができるようにしてくれというふうなこと

でやっていただいた経緯があるんですが、そこの

件については今回どういうふうな学習をされとる

んでしょうか。 

○議長 高橋まちづくり推進課長。

○高橋まちづくり推進課長 なぜ単年度ごとの事

業申請なのかというお尋ねがございました。 

 ご指摘のとおり、これまで予算残額を基金とし

て積み立てることを認めておりましたが、新年度

からはその年度に使用しなかった交付金につきま

しては返還いただくことになります。 

その理由といたしましては、今までの基金でご

ざいますが、積み立てて大きな事業を実施しよう

とするためのものであると思われますが、これは

今回新設いたします手挙げ型交付金、提案が認め

られればある程度まとまった金額を交付するとい

うことを想定した事業を設けておりますので、積

み立てていくということに変えていけるのではな

いかというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。

○６番二宮一朗君 いろんな進化はできると思い

ますんで、ぜひそのときそのときの地域の事情と

かご意見とかをしっかり聞きながら、前向きにい

い組織づくりができるようなご努力をぜひお願い

したいなと思っております。 

 今回の一般質問はこれで最後とさせていただき

ますけれども、当初に言いましたように、三好市

長にはこれまで数多くの答弁をありがとうござい

ました。また、各部長さんにも今回ご定年になら

れる部長さんもおられると思いますけれども、今

後とも西予市行政発展のために、またご尽力いた

だいたらと思っております。 

 本日の一般質問、大変にありがとうございまし

た。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時１５分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時３

０分） 

次に、２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 議席番号２番井関でございま

す。 

 ただいま藤井議長より許可をいただきましたの

で、通告に従いまして質問させていただきます。 

 市長の挨拶にありましたように、任期最後の一

般質問となりますので、過去の質問も交えて質問

させていただいたらと思っております。 

 まずは、広報せいよや市長の議会招集挨拶でも

取り上げられました伊予生糸についてですが、地

理的表示保護制度というのはどういったものなの

か、広報せいよでも詳しく書いてありますが、具

体的にわかりやすく説明してもらいたいと思いま

す。また、今後そのことが販売に対してどういう

メリットがあるのかをあわせてお願いしたらと思

います。よろしくお願いします。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 地理的表示保護制度ですけ
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れども、地域ブランドの品質確保や保護を目的と

し、地域で長年にわたって育まれてきました特別

な生産方法や、気候、風土、土壌などの生産地の

特性により、高い品質と評価を獲得するに至った

地域産品の名称を地理的財産として国がする保護

制度のことでございます。 

 触れていただきましたように、先般農林水産大

臣登録第１０号の認定を受けることができまし

た。これは、平成２７年６月１日に地理的表示法

が施行されたのに伴い、西予市の知名度アップと

養蚕業の誇りやプライド、伊予生糸のすばらし

さ、伝統的な文化価値を守り続けている養蚕農家

や、シルク博物館、関係者等の皆様の思いを全国

に発信したいという思いで申請をし、登録に至っ

たものでございます。 

 また、この申請に当たりましては、国内外への

消費を拡大していこうというメジャーなものが大

変多く、その中にあって説明が非常に難しい部分

があったわけでございますけれども、平成２６年

度から連携して協議を進めております愛媛県伊予

生糸再生協議会の会長である県農林水産部農業振

興局の森会長の全面的なご協力、ご指導により実

現したものであります。今後は、現在生産されて

いる生産量を少しでも継続して生産に結びつけて

いきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 まさしく地域ブランド、この

地域ブランドをよりよい品質、高品質なものを売

っていくということが、今後この伊予生糸を守っ

ていくために非常に大切なことじゃないかなと私

も感じておる次第でございます。 

 今、先ほど言われました森局長の話ですけど

も、実際に西予市まで来ていただきまして養蚕農

家の方ともお話をしていただいたり、あるいは現

場を見ていただいたりとかした経緯がございま

す。そういった中で、今回この地理的表示保護制

度に認定されたということに関しまして、私個人

といたしましても非常に喜んでいるところでござ

います。 

 そういった中で、先般養蚕に特化した地域おこ

し協力隊の募集を行って、今後こういった産業を

守っていこうということを市長が言われておりま

した。その結果としまして、一度募集があったと

は聞いておりますが、その後の経過がどのように

なっているのかをお伺いしたいと思います。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 養蚕に特化した地域おこし

協力隊の関係でございますけれども、平成２６年

度より養蚕に特化した地域おこし協力隊の検討を

行いまして、平成２７年４月着任を目指し募集を

かけました。２名の応募がありまして、こちらま

で面接に来ていただいて１名の方に採用の連絡を

行いました。しかし、赴任の直前に家庭の事情に

より辞退をされたという経緯がございます。その

後、平成２７年９月着任を目指しまして大阪、東

京での募集活動やホームページ等の広報も行った

ところ、大変多くの方に関心を持っていただき質

問もたくさんいただきました。ただ、時期的な問

題もあったと思われますけれども、応募にまで至

っておりません。 

 過去２回の取り組みについては、そのような状

況でございますけれども、平成２８年度につきま

しても、地域おこし協力隊の制度を活用したいと

いうふうに考えておりまして、予算計上をお願い

しているところでございます。 

 また、別の事業になりますけれども、大日本蚕

糸会のほうでも、さまざまな支援策が現在計画を

されております。その辺の活用についても進めて

いくように取り組みを検討させていただいており

ます。 

以上でございます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 地域おこし協力隊につきまし

ては、先ほど説明していただきましたように募集

があって、もう決まる寸前まできとったという話

を私も聞いておりました。本当に残念だなと思っ

ておるんですが、平成２８年度におきましても、

またこの地域おこし協力隊の募集をかけていくと

いうことを今言っていただきましたし、大日本蚕

糸のほうの助成のほうもあるということで、そち

らのほうからもアタックしていただけるというこ

とではございますが、確かに地域おこし協力隊と

いう団体といいますか、募集になりますと、前回

の質問でも申しましたが、実際に何かに特化した

協力隊というのが、今からこの西予市を支えてく

れるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも達

成できますようにお願いしとったらと思います。 

 それでは、次に行きますけども、市長さんは次

の式年遷宮や東京オリンピックのユニホームの一
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部にこの伊予生糸を使用してもらいたいというこ

とを申されております。期待に胸が膨らむ思いで

ございますが、今後この生産体制が確立しない

と、これを守っていくことはできないと思われま

すが、この生産体制についてどのようにされてい

くお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 ただいま井関議員ご指摘の

とおり、認定はされましたが数年後になくなりま

したということではいけないと思っております。

生産体制の強化が今から必要だろうというふうに

認識をしております。 

 この生産体制につきましては、先ほども申しま

したが、愛媛県と連携いたしまして平成２６年度

から愛媛県伊予生糸再生協議会を立ち上げまし

て、今後の生産体制をこれまで協議をしてまいり

ました。 

 ２７年度におきまして、養蚕農家は西予市内で

６戸となっております。平均年齢は７９歳と非常

に高齢になっておりまして、繭生産量は１．３ト

ンとなっております。 

 今後の活用方法としましては、ご質問にありま

した４年後の東京オリンピック、パラリンピック

のユニホーム等への活用、また次の式年遷宮での

伊予生糸の献納などが大きな取り組みだというふ

うに思います。どちらも市としまして大変重要な

案件と捉えておりますけれども、オリンピックで

の活用については、近く愛媛県知事にも協力要望

に伺うこととしておりまして、市、県が連携をと

りながら実現に向けて取り組んでまいります。そ

のためにも、後継者育成、生産量増加が喫緊の課

題でございますけれども、繭の生産を増加するた

めには、カイコの餌となる桑、生産に際して必要

となる機具、また施設が必要となってまいりま

す。 

 桑苗につきましては、平成２７年度より１０ア

ールの圃場で桑苗約４，０００本を生産をしてお

ります。今月中には、新規養蚕に取り組んでいた

だく川津南地区の農地４０アールへ配布をし、植

栽を行う予定としております。この事業を５カ年

計画で実施し、桑苗の生産を図っていきたいとい

うふうに思っております。 

 また、器具の調達につきましては、協議会で過

去に養蚕を行っていた方々へ協力の依頼をいたし

まして、専用の機具、資材の提供をお願いいたし

ました。かなりの収集ができましたので、現在市

のほうで保管をしております。 

 また、施設につきましては、既に離農された施

設の活用ですとか、こちらも大日本蚕糸会のほう

に大きな補助制度がございますので、そこらあた

りを活用しての検討を現在模索しているところで

ございます。 

 並行しまして、先ほど説明をさせていただきま

した地域おこし協力隊の募集ですとか、新規養蚕

農家の就農あっせん等の後継者育成をより強化

し、東京オリンピック、パラリンピックの年には

３．５トン、１０年後には４トンの繭生産を目標

に養蚕振興を推進していきたいというふうに考え

ております。 

以上でございます。 

○議長 三好市長。

○三好市長 これにつきまして、私の思いも伝え

ておきたいと思いますが、今養蚕農家が少なくな

っておるというのは、高齢化をしておるという現

実があるわけでありますが、それ以上に養蚕が生

活費を支えるようになってないということだと思

っておりまして、私はまずその地点から、まず１

キロ当たり、国や大日本蚕糸会のご協力も得て、

以前は２，２００円でございましたけども、この

議会のほうにもお願いをして１キロ当たり４，０

００円、世界トップでありますが、今それで買わ

せていただいておるわけであります。 

 そして、このことは今後も続けていただきたい

と、これは私からの今からやっていただく方々に

対する発信であります。ぜひそこで生活を支える

ことを含めて、今後やっていかざるを得ないでは

なかろうかと思っておりますので、その辺のと

こ。 

 それと、知事に対しては今月の１６日に要望を

させていただくようになりました。県議も一緒に

同行いただくということで、兵頭県議にもお願い

をしておりますが、それだけではなしに、養蚕農

家、養蚕にかかわる方々も一緒に行って熱い思い

を伝えて、東京オリンピック等々に向けて今から

知事を先頭にお願いをする、そして私たちはその

体制づくりをやっていくということをやっていか

せていただきたいと思いますので、井関議員も初

めその関係の方にもぜひご協力をお願いいたしま

す。 

○議長 井関陽一君。
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○２番井関陽一君 部長の答弁の中で、今４，０

００本の植栽をしておって、それを今から川津南

のほうに計画的に移植していくという話がござい

ましたが、川津南で今から行われる養蚕の規模と

いいますか、生産量がどの程度見込まれているの

かおわかりでしたら、答弁をお願いしたらと思い

ます。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 将来的な規模につきまして

は、１トンぐらいを目指したいんだというお話は

伺っております。ただ、今回桑苗をお分けする面

積が、先ほども言いましたように４０アールでご

ざいますので、４００キロくらいまでの、桑苗が

大きくなったと計算してその程度でございますの

で、今年度の取り組みといたしましては、まず２

００キロ程度を目指して、勉強かたがた飼ってみ

たいというふうな意向を伺っております。 

以上でございます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 将来的には１トンということ

で、ことしは２００キロくらいから始まるという

ことでございましたが、先ほど答弁していただき

ましたように、最終的には３．５トンから４トン

の生産量を目指したいということでございました

が、このことを考えますと今１．３トン、それも

平均年齢が７９歳ということを考えますと、なか

なか先ほど申された３．５トン、４トンという体

制は難しいんじゃないかなと考えますが、新たな

後継者の育成をお願いしたいということを言われ

ておりましたので、そちらのほうに向かって努力

いただきたいと思います。 

 先ほど市長が言っていただきましたように、大

変２，２００円から４，０００円の今は高額な金

額で買ってはいただいてはおるんですけども、こ

の４，０００円でもなかなか独立で養蚕だけでこ

れを行っていくというのは、まだまだ大変な状態

であるようでございます。たとえ１トンを生産し

ましても、それで家族みんなが生活をしていくと

いうのは、なかなか大変な状況であるようでござ

いますので、今回の地理的表示保護制度をうまく

利用していただきまして、高級ブランドとして高

く販売していただき、生産農家の手取りが多くな

るように、よろしくお願いしとったらと思いま

す。 

それから、オリンピックのユニホームに関して

ですけども、知事にお願いして３月１６日に市長

さんを初め行っていただけるんじゃないかなと思

いますが、ぜひとも達成していただきまして、東

京オリンピックでもし使われることになります

と、本当に西予市の名前が全国にとどろくんじゃ

ないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いし

たらと思います。 

 それでは次に、地産地消についてお伺いをして

きたいと思います。 

 過去平成２４年、私の一番最初の質問でござい

ますが、そのときに現在の野村病院、あるいは宇

和病院の地産地消の状況はどうなんですかとお伺

いしたことがあります。そのときに野村病院は４

０％の利用、宇和病院は４５．６％の利用であ

り、新しい市民病院ができても可能な限り地産地

消で行いたいという答弁がございました。現在の

西予市市民病院の地産地消の状況がどのようにな

っているのかをお伺いしたいと思います。 

○議長 宗公営企業部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

の市民病院の地産地消の状況ということでござい

ますけれども、新しい病院ができまして２年目を

迎えております。給食調理につきましては、衛生

管理が行き届きました新しい施設で入院患者の皆

様に安全・安心の食事の提供に努めているところ

でございますけれども。 

 ご質問の地産地消の状況でございますけれど

も、現在給食の主な食材となります米、野菜、牛

乳などにつきましては、地元産品を使用し、また

納入業者につきましても、できるだけ地元の業者

を利用しておるという状況でございます。 

 地元産品の使用率でございますけれども、平成

２６年度のある期間を対象としました使用状況の

調査におきましては、市内産が７．６％、県内産

３８％、合わせますと４５．６％となっておりま

す。これは前回の平成２４年度の議員の質問のパ

ーセントと同じパーセントでございます。ただ、

市内産の食材では米そしてお茶、シイタケにつき

ましては、１００％地元を使用しておるという状

況になっております。 

 今後におきましても、コスト面を十分に検討し

ながら可能な限り生産で賄い、また安心・安全で

おいしい食事を提供していきたい、そして地元の

地産地消にも努めてまいりたいというふうなこと

を考えております。 
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以上、答弁といたします。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 市内の利用量、県の利用量に

おきまして、なかなかまだ５０％に達していかな

いというところでございますが、まずは次の小学

校の質問もして、その後にまた質問させていただ

きたいと思いますが。 

 統合が行われました野村小、明浜小、三瓶小学

校の状況が今どうなっているのかお教え願いたい

と思います。 

○議長 松川教育部長。

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。

統合後の各小学校の学校給食につきましては、

現在三瓶小学校は三瓶学校給食センター、明浜小

学校は明浜小・中共同調理場、野村小学校は学校

内の自校式調理場でそれぞれ調理を行っていると

ころでございます。 

 三瓶小学校につきましては、三瓶学校給食セン

ターにおきまして小学校の統合前から三瓶地区全

域の小学校分の給食を調理していたため、統合後

におきましてもその運営形態に変更はございませ

ん。 

 明浜小学校、野村小学校につきましては、それ

ぞれ統合によりまして既存の調理場で調理する食

数はふえましたが、調理場自体の運営方法につい

て統合前後で変更はございません。 

 また、野村地区におきましては、統合拠点校と

なりました野村小学校以外の閉校となりました小

学校の単独調理場には、栄養教諭などの専門的な

職員が配置されていませんでしたので、各単独調

理場の地産地消のデータについては把握できてお

りません。したがいまして、野村地区におきまし

ては統合前と統合後の地産地消の割合を比較する

ことができないのが実情でございます。その点ま

ずはご理解をいただきたいと思います。 

 今年度における地産地消の状況でございます

が、品目ベースでの年間平均で明浜が６．３％、

野村が２４．５％、三瓶が１０．２％となってお

ります。また、西予市内全ての市立小・中学校に

おける西予市産食材の使用割合は、平成２８年１

月の学校給食地場産物活用状況調査において穀類

３７．７％、豆類が４３．５％、緑黄色野菜が１

２．５％、果実類が５４．５％、魚介類が１１．

９％、肉類が８．３％となっておりまして、全体

では１４．１％となっております。 

 現在市内の学校給食は、旧町ごとに配置された

栄養教諭及び学校、栄養職員がそれぞれ献立を作

成し各調理場で地産地消の推進に取り組んでいる

ところではありますが、現在整備中の宇和学校給

食センター及び平成２８年度から整備を予定して

おります野村学校給食センターにおきましては、

安全・安心でおいしい給食の提供はもちろんであ

りますが、ふるさと教育と合わせた食育の推進、

そして地産地消の観点も大きな柱としておりま

す。平成２８年度におきましては、今後より一層

の地産地消の推進を図るため、行政内部の関係部

局はもちろんでありますが、ＪＡまた農業生産法

人などの生産者団体、食材の流通機関、給食セン

ター、また栄養教諭などの学校現場、西予市立病

院などの関係機関で構成する何らかの組織を立ち

上げまして、地元農畜産、水産物の利用向上に向

けた検討を行ってまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 ありがとうございます。

今、各小学校の前年度との比較はなかなか難し

いということでございましたが、確かに今言われ

ましたように、値段との関係等いろいろあるとは

思うんですが、最後に答弁していただきましたよ

うに、流通関係とか各種団体が協議する場をつく

ることによって新たな展開ができるんじゃないか

な。それは、市民病院を含めて西予市全体の公の

立場で行う給食というものに関しまして、一つの

一体となった取り組みを行うことによって、もっ

ともっと地産地消がふえるんじゃないかなという

ことを考えております。それは、今最後にも言わ

れておりましたが、食育の観点からしましても、

やはり地元の米、地元の魚、地元の野菜、かんき

つ、そういったものを食べることによって、郷土

愛というものがもっともっとふえてくるんじゃな

いかな、そして行く行くはそういうことに関し

て、ふるさとに戻ってくるという素地ができるん

じゃないかなと考えておりますので、ぜひとも先

ほど言われましたように各種団体の協議の場をつ

くっていただきまして、この地産地消について地

元産を食べていただけるような方向性をぜひお願

いしたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

 それでは続きまして、飼料稲の栽培につきまし

てお伺いをしたいと思っております。 
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 野村町では米価が下がりまして、飼料稲の作付

面積が去年初めてではございますが、４ヘクター

ルほどつくられました。それから、ことしは１７

ヘクタールへと増加する予定でございまして、来

年にはさらに増加する予定となっております。購

入いただきました汎用型収穫機を利用しまして、

昨年はつくっておったわけなんですけども、おか

げさまで一般飼料の対応で一昨年は１，８００ロ

ールしかつくられておりませんでしたのが、去年

は３，０００ロールをつくるという大変に汎用型

収穫機の利用頻度が高くなってきております。 

 そういった中で、飼料稲の対応がなかなかでき

ないという状況になってきました。耕畜連携の中

で水田を有効に利用し、飼料稲のホールクロップ

サイレージＷＣＳ専用の収穫機がないと、なかな

か今後そういう対応ができなくなってくるという

気がいたしております。 

 そこで、今後ふえてくると思われるＷＣＳ専用

の収穫機に対する導入助成という考えが持てるか

持てないか、その辺のことをお伺いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 飼料稲にかかわるご質問で

ございますけれども、ご質問の中でも簡単に触れ

ていただきましたけれども、２７年度の作付面積

は飼料用米７６．７ヘクタール、ＷＣＳ用の稲が

２１．７ヘクタール、加工用米が２．９ヘクター

ル、全体で約１０１ヘクタールとなっておりま

す。２８年度の作付予定面積は、飼料用米８５ヘ

クタール、ＷＣＳ用稲３０ヘクタール、加工用米

５ヘクタール、全体で１２０ヘクタールではない

かと予想をしております。今年度と比較いたしま

して、約２０ヘクタール増加する見込みとなって

おります。この数値は、平成２５年度で全体で４

４．５ヘクタールでございましたし、平成２６年

度６３．７ヘクタールでございましたので、物す

ごいスピードでふえている状況でございます。 

 これは、主食用米の価格が低迷する中、戦略作

物助成の交付単価が最も有利である新規需要米が

取り上げられているということで、今後も増加す

るというふうに推測をいたしております。 

 市といたしましては、平成２７年度から県単独

事業で創設されました水田フル活用促進事業によ

りまして、農業協同組合、農業法人、営農組織に

対して支援を行ってきたところでございますけれ

ども、平成２８年度の当初予算には農業協同組合

が導入するＷＣＳ用稲収穫機械、飼料収穫機械の

導入及び宇和町カントリーエレベーターの飼料用

米コンタミ、いわゆる不純物混入、まざり物を除

去する工事に対しまして支援をすることとしてお

ります。３，２８３万円を計上をお願いをしてい

るところでございます。今後も、この状況は続い

ていくというふうに推測されますので、国や県の

各種補助事業を取り入れ、支援を行っていきたい

というふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 ありがとうございます。

西予市全体の数字で挙げていただきましたん

で、西予市全体で２０ヘクの増加ということでご

ざいますが、私、野村の数字だけで申しましたん

で、野村で１３ヘクほどふえるという形で、今ち

ょうど野村の中がＷＣＳといいますか、飼料稲に

関しまして、今興味が持たれ始め、徐々にふえて

いくのかなと、今後ますますふえてくるんではな

いかなという状況にございますので、そういった

中で機械購入の助成はないかというご質問をさせ

ていただいたんですが、既に２８年度の当初予算

のほうに上がってきているということでございま

すので、またよろしくお願いしとったらと思いま

す。 

 それでは次に、ＴＭＲセンター、あるいは畜産

団地についてですが、さきの質問で言いましたよ

うに汎用型の収穫機が導入されたことによりまし

て、飼料の生産体制も変化してきております。さ

らに、今申しました飼料稲のＷＣＳの体制が整っ

てきますと、ますますこの飼料を有効に使うため

にはＴＭＲセンターということが一つ考えられる

んじゃないかなと思いますが、以前にもこのＴＭ

Ｒセンターをつくってはどうですかという話をさ

せていただいたんですけども、ＪＡがやればいい

んじゃないかなとか、あるいは生産者がやればい

いんじゃないかなということがございますけど

も、なかなかそういったリーダーシップをとって

動いていくというところが、なかなか今の段階で

見えないわけなんですけども。 

 後継者不足が今に始まった問題ではございませ

んが、全国的には動物を飼ってみたいという方も

かなり多くおられまして、その人らが研修できる

ような畜産団地がありましたら、またそこで研修
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ができ、そこで研修をされた方が離農された牛舎

の有効活用や、団地の後継者として活用できると

思われます。そういったことを含めて、畜産団地

とＴＭＲセンターを併設したような形で、今、畜

産クラスター事業というのが取り上げられており

ますけれども、畜産クラスター事業の一環として

ＴＭＲセンターと畜産団地を一緒にした形で大き

な畜産団地構想というものを考えないと、今後今

どんどん減ってきている農家数でございますが、

ここの産業として成り立たなくなってくるんじゃ

ないかなということを危惧しておるんですけど

も、その点を含めまして畜産団地構想のお考えが

ないかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 ＴＭＲセンターと畜産団地

についてのご質問でございますけれども、それぞ

れ畜産農家の負担軽減を図るためにも、ＴＭＲ、

ちょっとわかりにくい部分がございますので簡単

に言いますと、混合飼料、完全飼料を効率よく利

用してもらうための施設というふうに理解をして

おりますけれども、そういった施設は一つの理想

的な施設ではないかというふうに、私どもも認識

をしております。 

 先般、平成２７年１１月１８日に県、市、東宇

和農協、県酪連、各種畜産関係団体が協議をいた

しまして、東宇和畜産クラスター協議会が設立さ

れたところであります。現在協議会にて、畜産ク

ラスター計画を作成している状況にございます。

今後協議をしていく中で、計画がまとまり次第、

市といたしましても畜産クラスター協議会のも

と、先ほど触れていただきましたＴＭＲセンター

の関係についても意見を伺っていきたいというふ

うに思っております。協議を行う場所ができたと

いうことで、そこで協議をしていただいたらとい

うふうに考えております。 

 それからもう一点、後継者の関係でございます

けれども、農業後継者問題につきましては、西予

市でも国の施策に基づきまして青年就農給付金等

の支援事業を積極的に推進をさせていただいてお

ります。本制度は、平成２４年度から始まった事

業でございますけれども、既にこれまでに４６名

の方が支援を受けて青年就農給付金の給付を受け

ておられます。畜産関係の方も支援者が４名に現

在なっているところです。 

現在、東宇和農協が作成しております第２期農

業振興計画におきましては、ＪＡ出資の農業生産

法人を立ち上げ、アグリサポート事業、研修事

業、農業経営を軸にサポート事業を行う体制を整

備をしているところでございます。これらにつき

ましても、先ほど触れました東宇和畜産クラスタ

ーの計画に基づきまして、東宇和農協と今後とも

検討を続けていきたいというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 東宇和畜産クラスター協議会

というものができたということでございますが、

その中には西予市としてはどういう方がメンバー

に入られているんか、おわかりでしたらお願いい

たします。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 畜産クラスターの構成の関

係につきましては、行政、農協、飼料会社、普及

センター、コントラ組織等が一体となって連携し

て進めるということで、行政側のほうも参加をさ

せていただいております。当然、農業水産課のほ

うの所管ということになります。 

以上でございます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 当然ＪＡが中心になって動く

んではないかなとは思っておりますが、資金とか

という問題に関しまして、どこが中心になって動

いていくかというときに、なかなか足かせになる

というところもございまして、行政もしっかりと

今後将来的に西予市の畜産をどうするかという問

題を考えまして、行政も積極的にこの畜産クラス

ター事業に取り組んでほしいなという思いをお伝

えしとったらと思います。 

 それから、先ほど言っていただきました後継者

不足に対する青年給付金等々も、これも多分２４

年度しょっぱなの質問でしたんじゃないかなと思

いますが、順調のように進んでおりまして、おか

げさまで就農される方も徐々にふえてきているん

じゃないかなとは思っておりますが、焼け石に水

の状態でございまして、農協が今第２期の政策を

上げておりますが、サポート事業というのを先ほ

ど言われました。サポート事業の中で、農業経験

を積まれた方がまた就農していただけるというこ

ともあるんではないかなとは思っておりますが、

このサポート事業というのは、一つのヘルパー事
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業みたいな感じで、農家が休みがとれないとき

に、それのかわりにサポートしていただける方を

募って、そういう方が今おられるということも聞

いておりますが、どの業種に特化してというのが

なかなかございませんので、畜産でありましたら

今ヘルパー事業もございますが、それはあくまで

もその方が後継者となり得るという方ではござい

ませんので、今後この畜産クラスター事業を通し

て動く中で、後継者を育てる、あるいは新規の方

を全国から呼んでくるというようなこともこのク

ラスター事業の中でしっかりと考えていってほし

いなと考えているところでございます。ぜひとも

この協議会の内容を充実してもらえますようにお

願いしとったらと思います。 

 それでは続きまして、施策区分でいきましたら

農業振興は終わりまして、今度産業振興のほうに

移らさせていただいたらと思います。 

 まずは、三滝ロッジについてなんですが、過去

に質問させていただきましたときに、地質館を学

習の拠点と位置づけ、三滝渓谷、三滝山など魅力

あるジオツーリズムの施策の中で民間公募も含め

て検討しますという答弁をいただいております。

その後、どのような検討がなされ、どのように今

なっているのかということについてお伺いしたい

と思います。 

○議長 田村城川支所長。

○田村城川支所長 ご質問のありました三滝ロッ

ジにつきましては、現在も城川支所産業建設課の

所管施設として管理をしております。 

 平成２７年度に入りまして、地元代表者また城

川支所の職員を含めて三滝ロッジ等活用検討会を

開催いたしました。出席された方からは、地域の

施設としてふるさと交流館などの周辺施設を含め

有効活用できないかという意見をいただいており

ます。今のところ公募は行っておりませんが、平

成２７年度に入ってから民間業者や個人業者から

２件の問い合わせがありました。そのたび現地を

案内しておりますが、地理的に不利な条件という

こともあり、その後具体的な進展はございませ

ん。 

 当施設は平成２年に設置された施設でありまし

て、平成２４年４月から閉鎖後約４年が経過して

おり、建物本体や附帯設備及び備品等についても

修繕が必要な状況となっております。 

三滝ロッジの活用につきましては、現在策定中

の公共施設等総合管理計画に照らし、現状や課題

を客観的に把握、分析し、今後の管理方針につい

て検討したいと考えております。 

 また、ジオパークとの関連でございますが、現

在ジオパーク推進室を中心とした三滝渓谷を使っ

たジオの学習会、またジオサイクリングなどによ

りまして、三滝渓谷の入り込み客数は平成２７年

度で２，７１７人となっております。ちなみに、

その営業を停止した平成２４年度では２，１００

人程度でありましたので、ジオパークの推進で入

り込み客数はふえているというふうに考えており

ます。 

以上です。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 今聞き間違いかもしれません

が、民間公募は行われていないということです

か。以前質問したときに、民間公募も含めて検討

しますということでございましたので、なかなか

地元で行っていくというのは限界があるんじゃな

いかなと思っておりますので、やっぱり民間の力

というものをかりて動かしていくというのがいい

んじゃないかなと。 

 個人的に三滝ロッジに行ってみますと、本当に

景観のいいところで、きれいなところでございま

す。今のまま４年がたったと言われております

が、これは年数がたつほどどんどんどんどんと朽

ちていきますので、早いうちに何らか対応を打っ

てほしいと思っております。２件の問い合わせが

あって、そこのときも見せたということでござい

ますが、公募もしなくても問い合わせがあったと

いうことで理解したらいいんだと思いますが、民

間公募をすれば結構来ていただけるんじゃないか

な、見に来ていただけるんじゃないかなと思いま

すが、その点についてはどうお考えでしょうか。 

○議長 三好市長。

○三好市長 それでは、私のほうに答えさせてい

ただきますが、三滝ロッジを今民間公募して来て

もらったとして、それを市が責任を持って三滝ロ

ッジを直すとしたら莫大な金が要ります。恐らく

無理です。基本的には、もう今あるあそこを再興

して使うということは、建築することと全く同じ

くらいの感覚を持たないといけないと私は思いま

すが、基本的には無理な状況になっております。

そのことを含めて考えないといけないということ

で、あそこ自身が私には地元の集会施設とか地域
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の活用施設に使うのが一番適して、宿泊施設をや

るのはもはや困難な状況になっておるんではなか

ろうかなと、このように思っておるところであり

ます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 今建物の状況が悪いというこ

とで、本当に新築するほうが安く上がるぐらいの

状況になっているんじゃないかなという市長の答

弁でございましたが、会派の代表の松山議員が質

問されましたときも言われましたように、神山町

に行ったときに古民家を再生されてＩＴの会社が

入っておられますが、莫大な金をかけて、自分た

ちがそこを改造して自分たちのお金の中で動かし

てきて、そこに新たな企業が進出してきとるわけ

なんですけども、そういったことを含めてあそこ

の場所と景観ということに関しまして、見せるだ

けでも見せたら結構、西予市がそこの建物に対し

て責任を持たないといけないとかということでは

なくって、そこをあくまでも、その場所と、古く

なっているかもしれませんがその建物を提供する

ということで、公募しても別に問題はないんじゃ

ないかなと考えるんですが、その点についてはど

うお考えでしょう。 

○議長 三好市長。

○三好市長 今の民間がそれだけの考えを持って

来られることについて、募集等々するにはやぶさ

かではありませんが、責任性の問題は私たちはよ

うとれないという状況に建物がなっておるという

状況です。来ていただいて自分たちが直していた

だいて売買で買っていただくという状況がもし生

じるとしたら、それはそれで別の考えであろうと

思います。 

以上です。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 ぜひとも西予市に、きれいに

直してから、それを借りてもらおうというような

考えじゃなくて十分だと思いますので、ぜひとも

公募という形のものを、民間の公募という形のも

のをとっていただけるように努力をお願いしたら

と思っております。 

 では続きまして、入浴施設についてなんです

が、これで３回目の質問になると思うんですけど

も、西予市には４つの入浴施設がございます。 

 ３施設は共通の入浴施設でございますが、１施

設だけ若干違った形態をとられておりますけど

も、ここの中で４施設全てが共通の入浴券という

わけにはいかないと思いますが、共通の回数券等

も含めて協議を行っていただけるという話でござ

いましたが、その後協議をされた結果どのような

方向になっているのかお伺いしたいと思います。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 ご質問の中でも言っていた

だきましたように、２４年の１２月定例、２５年

の６月定例で井関議員からご質問がございまし

て、当時の産業建設部長が回答しております案件

でございます。 

 当時の答弁の中でも触れさせていただいており

ますとおり、４施設とも指定管理者制度で運営を

行っております。また、行政が所管しております

部署も生活福祉部健康づくり推進課、城川支所の

生活福祉課、高齢福祉課、産業建設部署で申しま

すと、経済振興課、明浜支所、野村支所産業建設

課がかかわっているような状況でございます。 

 そういった中で、平成２６年９月からそれぞれ

の担当者が集まりまして、各施設が抱えるさまざ

まな問題について検討を進めております。この場

では、近隣自治体での類似施設の建設や経済の停

滞による市外客の集客の難しさ、施設の光熱水費

の高騰など関係施設の問題について持ち合い、検

討を続けております。 

 大きな問題といたしましては、来年４月の消費

税増税に対応する入浴料の対策、施設の機能や必

要度の再検討、料金の均一化、温泉施設巡回バス

の問題、ご指摘の共通券のことなどが議題として

上がっております。特に消費税１０％に関しまし

ては、施設を管理しております指定管理者にとり

まして経営状況に大きくかかわってまいりますこ

とから、８％になってからの影響などについても

分析を行いながら、今後も引き続き会議を実施し

ていくこととしております。 

 また、毎年行っております第三セクターの経営

診断におきましても、集客力の対策、経営収支の

ことが検討されておりまして、組織そのものの存

続についても議論がなされているところでござい

ます。 

 ４施設につきましては、温浴施設という観点で

は同様でございますけれども、それぞれ設置目的

が異なっております。その目的に沿って運営され

ていることや、施設の規模、内容にも差がござい

まして、料金の均一化はなかなか難しいのかとい
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うふうに判断をしております。 

 ただ、いずれにいたしましても、どの施設も入

浴客をふやしていくことが非常に大切なことでご

ざいます。温泉地のお湯比べの共通券とはちょっ

と違う面もございますけれども、共通券に対する

ニーズの把握を行うなど、共通券導入に対してメ

リット、デメリットを精査いたしまして、今後は

各施設管理者の意見交換の場を設定するなど、消

費税導入に合わせて積極的に取り組みを促してい

きたいというふうに考えております。 

 松山市議が言っていただきましたように、でき

ない理由を並べるのではなく、できる努力を少し

でもしていきたいというふうに私どもも考えてお

りますので、そのようにご理解いただきたいと思

います。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 今最後の答弁に入っておりま

したように、私はやっぱりそこの管理者が集まっ

て、４施設の管理者が集まって協議することが一

番大事じゃないかなと思います。行政側だけで幾

ら話をしても、なかなか前を向いての回答が出て

こないじゃないかなと思いますので、ぜひとも４

施設の管理者が集まる会議というものをつくって

いただきまして、その管理者同士がいろいろなア

イデアを出していくというようなことを今後進め

ていって。このことは前回のときにも管理者が集

まって協議する場をつくってほしいということを

お願いしとったわけなんですが、ぜひともそのよ

うにお願いしとったらと思います。 

 最後の質問になりますが、空き家バンクの現状

についてお伺いしたいと思います。 

 産業建設常任委員会におきまして、ＧＩＳソフ

トを利用いたしまして空き家の情報を見せていた

だくデモンストレーションを１回やっていただき

ました。大変見やすく、検索の結果も結構早く見

れたように記憶しておるんですけども、この空き

家に対する情報発信ということに関して、このＧ

ＩＳソフトも含めまして、この情報発信はいつご

ろにできるようになるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長 高橋まちづくり推進課長。

○高橋まちづくり推進課長 空き家情報の発信に

ついてお尋ねがございました。 

 空き家情報の外部への発信につきましては、今

月末に西予市のホームページと、併せて、当市の

空き家情報登録制度に賛同し協定を結んでいただ

いた市内の不動産業者のホームページに載せるよ

う現在準備を進めているところでございます。具

体的には、現在所有者への意向調査の中で空き家

の情報を外部発信してもよいとお答えいただいた

方及び新規に空き家となった所有者に登録申請を

呼びかけまして、登録いただいた後に空き家の現

地調査を行っている状況でございます。 

以上でございます。 

○議長 井関陽一君。

○２番井関陽一君 この空き家の問題に関しまし

ては、酒井議員さんらも何回も質問されてきてお

りますけども、この発信が少しでも早ければ早い

ほどよその方を西予市に呼び込むことができるん

じゃないかなということで、今月末にホームペー

ジが立ち上がるということで、空き家の登録がホ

ームページの中でできるということで、外部発信

にしてもよい方っていうのを募集しているという

ことでございますが、ぜひともなるべく早く、今

調査はもう終わっていると思いますので、実際に

空き家になっているとこの方にもうどんどんと呼

びかけをしていただきまして、ぜひとも早く情報

発信していただきますようにお願いしとったらと

思います。 

 そしてまた、一番問題になるのがどこへ行って

もそうなんですが、そこの家の中に仏壇があると

か年に１回は帰ってくるんだとかっていうことが

あるとは思うんですけども、そういったことも、

年に１回は帰ってくるんであればホテルに泊まっ

てくださいよで私はいいんじゃないかなと。その

費用くらいは十分その空き家を貸していただくこ

とによってそのお金は出てくるんじゃないかなと

思いますし、その仏具に関しましても、どこか１

カ所にまとめていただいてそこを誰かが管理し

て、毎日毎日茶とう、水とうができるというよう

なことを考えると、家にほったらかしで半年間ず

っとほこりにまみれた仏壇を置くよりは、そうい

うふうなことを考えれば、またそう言っていただ

けるんであれば貸しますよというようなことがで

きるんじゃないかなと考えますので、ぜひともそ

ういうことも含めて、今後空き家バンクについて

はよろしくお願いしたらと思います。 

 以上をもちまして私の一般質問を終わらせてい

ただいたらと思います。本日はどうもありがとう

ございました。 
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○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午後０時

２３分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時３０

分） 

次に、４番田中徳博君。 

○４番田中徳博君 ただいま議長より発言の許可

がありましたので、通告書に従い質問いたしま

す。 

 まず、防災対策についてお伺いしたいと思いま

す。 

１、地震対策について。 

 平成２６年３月１４日、伊予灘地震発生後から

現在までの市の対策はどうなっているのかお伺い

したいと思います。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまの地震対

策ということで、伊予灘地震から現在までの市の

対策はということでございますけれども、平成２

６年３月１４日に市内で震度５強を観測しました

伊予灘地震が起きまして、間もなく２年というこ

とでございます。この地震以降も大きな地震が発

生しておりまして、昨年の７月１３日には明浜町

で震度５弱、同じ月の２４日には明浜町で震度４

の地震が発生しております。幸いにも地震による

被害等はございませんでしたが、伊予灘地震を契

機に職員の初動態勢を再確認でき、以後の地震に

おいて、あらかじめ予定された職員が迅速に参集

をして、初動態勢の充実化が図られたものと感じ

ております。 

 また、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されて

いる中で、伊予灘地震を教訓に、津波に関する情

報などを速やかに市民の方へ情報提供できるよう

に消防本部等の協力を得まして、注意報や警報な

ど一定の基準に達しましたら消防本部から放送が

できるように対策を講じてまいりました。 

 このほか、津波災害における避難勧告等の判

断、伝達マニュアルを平成２６年６月に作成をし

まして、発令基準を設け、素早く市民に情報発信

ができるよう体制整備を図ったところでございま

す。また、防災行政無線のデジタル化の施設整備

も順次進めているところでございます。 

 今後も地震の災害に限らず、各地の災害に対応

して即応できる体制など、市民の安全・安心を念

頭に防災対策を推進してまいりたいというふうに

考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 ４番田中徳博君。

○４番田中徳博君 ただいま宗部長からソフト面

を中心とした答弁をいただきました。後の質問

で、またハード面についてお伺いしたいこともあ

りますので、次の２番、都市計画マスタープラン

内の道路網整備の検討についてお伺いしたいと思

います。 

 平成２７年第３回定例会の松山議員の質問の、

避難路が５６号線だけでよいのかと、この問いに

対する答弁に、伊賀上野田バイパスは市街地外周

道路として検討するとありました。この結果につ

いて報告していただきたいと思います。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 都市計画マスタープラン内

の道路網整備についてのご質問でございますけれ

ども、さきの９月定例会で答弁させていただきま

した内容と重複をいたしますけれども、都市計画

マスタープランに位置づけております市街地外周

道路については、中心市街地における国道５６号

線の混雑緩和と通過交通のバイパス化による沿道

環境の向上を図ることとしております。 

 路線といたしましては、国道５６号バイパスと

して計画された伊賀上、江良から坂戸を結ぶ路線

でございますけれども、旧宇和町時代に計画のあ

った伊賀上野田バイパスについても市街地外周道

路に準ずるルートとして認識しております。前回

の答弁でもお伝えいたしましたとおり、県議会に

おきましても土木部長から、近年変化した都市環

境の現状を踏まえ、防災面やまちづくり等の観点

から中心市街地の道路整備について検討を行って

まいりますという答弁をいただいております。 

 市といたしましても、バイパスの必要性は非常

時の避難路確保の面でも重要だと考えておりま

す。ただ、膨大な費用を要する計画でありまし

て、国や県の支援なしでは整備の実現は困難であ

ると認識しております。 

 現在県では、緊急輸送道路として位置づけた国

道、県道の整備に重点を置かれております。市街

地外周道路については、今後国道５６号線の交通

量の推移を見きわめ、渋滞状況が悪化するなどの

兆候を見計らって国及び県との協議、要望を行っ

ていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長 田中徳博君。
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○４番田中徳博君 災害時の想定として、最悪の

場合、例えば雪が降った夕方５時前後、また台風

が接近したとかそういった場合、５６号線だけで

は対応し切れないという面があります。その辺を

早急に県と協議していただいて何らかの手だてを

講じていただきたいと思っております。 

 それでは次に、災害発生時の食料配備について

お伺いします。 

 年内完成予定の新給食センターを食料供給施設

としての位置づけについて、危機管理課と十分に

協議、検討すると２０１４年９月の答弁にありま

したが、その結果を報告していただけたらと思い

ます。 

○議長 松川教育部長。

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。

２０１４年、平成２６年９月議会で田中議員よ

りご質問のありました新しい学校給食センター、

宇和学校給食センターでございますが、災害時に

おける食料供給施設としての位置づけの検討につ

いてその後どうなったかというご質問だと思いま

す。 

 現在、災害時における食料の供給につきまして

は、西予市地域防災計画に示しているところであ

りますが、学校給食センターは大規模災害時の食

料供給の役割を果たすことができる施設と考え、

施設整備後には西予市における食料供給施設とし

て、改めて地域防災計画へ位置づける予定でござ

います。 

 当給食センターの厨房機器の熱源につきまして

は、安全性等を考慮した上で、オール電化を採用

しております。災害時の食料供給機能を考える上

では、燃料の備蓄庫、大型冷凍冷蔵庫を含めた食

料の備蓄庫の整備、拡充に対する費用、また停電

により機能が停止するなど給食センターそのもの

の被害及びインフラなどの被害状況等を総合的に

想定、勘案した中で移動用ガス釜で対処すること

といたしております。ガス釜の能力は１台当たり

３５０食で、４台整備することしております。お

米のみであれば、１回当たり４台で１，４００食

分の供給が可能となっております。また、水道給

水管路に異常がなければ水道の利用の可能なこと

も想定し、給水及び排水処理用に非常用発電機を

設置することとし、食器の洗浄等、衛生面にも十

分配慮した食料の提供が行われるものとしており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 ただいまの答弁で１，４００

食といった言葉が出てきたと思いますが、これは

どの程度どの範囲に配れる、何日間、そういった

少し細かい情報、想定をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長 松川教育部長。

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。

給食センターでは、常備約６００キログラムの

お米、そして１１４立方メートルの貯水槽を完備

しております。お米６００キロは、１人当たりお

にぎり２個と計算しまして６，０００食分を供給

することができます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 ある程度、６，０００食とい

うことで安心はいたしました。 

 続きまして、防災グッズ等の配備についてお伺

いしたいと思います。 

 １、感震ブレーカー等、災害発生後の通電火災

に対する防止策はされているかどうかお伺いした

いと思います。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

の感震ブレーカー等の災害発生後の通電火災の対

策はということでございますけれども、阪神・淡

路大震災及び東日本大震災では、電気器具の転倒

による火災や停電後の電気復旧時に火災が発生す

る通電火災が多発しております。 

 過去の大震災における火災の原因を見ますと、

原因不明分を除きまして６割以上が電気に関する

ものという報告結果が出されております。また、

平成２５年１２月に出されました愛媛県地震被害

想定調査報告書によりますと、南海トラフを震源

とする大地震では西予市で出火は３５件、消失棟

数が３，２２６棟の想定となっておりまして、地

震に起因する火災の対策も重要であるというふう

に考えております。 

 議員ご指摘の感震ブレーカーということでござ

いますけれども、震災時に電気が原因となる火災

対策に有効な対策ということでございます。その

対策の一つであろうというふうに考えておりま

す。感震ブレーカーには、さまざまなタイプがあ

るようでございまして、機能もそれぞれ違ってお
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るものが販売されておるというようなこともお聞

きしております。この感震ブレーカーは地震時に

住宅の電気供給が遮断された場合、例えば夜間等

において室内の照明が点灯せず、真っ暗な中での

避難をせざるを得ない状況となることや、また情

報収集のためのテレビやラジオ等から情報がとれ

なくなるという問題もあるようでございます。 

 西予市では、家具類の転倒防止やガラスの飛散

防止を初めとします自宅内の対策は各家庭で話し

合い、家庭の状況に応じまして各自で対応、購入

いただきたいという考えでおります。市としまし

ては、大規模地震発生時に自宅から避難をする際

には、ブレーカーを落とすよう引き続き呼びかけ

てまいりたいというふうに考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 続きまして、グッズ等の関連

ということで公共施設、特に病院や教育施設等の

窓ガラス飛散防止用のフィルムの貼付は検討され

ているかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

の公共施設等の窓ガラスの飛散防止対策というこ

とでございますけれども、市内の公共施設では、

ガラス飛散防止用のフィルムによる窓ガラスの飛

散防止対策を実施している施設はございません。 

 市立幼稚園、小・中学校の教育施設におきまし

ては、学校用の強化ガラスを使用しておりまして

安全な環境対策をとっているところでございま

す。学校用強化ガラスと申しますのは、万一破損

した場合でも強化ガラス特有の粒状の破断となり

まして、破損による傷害事故を大幅に減少させる

もので、一般の板ガラスと比べ３倍から５倍程度

の強度を有するということでございます。 

 また、西予市民病院におきましては、免震構造

を採用しておりまして、最大震度の揺れがあった

場合におきましても、窓ガラスの飛散には至らな

いという判断をしているところであります。しか

しながら、これら以外の公共施設は特別な飛散防

止対策を講じていない状況であります。市内の多

数の人員を収容できます公共施設の多くは、指定

避難場所に指定しており、避難所の安全性の確保

は非常に重要だというふうに考えております。 

 飛散防止用フィルムは、ガラスの種類や施工条

件によって使用できるフィルムもどうも異なって

おるようでありますし、フィルムの劣化の状況確

認や張りかえ等のメンテナンスも必要となるとい

うことでございます。今後どのように対応してい

くべきか総合的に検討を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 それでは、また関連グッズと

して水、食料、テント、簡易トイレ等、またヨー

ド剤等を含む医薬品の準備はできているかどうか

お尋ねしたいと思います。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

の水、食料、また医薬品等の準備はできているか

ということでございますけれども、避難所等へ避

難された被災者の救援物資としまして、平成２４

年度から５カ年計画で市民の数の１０％に当たり

ます４，３００人程度の１日３食分の保存食、保

存水と毛布の備蓄を現在進めているところでござ

います。平成２８年度が計画の最終年度になって

おりまして、これらの物資につきましては計画ど

おり準備ができているというところでございま

す。 

 簡易トイレにつきましては、補助事業を活用し

まして沿岸部から避難所ごとに整備を進めており

まして、平成２８年度も１２カ所程度配備をする

予定としております。 

 テントにつきましては、平成２４年度に明浜、

三瓶地区の沿岸部の津波緊急避難場所に設置をし

ております防災倉庫に１基ずつ配備をしておる状

況でございます。 

 医薬品でございますけれども、昨年１１月に西

予市医師会と災害時の医療救護に関する協定を締

結をいたしました。この協定の中で、救護班が使

用する薬剤、治療材料及び医療機器を携行すると

いうふうなことにしておりまして、薬剤等は食糧

や水等の備蓄品とは異なりまして特に注意を払う

必要があろうかと考えておりまして、市が薬剤等

を購入し倉庫で備蓄するということは、難しいと

いうふうに考えております。発生当初は市内の医

療機関が所有します薬剤等を使用させていただく

ということになろうかと思っております。 

 なお、安定ヨウ素剤は県からの配分がございま

して、備蓄をしておるという状況でございます。 

以上、答弁といたします。 
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○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 今までお尋ねしたグッズ等、

実は自主防災クラブとの兼ね合いが言葉として出

てきておりませんが、自主防災クラブに対する働

きかけ等はお考えでしょうか。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

ですけれども、自主防災組織との連携ということ

であろうかと思います。現在、市のほうでも補助

制度を設けております。各自主防災組織で独自に

備えておかないといけない非常備品等について

は、補助制度を活用して備蓄することもできると

いうことでございますので、その助成等を積極的

に活用してもらうように働きかけを今後もしてい

きたいというふうに考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 先般マスコミで医師会との防

災協定を拝見しました。当然のことだとは思って

おりますが、一つ安心につながったと覚えており

ます。 

 続きまして、大洲市が導入されているトイレカ

ーの検討ということで検討していただいたらと思

っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

のトイレカーということでございますけれども、

大洲市で購入されておりますトイレカーは、６月

から９月下旬まで開催されます大洲市のうかいを

中心として観光用として大型と小型の各１台ずつ

が購入されておるようです。各イベント等にも出

演をして貸し出されておるというふうなことをお

聞きをしております。 

 トイレカーは水洗式でにおいも少なく衛生的

で、自走式でありますので水場に行けるため給

水、排水の面、あるいはくみ取りの面でも簡単に

対応できる等利点があるようでございます。また

一方、水洗用、手洗い用としての水がなくてはな

りませんので、量的には余り期待できないとの声

も一方ではあるようでございます。 

 現在西予市では、避難所には県の補助事業を利

用しまして簡易トイレを順次整備をしているとこ

ろでございますけれども、簡易トイレは水が不要

であります。比較的簡単に設置ができて、また可

燃ごみとして処理ができるという長所もありま

す。大規模災害には、避難所等において非常に多

くの方が利用されるということになります。断水

や停電等、ライフラインの途絶も発生することも

考えておかなければいけないというふうに思って

おります。また、維持経費や避難所での利用方法

等も含めまして、長所、短所それぞれ確認をしま

して、総合的視点から導入の可否については今後

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

以上、答弁といたします。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 こちらにトイレカーの写真が

あります。新しいせいもあってかなりきれいで

す。例えば今までトイレについて、いろいろ検討

するという答弁をいただいておりますが、現在に

至っても実現しておりません。おもてなしとかジ

オとか重伝建とかいろいろ使い道はあると思いま

すが、こういったトイレを使われることによって

西予市のイメージアップにつながるし、いざとい

うときの防災にも役立つと。新たに水回りとかそ

ういう心配が要らないので、決断だけしていただ

ければ購入は早いと。ぜひ前向きに購入を検討し

ていただきたいと思います。 

 あと５番目として、看板や情報の周知方法につ

いて、看板の設置場所や夜間でもわかるような誘

導案内ということについてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

の看板、そして誘導案内ということでございます

けれども、西予市における避難所への誘導看板の

設置につきましては、主要な道路からわかるよう

検討の上設置をし、夜間の照明灯につきましても

地域の状況や要望により適宜設置を進めてきたと

ころであります。 

 このたび、緊急避難に関する総務省の行政評価

事務所の調査がありまして、その折に避難場所名

の表示がないことや、避難場所までの誘導がわか

りづらいこと、また街灯などの照明がなくて夜間

に標識の記載内容がわからない箇所がある等の指

摘も受けておるところでございます。 

 地元の市民の方だけでなくて、旅行者を初め地

元の地理等の状況を知らない方にも、わかりやす

い表示となるよう、市全体について再整備すべき

箇所を洗い出して見直すよう今後進めていきたい
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というふうに考えているところでございます。 

 また、スマートフォンの避難誘導アプリという

ものも開発をされておるようでございまして、標

識と合わせた活用の検討も今後行っていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

以上、答弁といたします。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 ただいまの答弁にありました

アプリ等、若い者、それから年配の方にもわかり

やすい案内等を早急に対応していただきたいと思

います。 

 次に、地域活性化についてお伺いしたいと思い

ます。 

 １、地域活性化プロジェクトの検証ということ

で、１、スマイルノベーション。２、水をきれい

にしよう。３、インターネットに加入しよう。

４、ジオＤＥバイシクル。５、ジオの秘宝。６、

商品券大盤振る舞い。以上の交付金対象事業の成

果ということでお伺いしたいと思います。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 ただいま田中議員のほうか

らご質問がございました、昨年度国のほうが３月

に補正で出してまいりました交付金事業、消費喚

起生活支援型の事業につきましては、４つの計画

が国に認められまして現在まで取り組みを行って

まいりました。そのうち、産業建設部所管の事業

が５事業ございますので、３番目のインターネッ

トに加入しよう以外の５事業につきまして、私の

ほうから答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、スマイルノベーション、住宅リフ

ォーム事業についてご説明をさせていただきま

す。 

 本事業は、市民が住宅をリフォーム、増改築を

行う際に、その工事を請け負った市内の業者に対

し補助金を交付する事業であります。本年７月２

１日から受け付けを開始し、９月３０日に終了と

なり交付決定件数は６１件、補助金の交付決定額

は１，０００万円の予算に対しまして９９９万

７，０００円で、ほぼ１００％の執行率でござい

ます。これは市単独でもこれまで実施してきたと

きと同様に、利用率が非常に高くなっておりま

す。なお、この補助金交付においてリフォームに

使われた総事業費は８，６３５万３，０００円

で、実に補助金交付決定の８．６４倍の経済効果

を生み出しておりまして、地域活性化、特に建築

関連産業の元気おこし、地域の経済活性化に貢献

した事業であると評価をいたしております。 

 次に、交付金事業四国西予に流れる水をきれい

にしようプロジェクトの件でございますけれど

も、公共水域の水質汚濁防止を図り、豊かな自然

環境を次世代に継承する公共浄化施設への加入

や、合併浄化僧への移行を推進するため、地域住

民生活等緊急支援交付金事業を活用いたしまして

展開をしてまいりました。 

 今回、主目標としておりました公共下水道及び

農業集落排水施設への接続に関しましては、今年

度の申請件数が現時点で１６２件となっておりま

す。公共下水道の新規供用開始戸数から今年度当

初に予測しておりました１２０件を上回る申請が

あったということで、一定の成果が出ているもの

と思われます。 

 また、浄化槽の設置基数に関しましては、平成

２６年度から消費税が８％になることに対しまし

て、平成２４年、平成２５年に駆け込み設置がご

ざいましたけれども、その後２０％の申請件数減

少となってきておりましたが、今回は前年並みの

申請件数がございました。年々減少する申請件数

に歯どめがかかったのではないかと分析しており

まして、若干成果が出ているものと考えられま

す。 

 次に、４番目ですけれども、ジオＤＥバイシク

ル、この事業は２つのサイクリング大会を開催い

たしましたので、それぞれについてご説明をさせ

ていただきます。 

 最初に、９月６日に野村城川地区で開催いたし

ました第２回サイクリングｉｎ四国西予ジオパー

クについてですが、昨年西予市合併１０周年記念

として開催された事業を引き継ぎ実施をいたしま

した。本年度は県内外から３０６名、昨年度の３

倍の参加がございました。各休憩所でのおもてな

しやサイクリングコースを十分に満喫していただ

き、参加者からは次回大会の開催要望及び参加希

望が多くございまして、大変好評を得たところで

ございます。また、参加賞として１６種類の野村

城川の特産品を選べる賞品を提供し、発注等によ

る経済効果もございました。 

 続いて、１１月２９日に明浜、宇和、三瓶で開

催しました２０１５四国西予ＤＥバイシクルにつ

いてご説明をいたします。 

この大会は、西予市民有志でつくる四国西予ジ
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オパークスポーツイベント実行委員会が主体で開

催をいたしました。四国西予ジオパークをめぐ

り、市内で使用可能なクーポン券を発行し市内飲

食店、宿泊施設、お土産店などにおいて使用して

いただき、地域内の消費と自転車による交流人口

の拡大を図ることができました。当日の一般参加

者、ゲストライダー、伴走を含め約１００人が明

浜大早津海岸を出発いたしまして、野福峠を越

え、宇和の田園地帯を駆け抜け、三瓶の海岸線を

通り大早津海岸までコースを楽しんでいただきま

した。その際に、消費喚起として参加者やイベン

トスタッフ、自転車関連企業、サイクリングイベ

ントの参加者等に買い物券、宿泊券のクーポン券

を交付した結果、四国西予ジオパークのお土産や

宣伝、広報の効果があったものと思われます。 

 また、このコースは、えひめいやしの南予博で

行われますＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴのコース

の一部でもありますので、大会での運営上必要な

注意点等、事前の運営準備ができたものではない

かというふうにも考えております。 

 次に、探せ四国西予ジオの秘宝でございますけ

れども、参加者が市内外から自然と文化あふれる

四国西予ジオパークの各ジオポイントを訪れ、親

しむことによるジオパークの認知度、理解度を向

上させ、さらに参加者の消費活動を促進し、市内

の消費喚起を図るため開催をしたところでござい

ます。総参加チームは１，８４０チーム、内訳と

いたしまして、市内の方が１，１５８チーム、愛

媛県内５７４チーム、県外からも１０８チームが

参加をしていただきました。参加人数は８，３６

３名に上っております。 

 入賞についてですけれども、全てのポイント３

３０ポイントを獲得したチームが５２チームござ

いました。したがいまして、到達スピードで順位

づけをさせていただいたところです。既に、２０

ポイント以上獲得したチーム、３００チームに特

産品の賞品発送を行ったところでございますけれ

ども、パーフェクトで上位入賞を逃した３１チー

ムには、特産品賞について入賞とさせていただき

ました。なお、２０ポイント以上を獲得したチー

ムは５００チームに上っております。 

 次に、入賞賞品等、関連経費のほか、参加者が

西予市内で飲食代やガソリン代等の必要経費から

推測をしてみました結果、約３，０００万円を超

える経済効果があったものと推測されます。 

 参加者の反応についてでございますけれども、

アンケートを特産品の当選者３００人に送付いた

しましたところ、既に６割程度が返信されてきて

おりまして、次回の開催を強く望む声、賞品目当

てに参加をしたけれども、探すことが楽しくて非

常に熱中した、あるいは家族と参加をさせてもら

ったけれども、思わず楽しく会話ができたなど、

経済効果ばかりでなくうれしい感想も多くいただ

いております。また、愛媛新聞の門欄でも先般う

れしい投稿をいただいたところでございます。 

 ただ、初めての取り組みということもございま

して、問題点も多くあったというふうに感じてお

ります。登録だけを行ったチームが５００近くあ

ったこと。できる限り迷惑がかからない場所を選

定したにもかかわらず、隠し場所周辺の個人の所

有地の土地も含めて荒らされていたなどの現状が

ございまして、イベントの継続にはこのような問

題の解消が不可欠でありますので、継続的な開催

につきましては、アンケートや多方面からのご意

見を踏まえつつ、現在実施状況の検証を行ってお

り、慎重に判断をしてまいりたいというふうに考

えております。 

 最後に、商品券大盤振る舞いの関係でございま

すけれども、この事業は愛媛県が実施いたしまし

た愛顔のえひめ商品券事業に関連した事業でござ

いますので、冒頭で少し当該事業についてご説明

をさせていただきます。 

 昨年７月１日より県下一斉に販売を開始いたし

ました愛顔のえひめ商品券について、西予市にお

いては２万９，２００セット、枚数にいたします

と３５０万４００枚を販売をいたしております。

利用実績ですが、県内共通利用券の西予市内での

利用率は７１％、市内で使える地域限定券の利用

率は９９．６％となっております。業種別利用状

況として、県内において過半数が百貨店及び大型

小売店舗で利用されておりますけれども、西予市

につきましては約２０％が大型小売店舗、残りが

各種小売業で利用されておりまして、多様な業種

に対しての消費喚起につながったと感じておりま

す。 

 さて、ご質問の趣旨であります商品券大盤振る

舞いについてでございますけれども、県内共通券

の市内での利用促進及び四国西予ジオパークのＰ

Ｒを目的といたしまして、県内共通券１枚利用ご

とに応募できる愛顔のえひめ商品券で大盤振る舞
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いプロジェクトを実施をいたしたところでござい

ます。市内外から２万４４１件の応募があり、抽

せんで５００名の方に商工会員より公募いたしま

した市内２５事業者より市内特産品のプレゼント

をさせていただいたところでございます。 

 なお、応募の際にアンケートも実施しておりま

して、当該事業及び観光、商業施設に対しての多

数のご意見をいただいておりますので、今後の事

業に反映してまいりたいと思います。商品券の販

売そのものにつきましては、愛媛県が検証するべ

きものでございますけれども、１人が商品券を買

い占めて高額商品などに使用した点などが反省点

に挙げられるのではないかというふうに思ってお

ります。 

１点訂正をさせていただきます。 

 先ほど商品券の販売のところで、「３５０万」

と言いましたけれども、「３５万４００枚」の販

売をしております。 

以上でございます。 

○議長 宗総務部長。

○宗総務部長兼公営企業部長 私のほうからは、

インターネットに加入しようの成果について答弁

申し上げます。 

 西予インターネット等利用促進プロジェクトに

つきましては、ＣＡＴＶ加入時の引き込み工事や

情報端末購入に利用できるプレミアムつき参加券

を発行することにより、高速通信網で利用できる

サービスをより多くの市民の皆様に活用していた

だき、情報通信技術の高度化を図ることを目的に

実施した事業でございます。 

 西予市商工会が事業主体となりまして、市内１

３店舗を取扱店として、利用期間を平成２７年１

０月１日から平成２８年１月３１日までの４カ月

間と定め、参加券を販売いたしました。実績とし

ましては、参加券１枚が５，０００円で７，００

０円分の利用ができるというお得感もございまし

て、発売した参加券５，０００枚は完売となりま

して、参加券の利用によりＣＡＴＶサービスへの

加入やパソコン等の購入が大幅にふえる結果とな

りました。 

 特に、西予ＣＡＴＶが提供するインターネット

サービスにつきましては、期間中参加券利用によ

り１４４件の新規加入申し込みがありました。ま

た、本事業に合わせまして実施をしました割引キ

ャンペーンによる加入も合わせますと３３２件と

なりまして、高齢者を含むインターネット利用者

の増加や消費拡大面において、大きな成果を上げ

ることができたと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 今までの答弁で地域活性化・

地域住民生活緊急支援交付金の費用対効果があっ

たと判断してうれしく思います。 

 それでは続きまして、西予市総合計画審議会の

答申についてお伺いしたいと思います。 

 平成２７年１０月２１日付の答申の第２次西予

市総合計画「変革、それこそ夢と希望を叶える唯

一のすべてである」。先日大平部長が議案説明の

ときにも一部言われたと思います。この件につい

て、取り組みの内容等を教えていただいたらと思

います。 

○議長 藤井総合政策課長。

○藤井総合政策課長 田中議員のご質問にお答え

をいたします。 

 第２次西予市総合計画基本構想につきまして

は、昨年１０月に西予市総合計画審議会から答申

を受け、その後答申の内容を尊重しつつ庁内の関

係部署で協議、検討を進め、今回議案として提出

をさせていただいております。 

 第２次総合計画基本構想は、共通の価値観、発

想の着眼点及びよりどころを明瞭にした４つの基

本理念と、基本構想の大枠の方向性を示しました

西予市綱領八策、及び本市の１０年後の姿を誰も

がより具体的に想像できるように物語調で記述し

ております１０の基本構想で構成をされておりま

す。 

 基本構想の主な内容といたしましては、基本指

標を人口及び市内総生産とし、１０年後の２０２

５年には人口が３万５，０００人弱、市内総生産

は８００億円弱を目標としております。個別分野

の１０年後、２０２５年の姿につきましては、例

えば結婚、出産、子育て分野における本市の１０

年後の姿は、２０２５年、この町では結婚を望め

ば誰もがその機会にある。途中省略をさせていた

だきますが、地域なども子育てを支援し、地域を

愛し、愛情豊かで頑張る子供たちがすくすくと育

っているとしております。また、産業、雇用創出

分野における本市の１０年後の姿は、２０２５

年、この町ではやりたいことを実現するために産

官学金で連携、協力して企業創業を支援してくれ
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る。こちらも途中省略をさせていただきますが、

四国西予ジオパークも何とかイメージが定着しつ

つあり、産業振興に寄与し始めている。多くの

人々が訪れるようになり、西予市の農林水産物、

加工品等を多くの人が手にとるようになったとし

ております。 

 今後は、総合計画に記述した未来の姿の実現に

向け、具体的な戦略等を示した基本計画を策定

し、市民が安心して暮らせるまちづくりを目指せ

るようさらに検討を進めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 いろんな事業で反省点を踏ま

えて、前向きにいろんなイベントが続けていけた

らと希望しております。 

 それでは、えひめいやしの南予博の取り組みに

ついてお伺いしたいと思います。 

 １、卯之町の民俗芸能サミットへの取り組み

は。２、ジオパークでの環境スポーツイベントに

対する取り組みについてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 えひめいやしの南予博の取

り組みについてご質問がございました。 

 まず、民俗芸能サミット卯之町ブロードウエイ

でございますけれども、開催日は５月２８日土曜

日、２９日日曜日。会場は卯之町の町並み、西予

市宇和文化会館、愛媛県歴史文化博物館となって

おります。内容でございますけれども、卯之町の

歴史的な町並みを舞台に、家屋の軒先や広場で南

予各地の民俗芸能や南予の鹿踊りのルーツとされ

る東北の鹿踊りの上演や、愛媛県歴史博物館での

シンポジウムが行われます。また、歌舞伎界で活

躍をされておりますテレビでもおなじみの片岡愛

之助さんを招待し、卯之町の町並みで大行列をな

したお練りや宇和文化会館でのトークショーが予

定されておるところでございます。 

 次に、ジオパークでの環境スポーツイベントに

対する取り組みにつきましては、愛媛西予ＳＥＡ

 ＴＯ ＳＵＭＭＩＴを実施することとなってお

ります。これは、西予市のコアイベントとして取

り組むもので、開催日は９月２４日土曜日、９月

２５日日曜日。会場につきましては、明浜、三

瓶、宇和町で実施をされます。アウトドア総合メ

ーカーであるモンベルと提携して開催することと

なっておりまして、今年度国内１０カ所で計画を

されているものの一つでございます。内容でござ

いますけれども、四国西予ジオパークの変化に富

んだ地形、雄大な自然を生かし、初日は宇和文化

会館において環境シンポジウム。２日目は、アウ

トドアイベントとして明浜の大早津海岸でカヤッ

ク約８キロメートルをこぎ、自転車で海岸線を三

瓶経由で宇和の皆田小学校まで約４２キロメート

ルを走り、最後に高森山の山頂までの約８キロメ

ートルのハイキングを実施をすることとしており

ます。タイムの計測はいたしますけれども、レー

スではなく、参加者それぞれが自分のペースで自

然を楽しむことが魅力的なイベントとなっており

ます。 

 この大会は、全国で毎年７カ所程度で開催され

ておりますけれども、愛媛県で開催されるのは初

めてでございます。ジオパーク認定３周年記念と

して、全国に四国西予ジオパークの自然のよさを

アピールできる絶好の大会と捉えております。 

以上でございます。 

○議長 田中徳博君。

○４番田中徳博君 いろいろ答弁をいただきまし

た。 

 今回第２次総合計画答申において、こちらにあ

りますが１１８ページ、かなりの内容と量があり

ます。「変革、それこそ夢と希望を叶える唯一の

すべてである」。何と耳ざわりのよい琴線に響く

文言だと思っております。この中には、原石が眠

っており、探し出し磨いて西予市の宝にしたいと

思っております。また、昨年の野村乙亥大相撲に

おいて、行事の方がはっけよい残った、油断なく

と軍配を返されました。これだ、これこそ自分自

身にとっても西予市にとっても必要なかけ声だと

思いました。 

 以上を心の支えにして、私の一般質問を終わり

ます。 

○議長 以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

 明日３月３日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

本日はこれにて散会いたします。 

散会 午後２時２０分 
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開議 午前９時００分 

○副議長 おはようございます。

本日も傍聴にお越しいただき、まことにありが

とうございます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

（日程１） 

○副議長 日程第１、昨日に引き続き一般質問を

行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは、通告順に発言を許可いたします。 

まず、１番源正樹君。 

○１番源正樹君 改めまして、おはようございま

す。議席番号１番源正樹です。 

 議長より発言の許可を得ましたので、質問通告

書、会議規則及び申し合わせ事項等に従い一般質

問をいたします。 

 １点目は消防団について、２点目に子育て支援

について、３点目に観光政策についての質問でご

ざいます。 

 この質問が西予市の市勢発展、住民福祉の向上

の一助となれば幸いです。 

 まず、非常備消防体制、消防団について質問い

たします。 

 先月２月７日に野村運動公園グラウンドにおき

まして、平成２８年西予市消防出初式が挙行され

ました。佐伯団長以下８７８名の団員が出動さ

れ、早朝に雪が降るというあいにくの天候ではご

ざいましたが、日ごろからの訓練の成果を拝見さ

せていただきました。消防団には、火災発生時の

活動だけでなく、行方不明者の捜索、水防活動、

地震発生時の救助活動など、多岐にわたり活動を

されております。 

 近年は、防火意識の向上や防火性能、安全性に

すぐれた製品の開発と普及もあり、火災発生件数

も低い値で推移しています。市民の安心と安全を

地域から支えていただいていることに対して感謝

を表します。 

 まず最初に、消防団装備品の支給状況について

お尋ねをいたします。 

 出初式や年末夜警などで主に使用されている活

動服や編み上げ靴などが支給をされております

が、近年新入団員には新しいデザインの活動服が

支給されているようです。では、火災、水害、震

災など、災害発生時に必要となる防火はっぴやゴ

ム長靴等はどのように支給されているのか、お尋

ねをいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 新入団員につきまして

は、先ほど源議員のおっしゃったとおり、活動服

と編み上げ靴を支給しておりますが、はっぴやヘ

ルメットについては前団員からのものを引き続き

使用していただいております。はっぴについては

かなり年数が経過し傷んでいるものも多いことか

ら、今年度から全体で５０着を購入しており、今

後も必要枚数を随時更新していく予定でありま

す。 

 ゴム長靴に関しましては、各方面隊での対応と

なっております。ゴム長靴は先ほど源議員がおっ

しゃったとおり、災害形態によっては必要なもの

でありますので、入団時の活動服、編み上げ靴の

支給にあわせて支給すべきか現状調査し、方面隊

幹部の意見を集約していきたいと考えておりま

す。 

以上です。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 恐らく各方面隊において、例え

ば宇和方面隊でしたら、火災の際ははっぴに長靴

というふうに聞いております。これは、城川の団

員の方から聞いた話ではありますが、城川の場合

は編み上げ靴が着用必須となっていると、各方面

隊によってそれぞれ装備の状態が違うと思いま

す。各方面隊の意見集約をいただきまして検討を

いただければと思います。 

 それでは続きまして、女性消防団への活動支援

についてお尋ねいたします。 

 現在、西予市消防団には女性消防団員が活躍さ

れる明浜方面隊明浜分団と、女性団員が所属する

三瓶方面隊本部が組織されております。 

 先ほどの出初式の際なんですが、ある団員の方

からご指摘をいただきました。女性消防団にはゴ

ム長靴だけで、編み上げ靴が支給されていないと

いうお話でした。もし現在支給されていないよう

でしたら早急に検討いただきたいと思いますが、

理事者の考えをお尋ねいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 現在、全女性消防団員へ
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の貸与品等は制服、活動服、パンプス、長靴など

であります。女性消防団員の活動は、防火、防災

啓発活動や式典等の補助など、後方支援的な活動

が多く、主に火災や災害現場での使用する編み上

げ靴までの支給はしておりませんでした。しかし

ながら、今後も変化していく地域情勢、女性団員

の活動内容等にあわせて検討していく必要がある

と考えております。 

 女性消防団員の活動支援についてですが、装備

品だけでなく、愛媛県消防協会南予支部女性消防

強化対策研修会や、全国の女性消防団員らの活動

事例報告情報交流会などがある全国消防団活動活

性化大会に毎年多数参加させていただいており、

女性消防団員の当市における活動のよい参考とな

っております。 

以上です。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 それでは、装備品について最後

の項目となりますが、先ほどはっぴのほうを来年

度より購入を順次進めていくという答弁があった

かと思います。松山市においてですが、帝人と協

力いたしまして、難燃素材であるアラミド繊維を

使用したはっぴの導入が進められているようで

す。機能面や価格など十分な検討が必要だとは思

いますが、消防団員の災害活動時の安全制を向上

させるためにも導入すべきではないでしょうか。

理事者の考えをお尋ねいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 現在購入しておりますは

っぴは、昔ながらの綿繊材のものであります。 

 質問されました、松山市の難燃素材アラミド繊

維を使用したはっぴでございますが、ことし１月

２０日の愛媛新聞に掲載されていた記事によりま

すと、松山市の消防団協力事業所であります帝人

松山事業所が市消防団員の意見を取り入れながら

開発したものであります。西予市で現在購入のは

っぴとさほど金銭的なものも差がないことから、

先ほど源議員がおっしゃったように、消防団員の

災害活動時の安全の向上は重要なことであります

ので、各方面隊の意見なども聞きながら、消防団

員の活動内容等を精査し、導入に向けて検討して

いきたいと考えております。 

以上です。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 ただいまの装備品の質問に関し

ては、各団、方面隊との協議、検討が必要かと思

いますので、また鋭意協議を賜りたいと思いま

す。 

 次に、消防団詰所の整備状況についてお尋ねい

たします。 

 西予市内には、老朽化している消防団詰所がま

だまだ多くあると認識しております。大規模震災

時に倒壊する危険がある老朽化した建物もあり、

消防団活動、救助活動に支障が出るおそれがあ

り、早急な改善が求められます。今後の消防詰所

の新築及び改築について、整備予定等はどのよう

になっているのか、お尋ねいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 現在西予市の消防団詰所

は、車庫等を含めまして約９０カ所あります。古

いものでは昭和４６年に建設されたものがあり、

老朽化が進んでおります。詰所の建てかえについ

ては、平成２５年度までは年１棟の更新であった

ものが、それでは９０年の更新ということになる

ことから、平成２６年度から２棟ずつの更新とな

りました。 

 詰所の整備予定については、建築年、建物の状

態などを踏まえて５カ年の整備計画を策定してお

ります。 

 今後、ますます進む人口減少時代に際し、消防

団の管轄地域や部の統廃合などについて、地域住

民、地域消防団員らと検討を重ね、将来を見据え

た整備計画が必要であると考えております。 

以上です。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 今の詰所の整備計画があるとい

うことを伺わせていただきました。 

 この詰所の建てかえ等になった場合、一番問題

となる、課題となることが多いものがありました

ら、答弁いただきたいと思います。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 まずは立地条件、先ほど

ちょっと触れておりましたけど、今後推移します

人口、そして消防団員数を含めました中で、今後

はその地域に根差した消防詰所が必要かなと。そ

して、また土地等も含めました中で、全体的な今

の点在しておる詰所の配置状況等を含めた中で考

えていかないといけないかなと考えております。 

以上です。 

○副議長 源正樹君。

84



○１番源正樹君 明浜のほうだったかと思います

が、３つあった団のほうが２つに集約されている

というふうに記憶をしております。 

 地域の実情に応じた適切な配備というのは大切

なことだと思いますので、また鋭意検討等、地元

との協議をお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問項目であります子育て支援

についての質問に移ります。 

 まず、子供の貧困対策についてお尋ねをいたし

ます。 

 戸室健作山形大学准教授の研究によれば、子育

て世帯のうち収入が生活保護基準以下の割合は、

平成２４年で１３．８％であり、平成４年から２

０年間で約２．５倍に急増しているとされており

ます。愛媛県ではこの割合が１６．９％となって

おり、全国平均より高い研究の結果となっていま

す。また、厚生労働省が公表している子供の貧困

率でも、平成２４年は全国で１６．３％となって

います。 

 貧困率とは、世帯収入から国民一人一人の所得

を試算して順番に並べたとき、真ん中の人の所得

の半分に届かない人の割合です。子供の貧困率

は、１８歳未満でこのいわゆる貧困線を下回る人

の割合を指します。およそ６人に１人が貧困状態

であるという結果です。格差の拡大、貧困の再生

産といわれるような課題を解決していくために

も、早急に対応すべき大きな社会問題だと思いま

す。 

 その対策の中で、市町村の基準で行われるもの

の一つに、就学援助制度があります。学校教育法

第１９条において、経済的理由によって就学困難

と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して

は、市町村は必要な援助を与えなければならない

とされております。学用品費や通学費、クラブ活

動費、ＰＴＡ費など、学校に係る費用を援助する

制度であります。この制度を利用しているのは、

平成２５年度の文部科学省調査結果では、全国で

１５１万４，５１５人、援助率は１５．４２％と

なっています。 

 まず最初の質問ですが、西予市でこの就学援助

制度を利用されている児童は何名なのか、お尋ね

いたします。 

○副議長 松川教育部長。

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。

この制度は、源議員が述べられましたとおり、

経済的理由により就学が困難と認められる児童・

生徒の保護者に対し就学援助を行い、義務教育の

円滑な実施に資することを目的としている制度で

ございます。 

 西予市教育委員会では要綱を定め、当該保護者

に対し援助を行っているものでございます。 

 ご質問にありました、平成２７年度における認

定者の数はということでございますが、２月末日

現在で、児童１１１人、生徒５７人の合計１６８

人となっております。割合で申しますと、市内児

童・生徒のうち小学校につきましては６．２％、

中学校につきましては６．１％、全体で６．２％

という状況でございます。また、参考までに平成

２５年度における全国の就学援助対象児童・生徒

の割合は、源議員がおっしゃったとおり、全国で

は１５．４％でありまして、県内におきましては

１１．６％でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 今、全国そして愛媛の平均より

も低いという答弁をいただきました。この数字

は、恐らく次の質問にあります、準要保護者に対

する就学援助にかかわってくる問題かと思いま

す。 

 この準要保護者制度は、国の三位一体改革によ

って平成１７年度より地方自治体に税源移譲、地

方財政措置を行った上で国庫補助が廃止され、各

自治体での単独実施となっております。 

 当市の場合、この準要保護者認定基準はどのよ

うになっているのか、お尋ねいたします。 

○副議長 松川教育部長。

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。

準要保護者認定基準についてのご質問でござい

ますが、西予市の認定基準につきましては、西予

市要保護及び準要保護児童生徒認定基準に規定し

ているところでございます。その準要保護の認定

基準でございますが、原則２通りありまして、一

つには、当該年度中に生活保護の停止または廃止

の措置を受けた場合、２つ目は、世帯全員の合計

所得金額が規定しているところの判断基準額以下

である場合に認定することといたしております。 

 ２つ目の判断基準額についてでありますが、生

活保護法における生活扶助基準額、住宅扶助基準

額、教育扶助基準額等の合計基準額に母子、父子

加算、児童養育加算等の額を加えるなど、各世帯
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の状況に応じて年額を算定した額としておりま

す。算定におきましては、複雑な要素があるとこ

ろでありますが、認定基準額の例を申し上げます

と、ひとり親世帯で小学校、中学校それぞれに１

人子供がいる場合、所得ベースで１６８万２，０

００円、両親と小学校、中学校に１人ずつ子供が

いる４人世帯の場合には、同じく所得ベースで１

７１万円が認定基準となっております、家庭の状

況、例えば住まいが持ち家であるか、借家である

かなどによりまして、算定基準も異なってきます

ので、あくまでも例としてお示しをさせていただ

きました。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 詳細な基準について答弁をあり

がとうございました。当市の場合が県とか全国に

比べて低いという事実がございます、また、いろ

いろな面で検討を賜ればと思います。 

次の質問に移ります。 

 次に、子育て世代包括支援センターについてお

尋ねをいたします。 

まち・ひと・しごと創生基本方針等では、妊娠

期から子育て期におけるさまざまな需要に対する

子育て世代包括支援センターの整備を図るとされ

ております。 

 保健師等の専門性を生かした相談支援事業を行

い、母子保健を中心とし、医療機関、療育機関等

と連携する母子保健型事業や、主として地域子育

て拠点等、身近な場所で日常的に利用でき、かつ

相談機能を有する施設で実施される基本型、市町

村保健センター型などが主に想定されているよう

です。基本方針等では、このセンターを今平成２

７年度中に全国で１５０カ所整備し、おおむね５

年後までに地域の実情等を踏まえながら全国展開

を目指していくと位置づけされております。 

 西予市において、センター導入についての考

え、またワンストップ拠点導入の考えについてお

尋ねをいたします。 

○副議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 ただいまの源議員のご質

問、子育て世代包括支援センターの導入、そして

ワンストップ拠点導入の考えについてお答えをさ

せていただきます。 

 子育て世代包括支援センターとは、議員おっし

ゃるとおり、国において現状さまざまな機関が

個々に行っている妊娠期から子育て期にわたるま

でのさまざまな支援について、総合的相談支援を

提供するワンストップ拠点として、切れ目ない支

援を図るというもので、地域の実情を踏まえなが

ら全国展開を目指すというものでございます。 

 本市といたしましては、現段階ではセンターの

導入は考えておりませんが、現在でも子育て支援

センターや児童館等でさまざまな相談や支援事業

を実施しており、必要に応じて専門機関へつなげ

る仲立ち等も担っております。今後も子育て支援

に関する施設や関係機関が連携を強化し、相乗効

果を高めながら、子育て支援の充実につながるよ

う努力をしてまいりたいと考えております。 

 また、ワンストップ拠点導入の考えにつきまし

ては、本市といたしましては、まず子育てに関す

る相談や各種申請手続の窓口をできる限り集約

し、市民の利便性と事務の効率化を図りたいと考

えております。そのため、現在子育てに関する事

業の関係各課で集約に向けての検討会を立ち上

げ、進めているところでございます。子育て世代

包括支援センターの導入につきましては、今後の

検討会の中でその必要性について十分研究をして

まいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 関係各課でまた課題を共有して

いただければと思います。 

 次になりますが、昨年になります、平成２７年

３月に西予市子ども・子育て支援事業計画が策定

されました。この計画に基づく各種支援政策の検

討状況及び進捗状況はどのようになっているの

か、お尋ねいたします。 

○副議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 ご質問の子ども・子育て支

援事業計画に基づく各種支援政策の検討状況及び

進捗状況についてでありますが、子育て支援につ

きましては、議員もかねてよりご心配をしていた

だき、昨年の第２回市議会定例会におきまして

は、不妊治療及び多子世帯への支援についてご提

言をいただいております。 

 ご案内のとおりではありますが、西予市子ど

も・子育て支援事業計画は、西予市で子供を産み

育てる環境を一層充実していくことで、子育てす

るなら西予のイメージが定着することを目指し、

昨年３月に策定いたしました。策定後はこの計画
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に基づいて事業を推進していくため、協議や検討

を重ねてまいりました。 

 この結果、平成２８年度から新規事業として４

事業、拡充事業として２事業を取り組む予定とし

ております。新規事業としましては、特定不妊治

療費助成事業、ファミリー・サポート・センター

事業、子育て短期支援事業、そして子どもホーム

ワークサポート事業を実施する予定とし、その経

費を当初予算に計上させていただいております。 

 拡充事業としましては、城川地区でことし４月

から新たに放課後児童健全育成事業を開始するこ

ととしております。これによりまして、市内５町

全ての地区に放課後児童クラブが設置され、児童

に安心・安全な居場所を与え、健全な育成ととも

に保護者への子育て支援を図ることができるもの

と思っております。 

 また、保育所及び幼稚園入所児童第３子以降の

保育料の無料化について、一部要件はあるものの

拡充し実施することとしております。 

 そのほか、子育て支援事業計画に掲げておりま

す事業の実施につきましても、充実した施策の展

開となるよう取り組みを強化したいと考えており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 ただいまの答弁の中にありまし

た、各種事業の詳細についてちょっと再質問をさ

せていただければと思います。 

 まず、特定不妊治療費助成事業の内容について

答弁をお願いいたします。 

○副議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 ご質問の特定不妊治療費助

成事業の内容についてでございます。 

 不妊治療のうち体外受精及び顕微授精は、１回

の治療費がかなり高額でございます。そのため、

経済的な負担が重く、子供を持つことを諦めざる

を得ない方が少なくないことから、愛媛県特定不

妊治療費助成事業の対象者への上乗せとして市が

費用の一部を助成するものであります。 

 本市の助成要件でありますけれど、愛媛県特定

不妊治療費助成事業助成金の交付決定を受けてい

ることが第一の要件で、そのほか夫婦のいずれも

が西予市内に住所を有すること、また市税を滞納

していないことなどとしています。 

国はことし１月に本事業の要綱改正を行い、平

成２７年度補正予算で助成拡充をいたしました。

拡充内容は、早期の受診を促す観点から、出産に

至る割合が高い初回の助成額を１５万円から、治

療費の約１００％である３０万円に引き上げたこ

とであります。このことから愛媛県でも助成額の

改正をいたしております。このことを踏まえまし

て、本市では国が言う１００％助成を可能な限り

達成するため、初回に限り上限額を１０万円、そ

れ以降は特定不妊治療に要した費用に対して愛媛

県の助成額を差し引き、１回の治療につき５万円

といたしております。さらに、今回は男性不妊治

療が新たに助成対象となりました。１回の治療費

は上限額は県が１５万円、市は５万円としており

ます。年間１３名を見込んでおりまして、来年度

の当初予算は２６０万６，０００円を計上させて

いただいております。 

以上でございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 もう一点、保育料第３子以降無

料化について、一部要件はあるが市独自に拡充を

されるという答弁があったかと思いますが、その

内容についてお願いいたします。 

○副議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 このことにつきましては、

昨日の二宮議員の一般質問の中で市長からも触れ

させていただいておりますが、保育料第３子以降

無料化について再度私のほうからお答えをさせて

いただきます。 

 本年の４月から国が実施予定としております保

育料軽減措置は、多子世帯、それからひとり親世

帯の経済的負担を緩和することを目的に行ってお

ります。多子世帯の保育料負担軽減については、

多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第２子半額、

第３子以降無料化を完全実施するものでございま

す。しかしながら、国の対象要件は年収約３６０

万円未満相当の世帯が対象でございます。今回本

市では国の制度をさらに拡充し、市民税の所得割

課税額が３０万１，０００円未満、世帯の年収で

は約１，０００万円程度以下の世帯になると思わ

れますが、年齢制限なく第３子以降の保育料及び

幼稚園の保育料を無料化し、子育て世帯への負担

を軽減するものでございます。 

 平成２７年度の入所児童で、対象児童を推計し

ておりますが、対象児は約１２０名で、年間４，

２００万円程度の保育料が減収になる見込みでご
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ざいます。この効果としましては、出生率の向上

及び子育て世代のＵＪＩターンが増加し、移住定

住促進につながるものと期待しているところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 最後になりますけれども、ファ

ミリー・サポート・センター事業について内容。

これは４年ほど前になりますが、９８７筆だった

と記憶しておりますが、市に対して要望書が出さ

れたということを記憶しております。さまざまな

課題があったかと思いますが、４年たちましてこ

のように制度が新たに導入される、近隣でしたら

宇和島市とか大洲市のほうで既に導入があったか

と思いますが、西予市でもいよいよ始まるファミ

リー・サポート・センター事業の内容について答

弁をお願いいたします。 

○副議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 ファミリー・サポート・セ

ンター事業についてでございます。 

 この事業は、地域において児童の一時的な預か

り、または外出支援について、子育ての援助を受

けたい者と子育ての援助を行いたい者を組織化

し、会員同士の連絡調整を行い子育てを支援する

事業でございます。これによりまして地域での子

育て支援体制が構築されることと考えておりま

す。事業開始は平成２８年度からでございます

が、地域での依頼会員また提供会員数をある程度

確保する必要がございますので、一定期間を募集

期間として準備が整い次第、事業を実施していく

予定としております。 

以上でございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 よく中１ギャップという言葉が

ありますが、もう一つ小１ギャップという言葉が

ございまして、当西予市の場合は、保育園は夜１

１時まで、昨年からだったと思いますが、かなり

遅い時間まで延長をされておりました。 

 実際小学校１年生になった場合なんですけれど

も、急に学校が休校になる、今気象警報が出まし

たら基本的には全て休校になりますので、そうい

った場合、子供の預け先がないという現実があり

ます。また、仕事の都合等があって少し遅くまで

預けたい、そういった要望を持っていらっしゃる

子育て世帯の方もおります。どこまでというの

は、まだこれからの検討かとは思いますが、ファ

ミリー・サポート・センターの利用時間を少し延

ばす、柔軟にすることでさまざまなニーズに応え

られる可能性があると考えますが、そのあたり検

討の余地があるのかないのか、そのあたりを答弁

いただければと思います。 

○副議長 横山生活福祉部長。

○横山生活福祉部長 ご提案ありがとうございま

す。利用者のニーズを十分把握しながら対応して

いきたいと考えております。ありがとうございま

す。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 再質問にもかかわらず、丁寧に

答弁いただきましてありがとうございました。 

最後の質問項目に移ります。 

 観光政策について質問いたしますが、主にえひ

めいやしの南予博２０１６に関する質問になるか

と思います。 

いよいよになりますが、今月平成２８年３月２

６日より南予博が開催されます。まず、市内で開

催されるイベント、また自主企画イベント、どの

ようなものがあるのかお尋ねいたします。 

○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 源議員からえひめいやしの

南予博２０１６についてご質問がございました。

これまで個別の事業についてご説明をさせていた

だいた部分もございますけれども、全体を知って

いただくよい機会ですので、取り組み全体につい

て簡単にご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 市内で開催される大きなイベントといたしまし

ては、民俗芸能サミット、卯之町ブロードウェ

イ、アウトドアイベント愛媛西予ＳＥＡ ＴＯ 

ＳＵＭＭＩＴ、上質な食の演出、南予プレミアム

ダイニングの３事業が挙げられます。 

 ２つのイベントにつきましては、昨日田中議員

のご質問の際にも説明をさせていただきましたの

で、一部を省略して説明させていただきたいと思

いますけれども。 

 まず、卯之町ブロードウェイですけれども、５

月２８日、２９日の両日、卯之町の町並みのほか

を会場といたしまして、南予の民俗芸能の祭典が

行われます。南予各地の芸能や東北の鹿踊りの上

演が行われ、歌舞伎俳優の片岡愛之助さんや芸能

団体による町並みのお練り、宇和文化会館での舞
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踊上演なども予定をされているところでございま

す。 

 次に、愛媛西予ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴで

ありますけれども、９月２４、２５の両日開催を

予定をしております、１日目につきましては、四

国西予ジオパーク認定３周年を記念をいたしまし

て、ジオパークの保全と活用を図る環境シンポジ

ウムを開催しまして、２日目には明浜でシーカヤ

ックをこいだ後、自転車で三瓶宇和と経由をいた

しまして、最後は宇和の高森山に登るというイベ

ントでございます。 

 最後に、南予プレミアムダイニングですけれど

も、これは上質な食と旅をテーマに地元の食材を

使い、特別な演出を加えた一夜限りのディナーを

南予の各自治体それぞれに会場を設定して提供す

るものでございます。西予市では愛媛県歴史文化

博物館を会場といたしまして、南予博の開催中に

各地で開催されてきたこの企画のフィナーレとし

て、１０月２３日に開催される予定となっており

ます。 

 このほかのイベントといたしましては、県が設

定いたしました南予の６つのサイクリングコース

をめぐります、中級者、上級者向けのサイクルス

タンプラリーなども計画されておりまして、本市

が２コース該当をしております。また、市民グル

ープによる自主企画イベントについてでございま

すけれども、西予市では１３の団体の提案による

多彩なプログラムが南予博実行委員会から認定を

受けました。 

 各団体からは、ジオパークの魅力を伝える企画

として、希少植物の宝庫でございます桂川渓谷で

のジオツアーやジオの恵みの収穫パーティーや料

理体験、カヤックや自転車ツーリングなど地域特

性を生かしたものが提案をされております。 

以上でございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 それでは、ただいまの南予博に

関するイベントでございますが、県内で幾つ自主

企画イベントが計画されているのでしょうか、答

弁をお願いいたします。 

○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 先ほどの自主企画イベント

につきましては、南予全体で１０の市町で１１７

件が県の認定を受けたところでございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 １１７件が県から認定を受けて

いると。先ほど答弁の中で、市内では１３件の自

主企画イベントがあるというふうな答弁だったか

と思いますが、具体的にどのようなものが計画さ

れているのか、お願いいたします。 

○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 西予市での自主企画イベン

ト１３件でございますけれども、簡単に団体名、

プログラム名、開催地域を紹介をさせていただき

たいと思います。 

 野村地域自治振興協議会によります、希少植物

の宝庫桂川渓谷満喫ジオツアー、同じく自治振興

会の取り組みで、ジオの恵みであおぞらクッキン

グ、野村町良質食品素材開発グループの取り組み

によります収穫パーティーｉｎのむら、サイクリ

ングｉｎ四国西予ジオパーク実行委員会の取り組

みで親子ＤＥサイクリングｉｎ四国西予ジオパー

ク、以上４件が野村地域で取り組まれる予定とな

っております。 

 それから、流しプロジェクト実行委員会のＮａ

ｇａｓｈｉ Ｓｏｍｅｎ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ、

海の体験実行活動実行委員会の、あけはまシーカ

ヤックツーリング、この２件が明浜地域での取り

組みとなっております。 

 それから、川津南やっちみる会の奥伊予川津南

で穴神洞穴遺跡探検と石窯ピザづくり、この１件

が城川の取り組みでございます。 

 次に、ひな祭り実行委員会の取り組みによりま

す、ふるさとの風景をイメージした座敷雛、これ

が三瓶地域での取り組みでございます。 

 それから、わらぐろの会のわらぐろミュージア

ム２０１６、着物体験タイムトリップ着物美人へ

のパスポート、西予アングラーズクラブ、灼熱の

バスアングラーズｉｎ朝霧湖、ぼうやの会、甦

れ！明治の婚礼、西予市商工会青年部、雑巾がけ

レースＺ－１グランプリｉｎせいよ、この５件が

宇和地域での取り組みというふうになっておりま

す。 

以上、１３件の取り組みが行われます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 今まで行われてきたイベントが

継続して行われる、また新規のイベントもあるか

と思います。市外からだけではなくて、西予市内

での交流ができるような、そういったイベントに

なればいいなと思いますし、私もできる限り全て
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参加できるように頑張ってみたいと思います。 

次の質問に移ります。 

 現在西予市が取り組んでいる四国西予ジオパー

クをＰＲする絶好の機会だと考えております。先

ほどＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴを認定３周年事

業にするという答弁があったかと思いますが、南

予博と四国西予ジオパークをどのように連携され

るのか、お尋ねいたします。 

○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 ただいま源議員が言ってい

ただきましたとおり、南予博の開催は各自治体に

とって大きな情報発信の機会であると捉えており

ます。四国西予ジオパークの魅力を認知していた

だくために大いに活用するべきと考えますし、私

どももできる限り連携して取り組んでまいりたい

と思っております。 

 触れていただきましたように、ＳＥＡ ＴＯ 

ＳＵＭＭＩＴは四国ジオパークの認定３周年記念

事業として参加者とジオの関係者、及び西予市民

と協同でジオパークをテーマとした基調講演、シ

ンポジウムの実施を考えております。また、２日

目のアウトドアイベントに関しましても、ジオパ

ークの魅力であるダイナミックな自然や豊かな田

園文化を十分に味わえるコース設定とさせていた

だいております。また、プレミアムダイニングは

まさにジオの恵みである西予市の旬の食材による

創作料理を提供いたしますので、ジオパークの魅

力、それを味覚や視覚により十分お伝えできる機

会ではないかというふうに捉えております。 

以上でございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 先ほど答弁いただいた１３件の

自主企画イベントの中にも、ジオという言葉がか

なり多くあったなという印象を受けております。

そういったイベントを通じてまた四国西予ジオパ

ークも発信できていければいいんではないかと考

えますが、先ほどの自主企画イベントとジオパー

クとの連携をどのように考えていらっしゃるの

か、答弁をお願いします。 

○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 市内で取り組まれます自主

企画につきましても、先ほど簡単にご説明をさせ

ていただきましたように、プログラム名の中にジ

オの文言が入ったものも多く見受けられます。内

容にもジオポイントを使ったり、ジオの恵みを活

用したものが大変多くなっております。市民の間

にも、四国西予ジオパークを推進していくという

意識が醸成されてきているものだと思われます。

市といたしましても、できる限り団体等々の連

絡、連携も行って支援していきたいというふうに

考えております。 

以上でございます。 

○副議長 １番源正樹君。

○１番源正樹君 それでは、最後の質問になるか

と思います。 

 ここ南予地方では、平成１６年のえひめ町並博

２００４、平成２４年のえひめ南予いやし博２０

１２、南予地区では高速道路延伸に伴うイベント

がこれまでも継続的に開催されてきました。単発

のイベントではありますが、この大きなイベント

も今後も最大限に活用するためには、民間が主体

となった自主企画イベントの継続と活性化が重要

と感じていますが、理事者の考えをお尋ねいたし

ます。 

○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 議員おっしゃるとおり、継

続していくことが非常に重要なことだというふう

に私どもも認識をいたしております。 

 市民の自主活動によりますイベントやプログラ

ムの内容、あるいは取り組みの件数は、その町の

活力や地域力があらわれているものと思われま

す。南予博で認定した自主企画では、募集段階で

継続できる企画を条件としておりますので、各団

体は南予博開催中に経験を積まれノウハウを蓄積

されて、南予博終了後も自主運営を基本として継

続されるものと期待をしているところでございま

す。このような地域や団体を主体とした取り組み

は、事業のできふできももちろんでございますけ

れども、一体となって協議し計画を練ることで取

り組みそのものが地域活性化に大いに貢献するも

のだというふうに考えております。 

以上でございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 何点か再質問させていただけれ

ばと思います。 

 先ほど、県が認可した自主企画イベントが市内

で１３件あるという答弁だったかと思いますが、

それに惜しくも認可を受けなかった企画イベント

があるかと思います。これは当初予算になります

が、県が認可した自主企画イベントと市が単独で
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支援する自主企画イベント、この違いについて答

弁お願いいたします。 

○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 南予博を契機に市民の自主

的な発想や活動を盛り上げ、継続してつなげてい

くために、自主企画認定に応募しておりながら残

念ながら認定を受けられなかった企画、また応募

が間に合わなかった企画につきまして、市が効果

を期待できると判断した場合には単独で補助金を

交付できる事業を当初予算案にお願いし実施して

いきたいというふうに考えております。また、県

の認定事業につきましては、５０万円を上限とし

て認定をいただいているところでございますけれ

ども、市単独の事業につきましては３０万円を限

度とさせていただくような予定としております。 

以上でございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 質問の中で少し触れましたが、

継続が大事であるということ、答弁の中にもあっ

たかと思います。２００４年から１２年が経過い

たしますが、過去のイベントの中で継続している

事例がありましたら答弁お願いいたします。 

○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 先ほど西予市で取り組まれ

ます１３件をご紹介させていただきましたけれど

も、宇和地区で取り組まれる５件につきまして

は、源議員が今言っていただきましたように、え

ひめ町並博２００４、あるいはいやし博２０１２

の当時に取り組まれたものがほとんどでございま

して、明治時代の婚礼式を再現する明治の婚礼、

和装で町並みを歩く着物体験、稲の穂を使ったク

ラフトアートグループあるいは雑巾がけレースＺ

－１グランプリなどは、これまで継続してずっと

取り組んでいただいているものの一つでございま

す。 

以上でございます。 

○副議長 源正樹君。

○１番源正樹君 質問は以上です。

最後になりますが、ことし３月３１日に定年退

職を迎えられます、横山博文生活福祉部長、奥野

柳之介会計管理者、菊池直消防本部消防長、坂本

康司三瓶支所長、またこの本会議場ではありませ

んが退職される多くの職員の皆さん、長年にわた

り公務に奉職されたことに心から感謝と敬意を申

し上げます。 

 そして、平成２８年５月１５日をもって勇退を

表明されております西予市長三好幹二様、合併協

議会幹事会幹事長を２年、西予市長として１２

年、合併という大事業の先頭に立ち、融和の心を

基本に西予市の基礎基板をつくるという使命をな

し遂げられたことに対して、心からの敬意と感謝

を申し上げます。本当にお疲れさまでした。 

 本日は、本当に多くの方に傍聴いただきまして

ありがとうございました。 

以上をもちまして一般質問を終わります。 

○副議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前９

時５４分） 

○副議長 再開いたします。（再開 午前１０時

０５分） 

次に、８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 先ほどの源議員のときよりか

少し傍聴席が少なくなりましたけれども、傍聴を

していただきます残っていただきました方にまず

もってお礼を申し上げたいと思います。 

 今期、いわゆる最後の大トリとなりました。こ

の一般質問の許可をいただきました議長を初め関

係各位にまずもって心から御礼と感謝を申し上げ

たいと思います。 

 また、昨日は松山議員の代表質問の冒頭には万

感胸に迫るものがありました。なお、市長を初め

答弁された方、またされる方もそれぞれの思いが

あると拝察をいたしております。 

 さて、今回は関連がありますので大きく分けま

して、市民の安心・安全について、さらに西予市

の活性化について、大きく分けてこの２点につい

て質問をいたします。 

 まず、１番目の市民の安全・安心について。関

連がありますので、１番目と２番目を一括して質

問をいたします。 

 平成２５年消防庁長官通知で市町村の消防の広

域化に関する基本指針の一部が改正あり、その主

な改正内容として、市町村の消防の広域化の必要

性として、平成１８年の消防組織法改正後の広域

化の進捗状況が不十分であり、今なお全国の消防

本部数の約６割を占める小規模消防本部、管轄人

口１０万人未満でありますけれども、課題が解決

されていないという実態及び少子化に伴う人口動

態の変化に加え東日本大震災の教訓等を踏まえ、

これまで以上に広域化の推進が必要であるとなっ

ております。また、広域化の方式については地域
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の実情に応じて柔軟に検討することが必要である

ことから、この方向性として国の財政措置を考慮

しつつ、地域ごとに異なる実情を重視し、小規模

消防本部の広域化を着実に推進するとなっており

ます。 

 そこで、平成２５年４月１日付の消防庁長官通

知には広域化の推進が必要とされているが、その

後の当市の対応は。２番目の、推進期間は平成３

０年４月１日となっているが、当市の進捗状況は

どうなっているのか、まずお伺いをいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 ただいまの小野議員のご

質問についてお答えいたします。 

 広域化、つまり消防同士の合併につきまして

は、市町村合併と同じく相互の消防が相思相愛で

なければなりません。愛媛県では、愛媛県消防広

域化推進計画を策定し、県内１消防を目標にさま

ざまな検討がなされてまいりました。当市におき

ましても県内１消防を推進をする立場でさまざま

な協議に参加してまいりました、しかしながら、

県内１消防は合意に至らず、南予５消防本部での

広域化、あるいは南予北部３消防本部での広域化

等を検討をしてまいりましたが、各消防の立地状

況、消防体制等のメリットが見出せず、これ以降

県は主体的に会議を開催しておりません。 

 続きまして２番目の、推進期間は３０年４月１

日となっているがという質問につきまして答弁し

たいと思います。 

 平成２５年１１月１４日、西予市長、三好市長

みずから南予北部、大洲、八幡浜、西予３消防で

の広域化について各市に出向いて各首長さんに提

案されましたが、合意には至りませんでした。そ

れぞれの市長の考え、地域特性、住民性、立地的

メリットなど総合的な判断があると思います。西

予市としては、最もメリットが見出せる県内１消

防を推進する立場に変わりはございませんが、し

かしながら枠組みにとらわれず、メリットを生み

出せる合併を模索することも必要ではないかと考

えております。 

 平成２８年２月２４日、衆議院の総務委員会共

産党梅村さえこ議員が消防の広域化について質疑

がありました。消防の広域により管轄区域が広が

ると、部隊の到着のおくれや地域の情報掌握がし

づらくなるなどデメリットがあり、市町村単位の

消防が適当と考えるが消防庁の見解はいかにとい

う質問がありました。これに対、消防長次長が返

答されております。市町村の消防の広域化は、災

害や事故の多様化及び大規模化、住民ニーズの多

様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応

し、消防力を強化すること等を目的として推進し

てきていると。先ほど小野議員が言われましたよ

うに、人口１０万未満の本部全体が６割を占める

ということがあります。時間の都合もありますの

で割愛しますが、最後に、このように消防の広域

化は、災害の多様化に対応した市町村の消防体制

の整備確立の手段として最も有効であることか

ら、さらなる推進を図ってまいりたいという答弁

がございました。 

以上であります。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 今の消防長の答弁で、共産党

議員さんの質問に対して国もそういうふうな姿勢

であるということがよく認識をいたしました。 

次に、２の質問をいたします。 

 先般、三瓶町で行った消防に関するアンケート

について質問をいたします。 

町民の方々から、以下の数点につき質問やら疑

問が寄せられ、また三瓶町民の生命、財産、安

心・安全の確保の点からも非常に重要なことか

ら、私自身も痛感をいたしておりますので質問を

いたします。 

 この３月末日をもって退職される菊池消防長に

は、多少突っ込んだ、また厳しい質問になるかと

思いますけれども、合併に際し三瓶町の常備消

防、すなわち第三分署の件につき八幡浜市さんに

はご理解、ご協力、ご迷惑をかけた経緯があり、

その対応策として八幡浜消防施設事務組合の一部

改正という手段で今日を迎えております。 

 なお、余談でありますが、当時私も総務文教委

員長としてかかわりがありましたし、この件はさ

きにも申し述べましたとおり、町民の方々の生

命、財産を守るまことに重要な案件でありますの

で、菊池消防長には明快で誠実な答弁を期待する

ものであります。恐らく、この質問が最後の答弁

だと思われますので、公務員生活の思い出に残る

有終の美を飾っていただきたいと心から願うもの

であります。 

 そこで、三瓶町民からアンケートの意味がよく

わからないという声を耳にします。事前に住民説

明をすべきではなかったのか、その点をまずお伺
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いをいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 三瓶町で行ったアンケー

トについてでございますが、アンケートに関しま

しては昨年の２月に開催されました三瓶地区行政

連絡協議会会長会、同じく昨年１０月に開催され

ました臨時三瓶地区行政連絡協議会会長会の席上

で、内容説明をさせていただき実施いたしたとい

うような経緯であります。これは、合併後西予市

消防本部からは一度も三瓶地区の住民に対しまし

て、このアンケート調査というのを全く実施して

おりませんでした。住民の思いや意向を今後１０

年後の西予市を考える上での、これは一つの準備

であるということであります。アンケートに関し

まして説明する機会を模索しておりましたが、な

かなか住民一人一人に対する機会がなかったとい

うのが実情であります。 

以上です。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 先ほどの答弁では、行政連絡

会等で事前にということでありましたけれども、

私はそれはそれでええと思うんですけれども、私

からいえば八幡浜施設事務組合の代表者も同席し

ていただけたらなというふうに、これが公正公平

な判断ができるんではないかな、説明でもという

ふうに考えがいたしましたので、遅くなりました

けれども今後配慮してください。 

 次に、アンケートの前段に西予市消防の考え方

として、いかにも現在の消防体制が間違いである

かのようなことを前面に出されております。明ら

かに、西予市消防が三瓶地区を管轄する方向で、

ややもすると誤解もしくは誘導的なアンケートに

なっているような感がしてなりません。また、ア

ンケートの内容についても余りにも抽象的で、西

予市消防になった場合消防、救急体制がどのよう

に変わるのか、具体的に示した上でアンケートし

なければ町民の心理を諮ることはできないと私は

思うのであります。 

 また、これが一番気になることでございますけ

れども、消防組織上三瓶地区の消防業務の責任は

西予市長が果たさなければならない云々とありま

す。このことが市町村消防の原則であるのは当然

のことであります。しかしながら、自治法上、一

部事務組合は認められている組織であることはご

案内のとおりであります。全国においても、一部

事務組合消防業務を行っている市町村は多々あり

ます。そういう観点からも、合併時に一部事務組

合規則の一部改正といった方法で現在に至ってい

るのが現在の第三分署のありようであります。後

からの質問にも関連をいたしますが、その辺のと

ころをよく説明、理解した上でのアンケートでな

ければ、三瓶町民の安心と安全の確保に不十分が

あるかのように印象が与えるおそれがあると感じ

るのは、私なりにこのアンケートを精査してみて

も、現在の消防業務があたかも三瓶町民の安心・

安全の確保に不安を与える、またあるかのような

印象を持たせるようなおそれがあると感じてなり

ません。 

 そこで、アンケートの内容について抽象的、誘

導的の感があるが、今後の対応はどのように考え

られておるのかお伺いをいたしたいと思います。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 確かに今おっしゃられま

したように、ただ余り細かくアンケートを書きま

すと逆に一般の住民の方にとってはわからなくな

るおそれがありますので、簡単、明瞭にというこ

とでアンケートの内容は精査しております。 

 その中で一番危惧しておりますのは、先ほど小

野議員がおっしゃられたとおり、自治体消防の根

幹というのは、その地域はその首長さんがとるべ

きであると明記されております。確かに一部事務

組合ではありますが、こういうことに対しては全

国でも非常に珍しい形態を現在とっております。

その中で、南海トラフ大地震が来るというよう

な、こんだけ３・１１を目の当たりにしまして、

命令系統が錯綜しとる中では非常にこれは明確で

はないということを鑑みまして、その辺が大事な

とこかなと。それはあくまでも、先ほど言いまし

たアンケートをとるというときに言いましたよう

に、今後１０年先を考えるために、まずは今まで

一度も三瓶の住民の方のご意見等を伺ったことが

なかったというのが一番の私は問題であると考え

ております。 

以上です。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 先ほども申し上げましたとお

り、確かにこれは生命、財産を守る長はその管轄

をする西予市のトップ、三好市長なんですよ、そ

れはわかり切っとるんです。しかし、それが合併

当時できなんだからいろいろな問題点が出まし
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た。本当に微妙な点がありました。そこで、こう

いう変則的なことで現在に至って、それもよくわ

かっています。その辺のところをもう少し町民に

わかるようにしてからで結構ですから、慌てない

ようにしていただきたいなと。 

 次に、アンケートの３番目の質問をいたします

が、アンケートの文面でアンケートの趣旨とし

て、このアンケートは自治消防の原点に戻るた

め、三瓶地区を西予市消防が管轄する場合問題を

整理し云々とあります。管轄する場合の問題点が

全く挙げられておりません。この内容で何を問題

点とし何を整理するのか、私は見えてこないので

あります。何を整理されるのかお伺いをしたい。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 これに関しましては、先

ほどから再度再度申しておりますが、本来生活し

て、多分今まで平成１６年に合併してから八幡浜

署をそのまま状況で救急業務、いわゆる火災救助

業務は八幡浜消防が担っとるわけなんですけど、

全く違和感もないし、不公平感も感じられていな

いと当然思っております。それで、同じ目的であ

りますので、そのことに関しては問題ないと思い

ますけど、ただ今後そういう広域再編ができない

以上、このまま本来三瓶町をいつまでも八幡浜施

設事務組合のほうに預けとってもいいのかという

ようなことを鑑みまして、もしそういうことにな

るときに、三瓶の人はどういう不安を持っとるの

かなという意図は確かにあったと思います。 

以上でございます。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 それでは、３の今後の解決策

について質問をいたします。 

 西予市消防が三瓶町を管轄するようになった場

合の問題点または不安の観点から、今後の解決策

について質問をいたします。 

まず、組織体制についてお伺いをいたします。 

 西予市消防の職員数は、現在６４名だと記憶を

いたしております。三瓶町を管轄した場合、どれ

だけの人員を配置できるのか、またある機関紙に

は消防職員の増員のめどもないという記載がある

ことも承知をいたしております。現在の第三分署

の職員は、分署長以下１４名体制で勤務をいたし

て、また頑張ってももらっておりご苦労もかけて

おります。 

そこで、職員数６４名の体制で三瓶町を管轄し

た場合、どれだけの人員を配置できるのかお伺い

をいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 三瓶町を管轄するように

なった場合、それはもう責任を持って職員を雇用

する等の対策を講じ、現状維持というのが大前提

だと考えております。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 そういう大前提であれば構わ

んのですが、これはことし２０１６年の１月号に

そういうことを書かれとんですね、それはいいで

す。 

 次のことですけれども、先般本当に不幸にも三

瓶町で重大火災が発生をいたしました。市長も当

日は早朝にもかかわらず現地にお越しをいただ

き、お見舞いと団員、署員に慰労されておられま

した。僣越でありますけれども、私のほうからも

火元及び被災された方々、署員、団員の方に心か

らご慰労とともに謹んでお見舞いを申し上げたい

と思います。深夜でもなく強風もなく、それに増

して人身事故がなかったのは不幸中の幸いである

と言わざるを得ません。多少の安堵をいたしまし

たのは、私だけではないと思います。 

 先般のような重大火災また災害などが発生した

場合、八幡浜消防では第三分署だけでなく、本署

からも覚知と同時に出動態勢をとっております。

先般の火災では、本署より、２隊の消防隊と指揮

隊及び１隊の救急車の計４隊の体制で消防、救急

活動をしていただいております。あのような重大

火災の折、当市ではどのような体制がとれるのか

お伺いをいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 現在の当消防本部の出動

態勢でございますが、出動態勢は火災のみなら

ず、あらゆる災害においてもその種別や規模に応

じて出動隊の選択、非番招集の範囲、他組合の応

援要請の可否などを決定して、総合体制で対応に

当たっております。いかなる地域においても当該

方針は変わるものではございません。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 消防長の力強い答弁で、多少

安堵はいたしました。 

 次に、３番目の救急搬送についてお伺いをいた

します。 

現在、城川町、明浜町では日中のみの救急体制
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だと認識をいたしております。職員数が不足して

いるからではないのか。昨日の二宮議員の一般質

問、またさきの２月２９日の市長の施政方針の中

で、平成２６年の規制緩和の一環として救急体制

の充実の観点から平成２８年度中には救急車の運

転業務は隊員でなくとも可能だとのことでありま

した。 

 後でも関連質問をいたしますが、それで市民の

安心・安全は大丈夫なのか、またそのような現状

で三瓶町民の安心・安全は守れるのか。ちなみ

に、昨年の第三分署の救急活動の状況をちょっと

お知らせをします。 

 八幡浜市八幡浜総合病院では１４８件、その他

を合わせて１６４件の出動をしております。三瓶

町は６３件、三瓶病院を筆頭に５９件プラスで６

３件です。西予市は、西予市市民病院が１６件、

その他を合わせて８４件で、その他というのは大

洲、松山、東温市を合わせて８４件、圧倒的に市

立八幡浜病院の搬送が多いわけです。 

 そこで、市町村合併時、救急問題により三瓶町

はそのまま八幡浜消防が管轄するようになってお

り、西予市消防が管轄するようになると八幡浜市

内への病院の搬送はどのようになるのか、組合を

離脱した八幡浜市として救急患者を受け入れるの

に問題はないのか、私は生命のことですから問題

はないと思いますけれども、あわせてその辺をお

伺いをしておきます。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 我々消防が果たす使命

は、車両や人員、施設などを利用して市民の生命

を守ることにあります。いざ救急が発生して患者

の命を何とかして守ろうというときに、管轄やし

がらみが優先してはならないと考えております。

この患者を守るために最優先されるべきことを事

案ごとに救急隊長が判断する、例えばこの患者は

医療機関の選定が優先されるのか、それとも搬送

時間の短縮が優先されるのか、もしくは応急処置

が優先されるのかなど、訓練を受けた救急隊員が

詳細に患者を観察して、患者や家族に説明をしな

がら搬送をするように指導をしているところであ

ります。管轄の変更があったとしても、この方針

は変わるものではございません。 

以上です。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 まさしく、そのとおりでなけ

ればいけないと思います。また、まずはやはり患

者が出たときに、その患者さん並びにその家族の

方の意思を優先するのが一番の任務ではなかろう

かなと思います。 

 それと、先ほども言いました救急隊員以外の方

が運転業務につくというふうなことでありますけ

れども、関連質問として運転される方の条件、例

えば運転免許証の種類をお聞きしたいんです。 

 と申しますのは、警察車両、自衛隊車両、これ

は俗に言うコウメン、交通安全協会スタッフ、コ

ウメンのほかに俗にアオメンと称しまして、部内

免許を取った者でなければ乗務できんのです。そ

のぐらい重要のある運転業務なんだと。ただ単

に、コウメンだからということで運転させていい

ものかどうか。その運転する方の免許証の種類や

ら、もしくは採用するに当たっての訓練機関等を

設けるのかどうか、その辺の考えがあればお伺い

をいたします。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 この件につきましては、

２８年度中に国のほうがその制度についての取り

決めを発信する予定となっております。それを鑑

みながら、それができてからでは若干遅いので、

今勤務体制等も消防のほうでは取り組んではおり

ますが、まずはその国の制度を見ながらやってい

かないといけないかなと考えております。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 そういうことでありました

ら、遺漏のないように対応をしていただきたいな

と、このように思います。 

 次に、消防力でありますけれども、消防力は人

員、装備、水利です。この３つを俗に消防力とい

います。 

そこで、装備についてお伺いをいたします。 

 装備上、当市には、はしご自動車及び潜水隊等

の配備がなされておりません。先般の国が催した

避難訓練には、海難事故を想定した事案もありま

したが、三瓶町も海難事故も視野に入れるべきで

はないかなと、このように思いますが、これにつ

いてどのような体制をとられるのかお伺いをいた

します。 

○副議長 菊池消防本部消防長。

○菊池消防本部消防長 ただいまの小野議員のご

指摘でございますが、消防組織法では市町村がそ

の管轄区域における消防を十分に果たすべき責任
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を有しているとし、必要な消防力は当該管轄内の

事情を考慮して、当該市町村が決定すべきである

ものと定めております。現時点では、三瓶におけ

る消防力は八幡浜施設事務組合に加入して八幡浜

消防が管轄している以上、西予市単独ではコント

ロールできない状況にあります。西予市が三瓶町

の消防を管轄することになれば、三瓶町の住民の

消防需要に的確に対応するため、西予市長の責任

のもと、総合的な判断により消防力を整備してい

く所存でございます。 

以上であります。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 まずは、どうしてもというと

きには、前もってそういう装備の体制が整えない

場合は応援協定なんかも視野に入れるべきではな

いかなと、このように私は思っております。 

次に、４の質問をいたします。 

 重複いたすかもわかりませんけれども、市町村

消防の広域化に関する総務省の基本方針として、

平成１８年消防組織法改正後の市町村消防広域化

の進捗状況が不十分で、小規模消防本部、さきに

も申し上げましたが、これは人口１０万人未満で

ありますけれども、課題がまだ解決をされていな

いという実態、少子化に伴う人口動態の変化に加

え、東日本大震災の教訓等を踏まえ、これまで以

上に広域化の推進が必要であると示されておるの

はご案内のとおりであります。 

そこで、当市の現状と今後のスケジュールをさ

らにもう一度お伺いをいたしたいと。前段にも申

し上げましたが、小規模消防本部の広域化を着実

に推進するためにも、私はまず八幡浜消防との広

域化を目指すことにより、一組織体制、問題点も

解決できるのではないかと思っております。将来

は、今日の風水害、原発事故、南海・東南海地震

などを考えたときには、１ないし２の自治体では

その地域に住む方々の生命、財産、安心・安全を

守るのは非常に困難ではないかと、できたら抜本

的な広域化の検討が急務だと強く感じておりま

す。 

 また、この広域化の問題は、私は最後には八幡

浜市さんとの話があると思いますけれども、一部

事務組合に迷惑をかけておりますので、最後には

トップ、すなわち市長同士の理解と協力が必要だ

と私は思っておりますが、市長の考えがあればお

伺いをいたしたい。 

○副議長 三好市長。

○三好市長 それでは、私のほうから消防の問題

について総括的に今の問題を含めまして回答をさ

せていただきたいと、このように思うわけでござ

いますが。 

 まずは、三瓶の消防の問題については合併時

に、この問題は合併後調整するということでずっ

と築かれてきたことであります。合併後、しない

といけない重要な案件であります。したがって、

それが今合併後調整できていない大きな問題で残

っておる一つでありまして、本来なら消防は自治

体消防が根本を支えておるということがありま

す。その中で、私も消防の広域化について、愛媛

県も調整をして消防の広域化の問題を皆さんのと

ころに提示いただきました。私はその中で、愛媛

県が１本の消防本部をつくるべきだということを

主張してきたのが私が最初です。そして、その方

向に最初向かいつつあったわけでありますが、残

念ながら大きな中心的な地域の消防本部がその話

に乗らなかったということでありまして、それが

頓挫をしてしまいました。 

 次に私が仕掛けたのは、南予の北部、八幡浜、

大洲、西予が一本化をした消防本部をつくると。

これは皆さんいろいろな誤解があるんですけど

も、愛媛県一本化にしようが八幡浜、大洲、西予

が１本にしようが、消防本部が１つになるだけ

で、消防署は全部あるんです。消防本部がないな

るという意識を持たれた方がありますけども、全

然違うんです。消防本部を１つにするだけですか

ら。そういうことで、私も南予の北部の消防本部

の一本化を両市長にもご提案をして、消防長同士

も事務的な話を含めてずっとやっていただいた経

緯があります。残念ながら、これも八幡浜、大洲

のそれぞれの都合もあって、これもできることが

かなわないということがありました。 

 そういう中で、今のこの三瓶の問題を考えると

きに消防法、あるいは消防組織法上の問題の中

で、大規模災害が起きたときに指揮、命令系統が

どうなるかという問題であります。それはこうい

うことも言えるんです。 

 一番大規模災害のときにお世話になるのは、消

防団なんです。常備消防だけでありません、消防

団なわけであります。その消防団を動かす権限

は、残念ながら西予市長にはありません、いざと

なったときに。それはどういうことかといいます
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と、消防団の設置権者は西予市長でありますが、

三瓶の消防団員を動かす権限は八幡浜施設事務組

合組合長、八幡浜市長でありますし、それと八幡

浜の消防本部の消防長であります、それは法律上

です。この中の矛盾をどうしていくかという、大

規模災害のときに突きつけられる大きな問題であ

ります。それを早く調整をして、私たちは住民の

安全・安心をやっていく必要があると、このよう

なことだと思います。 

 その中で、選択肢が３つあります。１つは、こ

のままいっていく、今の八幡浜消防本部のほうが

責任を持って三瓶をこのままやっていく。一部事

務組合がやっていく。特殊な一部事務組合方式な

んです、全国で消防長が言ったように特殊です。

１つの市同士がやる消防一部事務組合方式があり

ますが、その中の一部を一部事務組合とやってい

く、これは特殊事例なわけであります。しかしな

がら、このまま皆さんがいいとしたらそのままや

っていくかというのが１つの選択肢。もう一つ

は、自治体消防の本旨に基づいて西予市消防本部

として西予市市長が責任を持つ、西予市が持つ、

西予市の中の全部を西予市長が持つ、これは一番

やりやすいわけでありますが、それをやると。そ

してもう一つの選択肢は、八幡浜消防と西予消防

が統合して消防本部を１つにする、消防本部を１

つにする。だから、署は全部あるわけですけど、

それの３つの選択肢があろうかと思います。 

 今後はこれに関しては、もう一つ大きな問題が

あります。といいますのは、今西予市消防本部の

建物は耐震化になっておりません。早くこれを耐

震化にするために建てかえる必要があります。そ

れには、合併の特例債も使える間にやらなくては

いけないというスケジュール的なものもあるわけ

であります。このことを踏まえながら早く結論

を、３つの選択肢をやっていく、どれがいいの

か、今後ともやっていく必要があるということ

で、今八幡浜の施設の消防本部と私どもが、両市

長もこの問題を真剣に話し合いを水面下にしてお

るところでございます。 

以上、答弁とします。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 今まで大変厳しい消防に関す

る質問をしました。これは、何回も言いますけど

も市民、町民の安心・安全を守るためでございま

すので、しっかりと遺漏のないようにしていただ

きたい。 

 そしてまた、市長の答弁の前段は私らも幾度と

なく聞いておりますので、承知をいたしておりま

す。この３月末をもって退職、退任をされますけ

れども、そのことは新市長さんにはよく申し送り

をしていただいて、行政の一体化ということがご

ざいますので遺漏のないようにひとつお願いを、

お願いというたら陳情になりますので、私のほう

から進言をしておきます。 

次に、２番目の質問をいたします。 

 昨日、松山議員の代表質問でるる述べられてお

りましたが、昨年ある会場でかんな削りの日本一

になられた方、もうよく皆さんご存じだと思いま

すので名前を申し上げますけれども、三瓶町皆江

地域に住まわれる３代目の繁木工務店の繁木さん

であります。その方が、小野議員さん、西予市の

ヒノキは日本一、日本有数のヒノキだといっても

過言がないのよと、しかしながらＰＲが下手だ

と、西予市の産材を余り使わないというふうなこ

とをおっしゃられました。西予市の産材が日本で

も優秀という証拠は、あのかんな削りで、たしか

０．０７ミリだったですか、薄さが。ということ

は、それだけ粘りがあるんではないかなと私素人

なりに考えるんです。粘りがあるということは、

柔軟なということなんです、はすくないというこ

となんです。そういうふうなすばらしい材料を使

うようなことが大事でないかなと、西予市のヒノ

キを活用するように何とかしてほしい旨の陳情を

受けたんです。 

そこで、松山議員の知識と協力を得ながら、各

方面に働きかけ、総務省のアドバイザーである岐

阜県東白川村の桂川課長補佐を招聘して研修をし

たのを皮切りに、昨年１２月１５日は行政職員も

林業課、建設課の方々がお越しになったり、当地

を訪問されて研修されたと記憶をしております。

また、私たちフォレスタイル検討委員会も、今年

の１月２１日、２２日と２日間白川村の研修をい

たしました。西予市はご案内のとおり、８割が山

林です。うち約７割が人工林であります。その森

林を活用しない手はないと思います。 

 この森林を活用して西予市の活性化の一助にな

ればと私は考えておりますが、そこで質問をいた

しますけれども、西予市版フォレスタイルについ

て行政の考えはどのようなのか、まずお伺いをい

たします。 
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○副議長 二宮産業建設部長。

○二宮産業建設部長 ご質問の中でも言っていた

だきましたように、フォレスタイル事業の市とし

ての取り組みにつきましては、昨日松山市議へ答

弁をさせていただいたところでございますけれど

も、林業の活性化というご質問でございますの

で、林業振興の観点から答弁をさせていただきた

いと思います。 

 木材住宅を建築する場合には、一般的に二十

七、八立米の木材が使われると言われておりま

す。１０戸の新たな受注があった場合には、約３

００立米近い木材が必要ということになるわけで

ございまして、木材の価格が低迷する中、需要を

ふやしていくということは必要であるというふう

に認識をしております。 

 東白川村で取り組んでおります東濃ヒノキにつ

きましては、木曽銘木の一つとして、１１の森林

組合が参加する広範囲な搬出箇所を指しておりま

す。一方、宇和ヒノキにつきましてはかなり限定

的な範囲になりますし、西予市産材を、先ほど言

っていただきましたように、アピールしていく中

では、その辺の整理も必要ではないかなというふ

うにも思っております。 

 また、昨日の答弁でも少し触れさせていただき

ましたけれども、現在の市産材の補助は平均して

約３５万円程度支出をしております。ただ、四、

五年後には市内への建築でございますので、固定

資産税として引き合う計算になるわけでございま

すけれども、一方フォレスタイル事業につきまし

ては、東白川村の制度を取り入れた場合、約４０

万円程度で、額に余り大きな変更はございません

けれども、市外への補助というような形になって

まいります。先ほどの固定資産税分での関係は成

り立たないということになりますので、工務店等

からの収入が税収にはね返ってこないと、なかな

かその辺の税を投入していくという部分では難し

い部分もあるかとも思っております。 

 いずれにいたしましても、さきに答弁させてい

ただきましたように、工務店業界、設計業界、そ

れに加えまして製材業界、搬出業界のご意見も伺

いながら、検討を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

以上でございます。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 本来でありましたら、２番目

の森林組合の関係者との連携した西予市の活性化

ということですけれども、少し関連性があるよう

に林業の立場で答弁がありましたので、準備をさ

れとるとは思いますけれども、あとの質問が迫っ

ておりますので、あちらのほうも今か今かと待っ

てますんで、そちらのほうへ移ります。 

 いずれにしましても、東白川村では今井村長さ

んが先頭に立って一生懸命やられておりますの

で、行政のほうもその辺は加味して、西予市版の

フォレスタイルについて再度検討し推進していた

だきたいなと思います。 

 次に、ジオパークの取り組み、ジオパークを取

り入れた観光開発（三瓶町の対応）についてご質

問をいたします。 

 松山空港の手荷物の受け取り場所には、須崎観

音の地層を大きく写した写真が掲げられておりま

す。私は、海上より見学される海上タクシーの

方々も多いと聞いております。１２月の一般質問

でも少し触れましたけれども、遊歩道の整備、ま

た俗に昔から聞くより見るがいい、見るよりさわ

るがいいと、こういう表現があります。やはり、

下へおりていって４億年前の大地をじかにさわっ

ていって体感されて、なおその感動があるんでは

ないかなと思います。 

 そこで、須崎観音周辺の浮き桟橋等を含めた遊

歩道等の整備はどのように考えられておるのか、

まずお伺いをいたします。 

○副議長 坂本三瓶支所長。

○坂本三瓶支所長 小野議員のほうから、須崎海

岸周辺の整備計画についてのご質問がございまし

た。 

 三瓶の場合、ジオパークの中でも目玉の一つ、

４億年前の地層が垂直に露出してできた須崎海岸

を見学するコースに２つのルートがございます。 

 １つ目のルートは、陸側から遊歩道を歩いて直

接地層に触れるルートでございます。２つ目のル

ートは、海岸、海側から見るジオクルーズ、海上

タクシーを利用するコースでございます。四国西

予ジオパークの認定から３年、須崎海岸を訪れる

観光客は年間６，０００人を超えて推移をしてお

ります。三瓶本館が運営する屋形船の運航でござ

いますが、年間約１，５００人が利用いただき、

四国西予ジオパークを知る重要なきっかけとし

て、他のジオポイントへの周知や集送客を担う重

要な拠点であると認識しているところでございま
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す。 

 ご提案いただきました整備計画の遊歩道でござ

いますが、遊歩道の一部が崩れていましたので、

昨年度修繕工事を行いました。このことは、迅速

に今後も計画をしていきたいと思ってございま

す。 

 次に、浮き桟橋の整備でございますが、台風や

暴風、高潮等々の自然災害が発生しやすい場所で

ございます。そこで、くいを打ち、桟橋をはしご

で結ぶ工法も考えることができます。浮き桟橋の

概算見積もりでは、１メートル２００万円かかる

ということでございますが、かなりの費用が必要

となります。また、ジオパークの理念でもござい

ます保全の観点から、自然にはできるだけ負荷を

かけないで自然のままの状態を見ていただくこと

が大切でございますし、夜間の船舶の航行の安全

を確保するための対策や県立自然公園の対応な

ど、設置するにはさまざまな問題をクリアしてい

かなくてはならないと思ってございます。しか

し、議員のご提案もありました桟橋が完成いたし

ますと、３つ目のルートとして陸側から遊歩道を

歩き、また直接地層に触れ、海側から見て帰ると

いうジオクルーズが可能となり、大変便利になる

と考えてございます。担当課と前向きに協議を重

ねてまいりたいと、このように考えております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 坂本支所長も今期限りの定年

退職、今期限りの答弁で、非常に親切な、微に入

り細に入り、かゆいところに手が届くような答弁

でしたけれども、時間も差し迫ってまいりまし

た。 

 次に、２番目ですけれども、昨年７月２日に朝

立会館が完成をしたのはご案内のとおりでありま

す。記念すべき落成式を兼ねた吉田先生を招聘し

て、こけら落としが盛大にできました。７月５日

の一般公開から今日を迎えておりますけれども、

そこで２番目の質問ですけれども、朝立会館の活

用の現状と今後の活用方針について、簡単にわか

ればお伺いをいたします。 

○副議長 坂本三瓶支所長。

○坂本三瓶支所長 朝立会館の活用の現状と今後

の活用方針についてご質問がございました。 

 朝立会館には、愛媛県の有形無形民俗文化財に

指定をされた朝日文楽でございますが、愛媛県文

化財保護条例第３２条民俗資料の規定に基づいて

指定をされました朝日文楽保存会が所有する朝日

文楽の人形頭、衣装、道具一式を保存、展示する

とともに、朝日文楽の演者でつくる朝日文楽会が

定期公演等々に伴う練習、また小・中学生を対象

といたしました子供朝日文楽クラブや三瓶高等学

校文楽部など、文楽後継者を育成し、次の世代に

伝えつなぐ重要な施設であると思ってございま

す。 

 昨年７月２日に落成し、２月末現在までの延べ

利用者数でございますが約２，９００名でござい

ます。多目的施設でございますので、朝日文楽会

以外の定期利用団体は５団体でございます。 

 また、須崎海岸と朝立会館の見学をパックにい

たしました日帰り観光ジオパークツアーのお客様

は、市内外から１１団体、約２３０名と聞いてお

ります。ただし、市民の方から、もっと気軽に見

学したいのだがというご意見があることは承知し

てございます。この問題は、三瓶文化会館条例

で、朝立会館は三瓶文化会館の分館として明文化

されておりますので、三瓶教育課が管理を行って

ございます。会館の見学を希望される場合、あら

かじめ三瓶教育課に申し込みをすることが必要に

なってまいります。 

 文化は町の顔であると、このように思ってござ

います。他の地域に行きますと、名刺がわりにな

るものでございますから、今後西予市教育委員会

と柔軟な対応について協議を進めてまいりたい

と、このように考えております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 時間も大分差し迫りました。

最後の質問ですけれども、合併時に５つのメロ

ディーが１つになってハーモニーというふうなキ

ャッチフレーズで西予市が誕生いたしました。三

瓶町には、自然及び文化遺産を活用した活性化の

ことについてお伺いしますけれども、昨年１０月

２５日に第１４回愛媛県高校英語スピーチコンテ

ストで三瓶高校の井上理砂子さんが３位に入賞さ

れました。その中で、地域活性化と４億年分の愛

というテーマでスピーチをされました。一部紹介

をさせてもらいます。 

 「四国ジオパークとして設定されました。その

見どころの一つとして、我が町には須崎観音があ

ります。ここで非常に珍しい縦じまの地層を見る
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ことができます。この地層は、驚くことに４億年

前の地層だそうです。地上の大地は快い風が吹

き、宇和海とそこに浮かぶ島々が見渡せる、とて

も美しい場所です。結婚式場にはもってこいの場

所になるでしょう。４億年前からずっとそこで誇

らしげに立っている頑丈な地層の上で愛を誓え合

えば、２つのかたいきずなも末永く」とあり、ち

ょっと飛ばしますけれども、「私たち若い世代の

新しい発見や考えによって、地域が大きく活性す

るかもしれません。眠らせたままではもったいな

い」。若い子もこういうふうに地元の愛、活性化

を強く英語スピーチで県下でされました。英語で

言うと、私は―――――――わかりませんけど

も、これでいくとセイヨシティー・ワズ・アクレ

ディテッド・アズ・シコクセイヨジオパーク・イ

ン・ミカメタウン・ゼア・スザキカンノンの云々

とあります。そういうことで、若い子も一生懸命

になっております。 

 そこで、再度お伺いしますが、自然及び文化遺

産を活用した三瓶町の活性化について、当市はど

のように考えておるのかご質問をいたします。 

○副議長 坂本三瓶支所長。

○坂本三瓶支所長 自然及び文化遺産を活用した

活性化についてのご質問がございました。 

 西予市が推進しておりますジオパーク推進計画

と文化財、文化遺産を活用した活性化について、

大変貴重なご提言をいただいております。三瓶地

区では、須崎を初めさざえヶ岳など８カ所のジオ

ポイントがあり、それぞれジオガイドの皆さんに

ご活用をいただいているところでございます。 

 朝立会館活用について先ほど私の考えを述べさ

せていただきましたが、今後文化遺産を活用した

活性化の取り組みとして、例に挙げますと、朝日

文楽会や文楽保存会の会員の方々にも自主的にか

かわっていただき、文楽などの文化財等のボラン

ティアガイドとしてご活躍いただくことで、朝立

会館の利活用の幅が広がるのではないかと考えて

いるところでございます。また、今後文楽の定期

公演を初め、歴史遺産と自然遺産を組み合わせた

四国西予ジオパークに係る宿泊プランなど、とに

かく屋形船をどんどん使っていただき１泊２日で

きるジオツアーなどが企画されますと、朝立会館

の施設見学を初め、文楽の稽古風景及び八段返し

の披露、また人形遣いの体験などを組み込んだ文

化遺産活用型の取り組みとして活性化が図れるも

のと考えてございます。 

 先ほど議員さんが紹介いただきました高校生の

英語のスピーチコンテストでございますが、高校

の校長から私どももその資料をいただいて皆さん

に公表をしておりますが、四国西予ジオパークの

認定による盛り上がりを単に一時の活動にとどめ

ず、継続的に地域経済の振興や文化の発展に寄与

することを目的に、昨年１１月９日、三瓶町活性

化検討会が結成をされてございます。メンバーに

は観光協会、商工会三瓶支部、金融、教育、文化

団体、観光業、さらには社会奉仕団体、区長会か

らもそれぞれの会長や代表者の方々、そして私ど

も行政も含めたメンバーがございます。この三瓶

活性化検討会のモットーを平たく言うとすれば、

観光を活性化して滞流型交流人口をふやすことで

はないかと思います。今後、検討会でさまざまな

アクティビティー等々の検討がなされ、ジオパー

クの新たな魅力を発信していただけるものと思っ

てございます。会の結成にご尽力をいただいた小

野議員におかれましても、顧問として積極的なご

提言をお願い申し上げまして答弁とさせていただ

きます。 

○副議長 小野正昭君。

○８番小野正昭君 支所長には私のことまで出し

ていただき、まことにありがとうございます。ご

配慮、心からお礼を申し上げたいと思います。 

 私もかねがね思いよりましたけれども、私は４

億年も前からある自然が残した三瓶町の宝と、約

１３０年も前から残した、先輩方が残した文化で

ある朝日文楽のこの宝が、三瓶の大きな目玉であ

ると思っています。私は、高千穂の夜神楽をちょ

っと題材的にした、ボランティアですから、朝日

文楽会も夜稽古を大々的にして八段返し、軽い外

題で約１時間程度見ていただいて、須崎観音を見

て三瓶本館に泊まってもらってお土産を買う、そ

したら人の流通ができるものが動いて三瓶町が活

性化する。その意味で産官学金の方々が集まって

活性化委員会を今開いて一生懸命やっております

ので、西予市さんのほうも一層のお力添えをここ

でお願いをしときます。 

 それに、先ほども源議員が触れられましたけれ

ども、最後になりましたけれども、三好市長を初

め数多くの方々が退職されます。何回も言います

が、本当に議員の質問にも丁寧に答えていただ

き、また市民からのいろいろなことにも対応して
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いただきまして、時には耐えがたきを耐え忍びが

たきを忍ぶことも多々あったと思いますけれど

も、心からご慰労を申し上げたいと思います。 

 また、三好市長には合併後三位一体という厳し

い財政下にもかかわりませず、持ち前の行政手腕

で西予市の基礎基盤をつくっていただき、このこ

とに関しては心から敬意と感謝を申し上げたいと

思います。 

 最後になりましたけれども、再度読みます。再

度読みます。 

 幹ちゃんへ。苦しいときは苦しいと言ってくだ

さい、一緒に苦しみます。泣きたいときは泣きた

いと言ってください、一緒に泣きます。耐えがた

いときには耐えがたいと一緒に分かち合えます。

山田区長並びに山田区民一同。これが一番最初の

出馬されたときの地元の愛情なんです。退職され

ても、市長には地元へ帰れば温かく抱え込んでく

れる地元があります。水を飲む者は、井戸を掘っ

た人の恩を忘れてはいけません。地元でよく縦断

されて、高所大所から西予市を見守って指導して

いただきたい。よろしくお願いをいたしまして、

今回の最後の一般質問とさせていただきます。ご

清聴まことにありがとうございました。 

○副議長 以上で一般質問を終結といたします。

暫時休憩といたします。（休憩 午前１１時０

７分） 

○副議長 再開いたします。（再開 午前１１時

２５分） 

 ただいまから議案順に質疑を行いますが、質疑

内容については大綱のみに願います。 

（日程２） 

○副議長 まず、日程第２、議案第２号「財産の

無償譲渡について」から議案第４号「財産の無償

貸付について」までの３件を一括議題といたしま

す。 

 これより本案３件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

（日程３） 

○副議長 次に、日程第３、議案第５号「西予市

行政不服審査法施行条例制定について」から議案

第１３号「西予市職員の退職管理に関する条例制

定について」まで及び議案第３０号「西予市三好

等奨学基金条例等を廃止する条例制定について」

の１０件を一括議題といたします。 

 まず、議案第５号「西予市行政不服審査法施行

条例制定について」に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 次に、議案第６号「行政不服審査法の

全部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例制定について」に対する質疑を行い

ます。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 次に、議案第７号「西予市研修基金条

例制定について」に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 次に、議案第８号「西予市ふるさと応

援基金条例制定について」に対する質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 次に、議案第９号「西予市育英会奨学

金貸与条例制定について」及び議案第３０号「西

予市三好等奨学基金条例等を廃止する条例制定に

ついて」に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 次に、議案第１０号「西予市子ども教

育振興基金条例制定について」に対する質疑を行

います。 

質疑はありませんか。 

１２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 それでは、議案第１０号に

ついて質問をしたいと思います。 

 これにつきましては、先般教育部長のほうから

提案理由説明があったわけですが、幾つか確認を

させていただきたいと思います。 

 まず、この見なれない基金条例でございます

が、今なぜこの時期にこれを提案されたのかとい

うことが１点。 

 それから、この基金の運用について大ざっぱな

説明はあったわけですが、当然基金を制定すると

いうことは具体的な目的があっての話であろうと

思いますので、具体的な内容があればお伺いした

いと思います。 

それから３点目、今回はこの基金は過去の基金
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を寄せ集めて今回基金をつくるわけですが、この

基金がなくなった後、これは一般財源で補ってい

くのか、この３点お伺いしたいと思います。 

○副議長 松川教育部長。

○松川教育部長 ご答弁を申し上げます。

まず１点目、今なぜこの時期にということでご

ざいますが、元親議員が最後におっしゃいました

西予市育英会の奨学基金、また城川地域限定の奨

学基金、そしてもう一つ三瓶地域三好等様のご厚

意によります地域限定基金、この３つの奨学資金

が西予市内にはございます。城川、三瓶の地域に

おきます限定基金につきましては、利用者の減少

から、２７年度から募集、応募を停止をしている

ところでございます。また一方、西予市育英会の

奨学基金につきましては、利用者も減少していっ

た中で繰越金が増大をしていくという状況でござ

います。 

 そういった状況を鑑みました上で、この資金を

有効に活用して、西予市の未来を担う子供たちの

教育に充てる事業に充当するという趣旨のもと、

この基金を設立したところでございます。本市の

大きな目的は、今ほど言いましたように、西予市

の担う子供の健全なる育成、ふるさと教育の推進

とかといった部分に主眼を置いて、当基金を運営

していく考えでございます。 

 具体的な運用方法としましては、一応こちらと

して持っておりますイメージとしては、４つほど

柱がありまして、学力向上の視点、ふるさと教育

に基づいた郷土愛の醸成、そして教職員の資質向

上もあわせて取り組む、また一方では豊かな心の

育成ということで、日ごろ聞く機会のない有名な

講師等をお迎えしての講演会を開くとか、そうい

った柔軟な事業に充てようと考えております。 

 どういったことでそういった事業を想定してい

くかということでございますが、教育委員会事業

を中心とした事業はもちろんでございますが、市

長部局ももちろん含めまして部局間を超えて、広

く市内の子供たちの教育に有効な事業に充当をし

ていこうという考えでございます。 

 取り扱いルールまた当事業の決定につきまして

は、教育委員会で慎重なる審議をして、事業決定

をしていきたいというふうに考えております。教

育委員会、事務サイドだけでは、なかなかこうい

う事業立案も難しいのも実情でございます。西予

市学校校長会等々の連携を図りながら、学校のニ

ーズを的確に把握し、また校長会の中で種々検討

をしていただいた上で当事業を運営、展開してい

こうと考えているところでございます。 

 今後どういうふうに、この基金がなくなったら

というようなご質問もあったかと思います。それ

につきましては、この事業は３年をスパンとし

て、洗い出しをしながら見直しをしながら進めて

いこうと考えております。その３年、３年のスパ

ンで、今後の展開も十分検討をしていきたいと考

えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 １２番元親孝志君。

○１２番元親孝志君 よくわかりました。

そこで、教育長にも１点お伺いしたいと思いま

すが、教育行政の背骨、これは何かというと、言

うまでもなく教育基本法であろうと私は思ってお

ります。教育基本法が制定されたのが昭和２２

年、当時はまだアメリカ軍による占領統治下であ

りまして、当然教育基本法がアメリカの影響がな

かったと言い切れないということで、時の政府は

この教育基本法をみずからの手でつくると、これ

がいえば当時自民党の党是の一つであったと私は

思っております。この結果、平成１８年１２月に

教育基本法は全面的に改正をされております。 

 そこで、教育長にお伺いしますが、旧教育基本

法と新教育基本法の大きな相違点は何だというふ

うにお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○副議長 宇都宮教育長。

○宇都宮教育長 急な教育の根本的な法の解釈を

含めるご質問で、十分な回答はできないかもわか

りませんが、郷土愛、ふるさと教育、これが強調

されたのが１８年の現安倍首相、総理の第１回目

の内閣のときの分だと記憶しております。我々も

教育基本法１７条に教育の振興計画、市町村にお

いても自治体においても教育基本計画振興計画を

つくるということになっております。この趣旨に

沿って、教育基本法の根本、理念を引き継ぎなが

ら計画を作成しておるところでございます。そう

いう意味で、先ほどの部長が説明いたしました子

ども教育振興基金の資金使途についても考えてま

いりたいと思います。 

以上でございます。 

○副議長 １２番元親孝志君。

○１２番元親孝志君 今教育長が言われたよう

に、やはり新しく盛り込まれたものの一つとし
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て、子供に日本の歴史、文化、郷土愛を引き継い

でいくという大きな目的で改正されたと私は思っ

ております。 

 それからもう一つ、重要なのは、子供教育の責

任の第一義的役割が家庭になったということも大

きな特筆すべき点ではないかなというふうに思っ

ております。 

 そこで、本来私が質問したかったのは、この教

育基本法第１７条で教育振興計画をつくるという

ことでございますが、ここの第２項に地方公共団

体は国の指針に従って教育基本計画を立てるよう

努めなければならないということで、基本的に努

力目標ですが定められております。 

 そこで、西予市には教育振興計画はつくられて

おるのかどうかお伺いしたいと思います。 

○副議長 元親孝志君に申し上げます。 

 ただいまの発言は議題外になっておりますの

で、発言を注意いたします。 

 元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 教育振興基金について質問

してるのに議題外ですか、これは。 

○副議長 発言の内容がそれておりますので、注

意しときます。 

 ほかにありませんか。 

 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 ご指摘の基本計画ですけども、

西予市の場合２６年３月に西予市の教育振興基本

計画を策定いたしております。 

 以上でございます。 

○副議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 次に、議案第１１号「西予市消費生活

センター条例制定について」に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 次に、議案第１２号「西予市立病院看

護師等奨学資金貸与条例制定について」に対する

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 議案第１２号「西予市立病院看

護師等奨学資金貸与条例制定について」質疑を申

し上げます。 

 非常に困難となっております看護師確保のため

の方策のための基金制定かと思います。中に見て

みると、いわゆる返還免除についての規定があっ

たかと思いますが、その内容について説明を求め

ます。 

○副議長 宗公営企業部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

の返還免除ということですけども、養成施設を卒

業後すぐに市立病院に就職した場合に、５年間勤

務をしますと全額返還を免除するということにし

ております。また、その一部返還においても勤務

年数に応じて一部返還をするということにしてお

ります。 

 以上でございます。 

○副議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 第２条を見ると、在学すること

が決定している者または在学している者となって

おります。今現在在学している方が西予の病院の

ほうに勤めたい、４月１日からの施行になってお

りますので、いつから募集ができるとかそこら辺

のことはあると思いますが、現在在学されている

方も要件を満たせば募集の対象になるという判断

でよろしいでしょうか。 

○副議長 宗公営企業部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまのご質問

ですけども、対象になるというふうに考えており

ます。 

○副議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 次に、議案第１３号「西予市職員の退

職管理に関する条例制定について」に対する質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○副議長 次に、日程第４、議案第１４号「西予

市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例制定について」及び議案第１

８号「西予市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例制定について」から議案

第２９号「西予市火災予防条例の一部を改正する

条例制定について」まで並びに議案第３１号「西

予市霊柩自動車条例を廃止する条例制定につい

て」の１４件を一括議題といたします。 

 これより本案１４件に対する一括質疑を行いま

す。 
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 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○副議長 次に、日程第５、議案第３２号「第２

次西予市総合計画基本構想の策定について」及び

議案第３３号「西予市過疎地域自立促進計画の策

定について」の２件を一括議題といたします。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 

○副議長 次に、日程第６、議案第３４号「西予

市営土地改良事業の施行について」から議案第３

７号「西予市営土地改良事業の施行について」ま

での４件を一括議題といたします。 

 これより本案４件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程７） 

○副議長 次に、日程第７、議案第５０号「平成

２８年度西予市一般会計予算」を議題といたしま

す。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ３番菊池純一君。 

○３番菊池純一君 平成２８年度当初予算説明資

料のほうがわかりやすいんで、そちらの資料の２

０ページの一番上にあります、事業名が経済振興

資金供給モデル事業についてお尋ねいたします。 

 これは、市内での新規起業者及び規模拡大事業

者に対し出資するということになっております

が、これの申請もしくは問い合わせはありました

か、またはそれがあったならどういう方、例えば

市内の人か市外の人があったのか、その内容はど

ういうものだったのかを教えてください。 

○副議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいまご質問がございま

した経済振興資金供給モデル事業、昨年１０月に

立ち上げをした事業でございます。 

 事業内容については、今触れていただきました

ページのほうに出ておるわけでございますけれど

も、昨年度問い合わせ件数につきましては約２０

件程度問い合わせをいただいております。ただ、

実現に至っていない状況でございまして、平成２

７年度中の支出は少し難しいのではとないかとい

うふうに考えております。ただ、継続して２８年

度におきましても、１件の申請に耐え得る２，０

００万円の予算計上をさせていただいたところで

ございます。 

 以上でございます。 

○副議長 ３番菊池純一君。 

○３番菊池純一君 もう一つ問いがありましたけ

ど、２０件ありました、全部とは言いませんけど

どういう内容がありましたか、ちょっと何個か教

えていただきたいと思います。 

○副議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 問い合わせの内容につきま

しては、手元に現在資料を持ち合わせておりませ

んので、後ほど回答させていただきます。 

○副議長 ほかにありませんか。 

 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 それでは、２件お伺いをした

いと思います。 

 まず、予算書１０６ページ、臨時福祉給付金事

業６，７５３万３，０００円、これの詳細といい

ますか、該当人数を教えていただきたいのが１点

と。 

 もう一点は、予算書１６６ページ、西予売り込

みプロジェクト事業７９８万１，０００円、結構

金額が大きいなと思うんですけども、イメージが

できるような概要を教えていただけたらと思いま

す。 

○副議長 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、私のほうから先

に臨時福祉給付金支給事業についてご答弁させて

いただきたいと思います。 

 臨時福祉給付金支給事業でございますけれど、

これは平成２６年４月から消費税が８％に引き上

げられたことに伴いまして、所得の低い方々への

負担を軽減するため、暫定的、臨時的な措置とし

て国が行いました臨時福祉給付金の給付制度を本

年度、平成２８年度も引き続き実施することとな

っておるものでございます。２８年度につきまし

ては、年金生活者支援臨時福祉給付金と、もう一

点所得の低い方を対象とする簡素な臨時福祉給付

金の２種類の給付金となっております。 

 まず、年金生活者支援臨時福祉給付金でござい

ますが、これは１人当たり３万円で対象者は約８
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００名、それと簡素な臨時福祉給付金でございま

すが、これは１人当たり３，０００円で対象者１

万１，７００名を想定しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○副議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいまご質問をいただき

ました西予を売り込むプロジェクト事業でござい

ますけれども、一般質問の中でも答弁の中に入れ

させていただきましたが、西予ファンづくり事業

というのを昨年まで展開をしてまいりました。今

回、若干名前は変えさせていただいておりますけ

れども、いわゆる市内の産品、農林水産物、加工

品あたりを都市部で売っていこうという商談会あ

たりへの出席につきまして、施設の借り上げ料が

必要になってまいりますので、その部分を市のほ

うで負担をいたしまして、できる限り市内の方を

多くそちらに一緒に同行していただいて商談をま

とめていこうという事業でございます。 

 以上でございます。 

○副議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 そういうイメージだろうとは

思っとったんですけども、私から見たらちょっと

金額が大きいかなと思いましたんで、回数が何回

かやられるのか、期間が長いのか、その点の詳し

いことをもしわかってれば教えていただきたいと

思います。 

○副議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 現在、全ての案件について

把握しているわけではございませんけれども、毎

年行われています事業に関しては出かけていきた

いというふうに思っておりまして、１件は８月の

下旬に、これは３日間程度外食ビジネスウイーク

というのが東京で行われますけれども、それへの

店舗借り上げ、それから１０月の末に、これも３

日間でございますけれども、同じく東京のほうで

居酒屋ジャパン出展というのがございます。それ

から、２月の中旬、これは２日間になりますけれ

ども、大阪のほうでアグリフード、シーフードの

出展がございます。あとは、マルシェ食のショー

ルームパズルあたりへの商談に出向いていただく

ための借り上げを予定しているところでございま

す。借り上げ料につきましては、１こま当たりの

借り上げ料、かなりの高額になる場合もございま

すし、出展していただく、同行していただく方の

参加人数といいますか、参加者によりましても借

り上げ料は違ってはまいりますけれども、４３０

万円あたりは借り上げ料としての計上でございま

す。その他職員も同行して行かせていただきます

ので、旅費あたりも含まれているということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○副議長 ほかにありませんか。 

 １３番沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 私は、この予算を見て、こ

の議場で最後の質問になるかと思うんですけど

も、まず市長にお伺いしたいのは、うまく１２年

間の市政運営、本当にご苦労でしたと思いますけ

ども、基金全般について少しお伺いしたいことが

あるのは、基金というのはご存じのように、一般

的に言えば貯金なんです。この貯金を、市長はよ

く西予市の基金も１３０億円になりましたという

ふうに言われておりますが、私たち一般住民から

してみれば、この原資は税金なんです。税金を果

たして貯金として蓄えて残すということは、市の

財政として考えていいかどうかということ。とい

うのは、私たちはなぜ税金を払うかというと、私

たちの生活をよくしてもらいたいということで税

金を払うんです。それを貯金として残すんであれ

ば、税金を払う意味がないんです。やっぱり税金

は、市民が望むことがあればどんどん使っていた

だきたいというのが価値があるんじゃないかとい

うふうに思うんです。今後市長も勇退されるとい

うふうに聞いとりますけども、次の方が基金の考

え方というものをどうとられるかということには

私も関心があるんですけども。 

 余談なんですけど、現在国はデフレ経済だと言

っている。というのは、大企業が内部留保資金が

大分あるからやと、貯金して使わんからだという

ことで経済学者なんかでも言います。西予市でも

１３０億円の貯金がある、これを今度全国の自治

体がこういう貯金があれば相当の税金が眠っとる

ということなんです。税金は、使って意味がある

もんでありますから、私は今後の財政運営、皆さ

んのひな壇に座っておられる部長さんたち、この

基金をどう使うか。今まで１２年間の中でも、何

度か私は基金を使ったらどうですかということは

質問はしたつもりでありますけども、全然そうい

う意図が見えないんですが、今後この基金の使い

方についての理事者の考え方とはどういうことか
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ということと、もう一つは、最後の質問で感きわ

まって忘れたんです。ええです、また後で言いま

すけども、その基金の使い方について市長、お答

えできればおっしゃっていただきたいと思いま

す。 

○副議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、基金の使い方についての

沖野議員のご質問でございますが、基金を蓄え

る、蓄えないという一つの根本的な考えの違いだ

とは思うんですけども、私どもは家庭でもそうで

しょうけれども、安定的な家庭でも生活をするた

めにいざというときのお金はどうしても必要にな

るということで、全部使ってしまっていたらあし

たいざというときに出せないことがある。例え

ば、結婚式をしないといけないときに、ゼロだっ

たら借りてだけやれるかどうかとかいろいろある

のと同じですから、いざというときのお金はある

程度蓄えておく必要があるというのは大事なこと

でありまして、だから基金として適切な状態でや

っていくというのが大事だと思います。 

 例えば、合併したときに５つの町が持ち寄って

いただいた基金は５０億円でありました。私は８

０億円説を主張したんですが、残念ながら５０億

円。三位一体の改革が行われて、瞬く間に２年の

間に４０億円を切るぐらいになってしまったわけ

です。そして、シミュレーションをすると、平成

２２年には底がついてしまうというシミュレーシ

ョンを私たちは目の前にしました。そのときに私

が思ったのは、行政改革をしていざというときの

お金をためておく必要があるんだと、そしてあと

は財政的なテクニックであります。いかに、その

ときに合った財政テクニックを使って、健全な基

金を積み立てる、あるいは執行すると、これは大

事なことでありまして、例えばそのときに過疎債

を使う、合併特例債を使うと後年度交付税措置と

して返ってくる。そうすることによって、ただ表

面的な数字ではなしに、歳入がふえてくるという

ようなことがあります。それと、事業総体であり

ますが、私どもは西予市の事業がこの南予の中で

も事業件数が非常に多くということを業界の方も

よく知っておられます。ある市のより倍半分の人

口でも５年平均でいうと西予市の場合１．２倍ぐ

らいの事業総体をやっております。これはどうい

うことかというと、そういうことをよく上手に使

いながら、仕事もお金を使いながら仕事をすると

いうことでありまして、単に何もしなくてためた

わけではない、こういうことでございます。だか

ら、必要なお金をいざすぐ出せるときには財政調

整基金に積み立てる、あるいはある程度余裕性が

あるときに大きな目的として使うときに特別な基

金として積み立てておくと、こういうことをテク

ニックとしてずっとやらさせていただきました。

それで、大体今１３０億円弱ぐらいになってきた

と思いますが、こういうことを、やはりお金は上

手に使うべきであるし、いざというときのために

お金は持っておくべきだと、このような考えであ

ります。 

 以上です。 

○副議長 １３番沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 そうすれば、大体妥当な基

金の数字というものはなかなかはっきりとはしな

いんですけども、そして先ほど、もう一つ質問し

たいということは、今回も一般会計で３００億円

の予算を組んどるわけなんですけども、西予市の

人口の規模で、私もずっと以前になりますけど

も、この議場でも質問したことがあるんですけど

も、大体そのときは西予市の一般会計の予算的に

は２００億円ぐらいが妥当じゃないかというよう

な答弁をもらっとりますけども、今後西予市の人

口動態とかいろんな産業動態、いろいろあります

けども、一般会計でどのぐらいの予算が組めるの

は健全財政になるんじゃないかということを一つ

お伺いしたいということであります。 

○副議長 三好市長。 

○三好市長 予算の規模の問題でございますが、

この問題については流動性があると思うんです。

その時々に何をして何をしないといけないかとい

うことで予算は決定されると、このように思うわ

けでありますが、後ほどの後年度でそれを償還し

なくてはいけないような起債等々があって、その

起債等々が後年度で余りにも負担増になるといけ

ないので、そのことを勘案しながらやる必要があ

ります。そして、一つの指数として見るときに、

その後年度負担の数字を見てやる一つの指数があ

りますが、それは一つとして、例えば３００億円

という予算をつくるときに、先ほど言いました基

金がどれくらいある、そして国のほうから地方交

付税等々はいただいて、そしてそれで組み立てて

いったときに、私はそのプラス・マイナスが、基

金とか交付税と補助金でもらうやつが常にこの単
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年度の予算規模が下回る程度であれば、その町は

後年度に対してご迷惑をかけない、このような頭

に思っておりまして、恐らく後年度負担の問題で

いいましたら、西予市の場合一時は１３０ぐらい

いっとったと思いますが、今は五十数％になって

おると思います。そういう意味では、そういう予

算の組み方をすることが適切でも、今の規模ぐら

いのやれるときはやれる、このように思っており

ます。 

 以上です。 

○副議長 １９番兵頭勇君。 

○１９番兵頭勇君 １点お尋ねをしたいというふ

うに思います。 

 平成２８年度の当初予算に直接は関心はないん

ですが、小学校の統合について１点お尋ねをした

いというふうに思います。 

 西予市内も合併をしまして、小学校の統合を進

めてまいりました。三瓶町、そして明浜町、野村

町、城川町がことしの、１カ月後になりますか、

４月１日から統合が完了します。そのような中

で、それぞれ旧町の中においては反対意見があっ

たと思います。自分事になりますが、野村町にお

きましても範囲が広い中でございますのでかなり

の抵抗、反対がございました。しかしながら、こ

れは議員として、ある組織の中で反対意見が出て

ちょっと来てくれんかということで、私ごとにな

りますが行って説明をしました。厳しい反対意見

でありました。しかしながら、この統合は野村町

だけやらないということではない、西予市全体で

やらなければならない、やりますから理解をして

いただきたいということで、統合が昨年の４月１

日からできたわけであります。端的に言います

と、西予市の中心の宇和町ができていないという

ことは我々の耳に入ってはいないんですが、学校

給食センターあたりの新設の計画はできておるよ

うですが、やはりやるのであれば西予市全体で、

１つになった物の考えで早急に統合は進めていく

べきではないか、そうしなければそれぞれの地域

で無理を言ってきたんですから、そこの辺も考慮

をしていただきたい。どのようになっておるの

か、宇和町の統合はなっておるのかお尋ねをいた

します。 

○副議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 小学校再編計画、平成２１年１０月に策定した

計画でございます。７年、８年と時が経過してお

るわけなんですが、統合の進捗ぐあいと状況とい

うことでございますが、宇和町を除く地域につき

ましては、旧町につきましては、議員さん各位ご

案内のとおりでございます。宇和町におきまして

は、再編計画上では現在の学校を３校に統合しよ

うということでございます。宇和上地区の３校を

１校に、そして宇和町小学校は現在の規模で、そ

して宇和下地区３校を１校にという再編計画でご

ざいます。大変進捗する上で他町といいますか、

宇和地区を除く複式学級が多数発生しとる地域を

優先したがために宇和地区はおくれておるという

のが実情でございますが、まずその点は宇和町以

外の地域を優先させていただいたということで、

ご理解をいただきたいと思っておるところでござ

います。 

 宇和町の進捗状況ですが、今宇和町で一番学校

規模の小さいのはご案内のとおり明間小学校でご

ざいます。明間小学校にはもう複式学級が多数生

じております。そういった中で、明間小学校につ

きましては皆田小学校との計画上段階統合という

ことにしております。ちょうど昨年から、その段

階統合に向けて下３校にさまざま説明会を開いて

きたところでございます。明間小学校の保護者の

皆様方には、２回の説明会を開催させていただき

ました。また、皆田小学校の保護者の皆様にも２

回説明会を開かせていただきました。そういった

経過を踏まえまして、ちょうど昨年の１２月だっ

たと記憶しておるんですが、明間小学校の保護者

の皆様にはご決断をいただきまして、明間小学校

が皆田小学校に統合するということでご理解をい

ただきました。皆田小学校の保護者の皆さんにも

それでいいですというご理解をいただいたところ

でございます。保護者の皆様のご理解をいただき

ましたが、地域の方々のご理解も必須でございま

す。 

 先月２月１８日に、明間地域の保護者の皆様方

を対象に住民説明会ということでご説明を申し上

げ、ご理解を求めたところでございますが、地域

の皆さん、子供たちの教育のことを第一義に捉え

ていただきまして苦渋の決断をしていただき、当

日４６名の地域の方々がお見えになっていたんで

すが、３６名の方のご賛同を得まして、地域の

方々も明間小学校が皆田小学校に統合するという

ことでご理解をいただいたところでございます。 
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 個別具体的にはそういったことで進めておりま

すが、２１年１０月に策定しましたこの再編計画

は尊重しなければならない、教育上非常な大きな

計画であると思っております。進捗状況は、先ほ

ども申しましたとおり若干おくれてはおるんです

が、この計画に基づきまして、宇和町の地域につ

きましても推進していきたいと考えてるところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 ８番小野正昭君。 

  （「いやいや、教育長答弁」と呼ぶ者あり） 

 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 少し補足説明させていただきま

す。 

 小学校の再編計画につきましては、それぞれの

地区で目標年度を定めておりますんで、私ども教

育委員会としてもその目標年度に沿った形で実際

の事務は進めてまいりました。今まで既に統合し

ていただいた各校、各地区においても、若干目標

年度から１年ないし３年の、地域の方のご意見も

聞かなきゃ大変なこと、問題はありますんで、１

年から３年おくれております。 

 宇和地区は、計画の中でも今後の児童数の増減

を見ながら慎重な判断が求められる地域だと考え

ております。この宇和地区については、平成３１

年から３３年を目標年度とした計画でございま

す。５町の中で一番最終年度が遅かったと、目標

の年度です。したがいまして、実際の事務作業と

しても一番最後の旧町になっておるという実情が

ございます。 

 教育委員会は、それぞれの地域、同じ考え方に

基づきまして、子供たちにとって最も最適な教育

環境の場の形成のために、学校再編はこうあるべ

きだという形で再編計画に基づきまして、地域の

方々にご説明しながら慎重に作業を進めてまいり

たいと思っております。 

 以上、補足の答弁といたします。 

○副議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 ２点質問いたします。 

 まず１点、苦言ですけれども、一般会計当初予

算ですが、訂正箇所についてはここに別紙で議案

第３８号と議案第５０号のやつをいただいており

ます。小さいことで数字の間違いはゆゆしきこと

ですけども、細かいことですけどもちょっと印刷

ミスがあるんです、項、目。業者の印刷ミスだと

思いますけども、金額は今言いましたようにゆゆ

しきことですけども、これも一般会計予算書です

からこういうミスがあってはならんのではないか

なと。もう少し精査をして、やり直すというたら

莫大な費用が要りますので、次期からはチェック

をしてもらって、ミスプリントのないようにして

いただきたい、このように苦言を１点呈しておき

ます。項という字の印刷も、目という字の印刷も

ミスがあります。私の予算書だけかもわかりませ

ん。私にはあります。 

 次に、２点目の質問ですけれども、３５ページ

の６目地方経済基盤強化雇用等対策費の中で、ふ

るさと就業創出奨励事業２４０万円ですけれど

も、これは市内の若年労働者の確保のために設け

た新規事業で、私はまさに的を射たクリーンヒッ

トだと思っております。厳しい財源の中から一般

財源で２４０万円計上されています。 

 そこで、お尋ねをしたいんですけれども、市内

の企業に就職した中学、高校、専門学校、大学等

の新卒者に対しとなっておりますけども、これは

そこを雇用した企業なのか個人なのか、個人であ

れば中高それぞれの学校の卒業者に個人差がある

のか、あれば１人当たり幾らまで奨励金を交付さ

れるのかあわせてお伺いをいたします。 

○副議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ふるさと就業創出奨励事業

でございますけれども、２４０万円の計上をさせ

ていただいておりますが、これはできる限り市内

に残っていただきたいという思いから組まさせて

いただいた事業でございますけれども、適用範囲

につきましては、市内に在住し市内の企業に就職

した方からという部分から、市内に在住する新卒

者というふうにさせていただいております。要す

るに、市内に住んでいただくということを前提と

考えております。 

 金額につきましては、八幡浜管内と松山管内、

業種によっては違いがございますけれども、２０

代前半ですと約１万５，０００円ぐらいの地域単

価差があるようでございます。そこらあたりを多

少ではありますけれども埋める方策と考えており

ますので、月１万円という考え方で算出をさせて

いただいております。月１万円で３カ年間という

ことですので、１２万円の３６万円になります

か、そういう形での支出を計画をしているところ

でございます。 
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 高校卒業、大学卒業、そこの違いはございませ

ん。一律１万円ということでございます。 

○副議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 前段の予算書は確認されまし

た。 

○副議長 暫時休憩とします。（休憩 午後０時

１５分） 

○副議長 再開いたします。（再開 午後０時１

６分） 

 宗総務部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 先ほどのご質問の

項、目の表記が誤っておるということでございま

すけれども、確かに今回表記が正しくされており

ませんので、この修正をしていきたいと思いま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○副議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 私のほうから、兵頭議員

さんの質問の関連で質問させていただきます。 

 ２１年の計画がそのまんま生きてるような感じ

がしますけれども、２１年のときは田之筋と皆田

と明間だったと思うんですが、そしてそれがどう

して皆田と明間になったのか、議会には一度も報

告がありませんし。そして、私が一般質問したと

きには、卯之町の統合についてはどうするかと、

白紙に戻すとは言いませんでしたけども考え直し

てくれと、その合うた形で時代で計画を練り直す

というような答弁があったかもしれません。文言

につきましては多少違いがありますけども、そう

いうように解釈しているところでございます。そ

れが、どうして急遽議会の計画書がない間に明間

とそれがなされたのか、それについてお答え願い

ます。 

 もう一点ございますのは、地区アンケートは明

浜の場合なんかは地区の賛同が５割、５０％超え

ないと統合はしないという項目がありました。明

間地区、皆田地区にそのような地区アンケートを

とられた形跡がないように思うんですが、いかが

でございましょう。 

○副議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 まず、先ほどの私の答弁、若干説明が不足して

おりました。宇和下地区、今回皆田と明間小学校

が統合するのは段階統合でございます。ですか

ら、次のステップは田之筋と統合をした明間、皆

田の小学校が統合をするという計画でございまし

て、それは平成２１年１０月に策定した計画と何

ら変更がございません。 

 次、地区アンケートについてのご質問がござい

ました。 

 再編計画の中では、保護者につきましては未就

学児童も含めまして、全ての保護者を対象にアン

ケートをとって賛否を問うと、可否を問うという

ことでございます。一方、地域に対しましては、

地域説明会の出席者の過半数ということで再編計

画上はうたっております。ただ、種々の地域の事

情によりまして、それではまだ不足をしておると

いうような地域があったのも事実でございまし

て、明浜のほうはそういった事情の中で地域に対

してアンケートをとらせていただいたという経緯

でございます。 

 今回、明間と皆田につきましては、明間の地域

説明会の折に今の教育委員会の考えをお伝えした

中で、きょう皆さん賛否を問うていいですかとい

うようなご理解をいただいて、苦渋の決断をして

いただいたということでございます。 

 あと、宇和地区の今後の考え方というのにつき

ましては、教育長のほうからご答弁申し上げま

す。 

○副議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 補足の説明をさせていただきま

す。 

 明浜地区におきましては、狩浜、狩江のほうが

出席された皆さんだけでは賛否をどうしても決め

かねるということで、地域の皆さんと話し合って

全戸にアンケートをお願いして、地域全員の意見

で決めていただいたという過程もございました。

地域地域によって、意見の取りまとめやその場で

皆さんにお諮りしてどういう形が一番いいんだろ

うという形で対応させていただいたのが今までの

流れでございます。 

 宇和地区の学校の分は、多分２７年、ちょっと

私もはっきり覚えてないんですが、宇和地区につ

きましては今後再編計画に基づき、もちろん皆様

方にお話ししてご協力を求めます。ただし、この

再編計画が計画のとおりにいかないということに

なれば、改めて再編計画を定めた、３年かかりま

したんで、同じような手続をとりながら再編計画

を見直す可能性もあるという趣旨の答弁をさせて

いた記憶がございます。ちょっとはっきり何年何
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月か記憶にございませんが、私のほうからそのよ

うな、藤井議員さん、今議長さんで、議員さんの

質問に対してそういうお答えをした記憶がござい

ます。 

 いずれにいたしましても、まず宇和地区におい

ても地域の方々に計画自体を再度確認いただく

と。それぞれ再編計画を作成した際には地域、学

校区単位で説明会に伺ったんですけれども、十分

まだ計画案自体が浸透していないという反省もご

ざいます。ですから今、宇和地区においては改め

てもう一度再編計画はこうですよということで、

全学校区の説明は進めておる、さらにその案につ

いての理解を求めるという作業が現在進行中でご

ざいます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○副議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 ２１年度から児童のふえ

たとこ、減ったとこ、いろいろ変わっておりまし

て、３３年に目指すということでしたけれども、

これはやはりもう一度一から、情勢が変わってる

んだから２１年度のやつがそのまま生きてるとい

う考え方をしないほうがいいんじゃないかと、こ

ういうように思いますので、その節にはまた議会

へも渾身なる説明をお願いします。 

 この質問については兵頭議員が出しましたんで

すが、これにつきましては進捗状況という話をし

ましたけれども、一市民の方から少し説明不足じ

ゃないかと、全体に。明間だけの問題皆田だけの

問題じゃないんじゃないかという話がございまし

たので、こういうふうに付言をしておきます。議

会にも懇切丁寧な説明もまたお願いします。２１

年からもう早くも何年もたっておって、児童数も

学校によって多くなったとこ、少なくなったと

こ、いろいろありますので、ひとつよろしく説明

をお願いします。 

○副議長 ３番菊池純一君。 

○３番菊池純一君 先ほどの説明書の資料の２０

ページですが、ここで新規事業でえひめ南予博の

自主企画支援事業で１５０万円、これは市独自で

審査を行って、最大５団体に上限３０万円の補助

金ということがあります。これは、先ほどの一般

質問で県のほうから承認されたのが１３件という

ことで、市内全体で説明ありましたけど、この最

大５団体に対して申請があったらどういう、例え

ば期限をいつまでにというふうに決めるのか、申

請があった時点で対処していくんか、どういう審

査方法をされるのかお伺いいたします。 

○副議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 ただいまご質問いただきま

した市独自の自主企画支援事業の関係でございま

すけれども、内容につきましては今触れていただ

きましたとおり、３０万円で５団体というふうに

考えております。ただ、南予博自体が２８年度の

取り組みでございますので、基本的に２８年度に

終了していただくという日程で進めてまいります

ので、募集期間も予算を認めていただきました

後、４月の頭からできる限り早い段階での取りま

とめということになろうと思います。 

 それと、既に応募をされて県の認定を得られな

かったとこあたりにつきましては、当然資料等も

作成をされておられますのですぐに出てこようと

思いますけれども、募集が終わったのでちょっと

諦めとったよという方もおられようと思いますの

で、そういう方への周知期間として前半の四半期

あたりでの取りまとめをして取り組んでいきたい

というふうに考えておりますし、審査の内容につ

きましては県の認定そのものが今後継続してでき

る限り自主企画でやっていけれるものというよう

な条件で認定を受けております。市としても、準

じたような形での審査を考えております。 

 以上でございます。 

 それと、先ほどご質問いただきました関係の、

答弁をちょっと待っていただいた関係でございま

すけれども、経済振興資金の供給モデルの関係で

ございますが、この関係につきましては今手元に

資料が参りましたのでお答えをしたいと思います

けれども、提携金融機関から融資を受けることが

できること、あるいは西予市内に事業所を有する

ことというような大きな条件がございます。その

ほかに幾つかの条件があるわけでございますけれ

ども、内容を見てみますと、先ほど約２０件と申

しましたけれども、こちらのほうで受け付け名簿

をつくっておりますが、問い合わせ件数１７件で

ございます。うち、市内の方が５件、市外からの

問い合わせが１２件となっております。ただ、問

い合わせの関係も１７件のうち７件は来庁されま

したけれども、１０件は電話での問い合わせでご

ざいます。 

 内容といたしましては、事業の概要を知りた

い、条件的にはどんなことがあるのかとか、パン
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フレットが作成されているのであればそれをいた

だきたいというようなことで、具体的な、こうい

うことをやってみたいんだというような提案は余

りございません。１件、３Ｄプリンターを使った

事業を考えてみたいけれどもこんなものも該当す

るのかというような問い合わせがございましたけ

れども、当然融資が受けれる事業として金融機関

等から認められれば可能ですよというような形で

の回答をさせていただいてるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○副議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程８） 

○副議長 次に、日程第８、議案第５１号「平成

２８年度西予市授産場特別会計予算」から議案第

６２号「平成２８年度西予市野村介護老人保健施

設事業会計予算」までの１２件を一括議題といた

します。 

 これより本案１２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 議案第５９号の西予市簡易

水道事業特別会計の関連質問でございます。 

 西予市水道事業が１自治体１料金ということで

でき上がりました。その後は、簡易水道がいかに

統合するかという計画書を提出する期限が２８年

３月３１日じゃなかったのかなという思いがしま

す。それをやらないと補助金がなかなか難しいよ

という、そういう説明で、それがどこまで動いて

るのかということが１点。 

 それからあと、補助金の３分の１で補助金をい

ただいて大規模改修をするというのがあるんです

が、現状の中その３分の１の補助金はきちっとこ

れからも確保できるのかということが２点。 

 それと、今現状の中で大規模改修をされてる部

分に対しては、過疎債で対応してもらっている、

これは本当にありがたいことです。そういうこと

をこれからも過疎債対応で大規模改修については

やっていただけるのか、この３点をご回答願った

らありがたいと思います。 

○副議長 宗公営企業部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 まず、１点目の補

助金申請に係ります期限の問題ですけれども、期

限までに申請等を行ってない場合には改修の補助

金が出ないということでございまして、その対応

もしておりましたけれども、該当する簡易水道等

もなく、実際には申請を行ってないと、今の状況

であります。必要性が現段階でなかったというこ

とであります。ただ、これは補助金をもらうまで

の申請でございまして、それまでに統合をしない

といけないというものではありませんので、今後

簡易水道の統合につきましてはその状況を見きわ

めながら順次進めていくという基本的な方針には

かわりはございません。 

 また２点目、大規模改修の３分の１の補助です

けれども、もうこれも現在行っておるところです

けども、今後においてもこの方針で当面いくとい

うことでございます。 

 それと、過疎債の適用ということありますけど

も、起債の状況にもよりますけれども、できれば

有利な起債を借りて大規模改修を行うということ

を行っていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○副議長 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 再度、確認させてくださ

い。 

 該当の施設がなかったということで計画申請は

出しておりませんと、それでそれをやった場合に

おいては３分の１という補助が、これからもやっ

ていけるのか、それをなくしてでもやっていくの

かという、どうなのかということだけお知らせ願

いたい。 

○副議長 宗公営企業部長。 

○宗総務部長兼公営企業部長 ただいまの補助金

の問題でございますけれども、将来的には大規模

改修をしないといけないという施設も当然出てく

るわけでございますけれども、それは今後簡易水

道の給水の人口の状況であったりとか、全体的な

ことを見て判断をする必要があるのかなというふ

うに思っております。ここ数年先等々を見た場合

には、現段階ではそういう改修を必要とする施設

は該当がなかったということで、現在はその申請

をしてないということでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○副議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案４６件につ
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いては、お手元に配付いたしております常任委員

会付託表及び特別委員会付託表のとおり、各委員

会へ付託いたします。 

 各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案について十分に審査を行い、最終日の本会議に

おいて委員会審査の経過と結果について、各委員

長の報告を求めることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ３月１７日は午後２時から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後０時３４分 
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       平成２８年第１回西予市議会定例会会議録（第４号） 

１．招 集 年 月 日 平成２８年３月１７日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２８年３月１７日 

          午後２時００分 

１．閉     会 平成２８年３月１７日 

          午後４時０４分 
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    １番  源   正 樹 

    ２番  井 関 陽 一 
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   １８番  酒 井 宇之吉 

   １９番  兵 頭   勇 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

１．欠 席 議 員 

   １６番  浅 野 忠 昭 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  河 野 敏 雅 

   教  育  長  宇都宮 又 重 

   会 計 管 理 者  奥 野 柳之介 

            宗   正 弘 

   企画財務部長  大 平 利 幸 

   産業建設部長  二 宮 紀 夫 

   生活福祉部長  横 山 博 文 

   教 育 部 長  松 川 伸 二 

   明 浜 支 所 長  道 山 升 文 

   野 村 支 所 長  尾 下 孝 二 

   城 川 支 所 長  田 村   剛 

   三 瓶 支 所 長  坂 本 康 司 

   消防本部消防長  菊 池   直 

   総 務 課 長  三 好 敏 也 

   財 政 課 長  山 岡 薫 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  浅 野 信 也 

   議 事 係 長  原井川 英 一 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

総 務 部 長 兼 
公営企業部長 
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      議  事  日  程 

 １ 陳情第 １３号 まつば共同作業所新築移

転についての陳情書 

 ２ 議会報告第１号 西予市創生特別委員会の

報告について 

 ３ 議案第  ２号 財産の無償譲渡について 

   議案第  ３号 財産の無償貸付について 

   議案第  ４号 財産の無償貸付について 

   議案第  ５号 西予市行政不服審査法施

行条例制定について 

   議案第  ６号 行政不服審査法の全部を

改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関す

る条例制定について 

   議案第  ７号 西予市研修基金条例制定

について 

   議案第  ８号 西予市ふるさと応援基金

条例制定について 

   議案第  ９号 西予市育英会奨学金貸与

条例制定について 

   議案第 １０号 西予市子ども教育振興基

金条例制定について 

   議案第 １１号 西予市消費生活センター

条例制定について 

   議案第 １２号 西予市立病院看護師等奨

学資金貸与条例制定につ

いて 

   議案第 １３号 西予市職員の退職管理に

関する条例制定について 

   議案第 １４号 西予市非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 １８号 西予市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 １９号 西予市人事行政の運営等

の状況の公表に関する条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 ２０号 西予市税条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第 ２１号 西予市教職員宿舎条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 ２２号 西予市立学校給食センタ

ー及び学校給食調理場条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 ２３号 西予市立幼稚園における

保育料等徴収条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 ２４号 西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ２５号 西予市東部衛生センター

施設更新準備基金条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 ２６号 西予市子ども・子育て会

議設置条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ２８号 西予市道路占用料徴収条

例及び西予市公共物管理

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 ２９号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ３０号 西予市三好等奨学基金条

例等を廃止する条例制定

について 

   議案第 ３１号 西予市霊柩自動車条例を

廃止する条例制定につい

て 

   議案第 ３２号 第２次西予市総合計画基

本構想の策定について 

   議案第 ３３号 西予市過疎地域自立促進

計画の策定について 

   議案第 ３４号 西予市営土地改良事業の

施行について 

   議案第 ３５号 西予市営土地改良事業の

施行について 

   議案第 ３６号 西予市営土地改良事業の

施行について 
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   議案第 ３７号 西予市営土地改良事業の

施行について 

   議案第 ５０号 平成２８年度西予市一般

会計予算 

   議案第 ５１号 平成２８年度西予市授産

場特別会計予算 

   議案第 ５２号 平成２８年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計予算 

   議案第 ５３号 平成２８年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

予算 

   議案第 ５４号 平成２８年度西予市国民

健康保険特別会計予算 

   議案第 ５５号 平成２８年度西予市後期

高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ５６号 平成２８年度西予市介護

保険特別会計予算 

   議案第 ５７号 平成２８年度西予市農業

集落排水事業特別会計予

算 

   議案第 ５８号 平成２８年度西予市公共

下水道事業特別会計予算 

   議案第 ５９号 平成２８年度西予市簡易

水道事業特別会計予算 

   議案第 ６０号 平成２８年度西予市水道

事業会計予算 

   議案第 ６１号 平成２８年度西予市病院

事業会計予算 

   議案第 ６２号 平成２８年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計予算 

追加 議案第 ８２号 宇和学校給食センター厨

房設備機器の取得につい

て 

   議案第 ８３号 平成２７年度西予市一般

会計補正予算（第７号） 

   議案第 ８４号 平成２７年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第４号） 

   議案第 ８５号 平成２７年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第５号） 

   発議第  １号 西予市議会委員会条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議員派遣の件について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 陳情第 １３号 まつば共同作業所新築移

転についての陳情書 

 ２ 議会報告第１号 西予市創生特別委員会の

報告について 

 ３ 議案第  ２号 財産の無償譲渡について 

   議案第  ３号 財産の無償貸付について 

   議案第  ４号 財産の無償貸付について 

   議案第  ５号 西予市行政不服審査法施

行条例制定について 

   議案第  ６号 行政不服審査法の全部を

改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関す

る条例制定について 

   議案第  ７号 西予市研修基金条例制定

について 

   議案第  ８号 西予市ふるさと応援基金

条例制定について 

   議案第  ９号 西予市育英会奨学金貸与

条例制定について 

   議案第 １０号 西予市子ども教育振興基

金条例制定について 

   議案第 １１号 西予市消費生活センター

条例制定について 

   議案第 １２号 西予市立病院看護師等奨

学資金貸与条例制定につ

いて 

   議案第 １３号 西予市職員の退職管理に

関する条例制定について 

   議案第 １４号 西予市非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 １８号 西予市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 １９号 西予市人事行政の運営等

の状況の公表に関する条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 ２０号 西予市税条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第 ２１号 西予市教職員宿舎条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 ２２号 西予市立学校給食センタ

ー及び学校給食調理場条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 ２３号 西予市立幼稚園における

保育料等徴収条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 ２４号 西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 ２５号 西予市東部衛生センター

施設更新準備基金条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 ２６号 西予市子ども・子育て会

議設置条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ２８号 西予市道路占用料徴収条

例及び西予市公共物管理

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 ２９号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ３０号 西予市三好等奨学基金条

例等を廃止する条例制定

について 

   議案第 ３１号 西予市霊柩自動車条例を

廃止する条例制定につい

て 

   議案第 ３２号 第２次西予市総合計画基

本構想の策定について 

   議案第 ３３号 西予市過疎地域自立促進

計画の策定について 

   議案第 ３４号 西予市営土地改良事業の

施行について 

   議案第 ３５号 西予市営土地改良事業の

施行について 

   議案第 ３６号 西予市営土地改良事業の

施行について 
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   議案第 ３７号 西予市営土地改良事業の

施行について 

   議案第 ５０号 平成２８年度西予市一般

会計予算 

   議案第 ５１号 平成２８年度西予市授産

場特別会計予算 

   議案第 ５２号 平成２８年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計予算 

   議案第 ５３号 平成２８年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

予算 

   議案第 ５４号 平成２８年度西予市国民

健康保険特別会計予算 

   議案第 ５５号 平成２８年度西予市後期

高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ５６号 平成２８年度西予市介護

保険特別会計予算 

   議案第 ５７号 平成２８年度西予市農業

集落排水事業特別会計予

算 

   議案第 ５８号 平成２８年度西予市公共

下水道事業特別会計予算 

   議案第 ５９号 平成２８年度西予市簡易

水道事業特別会計予算 

   議案第 ６０号 平成２８年度西予市水道

事業会計予算 

   議案第 ６１号 平成２８年度西予市病院

事業会計予算 

   議案第 ６２号 平成２８年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計予算 

追加 議案第 ８２号 宇和学校給食センター厨

房設備機器の取得につい

て 

   議案第 ８３号 平成２７年度西予市一般

会計補正予算（第７号） 

   議案第 ８４号 平成２７年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第４号） 

   議案第 ８５号 平成２７年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第５号） 

   発議第  １号 西予市議会委員会条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議員派遣の件について 
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  開議 午後２時００分 

○議長 ただいまの出席議員は１９名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

 小野正昭君から３月３日の一般質問における発

言について、会議規則第６５条の規定により、お

手元に配付いたしました発言取り消し申出書に記

載した部分を取り消ししたいとの申し出がありま

した。 

 お諮りをいたします。 

 これを許可することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、小野正

昭君からの発言取り消しの申し出を許可すること

に決定をいたしました。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、陳情第１３号「まつば共同作

業所新築移転についての陳情書」を議題といたし

ます。 

 厚生常任委員会委員長沖野健三君の報告を求め

ます。 

 沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 陳情第１３号「まつば共同

作業所新築移転についての陳情書」について。 

 本陳情書につきましては、平成２７年第４回定

例会において継続審査となり、３月８日の委員会

審査において再度審査を実施いたしました。陳情

者からの追加資料として提出のあった資金計画書

等を踏まえ、委員に対し改めて本陳情をどうすべ

きかを意見を求めたところ、３，０００万円が適

正かどうか不明である、附帯意見をつけるべきで

はないかなどの意見も出ましたが、陳情内容につ

いて妥当であるという意見が多く、採決の結果、

賛成多数で採択と決定いたしました。 

 以上で委員会の審査報告を終わります。 

 平成２８年３月１７日、厚生常任委員会委員長

沖野健三。 

○議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 陳情第１３号「まつば共同作業所新築移転につ

いての陳情書」については、委員長報告のとおり

採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、陳情第１３号は

採択とすることに決定をいたしました。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、議会報告第１号「西予

市創生特別委員会の報告について」を議題といた

します。 

 西予市創生特別委員会委員長菊池純一君の報告

を求めます。 

 菊池純一君。 

○３番菊池純一君 西予市創生特別委員会の報告

をいたします。 

 当委員会の目的である１、ジオパークの展開と

ふるさと蘇生の調査研究、２、地域産業活性化の

調査研究、３、人口減少克服の調査研究について

調査研究をいたしました。 

 平成２７年３月１９日、第１回委員会を開き、

以後開会中、閉会中において平成２８年２月２９

日の委員会に至るまで計５回の委員会及び９回の

班会議を開催したほか、先進地への行政視察や講

師を招いて講演会等を実施いたしました。前回の

中間報告に続き、その経過と結果を報告いたしま

す。 

 １、ジオパークの展開とふるさと蘇生の調査研

究について。 

 平成２７年８月に富山県南砺市に空き家対策及

び移住定住対策の取り組みについて視察研修に行

きました。そこでは、これらの問題に対応するた

めに、空き家バンク制度を構築して市内外へ情報

発信をしていました。また、移住希望者へ向けて

空き家を利用して移住体験ハウスを運用していま

した。そこでは、移住者の方から体験談を聞くこ

とができました。 

 それらを持ち帰り、委員会で研究したところ、

空き家バンク制度の構築はもちろんのこと、本市

においては空き家を利用した移住体験ハウスを市

内の海、里、山の各地にまず各１カ所を設置する

のが望ましいとの結果が出ました。 

 ２、地域産業活性化の調査研究について。 
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 平成２７年１０月に岐阜県東白川村からアドバ

イザーの桂川氏を招き、フォレスタイルシステム

の講演会を行いました。また、講師を囲んでの意

見交換会も行い、その後フォレスタイル検討委員

会をつくり、平成２８年１月に検討委員会を中心

としたメンバーで東白川村へ視察研修に行きまし

た。 

 そこでは、東濃ヒノキというブランド材を核に

建設関連や付随するところの産業活性化を図って

いました。本市と東白川村では実情に違いはあり

ますが、良質産材に恵まれているという大きな共

通点を持っています。 

 これらを踏まえて検討した結果、フォレスタイ

ルが市内産業活性化の一翼を担い、産業全体の底

上げに貢献するものであるとの判断をいたしまし

た。 

 本市のシルクや和紙等の特産品や開発品を取り

入れたオリジナル性あふれた西予市版フォレスタ

イルを目指すことが望ましいとの結果が出まし

た。 

 また、米博リノベーション事業との連携も期待

できると思います。 

 進め方の詳細は、施工組織の確立へ向けて段階

を踏みながら進んでいかなくてはなりませんが、

本市における地方創生を考えるとき、フォレスタ

イルへの取り組みはチャレンジするに値するもの

と思います。 

 野村支所周辺の再開発に対しての提案は提出済

みであります。 

 最後に、地方創生は終わりなき課題であり、市

民目線での視点が重要であります。次期新体制で

の議会においても地方創生の諸問題に対し積極的

な取り組みを期待するものであります。 

 以上で西予市創生特別委員会の報告を終わりま

す。 

 平成２８年３月１７日、西予市創生特別委員会

委員長菊池純一。 

○議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの委員長の報告をもって西予市創生特

別委員会の調査研究を終了することに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、西予市創生特別

委員会の調査研究は終了することに決定をいたし

ました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第２号「財産の無

償譲渡について」から議案第１４号「西予市非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」までの１３件及び議

案第１８号「西予市職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例制定について」か

ら議案第３７号「西予市営土地改良事業の施行に

ついて」までの２０件及び議案第５０号「平成２

８年度西予市一般会計予算」から議案第６２号

「平成２８年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計予算」までの１３件の計４６件を一括議題と

いたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員会委員長岡山清秋君の報告

を求めます。 

 岡山清秋君。 

○１７番岡山清秋君 総務常任委員会審査報告

書。 

 去る３月３日の本会議において当委員会に付託

されました議案２４件について、３月７日と８日

に審査を行いましたので、報告をいたします。 

 審査の結果、お手元に配付の委員会報告書のと

おりであり、いずれも全会一致で原案のとおり可

決決定をいたしました。 

 議案審査中の委員より出された質疑あるいはそ

れに対する答弁等について、概要を抜粋して報告

を申し上げます。 

 まず、議案第９号「西予市育英会奨学金貸与条

例制定について」でありますが、これは地区限定

の奨学金制度を統合し、改めて整備するための条

例制定であるとの説明がありました。これに対

し、奨学金を貸与型ではなく給付型の制度を導入

できないかとの質疑に対し、さまざま方向性を探

り協議検討を行った経緯はあるが、当該奨学金の
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制度性また公平性の観点からも給付型は難しいと

の判断のもと、今回制度を見直し、返済期間を延

ばすなど従来の制度より借りやすい制度に改善し

たとの答弁がありました。 

 次に、議案第１０号「西予市子ども教育振興基

金条例制定について」、どのような事業を想定し

ているかとの質疑に対し、学力向上、ふるさと教

育の充実による郷土愛の醸成、また豊かな心の育

成などに資する事業をイメージしており、各学校

からの要望書を取りまとめた上で、西予市小・中

学校長会との連携を図りながら教育委員会で事業

決定を行う予定との答弁がありました。 

 次に、議案第３２号「第２次西予市総合計画基

本構想の策定について」、基本構想を実現するた

め、具体的な取り組みを示した基本計画策定の時

期についての質疑に対し、同時並行に計画案を策

定しており、関係部課と協議の上、平成２８年４

月末をめどに策定するとの答弁でありました。 

 次に、議案第５０号「平成２８年度西予市一般

会計予算」のうち総務常任委員会所管分について

審査内容及び答弁等を抜粋して報告いたします。 

 まず、総務部のうち総務課所管分では、明浜支

所庁舎建設事業１，９８８万４，０００円につい

て、築５３年となる明浜支所の移転改築のため、

地質調査及び実施設計を行う経費との説明があり

ました。建設事業の概要についての質疑に対し、

ワンフロア集約型窓口や災害対策や備蓄など防災

拠点機能を強化した施設とすること、移転候補地

は検討委員会での協議の結果、旧高山小学校とな

っていること、平成２８年、道路整備にかかわる

地権者等との協議に入るとの答弁がありました。 

 また、危機管理課所管分では、防災行政無線デ

ジタル整備事業７億５，９５２万５，０００円に

ついて、市全体を同報系デジタル防災行政無線に

更新する事業で、平成２８年度は明浜及び三瓶地

区の中継局や屋外拡声子局等を整備するとの説明

がありました。 

 また、防災対策、啓発活動事業７９８万９，０

００円については、地域防災力の強化向上、防災

士の育成、総合防災マップにかかわる作成に係る

事業との説明がありました。防災士育成について

の質疑に対し、愛媛県の補助事業を活用し、さら

なる育成を目指すこと、平成２７年度中に防災士

会（仮称）を結成し、連携を図ること、組織率１

００％となった自主防災組織と連携できるよう、

体制を推進していくとの答弁がありました。 

 次に、情報推進課所管分では、公衆無線ＬＡＮ

設置補助金５４万円について、現在市内５カ所の

設置場所を１０カ所ほどふやすための補助事業と

の説明がありました。 

 次に、企画財務部のうち財政課所管分では、財

政の健全性を維持しながら建設計画で計画的に進

めている各種事業予算及び地方創生や行財政改革

のほか他自治体との連携事業予算などを計上し

た。また、汚泥再生処理施設建設事業費１９億

４，４５６万６，０００円、学校給食センター建

設事業費１１億４，１３６万５，０００円、防災

行政デジタル無線整備事業費７億５，９５２万

５，０００円などの大型建設事業の影響で過去最

大の予算規模になったとの説明がありました。 

 次に、まちづくり推進課所管分では、生活交通

バス運行事業１億４，５０５万３，０００円につ

いて、市内における生活交通バス及びデマンドタ

クシー等の運行経費と民間事業者が運行するバス

路線の収入不足額を事業者に支払う経費との説明

がありました。 

 また、移住交流促進事業１，４２４万１，００

０円については、希望がある農家や地域と連携し

て移住希望者を募り、移住促進のモデルとなる事

業を実施するものと説明がありました。お試し移

住についての質疑に対し、現在城川町川津南地区

において愛媛大学の協力を得ながらモデル的に実

施をするとの答弁でありました。 

 次に、消防本部所管分では、常備消防施設整備

事業３，７７０万２，０００円について、老朽化

した高規格救急自動車及び積載する高度救急資機

材の更新、また惣川地区及びその周辺における救

急搬送時間の短縮と大規模災害時の孤立対策を図

るためヘリポートを旧惣川小・中学校跡地に整備

をする事業との説明がありました。明浜及び城川

地区における２４時間救急体制の早期整備につい

ての関連質疑に対し、国から救急隊編成人員の規

制緩和の方針が出されており、法整備や基準改正

に合わせて早急に人員配置や体制整備に取り組む

との答弁でございました。 

 次に、教育部のうち教育総務課、学校教育課所

管分では、小学校情報教育振興事業２，７７９万

３，０００円及び中学校情報教育振興事業１，８

６１万５，０００円について、西予市教育振興基

金基本計画に基づき、情報教育環境の充実を図る
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ため、タブレットＰＣ、電子黒板機能つきプロジ

ェクター等を整備する事業との説明がありまし

た。また、スクールバス維持管理事業１億２，０

０５万５，０００円では、バスの有効活用のため

生活交通バス等と関連づけた事業実施についての

質疑に対し、児童・生徒のスクールバスとして利

用を第一義に考えるが、既に登下校以外の時間帯

に生活交通バスとして利用している例もあり、今

後においても十分に検討する必要があるとの答弁

がありました。 

 次に、生涯学習課所管分では、公民館費１億４

９４万７，０００円について、地域づくりと公民

館事業の連携についての質疑に対し、市内で２５

ある公民館は地域によって取り組み内容が大きく

違い、社会教育法の視点も大切にしながら公民館

という施設をどのように利活用すべきか、今後も

継続して協議するとの答弁でありました。 

 また、文化体育振興課所管分では、えひめ国体

総務庶務事業７，８０４万１，０００円につい

て、平成２９年度の国体本大会に備え、相撲及び

成年女子ソフトボールの全国規模の大会をリハー

サル大会として行うこと、また民泊協力隊への調

理講習会を実施する等の事業であるとの説明があ

りました。リハーサル大会概要についての質疑に

対し、第５６回全日本実業団女子ソフトボール選

手権大会を７月に、第５５回全国教職員相撲選手

権大会を８月にそれぞれ行うとの答弁がありまし

た。民泊協力隊に関する質疑に対し、相撲競技に

おける共同民泊を想定しており、野村地区で現在

既に１７地区が受け入れを表明していただいてい

るとの答弁がありました。 

 以上、長くなりましたが、委員審査報告といた

します。 

 平成２８年３月１７日、総務常任委員会委員長

岡山清秋。 

○議長 次に、厚生常任委員会委員長沖野健三君

の報告を求めます。 

 沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 委員会に付託されました議

案１５件について経過の概要並びに結果について

ご報告申し上げます。 

 まず、議案第１２号「西予市立病院看護師等奨

学資金貸与条例制定について」、条例制定により

看護師確保に向けて努力していただきたい、また

奨学資金について広報するときはわかりやすくし

てほしいとの意見に対して、本制度を利用しての

看護師確保に努めたい、掲載予定の広報せいよに

は工夫をして周知したいとの答弁でした。 

 採決の結果、可決、決定いたしました。 

 次に、議案第２５号「西予市東部衛生センター

施設更新準備基金条例の一部を改正する条例制定

について」、新たな汚泥再生処理施設の汚泥処理

についての質疑に対し、処理後の汚泥は絞って水

を飛ばし、含水率７０％以下にし助燃材として活

用する計画であるとの答弁でした。 

 また、西部衛生センターの跡地利用について意

見があり、新年度から地元と協議しながら進めた

いとの答弁でした。 

 採決の結果、可決、決定いたしました。 

 議案第２６号「西予市子ども・子育て会議設置

条例の一部を改正する条例制定について」、議案

第２７号「西予市介護保険条例の一部を改正する

条例制定について」、議案第３１号「西予市霊柩

自動車条例を廃止する条例制定について」は採決

の結果、原案のとおり可決、決定いたしました。 

 議案第５０号「平成２８年度西予市一般会計予

算」のうち当委員会所管分について以下のような

質疑や答弁がありました。 

 まず、市民課所管分について報告いたします。 

 マイナンバーカード取得日本一の取り組みにつ

いて質疑があり、カードの利用は税、社会保障等

であるが、今後は利用範囲が広がる予定である、

現在取得日本一を目指して職員も日々努力してい

るとの答弁でした。 

 また、総合窓口のあり方について意見があり、

平成２８年度から市民課所管となるので他市の事

例を参考に研究したい、なお場所は市民課カウン

ターに移動するとの答弁でした。 

 採決の結果、可決いたしました。 

 次に、環境衛生課所管分についてご報告いたし

ます。 

 鶴の見学場所等について質疑があり、特性も把

握できたので地元の方と協議して決めたい、また

毎年鶴が来てくれる環境づくりが必要ではないか

の意見では、公金を使う事業であることを考慮し

つつ、鶴やコウノトリが来てくれる取り組みは実

施したいとの答弁でした。 

 採決の結果、可決いたしました。 

 次に、健康づくり推進課所管分について報告い

たします。 
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 温浴施設は利用者の増加が困難なため利用者ク

ラブを結成してはどうかの質疑に対し、利用促進

のためのむらスポーツクラブ等へ働きかけをした

い、また認知症予防策について高齢福祉課と連携

しながら認知症に影響する高血圧や重症化の予防

を徹底したいとの答弁でした。 

 採決の結果、可決いたしました。 

 次に、社会福祉課所管分について報告いたしま

す。 

 西予市の生活保護受給者数とひとり親家庭の数

について質疑があり、平成２８年２月現在、生活

保護世帯数は２４１世帯、２７５名、ひとり親家

庭数は平成２７年４月１日現在、母子家庭４２１

世帯、１，２０５名、父子家庭８９世帯、２８０

人との答弁でした。 

 採決の結果、可決、決定いたしました。 

 次に、高齢福祉課所管分について、老人クラブ

への補助金について質疑があり、県補助金の算定

基準に基づき、市内１５１の単位クラブに１，３

００円掛ける１２月分の２３５万５，６００円、

市連合会に会員数６，９００人掛ける４０円プラ

ス２５万円の５２万６，０００円、また市単独と

して６，９００人掛ける２００円の１３８万円の

補助を行っているとの答弁でした。 

 採決の結果、可決いたしました。 

 議案第５１号「平成２８年度西予市授産場特別

会計予算」、議案第５２号「平成２８年度西予市

住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」は、採決

の結果、原案のとおり可決、決定いたしました。 

 議案第５４号「平成２８年度西予市国民健康保

険特別会計予算」では、診療所の見直しについて

質疑があり、現在関係各課により市内の地域治療

や組織体制を考える意見交換会を行っており、来

年度前半には提案したいとの答弁がありました。 

 採決の結果、可決いたしました。 

 議案第５５号「平成２８年度西予市後期高齢者

医療特別会計予算」は、採決の結果、可決いたし

ました。 

 次に、議案第５６号「平成２８年度西予市介護

保険特別会計予算」では、介護給付を抑制し改善

する予算編成も必要ではないかという意見に対

し、健康寿命の延伸に取り組み、その結果要支

援、要介護認定者数の増加を抑えていくような取

り組みを進めたい、また介護予防や生活支援サー

ビス、元気な高齢者の社会参加の仕組みづくりを

通して高齢者を地域でどう支えていくかというこ

とを地域住民がみずから考えていただくよう取り

組んでいきたい、あわせて地域包括ケアシステム

の中核的人材となる介護職等の育成を図るため県

立医療技術大学との連携事業を平成２９年度まで

の３カ年事業として実施しているとの答弁でし

た。 

 採決の結果、可決、決定いたしました。 

 議案第５９号「平成２８年度西予市簡易水道事

業特別会計予算」では、簡易水道統合について質

疑があり、平成２８年度末の統合は厳しい、統合

しなくてもペナルティーはないが、経営基盤強化

のため徐々に進めていきたい。改修修繕の地元負

担について質疑があり、建設改良については一般

会計から工事費の１割の補助があり、修繕につい

ては５万円以上分は３分の１が一般会計の補助が

ある、大規模改修時に簡易水道事業債を借りた場

合の地元負担率については、元利償還の５０％は

一般会計からの補助、残りの５０％が地元負担、

過疎対策事業債を借りた場合は、元利償還の７

０％が一般会計からの補助、残り３０％が地元負

担となるとの答弁でした。 

 採決の結果、可決いたしました。 

 議案第６０号「平成２８年度西予市水道事業会

計予算」では、今後の給水人口の推移と施設の改

良率について質疑があり、今後給水人口が減り収

益も減少していくという見通しは立てている、ま

た施設の改良率は耐震化率に置きかえると水道基

幹管路は６．２％、浄水施設が１８．２％、配水

池が１３．９％との答弁でした。 

 採決の結果、可決いたしました。 

 議案第６１号「平成２８年度西予市病院事業会

計予算」では、特徴ある病院づくりについて質疑

があり、西予市民病院では、市民に親しまれ信頼

される病院となるよう利用される方への接遇が大

切と考えており、職員一丸となって意識改革を進

めたい、野村病院では平成２８年４月から地域包

括ケア病床を設置する準備をしている、また医師

や糖尿病認定看護師の指導で万病のもとである糖

尿病予防に力を入れたいとの答弁でした。 

 採決の結果、可決いたしました。 

 議案第６２号「平成２８年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計予算」は、採決の結果、原案

のとおり可決いたしました。 

 以上で厚生常任委員会の審査報告を終わりま
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す。 

 平成２８年３月１７日、厚生常任委員会委員長

沖野健三。 

○議長 次に、産業建設常任委員会委員長中村敬

治君の報告を求めます。 

 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 産業建設常任委員会審査報告

をいたします。 

 ３月３日の本会議で付託されました議案等につ

いて３月７日、委員会を開催し、審査をいたしま

した。 

 審査した議案は、議案第１１号「西予市消費生

活センター条例制定について」から議案第５８号

「平成２８年度西予市公共下水道事業特別会計予

算」はお手元に配付のとおり原案可決決定いたし

ました。 

 審査経過及び内容等について要点を説明いたし

ます。 

 議案第２８号「西予市道路占用料徴収条例及び

西予市公共物管理条例の一部を改正する条例制定

について」は、建設課より説明がありました。市

道及び法定外公共物等に係る占用料及び使用料に

ついては、公益上必要があるものや市民の生活上

必要とされる最小限の工作物などに対しては免除

するよう条例改正を行うというものです。審査を

行う中で他の市町の状況について質疑がありまし

た。本件については、県下２０市町においても近

年改正に取り組んでいる市町が多いそうです。市

民の負担軽減と費用対効果をあわせて考慮した上

で提案するものであり、法人関係等の営利目的に

関する占用に対しては従来どおり免除の対象とは

ならないとの答弁がありました。 

 次に、議案第５０号「平成２８年度西予市一般

会計予算」のうち経済振興課所管分では、米博物

館リノベーション事業２，２５３万４，０００円

に対し質疑がありました。平成２９年度から指定

管理者による運営を計画しているようだが、最終

的には運営が市からの補助金頼みとなりかねず、

独立運営は難しいのではないかとの問いに対し、

現在直営で年間８００万円強の経費がかかってい

る、指定管理者が施設全体を貸しスペースとして

運用し、賃借料を徴収しながら管理運営を行い、

できる限り経費の削減を目指して取り組んでいき

たいとの答弁がありました。 

 また、今後、雑巾がけレースＺ－１グランプリ

はどうなるのかとの問いに対しては、全国的に有

名になっているので、引き続き定期的に行えるよ

う協力したいとの答弁でした。 

 農業水産課所管分では、養蚕振興対策事業１１

０万円に繰り入れる蚕糸業振興基金の残高は現在

どれぐらいあるのかとの質疑がありました。この

質疑に対しては、基金残高は現在１，６１５万

２，０００円であり、２８年度養蚕対策事業の充

当分１１０万円を差し引きすると１，５０５万

２，０００円となる旨の答弁がありました。ま

た、養蚕業後継者育成事業についても質疑があり

ました。３８万円の予算で何をしようとしている

のかとの問いに対しては、地域おこし協力隊とし

て養蚕業に携わる人材募集を東京、大阪などで行

うに当たり、必要となる旅費、研修費等を計上し

ており、まちづくり推進課で計上している予算と

合わせて対処を行う予定であるとの答弁がありま

した。 

 また、担い手育成事業６，２００万円について

は、取り組みの内容の説明を求めました。この事

業については、市単独の認定農業者支援事業２，

０００万円と城川町の法人で国庫補助事業経営体

育成事業に取り組むこととなっており、国庫補助

分３，５００万円、事業費の２分の１補助と市の

上乗せ分７００万円、事業費の１０分の１補助を

合わせて支援を行うものであります。補助対象と

なる施設内容は、急速冷凍庫、冷蔵庫、冷凍冷蔵

庫、機械室、プラットフォームなどとなっている

との答弁でした。 

 大野ヶ原の育成牧場の事業に係る畜産公共事業

運営促進事業１，０７８万４，０００円について

は、受け入れ頭数の規模について質問がありまし

た。預託農家数は西予市管内、管外を合わせて３

２戸の農家となっており、平成２８年２月末現在

では８５頭の受け入れ頭数となっている旨の説明

がありました。 

 次に、林業課所管分では、バイオマスペレット

の生産利活用促進事業について質疑がありまし

た。現在、市内にはどれくらいのペレットストー

ブが納入されているのか、また年間のペレット使

用量は本事業を始めたころと現在とを比較すると

どうなっているのかという問いに対し、事業開始

後年間平均８台程度が納入され続けており、ペレ

ットの生産量も２６年度は２８１トンであったも

のが、２７年度では３４７トンに増加するものと

123



 

予測しているとの答弁がありました。ペレットの

利用状況を金額に換算すると、昨年度では約１，

１５７万１，０００円であったものが、今年度で

は約１，５８０万円の金額となる模様です。 

 また、県営林道田之筋渓筋線の開設負担金事業

１，０００万円に対し、事業の進捗状況について

質疑がありました。愛媛県からもたらされた事業

計画によれば、２７年度は全体の測量を終わらせ

るとともに、延長約１００メートルの開設が行わ

れるそうです。２８年度の事業費は約１億円で、

国が５０％、県４０％、市１０％の負担割合とな

っているほか、延長約七百メートルの開設になる

と思われます。事業完成までには１０年以上はか

かる見込みであるとの答弁でした。 

 また、有害鳥獣総合捕獲奨励金１，８５５万円

の捕獲対象の種類はとの問いに対しては、イノシ

シ、ニホンジカ、ニホンザル、アナグマ、ハクビ

シン、タヌキ、ヒヨドリ、カラスのほかヒノキの

食害が多い野ウサギについても２８年度から対象

に加える予定であるとの答弁でした。 

 ほかにも、森林蘇生緊急対策事業についてより

詳細な説明を求めました。本件は、当初２４年度

から２７年度までの事業でしたが、国の方針によ

り２８年度から３０年度にかけても継続して取り

組むこととなった事業です。西予市では現在４路

線の林道整備を検討しているとの答弁でした。 

 建設課所管分では、住宅リフォーム事業１，５

００万円に対して市民の要望が多いが、補正予算

は考えているのかとの質疑がありました。本事業

についてはこれまで３年間で計７，５００万円の

事業を実施しています、消費喚起による波及効果

も大きい事業であることから申請状況を確認しな

がら検討したいとの答弁がありました。 

 また、橋梁長寿命化修繕計画策定事業３，９０

０万円、橋梁補修事業３，４００万円について

は、橋梁点検を早期に実施し損傷が軽微な段階で

補修すれば少ない経費で長寿命化ができるはずだ

が、事業実施における市の方針を問いたいとの質

疑がありました。市道管理の橋梁は６８２橋あ

り、残すところ１６８橋を平成２８年度で点検し

終える予定だそうです。今後も５年ごとに近接目

視による点検を実施することとなっており、軽微

な段階での対応等は考えているものの、経費の関

係もあるため重要な箇所や危険な箇所を選択しな

がら維持補修に努めたいとの答弁がありました。 

 また、議案第５７号「平成２８年度西予市農業

集落排水事業特別会計予算」について、下水道課

に対し、前年対比で施設管理費が３，４６４万

９，０００円増額となっている理由についての質

疑がありました。これについては、宇和処理区で

下水道管への不明水の流入が多く発生しており、

管路修繕費として１，１００万円、管路内の調査

用カメラ購入費８５０万円などを計上したことが

大きく影響しているとの答弁がありました。 

 また、集落排水については、今後人口減少に伴

い収入は減少する一方、維持管理費は増加するこ

とが予想されているが、行政としては今後どう取

り組んでいくのかとの質疑がありました。野村処

理区はそれぞれの地理的要因もあり単独運用とな

るため厳しい面があるが、宇和処理区では公共下

水道への切りかえなども考えつつ対処していきた

いとの答弁がありました。 

 また、料金については、人口減少が避けて通れ

ない問題となって立ちはだかってくるため、将来

においては検討する必要が出てくる可能性がある

との見解が示されました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２８年３月１７日、産業建設常任委員会委

員長中村敬治。 

○議長 次に、西予市環境衛生施設建設特別委員

会委員長森川一義君の報告を求めます。 

 森川一義君。 

○１４番森川一義君 西予市環境衛生施設建設特

別委員会審査報告を行います。 

 去る３月３日の本会議において同委員会に付託

にされました議案について同日委員会を開催し、

審査を行いましたので、その経過と審査結果につ

いてご報告申し上げます。 

 お手元に配付のとおり、議案第５０号「平成２

８年度西予市一般会計予算」のうち歳入歳出予算

に関する当委員会所管分については、全会一致で

原案可決、決定いたしました。 

 平成２８年度汚泥再生処理施設整備事業費にお

ける歳出予算総額は１９億４，４５６万６，００

０円であり、前年度に比べ１１億５，８０５万円

の増加となっています。その内訳は、本体工事施

工管理等の業務委託に係る委託料３，２７８万

７，０００円、本体建設工事及び搬入路整備工事

に係る工事請負費１９億８７５万３，０００円が

主なものでした。 
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 また、歳入予算の総額は１９億４，２４７万

２，０００円であり、主なものとして、循環型社

会形成推進交付金に係る国庫支出金４億５２４万

６，０００円、一般廃棄物処理施設等建設基金及

び東部衛生センター施設等整備基金からの繰入金

２億６，５６９万３，０００円、市債１２億７，

１４０万円などについての説明がありました。 

 なお、搬入路については、ことし１２月ごろか

ら開始の試運転に間に合うよう整備を計画してい

るとのことでした。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 なお、当委員会は、来る５月１５日の議員任期

満了日をもって消滅いたしますことを申し添えま

す。 

 平成２８年３月１７日、西予市環境衛生施設建

設特別委員会委員長森川一義。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより議案順に採決を行います。 

 まず、議案第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２号「財産の無償譲渡について」は委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第２号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３号及び議案第４号の２件を一括

して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３号「財産の無償貸付について」及び議

案第４号「財産の無償貸付について」の２件は委

員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３号及び

議案第４号の２件は原案のとおり決定いたしまし

た。 

 次に、議案第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５号「西予市行政不服審査法施行条例制

定について」は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号「行政不服審査法の全部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制

定について」は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第６号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７号「西予市研修基金条例制定につい

て」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第７号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８号「西予市ふるさと応援基金条例制定

について」は委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９号「西予市育英会奨学金貸与条例制定

について」は、委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 
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 起立全員であります。よって、議案第９号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０号「西予市子ども教育振興基金条例

制定について」は委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１号「西予市消費生活センター条例制

定について」は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１２号「西予市立病院看護師等奨学資金

貸与条例制定について」は委員長報告のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１２号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３号「西予市職員の退職管理に関する

条例制定について」は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１３号は

原案のとおり決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時５８

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時１０

分） 

 次に、議案第１４号及び議案第１８号から議案

第３１号までの１５件を一括して採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４号「西予市非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」及び議案第１８号「西予市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」から議案第３１号「西予市霊柩自動

車条例を廃止する条例制定について」までの１５

件は委員長報告のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１４号及び議案第１８号から議案第３１号までの

１５件は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３２号及び議案第３３号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３２号「第２次西予市総合計画基本構想

の策定について」及び議案第３３号「西予市過疎

地域自立促進計画の策定について」の２件は委員

長報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

３２号及び議案第３３号の２件は原案のとおり決

定いたしました。 

 次に、議案第３４号から議案第３７号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号「西予市営土地改良事業の施行に

ついて」から議案第３７号「西予市営土地改良事

業の施行について」までの４件は委員長報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

３４号から議案第３７号までの４件は原案のとお

り決定いたしました。 

 次に、議案第５０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５０号「平成２８年度西予市一般会計予

算」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５０号は

原案のとおり決定いたしました。 
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 次に、議案第５１号から議案第６２号までの１

２件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５１号「平成２８年度西予市授産場特別

会計予算」から議案第６２号「平成２８年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」までの１

２件は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５１号か

ら議案第６２号までの１２件は原案のとおり決定

いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時１４

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時１６

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第８２号

「宇和学校給食センター厨房設備機器の取得につ

いて」から議案第８５号「平成２７年度西予市公

共下水道事業特別会計補正予算（第５号）」まで

の４件及び発議第１号「西予市議会委員会条例の

一部を改正する条例制定について」並びに「議員

派遣の件について」を本日の日程に追加し、追加

日程として議題にいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、６件を

本日の日程に追加し、追加日程とすることに決定

いたしました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第８２号「宇

和学校給食センター厨房設備機器の取得につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 松川教育部長。 

○松川教育部長 議案第８２号「宇和学校給食セ

ンター厨房設備機器の取得について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 宇和学校給食センターは、安心・安全でおいし

い学校給食を提供していくという基本理念のもと

に徹底した衛生管理、食育の推進などの機能を持

つ施設として現在新たに整備を進めているところ

でございます。 

 今回ご提案申し上げます当該給食センターに設

置します厨房設備機器の購入における納入事業者

の選定につきましては、衛生面を十分に配慮する

必要性、厨房機器の機能性、また保守体制や緊急

時における対応といった施設管理の観点、納入経

費、維持管理経費などトータル的に判断して事業

者を選定する必要があるため、公募型プロポーザ

ル方式を採用しております。 

 応募事業者から提出のありました提案書に基づ

き、去る３月１０日に宇和学校給食センター厨房

設備機器納入事業者選定委員会審査会において審

査を行いました結果、株式会社中西製作所松山営

業所所長荒井新一氏を契約相手方と決定し、２億

５，７０４万円で３月１４日に物品購入仮契約を

締結いたしましたので、議会の議決を求めるもの

であります。 

 なお、主要な設備機器につきましては、別紙参

考資料をご参照ください。よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８２号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第８２号「宇和学校給食センター厨房設備

機器の取得について」は原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８２号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第８３号「平
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成２７年度西予市一般会計補正予算（第７号）」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第８３号「平成２７年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回提案する補正予算の主なものといたしまし

ては、一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策と

して国の補正予算で創設されました地方創生加速

化交付金に係る予算を新たに計上するものであり

ます。この交付金は、地方公共団体による地方版

総合戦略に位置づけられた先駆性のある事業の実

施に対して国が支援するものでございます。 

 当市では、地方創生加速化交付金事業を活用し

て西予市の知名度向上と観光振興を図るため、ジ

オパークの風景と音楽を融合させる四国西予ジオ

ミュージックプロジェクトの一環として官民連携

による体感型観光アプリ開発事業に８，５４４万

４，０００円を予算計上しております。なお、財

源といたしましては、現在国に申請しております

地方創生加速化交付金８，０００万円のほかジオ

パーク推進基金から５４４万４，０００円を繰り

入れすることといたしております。 

 また、３月１１日に特定地域に係る激甚災害の

指定を受けて国の支出金が増額となった市道赤木

佐須線道路災害復旧事業などの財源調整を行うほ

か、その性質上または予算成立後の事由により年

度内に支出が終わらない見込みの５２事業の繰越

明許費を設定するものであります。 

 これによりまして、議決いただいております歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，９７４

万１，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を

２９４億５，０３２万１，０００円と定めるもの

であります。 

 以上、概要をご説明いたしましたが、詳細な点

につきましては担当課長から補足説明をさせます

ので、よろしくご審議の上、ご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○議長 山岡財政課長。 

○山岡財政課長 それでは、予算書に沿って、ま

ず歳出のほうから主なものにつきまして補足説明

を申し上げます。 

 予算書の１３ページをお開き願います。あわせ

て、追加提案分の３月補正予算説明資料の２ペー

ジからもごらんいただくようお願いいたします。 

 総務費、８項１２目地域経済活性化事業体感型

観光アプリ開発事業８，５４４万４，０００円で

ありますが、地方創生加速化交付金事業を活用し

て西予市の知名度上昇と観光振興を図るために、

ジオパークの風景と音楽を融合させる四国西予ジ

オミュージックプロジェクトの一環として官民連

携で行おうとするもので、四国西予ジオパークが

織りなす空間から醸し出される癒やしとその場に

合った癒やしの音楽を現地で聞くというスタイル

を創造することなどによって観光資源に付加価値

をつけ、他の地域との差別化を図るものでござい

ます。 

 その経費といたしましては、サウンドツーリズ

ム事業委託料、アプリ版自治体クラウド事業委託

料などを計上いたしております。 

 予算書の１４ページをお開き願います。 

 衛生費、１項１目保健衛生総務費、狩江診療所

勘定繰り出し事業３９７万７，０００円でありま

すが、緊急に修理が必要な診療所空調機器改修工

事に対する一般会計繰出金を計上するものであり

ます。 

 予算書の１０ページをお開き願います。 

 次に、歳入につきましては、国の補正予算で創

設されました地方創生加速化交付金の交付申請を

していることによる１３款国庫支出金８，０００

万円の増額及び激甚災害の指定を受けた災害復旧

費国庫負担金の４，６８２万２，０００円の増額

及び予算書の１２ページとなりますが、２０款災

害復旧事業債１億４５０万円の減額などによりま

して、不足する一般財源を前の１１ページになり

ますが、１７款繰入金、財政調整基金繰入金２４

３万円によりまして調整をいたしております。 

 これらによりまして、議決いただいております

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，９７

４万１，０００円を増額いたしまして、歳入歳出

予算の総額を２９４億５，０３２万１，０００円

と定めるものであります。 

 予算書の４ページをお開き願います。 

 次に、第２表の繰越明許費につきましては、年

度内に事業の完了が見込めない５２事業に対しま

して２１億３，７８１万７，０００円の繰越明許

費を設定しております。その内訳につきまして

は、以下５ページから６ページまで続きます。 

 その主な理由といたしましては、地権者及び地

128



 

 

元との協議、設計変更、工法の選定等に不測の日

数を要したことなどによるものでございます。 

 なお、これらの費用が増加しております主な原

因は、国の補正予算によります臨時福祉給付金の

支給が約２億７，０００万円、林道災害復旧事

業、市道災害復旧事業合わせまして５億８，００

０万円、愛媛国体施設整備事業が１億５，０００

万円、給食センター建設事業が１億円などによる

ものでございます。 

 予算書の７ページをお開き願います。 

 最後に、地方債でありますが、事業費の財源と

なっております国庫負担金などの増額による災害

復旧事業債の減額、繰越明許費などによる最終事

業費の確定により旧合併特例事業と過疎対策事業

債の調整をしたことにより限度額の総額を１億

１，０９０万円減額いたしまして４６億２，５０

５万２，０００円とするものであります。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８３号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第８３号「平成２７年度西予市一般会計補

正予算（第７号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８３号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、議案第８４号「平

成２７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）」及び議案第８５号「平成２７年度西

予市公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）」の２件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 横山生活福祉部長。 

○横山生活福祉部長 それでは、議案第８４号

「平成２７年度西予市国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

 今回の補正は、狩江診療所の空調設備の故障に

伴う改修経費を計上するものであります。本診療

所の空調設備は、平成７年に診療所が建築されて

以来たび重なる修繕を繰り返し、維持してまいり

ましたが、先月の故障により応急的な修理では対

応できないことから１階部分の空調設備について

改修工事を行うものであります。 

 これによりまして、議決いただいております狩

江診療所勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３

９７万７，０００円を増額し歳入歳出予算の総額

を３，４５０万７，０００円と定めるとともに、

年度内の工事完了が困難であるため、施設管理費

３９７万７，０００円の繰越明許費を計上するも

のであります。よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第８５号「平成２７年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、国庫補助事業による西予市の公

共下水道アクションプラン策定委託業務並びに宇

和処理区における管渠工事に伴う舗装復旧工事に

おきまして関係機関等との調整に不測の日数を要

し、年度内の事業完了が困難になったことに伴

い、施設整備費１，７７５万４，０００円の繰越

明許費を計上するものであります。よろしくご審

議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 
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 議案第８４号及び議案第８５号の２件は、会議

規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第８４号及び議案第８５号の２件

を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８４号「平成２７年度西予市国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）」及び議案第８５

号「平成２７年度西予市公共下水道事業特別会計

補正予算（第５号）」の２件は原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８４号及

び議案第８５号の２件は原案のとおり決定いたし

ました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、発議第１号「西予

市議会委員会条例の一部を改正する条例制定につ

いて」を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 発議第１号「西予市議会委員

会条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本条例改正につきましては、昨年６月の第２回

定例会において動議第１号として提案をされ、否

決をされた経緯があります。しかし、５月１５

日、任期満了をする我々市議会議員最後の定例会

であり、これまでの議論の中でどうしても決着を

つけなければならない事案だと思い、提案をさせ

ていただきました。 

 西予市議会では、平成２３年１２月第３回定例

会において愛媛県の市町村で初めて議会基本条例

を制定いたしました。その前段、議会改革特別委

員会の調査報告において、元親委員長は基本条例

の３つの原則について、１点目、議会における活

動は原則公開をすること、２点目、議会と市民の

協働、３点目として議会の使命であります行政の

チェック機能の強化と政策立案能力強化を約束を

されております。そして、全会一致で可決をいた

しております。 

 １点目の議会活動の原則公開については、全員

協議会を正規の会議と位置づけて議事録の公開な

どの前進を見ております。 

 ２点目の議会と市民の協働については、市民と

の意見交換会を実施するなど努力をしてまいりま

した。 

 しかし、３点目については議員間討議や予算決

算特別委員会の設置を模索をしてはまいりました

が、実現には至っていないのが現状であります。 

 また、本事案については、今期の１期生議員５

人全員を含む活性化特別委員会の審査の中で調査

研究をされた結果、委員会の任期は改選後から現

行の１年から２年の任期にすることを結論づけら

れております。 

 全国の地方議会では、国会のような議院内閣制

と違い、行政と議会の二元代表制のあり方を、ま

た主権者である住民の皆様の負託に対してどのよ

うに答えるべきかを模索をしております。ベスト

の答えは見つけられないかもしれませんが、より

ベターな選択をしながら変革し続けていくことが

市民の皆様にお応えすることができるものと信じ

るものであります。本案の委員会条例の一部改正

がベターな選択の一つとして改選後の議会改革が

進展し、市民の皆様に対してより開かれた議会に

なることを期待したいと考えます。 

 そして、この４年間、私たち議員が行ってきた

議論のあかしとして議員各位のご賛同を賜りたい

と願うものであります。ご理解の上、ご賛同賜り

ますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とい

たします。 

 平成２８年３月１７日、提出者二宮一朗。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号は、会議規則第３７条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 ただいまの発議第１号「委

員会条例の一部を改正する条例改正」につきまし

て、私は賛成の立場で討論に参加をしたいと思い

ます。 

 今定例会初日でありましたが、三好市長より施

政方針並びに２８年度当初予算の提案理由説明が

なされました。その中で私に非常に印象に残って

おることが１つありますので、さきに報告をさせ

ていただきたいと思います。 

 三好市長の報告の中で地方分権の進展をとめな

いという項目がありました。その中で、私、後で

調べてみますと、３つの事柄が述べられておりま

す。 

 １つは、平成１２年、西暦２０００年、地方分

権一括法によってそれまでの国の機関委任事務が

廃止をされて自治事務になりました。そのことは

地方分権にとって大きな成果であり、またそのこ

とによって国の定める義務づけ、枠づけの見直し

が行われ、この２０年間で地方分権は大きく前進

をしたと市長は述べられました。 

 ２点目としてこのような分権社会の中で西予市

は一体どのように対応したらいいのかということ

については、それぞれの地域をくまなく実情を調

査して、それぞれの地域の特性に合った施策を立

案し、これを実行してまいりますということも述

べられました。 

 そして、３点目として、国あるいは法律で西予

市に通達があった場合であっても、西予市の実情

に合わない場合はいろいろな機会を通して国に対

し意見を提案してまいりますというふうなことを

市長は述べられました。 

 私はこれを聞いて、行政は地方分権を認め、そ

してまた、地方分権社会に対する対応の施策をし

っかりと構築されておるということに大変安心を

したところであります。 

 それに対しまして、行政はこのように分権社会

に対応されておりますが、議会、先ほど提案理由

説明にありましたが、二元代表制の一翼を担う議

会はこの分権社会、分権時代の受け皿づくりはど

のように進展しているのかということであります

が、先ほど二宮議員が提案理由でるる説明された

とおりであり、しかしこれはまだまだ議会の改革

は緒についたばかりであると私は思っておりま

す。これからも積極的に議会改革を進めていく必

要性があるということを強く思っておるところで

ございます。 

 そのような中で、今、西予市議会あるいは行

政、いろいろなことを当然やっていかなければい

けません。議会として、まず何が一番大事な仕事

なのかと、これを私考えたときに、議会の一番重

要な仕事は、予算の議決とそして決算の認定であ

るというふうに思っております。言うまでもな

く、西予市２８年度の当初予算一般会計３０６億

円、特別会計、公営企業会計合わせますと、実に

５０９億円であります。この５０９億円というお

金がどれだけのお金かということは、西予市の全

体の１年間のＧＤＰは約１，０００億円でありま

す。ということは、２分の１が行政が執行してい

るということになりますので、当然これを議決す

る議会としては、非常に大きな責務があるという

ことを我々議員は改めて再認識する必要があるん

ではないかというふうに思っております。 

 そこで、現状の常任委員会の制度を見ますと、

任期は１年であります。３月に当初予算を議決し

て、６月に委員会を解散して新しい委員会を編成

します。しかし、議会は責任ある議会であれば、

みずからが議決した当初予算に対して当然継続し

てその予算がどのように執行されているか監視す

ることが議会の義務であります。しかし、現行の

１年制度ではこれが途絶えております。 

 ですから、私は、委員会の任期を１年ではなく

２年にして当初予算を議決する、そして１年間そ

の執行を監視し、そして次年度の９月に前年度の

決算を認定する、これは委員会として一連の作業

であろうと思います。今のように途中で継続性を

絶するということは、私は本来議会としておかし

いんじゃないかと常々思ってまいりました。 

 ですから、今回提案がありました常任委員会の

任期１年をぜひとも２年にして、責任のある議

会、責任の持てる議決をしていただきたい。幸い

に４月には議会も解散をし、新しく議会が５月か

らスタートいたします。ぜひとも次の議会からは

この責任ある議会として２年間を委員会の任期と

してしっかりとこのことを議論し、そして監視を

し、西予市の発展に議会が寄与していただきたい
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というふうに思っておりますので、今回の発議第

１号は全員の皆さんのご理解を得て、次の議会か

らは２年でやれるように全員の皆さんの賛同をい

ただきたいと思います。 

 以上で私の賛成討論を終わります。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号「西予市議会委員会条例の一部を改

正する条例制定について」については原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 可否同数であります。発議第１号については議

長は否決と裁決いたします。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第５、議員派遣の件につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については本件のとおり承認することに決

定いたしました。 

 この際お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて諸般の事情により変更が生じる場合には議長

に一任を願いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会の挨拶があります。 

 三好市長。 

○三好市長 平成２８年第１回西予市議会定例会

の閉会に当たり一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る２月２９日に開会いたしました本定例会で

ございますが、特別な案件がない限り本日が議員

の皆さん、そして私の任期最後の議会となりまし

た。会議中、議員各位には本会議並びに各常任委

員会におきまして上程いたしました８８件もの議

案についてご審議をいただき、平成２８年度一般

会計予算などの重要な案件をいずれも原案どおり

可決またはご承認いただきました。衷心より厚く

お礼を申し上げる次第でございます。予算審議の

過程でいただきました貴重なご意見は、執行に当

たり十分尊重し、所期の施策を推進してまいりた

いと存じます。 

 さて、歳月の過ぎるのは殊のほか早く、市政３

期目を振り返ればあっという間の４年間でござい

ました。市の最上位計画である新市建設計画、い

わゆる西予市まちづくり計画でございますが、西

予市マニフェスト２０１２を連動させ、誇れる・

愛着の持てる・いい実感のある西予市づくりをテ

ーマに、８つの西予市づくりと４２の政策を提言

し、さまざまな施策に取り組んでいただきまし

た。 

 新市民病院の建設、し尿処理場の統合と建設、

公共下水道整備、防災行政無線整備、小学校改築

と耐震化、朝立会館の整備、えひめ国体に向けた

施設の整備、給食センターの整備等のハード事業

やジオパーク構想の推進、株式会社ちぬやホール

ディング等の企業誘致、地場産業の振興、雇用対

策の支援、医療・保険・介護の充実、乳幼児や児

童への少子化支援対策、地域づくり交付金事業に

よる地域内分権の推進、防災・減災対策、学校再

編と学童保育の充実、不易流行による文化の継承

等のソフト事業など主要な事業はおおむね順調に

進めることができました。また、水道事業の統合

等懸案であった事業につきましてもめどをつける

ことができたものと考えております。 

 マニフェスト２０１２につきましては、市内各

種団体の代表者の皆さんにアンケート調査へご協

力をいただきました結果、おおむね計画どおり進

捗したとの評価を受けた施策が多く、一定の評価

をいただいたものと安堵をしているところであり

ます。 

 ３期にわたり西予市長としての私の使命は、西

予市の基礎基盤づくりであるとの思いから、市民

との重い約束事であるローカルマニフェスト２０

０８と２０１２を提示させていただきましたが、

個人的見解といたしましては、私の使命はおおむ

ね達成できたと判断しているところであります。 

 これもひとえに市民並びに議員の皆様方の市政

に対する深い関心とご協力によるものでありま

す。 

 西予市は、今、人口減少や少子・高齢化など時
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代の大きなうねりの中に置かれておりますが、皆

において消極的発想や構図に飲み込まれることな

く、困難に立ち向かい、豊かさを実感できる存在

感のある町とならなければなりません。そのため

には、常に新たなことに挑戦し、変革していくこ

とが必要であります。 

 このたび、合併以来西予市民が一体となりつく

り上げてきた度台をもとに、今後１０年間のまち

づくりの基本となる第２次西予市総合計画ができ

上がりました。この計画を新たなまちづくりの道

しるべとして、市民一人一人の知恵と行動によっ

て西予市民の思いを実現し、安心して暮らせる誇

れる町を創生し、大きく発展するよう次期市長に

輝ける西予市づくりを託したいと思います。 

 返りますと、この議場において常に生起する多

種多様な議案を審議し、代表質問や一般質問では

かんかんがくがく議論を重ねてまいりました。こ

こには市の最高意思決定機関としての議会がある

からであります。私が市長として在任いたしまし

た１２年間、また今期の４年間において合併に係

る事業計画に盛り込まれました事業を県下に先ん

じて執行できましたのも、賢明な西予市議会があ

ってからこそであります。議会において多様な意

見、考え方を取り入れることは当然であります

が、最高の意思決定機関として議決に向けた不断

の努力が決められる市政として市民の信頼を勝ち

得るものであり、その前段には、違いを認めつ

つ、それを乗り越えて意思決定に至る民主主義の

基本的精神があってのことであります。反対に生

み出すことのない対立は、疲労感や憎悪感だけが

残り、自治体の疲弊への道のりをたどることにな

ります。行政と議会が西予市の車の両輪として機

能し、チェック・アンド・バランスが働き、そし

て今後とも賢明な議会の存在があり続けることを

願っております。 

 さて、来る４月１７日には西予市長選挙、西予

市議会議員選挙が告示されることとなっておりま

す。引き続き、市議会議員に立候補される方、こ

れを機に後進に道を譲られる方、それぞれの思い

を持たれていることと存じます。 

 ご勇退される議員の皆様におかれましては、健

康にご留意をいただきながらその貴重な経験で市

政に対するお力添えとご助言など変わらぬご支援

を切にお願いする次第でございます。 

 また、再出馬を予定されている議員の皆様にお

かれましては、当選を目指され、特段のご奮闘を

お祈り申し上げる次第でございます。 

 ここに改めまして議員各位の市勢発展に対する

長年のご尽力に対しまして深く敬意と感謝の意を

表します。 

 一方、私の任期も残すところ２カ月足らずとな

りました。次期市長にしっかりと引き継ぎできる

よう有終の美を飾りたいと考えております。３期

１２年間の長きにわたり市政運営をお任せいただ

き、支えていただきました議員の皆様を初め、市

民の皆様、関係各位に心事なる感謝の意を表し、

閉会のご挨拶とさせていただきます。本当に長い

間ありがとうございました。 

○議長 議長席を離れることをお許しいただきま

して、市民の皆様、また一堂に会する皆様に少し

の時間をいただきまして挨拶をさせていただきま

す。 

 この４年間、私たち議員は、議場で、また各常

任委員会等で皆様と論戦をしてまいりました。理

事者また職員の皆様には詳細にわたりまして丁寧

な説明をしていただき、またご指導をしていただ

きまして、私たち議員も理解の上で各案件につき

決定をしてまいりました。本当にご協力、ご指導

をいただきましたことを心から感謝を申し上げた

いと思います。 

 市民の皆様には、議員として満足できる活動で

はなかったと思いますが、私たち議員といたしま

しても一生懸命努力をしてまいったつもりでおり

ます。今後、その至らなかった点は新しい議会に

対しご意見等を投げかけていただき、さらに議員

に対しましてもご指導、ご鞭撻を賜りたいと思っ

ております。 

 私たち議員の任期も５月１５日をもって終わり

ます。新たな道を進まれる方、また再度議会に挑

戦をされる方、道はそれぞれ違いましても西予市

を愛し、市民の皆様の幸せを願って、これからも

活動をしてくれるものと信じております。 

 最後に、この４年間議会に対しましてご指導、

ご鞭撻を賜りましたことを心からお礼を申し上げ

ますとともに、市民の皆様のご健勝とご多幸を、

そして西予市のさらなる発展をご祈念申し上げま

して、西予市議会を代表いたしましての挨拶とさ

せていただきます。本当にありがとうございまし

た。 

 これをもって平成２８年第１回西予市議会議会
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定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  閉会 午後４時０４分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

  西予市議会副議長 

 

   同    議員 

 

   同    議員 
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平成２８年第１回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  １号 
林道東津野城川線（安尾地区）地すべり災害復旧工

事請負契約について 
28.２.29 原案可決 

議案第  ２号 財産の無償譲渡について 28.３.17 原案可決 

議案第  ３号 財産の無償貸付について 28.３.17 原案可決 

議案第  ４号 財産の無償貸付について 28.３.17 原案可決 

議案第  ５号 西予市行政不服審査法施行条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第  ６号 
行政不服審査法の全部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例制定について 
28.３.17 原案可決 

議案第  ７号 西予市研修基金条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第  ８号 西予市ふるさと応援基金条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第  ９号 西予市育英会奨学金貸与条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第 １０号 西予市子ども教育振興基金条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第 １１号 西予市消費生活センター条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第 １２号 
西予市立病院看護師等奨学資金貸与条例制定につい

て 
28.３.17 原案可決 

議案第 １３号 西予市職員の退職管理に関する条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第 １４号 
西予市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例制定について 
28.３.17 原案可決 

議案第 １５号 
西予市職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例制定について 
28.２.29 原案可決 

議案第 １６号 
西予市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
28.２.29 原案可決 

議案第 １７号 
西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
28.２.29 原案可決 

議案第 １８号 
西予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
28.３.17 原案可決 

議案第 １９号 
西予市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部を改正する条例制定について 
28.３.17 原案可決 

議案第 ２０号 西予市税条例の一部を改正する条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第 ２１号 
西予市教職員宿舎条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
28.３.17 原案可決 

議案第 ２２号 
西予市立学校給食センター及び学校給食調理場条例

の一部を改正する条例制定について 
28.３.17 原案可決 

議案第 ２３号 
西予市立幼稚園における保育料等徴収条例の一部を

改正する条例制定について 
28.３.17 原案可決 

議案第 ２４号 
西予市社会体育施設条例の一部を改正する条例制定

について 
28.３.17 原案可決 

議案第 ２５号 
西予市東部衛生センター施設更新準備基金条例の一

部を改正する条例制定について 
28.３.17 原案可決 

議案第 ２６号 
西予市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正す

る条例制定について 
28.３.17 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ２７号 
西予市介護保険条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
28.３.17 原案可決 

議案第 ２８号 
西予市道路占用料徴収条例及び西予市公共物管理条

例の一部を改正する条例制定について 
28.３.17 原案可決 

議案第 ２９号 
西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
28.３.17 原案可決 

議案第 ３０号 
西予市三好等奨学基金条例等を廃止する条例制定に

ついて 
28.３.17 原案可決 

議案第 ３１号 西予市霊柩自動車条例を廃止する条例制定について 28.３.17 原案可決 

議案第 ３２号 第２次西予市総合計画基本構想の策定について 28.３.17 原案可決 

議案第 ３３号 西予市過疎地域自立促進計画の策定について 28.３.17 原案可決 

議案第 ３４号 西予市営土地改良事業の施行について 28.３.17 原案可決 

議案第 ３５号 西予市営土地改良事業の施行について 28.３.17 原案可決 

議案第 ３６号 西予市営土地改良事業の施行について 28.３.17 原案可決 

議案第 ３７号 西予市営土地改良事業の施行について 28.３.17 原案可決 

議案第 ３８号 平成２７年度西予市一般会計補正予算（第６号） 28.２.29 原案可決 

議案第 ３９号 
平成２７年度西予市授産場特別会計補正予算（第３

号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４０号 
平成２７年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４１号 
平成２７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４２号 
平成２７年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４３号 
平成２７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４４号 
平成２７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第４号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４５号 
平成２７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４６号 
平成２７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４７号 
平成２７年度西予市水道事業会計補正予算（第１

号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４８号 
平成２７年度西予市病院事業会計補正予算（第１

号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ４９号 
平成２７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第２号） 
28.２.29 原案可決 

議案第 ５０号 平成２８年度西予市一般会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ５１号 平成２８年度西予市授産場特別会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ５２号 
平成２８年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 
28.３.17 原案可決 
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議案第 ５３号 
平成２８年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予

算 
28.３.17 原案可決 

議案第 ５４号 平成２８年度西予市国民健康保険特別会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ５５号 平成２８年度西予市後期高齢者医療特別会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ５６号 平成２８年度西予市介護保険特別会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ５７号 平成２８年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ５８号 平成２８年度西予市公共下水道事業特別会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ５９号 平成２８年度西予市簡易水道事業特別会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ６０号 平成２８年度西予市水道事業会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ６１号 平成２８年度西予市病院事業会計予算 28.３.17 原案可決 

議案第 ６２号 
平成２８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

予算 
28.３.17 原案可決 

議案第 ６３号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ６４号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ６５号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ６６号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ６７号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ６８号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ６９号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７０号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７１号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７２号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７３号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７４号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７５号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７６号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７７号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７８号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ７９号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ８０号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ８１号 西予市農業委員会委員の任命について 28.２.29 原案同意 

議案第 ８２号 宇和学校給食センター厨房設備機器の取得について 28.３.17 原案可決 

議案第 ８３号 平成２７年度西予市一般会計補正予算（第７号） 28.３.17 原案可決 

議案第 ８４号 
平成２７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
28.３.17 原案可決 

議案第 ８５号 
平成２７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
28.３.17 原案可決 

陳情第 １３号 

（継続審査分） 

まつば共同作業所新築移転についての陳情書 

 
28.３.17 採  択 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

承認第  １号 

専決処分第４号の承認を求めることについて（西予

市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例制定について） 

28.２.29 原案承認 

諮問第  １号 人権擁護委員候補者の推薦について 28.２.29 同  意 

諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 28.２.29 同  意 

発議第  １号 
西予市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
28.３.17 否  決 

議会報告第１号 西予市創生特別委員会の報告について 28.３.17 報  告 

 議員派遣の件について 28.３.17 承  認 

 

  

 

138




